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＜はしがき＞ 

 

 本研究は、教員養成段階から採用と初任者研修の段階で、体育授業の指導に

必要となる実践的力量の形成に必要なプログラムを開発するための視点を提供

することを目的とした。 

 ただし、実践的力量といってもその内実は学界で合意できているわけではな

い。そこで、本研究ではまずこれまで発表された戦後日本の体育教師研究の文

献を概観し、そこに見られる専門的力量の変化を把握した（第1章第1節）。次

に、アメリカで進められてきたTeaching Expertise研究における実践的力量の

把握を批判的に概観するとともに（第1章第２節）、近年の日本の教員養成カリ

キュラム改革で提案されている「実践的指導力」をとりあげ、体育授業で求め

られるその内実を考察した（第1章第３節）。 

 教師の専門的成長は、①教員養成段階から②教員採用・初任者研修、そして

③現職教育という各段階を経ながら生涯を通じて進行する過程と理解されてい

る。第２章では、学校の現職教員の側からこの専門的成長の様相を探った。ま

ず第１節で指導教員として教育実習生を指導する現職教員が保持している「実

践的力量」の内実を探り、第２節では、初任者研修を受けている現職教員が体

育授業に抱く心配を把握することを通じて、彼らの成長のために必要な援助の

方法を明らかにした。第３節では、小学校で展開されている授業研究と保育園

で実施されたフィールドワークを対象に、教員が成長する現職研修の方法を探

究し、第 4 節では体育授業中の「出来事」に対する気づきの分析を通じて、教

師の熟練の過程での専門的成長の様相を探求した。 

 第３章では、大学生の側から教師の専門的成長の様相を探ることを試みた。

まず第１節では、教育実習を受講した教育実習生が体育授業に抱く心配を把握

することを通じて彼らの成長のために求められる援助と課題を明らかにし、第

2 節では教育実習生の授業を観察し、教育実習生に意識されている「実践的力

量」の特徴を把握しようと務めた。また第３節では、教育実習生の水泳授業中

の「出来事」に対する気づきの分析を通じて、教育実習生の専門的成長の様相

を探求し、第４節では教員養成コースの体育関連科目に対する学生と卒業生の

意識を把握し、その結果の比較から現職体験による成長の様相を探求した。 

 第 4 章及び資料編では、イギリスとアメリカ、韓国、台湾を対象に行った海

外調査に基づき、それらの国における体育教員の教員養成、初任者研修、現職

教育の 新の動向を把握するよう務めた。なお資料編には本研究で用いた質問

紙調査の調査用紙を掲載した。 



 本研究の特色は、第１に、中国四国地方に位置する教員養成機関に所属の体

育科教育法担当教員を研究分担者として組織したところにある。職場の異動で

少々所属の地域は当初より広がったが、地域の要求に基づき教師の専門的成長

を探求する姿勢を我々は尊重した。第２の特色は、現在の教員養成機関のカリ

キュラムに対する学生や教師の求めているニーズの把握からプログラム開発の

視点を探求した。これは開発されたプログラムを実効あるものにするために重

要な視点と考える。  
実践的力量の形成に必要なプログラムを開発するための視点の提供という

目的を十分に果たせたかどうかは心もとない限りであるが、体育授業に関する

教師教育プログラムの改善が急務とされる現在、本報告書が体育授業に関する

実践的力量形成を探求するための資料として少しでも参考になれば幸いである。 
 後になりましたが、専門的立場から日本における調査研究の実施や海外の

動向調査に関しまして多大なご助力をいただきました研究分担者の先生方及び

研究協力者の先生方、また調査に快く応じていただいた学校の先生方ならびに

学生のみなさんに心よりの感謝の言葉を申し上げたいと思います。  
 

2006 年 3 月       

研究代表者 木原成一郎  
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する研究①－初任者研修段階で求められる実践的力量に関する事例研究－」日

本体育学会第 55 回大会 ,2004,9,24.  
・ 木原成一郎「イギリスの初任者体育教師への導入教育に関する研究」スポー

ツ教育学会第 24 回大会 ,2004,9,11.  
・小森北斗・ 海野勇三「体育科教育に関する基礎的研究－教科書叙述の分析を

中心に－」、九州体育・スポーツ学会第 53 回大会， 2004,9,4.  
・ 日野克博「新任教師の不安要因に関する事例的研究」日本スポーツ教育学会

第 23 回大会， 2003,10,26.  
・ 徳永隆治 「『体力を高める運動』の授業づくりのための基礎的研究」日本体

育学会第 54 回大会， 2003,9,27.  



 
(3) 出版物  
・松田恵示「ミニマムにおける専門性と経験の問題」，体育科教育第 54 巻 2 号，

大修館書店， pp.58-62、 2006.2.1.  
・ 中瀬古哲 「体育・スポーツ活動の『文化性』『総合性』に立脚した『体育の

カリキュラム』づくり」体育科教育、第 54 巻第 2 号， pp.48-49.2006,2,1.  
・ 松田恵示 「プレイが生み出す体育の可能性」、友添秀則・岡出美則編『教養

としての体育原理』大修館書店， pp.63-69,2005. 
・中島憲子・ 海野勇三 「子ども・青年の発達課題と体育カリキュラム－学習と

発達をめぐる実態調査結果が問いかけるもの―」『教育』、 2005 年 12 月号  
・ 中瀬古哲 ，「体育の典型教材から学ぶこと」，体育科教育，第 53 巻第 5 号，  
pp.18-21.  2005,5,１ .  
・ 木原成一郎 「イギリスの初任者体育教師への導入教育」『体育科教育』第 52
巻 ,第 10 号 ,  pp.58-61,2004,8,1.  
・ 木原成一郎 ・大貫耕一編『教えと学びを振り返る体育の評価』大修館書店、

2004,5,1.  
・ 松田恵示 「近代スポーツと身体観の変遷」、飯田貴子・井谷惠子編『スポー

ツ・ジェンダー学への招待』明石書店， pp.131-140， 2004. 
・ 日野克博 「愛媛大学での模擬授業の実践—授業の勢いと雰囲気を高める」高

橋健夫編『体育授業を観察評価するー授業改善のためのオーセンティック・ア

セスメント』明和出版， 2003,10,10. 
・ 日野克博 「運動量を増やし効率的な授業を展開するために」『体育科教育』

第 51 巻第 9 号， pp.26-29.2003．  
・ 日野克博 「より質の高い教員養成に向けた取り組み：模擬授業の実践から」

『体育科教育』第 51 巻第 4 号 ,pp.26-29.2003．  
・ 松田恵示「教材づくり、場づくりを工夫しよう」，『体育科教育』第 51 巻  第
2 号，大修館書店， pp.28-31, 2003. 
 



第 1 章 体育教師に求められる実践的力量  
第 1 節 戦後日本の体育教師研究に見られる専門的力量  

 

木原 成一郎 岩田昌太郎 松田泰定 

 

Ⅰ はじめに 

本研究は、第２次世界大戦後の日本において、体育教師の専門的力量に関し

て行われた研究の動向を整理することを目的とする。なお、第２次大戦後の学

習指導要領の記述では、小学校で体育科、中学及び高等学校では保健体育科と

教科名が異なっているが、両者とも「体育」と「保健」の 2 領域から構成され

ている点は同じである。本研究ではこの２領域のうち、「体育」に限定して論及

することとする。 

1998 年７月に公表された教育職員養成審議会第１次答申「新たな時代に向け

た教員養成の改善方策について」は、「教員に求められる資質能力」を「一般に、

『専門的職業である「教職」に対する愛着、誇り、一体感に支えられた知識、

技能等の総体』といった意味内容を有するもので、『素質』とは区別され後天的

に形成可能なものと解される」としている。この答申の「資質能力」は、「専門

的職業である『教職』に対する愛着、誇り、一体感」という価値への指向をも

つ性行と、それに「支えられた知識、技能等」という習得された能力の二つに

区分されている。「資質能力」のうち、前者は「資質」であり、後者は前者を前

提として、「資質」に支えられて身につけられた「能力」と解釈できるように思

われる。 

この「答申」の「資質能力」の記述に対し、小島（2002）は、「教師の資質

と力量は相互に浸透し、融合し、教師の中で統合され、一定の教師スタイル、

個性が形づくられる。この場合、資質と力量、または資質と能力は一体化して

『資質力量』、『資質能力』として機能する。教師の資質は、その意味で関係概

念である」と述べている。 

本研究で用いる専門的力量という概念は、先の「教育職員養成審議会第１次

答申」で用いられた「資質」と「能力」の双方を含む概念として用いている。

つまり、「専門的力量」には、「専門的職業である『教職』に対する愛着、誇り、

一体感」という価値への指向を持つ性行である「資質」と、それに「支えられ

た知識、技能等」という習得された「能力」の二つを含んで用いる。ただし、

小島の指摘に学び、その両者は教師個人の中では、「資質能力」として一体化し

て機能していると捉える。 

本研究では、体育教師の専門的力量に関して行われた研究の動向を整理する

  



目的を果たすために、対象とした研究から体育教師の「資質能力」にあたると

思われる記述を以下のカテゴリーに分類した。つまり、「資質」と「能力」の双

方を含む体育教師の専門的力量を整理するため、その専門的力量が発揮される

場面に着目して「体育授業」「部活動」「生徒指導」の３つの分類カテゴリーを

設け、それぞれカテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３とした。また、そ

れらの３つの場面に区分できない教師の「資質能力」の分類カテゴリーとして

「パーソナリティ」を設け、カテゴリー４とした。さらに、NASPEの「National 
Standards for Beginning Physical Education Teachers」注 1） を参考にし、「体

育授業」のカテゴリーを、「知識(knowledge)」「パフォーマンス(performance)」

「態度(dispositions)」のサブカテゴリーに区分し、それぞれカテゴリー１－

１、カテゴリー１－２、カテゴリー１－３とした。 

なお、検討の対象とした研究を収集する方法は、以下の３つの方法を用いた。

第１に、松田泰定（1996）の巻末に掲載された保健体育教員養成関連文献目録

より体育教師の専門的力量に関する研究と推察できる研究を選択し収集した。

松田泰定（1996）は、体育学術誌として『日本体育学会大会号』『体育の科学』

『他大学紀要、報告書』について、戦後の教員養成関連の研究の目次を掲載し

ている。今回は『日本体育学会大会号』のみ資料収集の対象とした。なお松田

泰定（1996）の文献目録には社会体育指導者の専門的力量に関する研究も含ま

れているが、体育教師の専門的力量の把握を目的とする本研究では社会体育指

導者の諸研究は検討の対象から除外した。第２に、戦後行われた体育学研究の

「体育教師像」に関する研究の動向を検討した中井隆司（1997）を参照し、そ

こに掲載されている諸研究から、体育教師の専門的力量に関する記述のあると

思われる諸研究を選択し閲覧可能であったものを収集した。第３に、松田泰定

（1996）は 1993 年以降の文献を掲載していないので、1993 年以降の『日本体

育学会大会号（第 44、45 回大会号を除く）』の目次及び 1999 年以降の『スポ

ーツ教育学研究（大会号を含む）』を閲覧し、体育教師の専門的力量に関する研

究と考えられる研究を選択し収集した。  
なお、1970 年代以降、子どもへの質問誌調査や組織的行動観察という経験的

方法による数多くの授業研究の成果が蓄積され、そこには教師の教授行動や教

授技術に関して多くの知見が蓄積されてきた。これらの授業研究は数多くなさ

れているが、それらは高橋健夫（2000）が整理した「教師行動」を問題にして

いると考えられるので、本研究では、高橋健夫（2000）の「総説」論文で、こ

れらの授業研究が問題にした専門的力量を代表することとした。  
第２次世界大戦後に日本で行われた体育教師の専門的力量に関する研究は、

その研究方法により理念的研究と実証的研究に区分されると思われる。理念的

  



研究とは、教師や研究者としての経験や諸外国の文献資料を根拠として、こう

あるべき理念としての専門的力量を記述する研究である。また実証的研究とは、

質問誌調査や授業観察という経験的方法で得られた資料を根拠として専門的力

量を記述する研究である。 

それではまず、理念的研究と実証的研究の順に、先に述べた方法で収集され

た諸研究の概要を年代順に紹介する。実証的研究の概要は主に教師の「資質」

を問題にしている研究と主に教師の「能力」を問題にしている研究に区分して

検討する。次にそれらの諸研究に記述された専門的力量を先に述べたカテゴリ

ー別に区分し、表１として記述する。なお、概要説明の末尾に（カテゴリー1、
4）のように記し、それぞれの研究に示された専門的力量を図１のどのカテゴ

リーに区分したかが分かるようにした。最後にこれらの整理から示唆されるこ

れまでの諸研究の傾向を指摘する。  
 

Ⅱ 理念的研究 

浅井浅一（1971）は、体育教師が教育者として備えていなければならない性

格として、第１に「健康であること」、第２に「専門に優れていること」、第３

に「社会性が発達していること」の３点を挙げている（カテゴリー1-1、1-2、4）。  
阿部忍（1972）は、生徒たちから好まれる教師像を、①愛情豊かでやさしく、

真面目で熱心な教師、②人柄の立派な教師、③明朗快活でユーモアに富み、し

かも親切で公平な教師、④生徒ひとりひとりの個性を知り、生徒と一体となり、

誠心誠意助力してくれる教師、⑤授業以外に、学校生活全般にわたって指導し

てくれる教師、⑥専門知識が深く、同時に一般教養も豊かな教師、⑦自由の中

にも規律を守り、寛大さのうちに権威を秘めている教師、に特徴づける（カテ

ゴリー1-1、  2、  4）。  
小村渡岐麿ら（1975）は、「専門職としての体育教師は、体育・スポーツの

実践活動とその指導が中核的な物となる。この実践活動を通して被教育者の人

間形成に寄与し、同時に体育教師としての人間性が開発されることになる」と

述べている（カテゴリー４）。  
辻野昭（1975）は、体育科教師の資質について 7 人の識者の考え方をまとめ、

以下の 2 つの共通した特質を見いだした。それは、①教師としての人間性、②

教科内容への深い理解と実践力、である（カテゴリー1-1、1-2、  4）。  
小村渡岐麿ら（1976）は、「体育の専門性の内容」として「１．指導内容に

ついての専門的知識と技能、２．被教育者の理解に必要な教育学的・社会学的・

心理学的・生理学的・運動学的基本的把握方法、３．体育指導に関する基本的

知識と技能、４．体育の制度・行政に関する基本的知識、５．理論と実践の相

  



互媒介をはかる教育実地研究」をあげている。（カテゴリー1-1、1-2、）  
佐藤良男（1987）は、体育教師の資質を高める 7 ヶ章として、１． 基盤と

なる自己研修、２．仲間と学び合う、３．校内研修の充実、４．研究組織・団

体等の機能の充実、５．教育委員会等の行う研修事業の充実、６．大学・大学

院での長期研修、７．事業内容の見直し、を提示している（カテゴリー1-3）。  
梅本二郎（1987）は、これからの体育教師の資質・能力として、①からだに

関する科学的な基礎教養を高める、②運動の楽しさを味わわせる指導力を高め

る、③社会の変化に積極的かつ柔軟に対応する、④体に無理な負担や体罰ない

部活動の指導を推進する、の 4 つを挙げている（カテゴリー1-1、1-2、2、 4）。  
 

Ⅲ 実証的研究 

１．主に教師の「資質」を問題にしている研究  
竹中玉一ら（1956）は、中学と高校の他教科の教師に体育教師に望むことを

記入させ、「性格的面、指導的面、教養的面、身体的面、研究的面」への希望が

あったと報告している（カテゴリー４）。  
飯塚鉄雄ら（1967）は、学校長 43 人を対象とした質問紙法により、彼らが

期待する体育科教師像として「幅広くあらゆる身体運動に通じ、できれば得意

なスポーツをもち、教養が高く、人間的に優れ、尊敬できる人物」を得たとし

ている（カテゴリー４）。  
西垣完彦ら（1970）の研究では、高校生を対象にしており、①かなり男性的

で社会性があり、やや鋭くて面白く、やや信頼できる反面、やや単純である、

②体育教師のイメージは、教師のイメージよりスポーツマンのイメージに近い、

という報告がなされている（カテゴリー４）。  
西垣完彦（1972）は、公私立高校保健体育教員 114 人、他教科教員 147 名に

質問紙調査を行った結果、体育教師は他教科教師と比べて「伝統的・保守的－

聖人君子的」「伝統的・保守的－小市民的」なタイプが多いと報告している（カ

テゴリー４）。  
 また、横山一郎（1975)によれば、1965 年に横須賀市教育研究所により行わ

れた教師へのアンケート調査の結果を分析し、以下の体育教師の特徴を指摘し

ている。①体育教師は聖職性の肯定度が高く約 70%を示している（一般教師

73.4%）と、②体育教師の労力配分の割合：授業 50%（他教科、50%）、クラブ

活動 40%(同 20%)、校務 10%（同 30%)クラブ指導に生きがいを感じている体

育教師が 76%に及ぶ。以上から、「スポーツマン的体育教師」と「教育者的体

育教師」の二つのタイプに二分されると指摘（カテゴリー1-1、  2）。  
浅野辰三・森昭三（1971）は、中学校保健体育教師への「保健体育教師とし

  



ての重視すべき資質」のアンケート調査を実施した。その結果、①実技力

（86.7%）②研究意欲（48.3%）③積極性（43.3%）④健康（38.3%）⑤指導力・

統制力（38.7%）⑥専門的知識（36.7%）⑦教育への情熱（34.2%）⑧専門の運

動歴（26.7%）の８項目があげられた。ただし、この実技力は模範を示すこと

よりも、自分が「練習することによって何を感じ、何を学んだか」を自分の専

門的知識として身につけ、その専門的知識を指導技術として具体化することと

解釈すべきとされている（カテゴリー1-1、1-2、1-3、  2、  4）。  
前田幹夫（1975）は、高知大学教育学部１年生（100 名）を対象に、小・中・

高校時代の体育教師を回顧的に分析した結果、①子どもとの結びつきが強く、

ともに行動する活動的で明朗な体育教師、②健康ではつらつとし、気力にみち

た体育教師、というよいイメージがある反面、①技術中心で、技能ばかり追求

している教師、②理論に欠け、命令的、威圧的で恐ろしい感じの風紀を取り締

まりの中心のような、③適当にやって時間がくれば終わりという感じで教師と

しての責任を負っていないような、④体育の授業よりもクラブ活動の指導に熱

心な、⑤できる子どもを中心に授業をすすめる、という悪いイメージが報告さ

れている（カテゴリー1-1、1-2、1-3、  2、  4）。  
松井貞夫（1984）は、小・中・高校生を対象に体育教師像についてアンケー

ト調査をしている。その結果、望ましい特性として以下のものがあげられた。

小学生が望んでいる優れた体育教師像として、①運動に堪能な教師、②一緒に

活動し、よく教えてくれる教師、③明るく、やさしく、きびしい教師、の 3 項

目に、そして中・高校生が望んでいる優れた体育教師像として、①公正で、人

間として尊敬できる教師、②専門的な能力と広い教養を持つ教師、③授業を計

画的に進めた指導力のある教師、の 3 項目にそれぞれ集約されていることが報

告されている（カテゴリー1-2、1-2、1-3、  4）。  
秋元圭子ら（1980）は、体育教師の役割を下記の１２項目と捉え、体育教師

と他教科教師との役割評価がずれていると指摘している。「１．体育の授業、２．

課外運動部の日常の練習指導、３．課外運動部の対外試合の成績、４．体育祭

などの校内的体育・スポーツ行事、５．臨海・林間学校などの校外的体育・ス

ポーツ行事、６．学級経営、７．進路指導、８．生活指導、９．朝会や集会で

の号令係、10．職員会議での中心的役割、11．同僚とのレクリェーション活動、

12．選手としての対外試合出場」（カテゴリー1-1、1-2、1-3) 。  
また、大学生を対象とした遊佐清有（ 1984）の研究では、「望ましい優れた

体育教師の態度・性格では、情熱を持つ教師を期待しているとともに、他教科

の教師とは違った面、つまり行動を共にすることによる一体感を感じることが

期待され、指導面では楽しい授業をしてくれること、自主的な活動の時間を与

  



えてほしい」ことが、特に多く述べられていたと報告している（カテゴリー1-2、  
4）。  

賀川昌明（1984）は、中・高校の保健体育教師を対象とした研究で体育教師

のイメージを測定する因子を下記のように抽出した。「１．教師としての一般的

資質、２．スポーツマン的性格、３．リーダーシップ、４．スポーツ・運動に

関する知識・技能、５．社会性、６．体力、７．内向性、８．経営能力、９．

対人関係の技術、10．調和、11．顕示性、12．競技の指導活動、13．外向性、

14．社交性」（カテゴリー４）。  
賀川昌明（ 1985）は、中・高校の保健体育教師を対象とした研究で、「体育

教師は、責任感、意志が強く、陽気で楽観的であり、また若々しくて体力もあ

り、他人に対しては目上、目下の区別をわきまえ生徒を管理する能力が高い。

そして、学校行事や生徒指導の中心的存在であるとともに、部活動の指導にも

熱心である」という体育教師像が導き出された（カテゴリー2、  3、  4）。  
平川澄子 (1987)は、高校、大学の生徒を対象に「体育教師の指導に従った理

由」を「体育教師の勢力資源」として下記のように抽出した。「１．人間性勢力、

２．罰・威圧性勢力、３．外見性勢力、４．専門性勢力、５．正当性勢力、６．

一般性勢力」（カテゴリー４）。  
平間隆ら（ 1987）の研究では、最も重視された資質は、「生徒を差別せず公

平に扱う」という基本的条件であり、加えて技術や体力より専門的知識が重視

されていたことが報告されている（カテゴリー1-1、  4）。  
杉本厚夫（1988a）は、「体育教師の社会的役割」として下記の項目を抽出し、

行動のレベルと認知のレベルのズレを報告している。「１．体育の授業に関する

役割、２．体育系クラブに関する役割、３．学校の経営（校務）に関する役割、

４．学校での社会的役割に関する役割」（カテゴリー1-1、1-2、2、3）。  
杉本厚夫（1988b）の調査によれば、「体育教師のほとんどが、『生徒指導』

はやりたくてやっている項目としてあがっており、積極的な関わりを示してい

る。また、体育教師がしたくてもできないと感じているのは『運動部指導』で

ある。一方、したくはないけれどしなければならない義務として捉えられてい

るのが『体育教科授業』である」と述べている（カテゴリー1-1、1-2、1-3、 2、  
3）。  

冨永徳幸 (1985)は、保護者に対して下記の項目に関して保健体育教師の評価

度を調査している。「１．知性、２．教育適正、３．パーソナリィティ、４．貢

献度、５．尊敬・信頼」（カテゴリー４）。  
高橋健夫（1996）は、高校時代に教わった体育教師のイメージに関して、大学

生（1058 名）を対象に 62 項目からなる調査を実施し、因子分析を施した。そ

  



の結果、①慕われる人、②専門的な能力、③熱心な指導、④無計画な授業、⑤

恐い存在、⑥精神力の強さ、⑦社会的教養の欠如、⑧健康的な人、⑨情意的な

授業、⑩科学的な授業、⑪狭い専門性、の 11 因子を抽出した。さらに、それ

らの結果から、「体力があり、根性があるが、教養に欠け、授業に熱心でなく、

恐くて、生徒から慕われない人」という体育教師像が導き出されたと述べてい

る（カテゴリー1-1、  4）。  
渡辺健太郎ら (1997)は中学校の保健体育教師 130 名を対象に質問紙調査を行

い、「理想的な体育教師」として 90％以上の教師が選択した項目を、「人間性の

豊かな人」「スポーツ好きな人」「生徒から信頼を寄せられる人」「愛情豊かで熱

心に指導してくれる人」「優れた指導力のある人」「子ども好きな人」「体育学的

知識が豊富な人」であるとしている（カテゴリー1-1、  1-2、4）。  
渡辺保志ら (2004)は、小、中、高校の教師を対象に質問紙調査を行い、下記

の６因子を「教師の資質」として取り出している「社会的資質」「職業的資質」

「情緒的資質」「付加的資質」「身体的資質」「人間関係的資質」（カテゴリー４）。  

 
２．主に教師の「能力」を問題にしている研究 

松岡重信 (1977)は、「教授行動の言語活動」を「運動スキルの習得に関連する

認識進化の機能、集団形成の機能、経営管理の機能」に区分し、熟練教師と教

育実習生の授業事例の観察結果を比較して前者は後者に対して認識進化の機能

が多く、経営管理の機能が少ないと指摘した（カテゴリー1-2）。  
梶浦英善 (1982)は、小学校教員養成課程３年生及び小学校免許取得通信教育

受講生計 760 人を対象に質問紙調査を行い次の４つの観点について傾向を報告

した。「１．自身の実技能力、２．示範能力、３．体育の好き嫌い、体力、性格、

４．児童期の体育・スポーツ活動に関する考え方」（カテゴリー1-1、1-2、1-3）。  
勝亦紘一ら (1984)は、中学校及び高校での教育実習生を対象に次の項目につ

いて「体育授業で力不足を感じた」ことを選択させた。「１．生徒を上手に把握

することができない、２．説明の仕方や話し方、３．実技が上手にできない、

４．効果的な授業展開ができない、５．教材研究の不足、６．集団行動の指導、

７．専門的な知識の不足」（カテゴリー1-1、1-2）。  
〆木一郎（1990）は、小学校の教育実習生を対象に下記の項目に関して意識

調査を行った。「１．集団への指示、２．指導技術、３．示範、４．言語動作、

５．授業運営」（カテゴリー1-2）。  
小昆賀恵理ら（1995）は小学校教員を対象に「体育授業指導に求められる力

量」を下記の項目について意識調査した。「示範を示す実技力」「取り上げる種

目の教材解釈」「授業の進め方」「子どもの心理や様子を掌握する知識・技術」

  



「体育に関する専門的知識」「教え方や教材・教具についての知識・技術」「運

動技術を向上させるための指導法」「学習集団のまとめ方」「子どもの学習活動

を正しく評価する知識・技術」（カテゴリー1-1、1-2）。  
中井隆司ら（1995、1999）は、２名の教師を対象に、体育授業についての教

師の知識と意志決定の関係を検討した。教師の知識は、「授業についての教師の

知識領域」に関するインタビュー法で収集し分類された。また、教師の意志決

定は、刺激再生法により授業の発問場面を見た教師の発話が収集され分類され

た。その結果、体育授業についての教師の知識は、「『教材内容』『教授方法』『子

ども』の３つの基礎的な知識領域とそれらの複合された４つの知識領域の計７

領域」からなるとされた。また授業計画段階における教師の意志決定は、この

７領域からなる教師の知識が支えとなっていることが確認された（カテゴリー

1-1）。  
鈴木理（1998）は、アメリカのエキスパタイズ研究の動向を分析し、「生徒

のつまずきを見抜く力」「学習内容を周到に計画する力」「生徒の技能差への対

応能力」「学習指導への熱意」がエキスパタイズの基礎をなすと報告している（カ

テゴリー1-1、1-2）。  
濱田晴明ら (2000)は経営学のリーダーシップ理論を適用し、２名の教師の体

育授業を観察し、教師の体育授業の指導スタイルを「指示型」「コーチ型」「支

援型」「委任型」の４観点で分析している（カテゴリー1-2）。  
高橋健夫（2000）は、1970 年代以降子どもへの質問誌調査や組織的行動観

察という経験的方法によって行われた数多くの授業研究の成果を整理し、それ

らの研究がアメリカのシーデントップの提案をもとに日本の授業を対象とした

実証により「マネジメント、相互作用、直接的指導、巡視」を抽出し「４大教

師行動」と名付けたとした。またこれらの研究では、教師の「教師行動」のひ

とつである「相互作用」の中から、ＣＡＦＩＡＳ観察法で用いられた「賞賛や

励まし、生徒の意見の受理と活用、発問、説明や課題提示、指示、批判」（高橋

健夫，2000，p.154）をとりだし、子どもによる授業評価との関係が分析され

た（カテゴリー1-2）。  
森博文ら（2000）は、12 名の小学校教諭及び３名の教員養成課程の学生を

対象に、体育授業を観察させた時の教師の発話のプロトコルをＫＪ法により分

類し、体育授業観察者が授業を「深く」観察する際の観点として、「アナウンス」

「コメント」「アクト」というカテゴリーを取り出した。「アナウンス」は、「生

起している事実を述べている」言説であり、「コメント」は「事実に加え、理由

や根拠のない観察者の価値判断を述べている」言説であり、「アクト」は「事実

に加え、観察者の理由や根拠を伴った価値判断を述べている」言説とされた（カ

  



テゴリー1-1）。  
中井隆司（2001）は、1970 年代以降に国内外で行われた教師の思考プロセ

スに関する諸研究を概観し、それらを「教師の知識と思考に関する研究」と「教

師の意志決定に関する研究」と「教師の思考プロセスに関する研究」に区分し

た。そして、それらの研究が事例的研究という特徴を持つことを指摘するとと

もに、一般的な言明を導くためには方法論としての課題を持つと指摘した（カ

テゴリー1-1）。  
日野克博 (2002)は愛媛大学教育学部学生を対象とした模擬授業において期間

記録法による授業評価を実施し、「学習指導」「認知的学習」「運動学習」「マネ

ジメント」「相互作用」に関して受講生の教師行動の変化を実証している（カテ

ゴリー1-2）。  
上原禎弘ら (2002)は小学校高学年９名の教師の体育授業中の発話を分析し、

学習集団機能を高めるために必要な「言語的相互作用」（カテゴリー1-2）の特

質を考察している。  
厚東芳樹ら（2003）は、単なる教師と子どもの考えの「ズレ」とは異なる「教

師や子どもの意図と計算を裏切って、そこに新しい状況と関係を現出させるも

の」という「出来事」（辻延浩他、2001)に注目した教師の授業中の気づきを研

究した。その結果、教師の「出来事」に対する推論と対処の仕方を組み合わせ

たカテゴリーとして以下の７つを抽出した。「１．印象的推論」「２．心情的推

論・理解志向的対処」「３．合理的推論・理解志向的対処」「４．文脈的推論・

理解志向的対処」「５．心情的推論・目的志向的対処」「６．合理的推論・目的

志向的対処」「７．文脈的推論・目的志向的対処」またこれらのカテゴリーから

なる「出来事」に関する気づきは、態度得点及び経験年数から見た教師の熟練

度の相違の影響を強く受けることを確認した（カテゴリー1-1）。  
岩田昌太郎ら (2004)は、全国の高校保健体育教師に質問紙調査を行い「体育

授業で求められる実践的な知識」として次の７因子を抽出した。「①指導技術、

②領域別指導技術、③教材・教育機器、④学習の誘発、⑤指導形態、⑥教育計

画、⑦評価」（カテゴリー1-1、1-2）。  
森博文ら（2004）は、熟練教師と未熟練教師を対象に授業観察時の発話プロ

トコルを分析し、「アナウンス」「コメント」「アクト」というカテゴリーについ

て両者の結果を量と質の観点から比較している（カテゴリー1-1）。  
 

Ⅳ 結果と考察 

２の理念的研究と３の実証的研究で概観した諸研究に記述された専門的力量を、

先に設定した７つのカテゴリーに基づき分類した。その結果を表１に示した。

  



この表１から以下のような傾向が読み取れた。  
第１に、1970 年代から 1980 年代は理念的研究と実証的研究が同程度に行わ

れた。しかし、1990 年以降 2004 年までは理念的研究は姿を消し実証的研究の

みになった。  
第２に、実証的研究に関しては、1970 年代から 1980 年代にかけて体育教師

像の理想や実態について、質問紙を用いた因子分析法による研究が数多くなさ

れた。生徒の側から見た体育教師像は、前田幹夫（1975）が指摘しているよう

に、個人としては「①子どもとの結びつきが強く、ともに行動する活動的で明

朗」「②健康ではつらつとし、気力にみちた」というよいイメージがある反面、

授業や生徒指導の場面では「①技術中心」「②理論に欠け、命令的、威圧的」「③

適当にやって時間がくれば終わりという感じ」「④体育の授業よりもクラブ活動

の指導に熱心」「⑤できる子どもを中心に授業をすすめる」という悪いイメージ

が報告されている。  
この結果は、体育教師の意識からも裏付けられている。つまり、杉本厚夫

（1988b）によれば、「体育教師のほとんどが、『生徒指導』はやりたくてやっ

ている項目」であり、「体育教師がしたくてもできないと感じているのは『運動

部指導』である。一方、したくはないけれどしなければならない義務として捉

えられているのが『体育教科授業』である」という。  
第３に、1990 年代以降組織的な行動観察法による実証的研究により「教師行

動」として観察できる「パフォーマンス」について多くの研究が蓄積されると

ともに、教師の「知識」については質的方法による実証的研究が行われ、体育

授業の専門的資質に関する研究が蓄積されてきた。  
つまり、高橋健夫（2000）が述べた「マネジメント、相互作用、直接的指導、

巡視」の「４大教師行動」や、「賞賛や励まし、生徒の意見の受理と活用、発問、

説明や課題提示、指示、批判」という教師の「相互作用」が子どもの授業評価

と深い関係をもつという指摘である。また、中井隆司他（1995、1999）が述べ

るように、「『教材内容』『教授方法』『子ども』の３つの基礎的な知識領域とそ

れらの複合された４つの知識領域の計７領域」が教師の授業の計画から実践、

反省の過程に存在するとされてきた。  
1990 年代においても、高橋健夫（1996）が指摘するように「体力があり、

根性があるが、教養に欠け、授業に熱心でなく、恐くて、生徒から慕われない

人」という体育教師のイメージが大学生に一般的であるという。今後、専門的

力量として求められる「知識｣や「パフォーマンス」に関する 1990 年代以降の

研究成果を教員養成や現職教育に活用する取り組みが求められる。なお、体育

授業に関する信念である「態度」に関する実証的研究がまだ着手されていない。

  



今後求められる研究と思われる。  
 

表 1 戦後の日本における研究の中で記述された体育教師の専門的力量 

カテゴリー1・体育授業 

カテゴリー１－１ カテゴリー１－２ 
カテゴリー

１―３ 

知識 
（knowledge） 

パフォーマンス 
（performance） 

態度
（dispositi

ons） 

カテゴリー2
部活動 

カテゴ
リー3 
生徒指

導 

カテゴリー4 
パーソナリティ 

理念的研究 
浅井浅一（1971） 
・専門に優れていること 
 
阿部忍（1972） 
⑥専門知識が深く、同時に一

般教養も豊かな教師 
 
辻野昭（1975） 
②教科内容への深い理解と

実践力である。 
 
小村渡岐麿他（1976） 
・「１．指導内容についての
専門的知識と技能．２．被教
育者の理解に必要な教育学
的・社会学的・心理学的・生
理学的・運動学的基本的把握
方法、３．体育指導に関する
基本的知識と技能、４．体育
の制度・行政に関する基本的
知識」 
 
梅本二郎（1987） 
①からだに関する科学的な

基礎教養を高める。 
 

理念的研究 
浅井浅一（1971） 
・専門に優れていること 
 
弘中栄子（1972） 
②多様なスポーツに堪能で
あること 
 
辻野昭（1975） 
②教科内容への深い理解と
実践力である。 

 
小村渡岐麿他（1976） 
・「１．指導内容についての
専門的知識と技能．２．被
教育者の理解に必要な教育
学的・社会学的・心理学的・
生理学的・運動学的基本的
把握方法、３．体育指導に
関する基本的知識と技能、
５．理論と実践の相互媒介
をはかる教育実地研究」 
 
梅本二郎（1987） 
②運動の楽しさを味わわせ
る指導力を高める。 

 
 

理念的研究 
高 田 典 衛
（1982） 
1 ． 子 ど も
（小・中・
高・大）と運
動 
 
佐 藤 良 男
（1987） 
1．基盤とな
る自己研修 
2．仲間と学
び合う 

理念的研究 
阿 部 忍
（1972） 
⑤授業以外

に、学校生
活全般に
わたって
指導して
くれる教
師 

 
梅 本 二 郎
（1987） 
④体に無理

な負担や
体罰ない
部活動の
指導を推
進する 

 

理 念 的
研究 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理念的研究 
浅井浅一（1971） 
・健康であること 
・社会性が発達していること
 
阿部忍（1972） 
①愛情豊かでやさしく、真面

目で熱心な教師 
②人柄の立派な教師 
③明朗快活でユーモアに富

み、しかも親切で公平な教
師 

④生徒ひとりひとりの個性
を知り、生徒と一体とな
り、誠心誠意助力してくれ
る教師 

⑦自由の中にも規律を守り、
寛大さのうちに権威を秘
めている教師 

 
小村渡岐麿他（1975） 
・「専門職としての体育教師
は、体育・スポーツの実践活
動とその指導が中核的な物
となる。この実践活動を通し
て被教育者の人間形成に寄
与し、同時に体育教師として
の人間性が開発されること
になる」 
 
辻野昭（1975） 
①教師としての人間性 
 
梅本二郎（1987） 
③社会の変化に積極的かつ
柔軟に対応する。 

実証的研究 
浅野辰三・森昭三（1971） 
⑥専門的知識 
 
横山一郎 
（1975） 
「教育者的体育教師」 
 
前田幹夫（1975） 
悪いイメージ 
②理論に欠け、命令的、威圧
的で恐ろしい感じの風紀を
取り締まりの中心 
 
小村渡岐麿他（1976） 
・「１．指導内容についての
専門的知識と技能．２．被教
育者の理解に必要な教育学
的・社会学的・心理学的・生
理学的・運動学的基本的把握
方法、３．体育指導に関する
基本的知識と技能、４．体育
の制度・行政に関する基本的

実証的研究 
浅野辰三・森昭三（1971）
①実技力 
⑤指導力・統制力 
 
前田幹夫（1975） 
悪いイメージ 
①技術中心で、技能ばかり
追求している教師 
 
小村渡岐麿他（1976） 
・「１．指導内容についての
専門的知識と技能、２．被
教育者の理解に必要な教育
学的・社会学的・心理学的・
生理学的・運動学的基本的
把握方法、３．体育指導に
関する基本的知識と技能、
４．体育の制度・行政に関
する基本的知識、５．理論
と実践の相互媒介をはかる
教育実地研究」 
 

実証的研究 
浅野辰三・森
昭三（1971）
②研究意欲 
③積極性 
 
前 田 幹 夫
（1975） 
悪いイメー
ジ 
③適当にや

って時間
がくれば
終わりと
いう感じ
で教師と
しての責
任を負っ
ていない 

⑤できる子
どもを中
心に授業
をすすめ

実証的研究 
浅野辰三・森
昭三（1971）
⑧専門の運
動歴 
 
横山一郎 
（1975） 
「スポーツ
マン的体育
教師」 
 
前 田 幹 夫
（1975） 
悪いイメー
ジ 
④体育の授

業よりも
クラブ活
動の指導
に熱心 

 
秋 元 圭 子

実 証 的
研究 
秋 元 圭
子 他
（1980）
・体育

教 師 の
役 割
「４．体
育 祭 な
ど の 校
内 的 体
育・スポ
ー ツ 行
事、５．
臨海・林
間 学 校
な ど の
校 外 的
体育・ス
ポ ー ツ
行 事 、
６．学級

実証的研究 
竹中玉一他（1956） 
・「性格的面、指導的面、教
養的面、身体的面、研究的面」
 
飯塚鉄雄他（1967） 
・「幅広くあらゆる身体運動
に通じ、できれば得意なスポ
ーツを持ち、教養が高く、人
間的に優れ、尊敬できる人
物」 
 
西垣完彦他（1970） 
①かなり男性的で社会性が

あり、やや鋭くて面白く、
やや信頼できる反面、やや
単純である 

②体育教師のイメージは、教
師のイメージよりスポー
ツマンのイメージに近い

 
浅野辰三・森昭三（1971）
④健康 

  



知識、５．理論と実践の相互
媒介をはかる教育実地研究」 
 
秋元圭子他（1980） 
・体育教師の役割「１．体育
の授業」 
 
梶浦英善(1982) 
・小学校教員「１．自身の実
技能力、２．示範能力、３．
体育の好き嫌い、体力、性格、
４．児童期の体育・スポーツ
活動に関する考え方」 
 
勝亦紘一他(1984) 
・中学校及び高校での教育実
習生の「体育授業で力不足を
感じた」こと。「５．教材研
究の不足、７．専門的な知識
の不足」 
 
松井貞夫（1984） 
中・高校生が望んでいる優れ
た体育教師像 
②専門的な能力と広い教養
を持つ教師 

 
平間隆他（1987） 
技術や体力より専門的知識
が重視 
 
杉本厚夫（1988a） 
・「体育教師の社会的役割」
「１．体育の授業に関する役
割」 
 
杉本厚夫（1988b） 
・したくはないけれどしなけ

ればならない義務として
捉えられているのが『体育
教科授業』である」と述べ
ている。 

 
小昆賀恵理他（1995） 
・「子どもの心理や様子を掌
握する知識・技術」「授業の
進め方」「取り上げる種目の
教材解釈」「体育に関する専
門的知識」「教え方や教材・
教具についての知識・技術」
「学習集団のまとめ方」「子
どもの学習活動を正しく評
価する知識・技術」 
 
高橋健夫（1996） 
体育教師像を大胆にイメー
ジ 
・「体力があり、根性がある

が、教養に欠け、授業に熱
心でなく、恐くて、生徒か
ら慕われない人」というこ
とになると述べている。 

 
中井隆司他（1995、1999） 
・「『教材内容』『教授方法』
『子ども』の３つの基礎的な
知識領域とそれらの複合さ
れた４つの知識領域の計７
領域」 
 
渡辺健太郎他(1997) 
「体育学的知識が豊富な人」 

松岡重信(1977) 
・「教授行動の言語活動」を
「運動スキルの習得に関連
する認識進化の機能、集団
形成の機能、経営管理の機
能」に区分 
 
梶浦英善(1982) 
・小学校教員「１．自身の
実技能力、２．示範能力」
 
松井貞夫（1984） 
小学生が望んでいる優れた
体育教師像 
①運動に堪能な教師 
 
中・高校生が望んでいる優
れた体育教師像 
③授業を計画的に進めた指
導力のある教師 
 
遊佐清有（1984） 
望ましい優れた体育教師の
指導面 
・楽しい授業をしてくれる
こと、自主的な活動の時
間を与えてほしい。 

 
勝亦紘一他(1984) 
・中学校及び高校での教育
実習生の「体育授業で力不
足を感じた」こと。「１．生
徒を上手に把握することが
できない、２．説明の仕方
や話し方、３．実技が上手
にできない、４．効果的な
授業展開ができない、６．
集団行動の指導」 
 
杉本厚夫（1988a） 
・「体育教師の社会的役割」
「１．体育の授業に関する
役割」 
 
杉本厚夫（1988b） 
・したくはないけれどしな
ければならない義務とし
て捉えられているのが
『体育教科授業』である」
と述べている。 

 
〆木一郎（1990） 

・小学校の教育実習生を
対象に下記の項目に関して
意識調査を行った。「１．集
団への指示、２．指導技術、
３．示範、４．言語動作、
５．授業運営」 
 
小昆賀恵理他（1995） 
・「示範を示す実技力」「授
業の進め方」「子どもの心理
や様子を掌握する知識・技
術」「教え方や教材・教具に
ついての知識・技術」「運動
技術を向上させるための指
導法」「学習集団のまとめ
方」「子どもの学習活動を正
しく評価する知識・技術」
 
渡辺健太郎他(1997) 
「優れた指導力のある人」

る。 
 
梶 浦 英 善
(1982) 
・小学校教員
「３．体育の
好き嫌い、体
力、性格」 
 
松 井 貞 夫
（1984） 
小学生が望
んでいる優
れた体育教
師像 
②一緒に活
動し、よく教
えてくれる
教師 
 
杉 本 厚 夫
（1988b） 
・したくはな
いけれどし
なければな
らない義務
として捉え
られている
のが『体育教
科授業』であ
る」と述べて
いる。 
 
鈴 木 理
（1998） 
・「学習指導
への熱意」 

他（1980） 
・体育教師の
役割「２．課
外運動部の
日常の練習
指導、３．課
外運動部の
対外試合の
成績」 
 
 
賀 川 昌 明
（1985） 
「体育教師

は、部活動の
指導にも熱
心である」 
 

杉本厚夫
（1988a） 
・「体育教師
の社会的役
割」「２．体
育系クラブ
に関する役
割」 
 
杉 本 厚 夫
（1988b） 
体育教師が
したくても
できないと
感じている
のは『運動部
指導』であ
る。 

経 営 、
７．進路
指 導 、
８．生活
指 導 、
９．朝会
や 集 会
で の 号
令係」 
 
賀 川 昌
明
（1985）
「体育

教師は、
学 校 行
事 や 生
徒 指 導
の 中 心
的 存 在
である」
 

杉 本 厚
夫
（ 1988a
） 
・「体育
教 師 の
社 会 的
役 割 」
「３．学
校 の 経
営 （ 校
務）に関
す る 役
割、４．
学 校 で
の 社 会
的 役 割
に 関 す
る役割」
 
杉 本 厚
夫（1988
ｂ） 
「 体 育
教 師 の
ほ と ん
ど が 、
『 生 徒
指導』は
や り た
く て や
っ て い
る項目 
 
 

⑦教育への情熱 
 
西垣完彦（1972） 
・体育教師は他教科教師と比
べて「伝統的・保守的－聖人
君子的」「伝統的・保守的－
小市民的」傾向が強い 
 
前田幹夫（1975） 
よいイメージ 
①子どもとの結びつきが強

く、ともに行動する活動的
で明朗な体育教師 

②健康ではつらつとし、気力
にみちた体育教師 

 
秋元圭子他（1980） 
・体育教師の役割「10．職

員会議での中心的役割、11．
同僚とのレクリェーション
活動、12．選手としての対外
試合出場。」 
 
 
松井貞夫（1984） 
小学生が望んでいる優れた
体育教師像:③明るく、やさ
しく、きびしい教師 
中・高校生が望んでいる優れ
た体育教師像:①公正で、人
間として尊敬できる教師 
 
遊佐清有（1984） 
望ましい優れた体育教師の
態度・性格 
・情熱を持つ教師を期待して

いるとともに、他教科の教
師とは違った面、つまり行
動を共にすることによる
一体感を感じることが期
待されている。 

 
賀川昌明（1984） 
・中・高校の体育教師のイメ

ージ「１．教師としての一
般的資質、２．スポーツマ
ン的性格、３．リーダーシ
ップ、４．スポーツ・運動
に関する知識・技能、５．
社会性、６．体力、７．内
向性、８．経営能力、９．
対人関係の技術、10．調和、
11．顕示性、12．競技の指
導活動、13．外向性、14．
社交性」 

 
賀川昌明（1985） 
「体育教師は、責任感、意

志が強く、陽気で楽観的であ
り、また若々しくて体力もあ
り、他人に対しては目上、目
下の区別をわきまえ生徒を
管理する能力が高い。そし
て、学校行事や生徒指導の中
心的存在であるとともに、部
活動の指導にも熱心である」
という体育教師像が導き出
された。 
 
冨永徳幸(1985) 
・保護者に対して下記の項目
に関して保健体育教師の評

  



 
鈴木理（1998） 
・「生徒のつまずきを見抜く
力」「学習内容を周到に計画
する力」「生徒の技能差への
対応能力」 
 
森博文他（2000） 
・「アナウンス」「コメント」
「アクト」 
 
中井隆司（2001） 
・「教師の知識と思考に関す
る研究」「教師の意志決定に
関する研究」「教師の思考プ
ロセスにかんする研究」 
 
厚東芳樹他（2003） 
・「１．印象的推論」「２．心
情的推論・理解志向的対処」
「３．合理的推論・理解志向
的対処」「４．文脈的推論・
理解志向的対処」「５．心情
的推論・目的志向的対処」
「６．合理的推論・目的志向
的対処」「７．文脈的推論・
目的志向的対処」 
 
上原禎弘(2002) 
・「言語的相互作用」 
 
岩田昌太郎他(2004) 
・「①指導技術、②領域別指
導技術、③教材・教育機器、
④学習の誘発、⑤指導形態、
⑥教育計画、⑦評価」 
 
森博文他（2004） 
・「アナウンス」「コメント」
「アクト」 

 
鈴木理（1998） 
・「生徒のつまずきを見抜く
力」「学習内容を周到に計画
する力」「生徒の技能差への
対応能力」 
 

高橋健夫（2000） 
・「マネジメント、相互作用、
直接的指導、巡視」を抽出
し「４大教師行動」と名付
けた。またこれらの研究で
は、教師の「教師行動」の
ひとつである「相互作用」
の中から、ＣＡＦＩＡＳ観
察法で用いられた「賞賛や
励まし、生徒の意見の受理
と活用、発問、説明や課題
提示、指示、批判」が問題
にされている。 
 
濱田晴明他(2000) 
「指示型」「コーチ型」「支
援型」「委任型」 
 
日野克博(2002) 
・「学習指導」「認知的学習」
「運動学習」「マネジメン
ト」「相互作用」 
 
上原禎弘他(2002) 
・「言語的相互作用」 
 
岩田昌太郎他(2004) 
・「①指導技術、②領域別指
導技術、③教材・教育機器、
④学習の誘発、⑤指導形態、
⑥教育計画、⑦評価」 

価度を調査している。「１．
知性、２．教育適正、３．パ
ーソナリィティ、４．貢献度、
５．尊敬・信頼」 
 
平間隆他（1987） 
・最も重視された資質は、「生

徒を差別せず公平に扱う」
という基本的条件 

 
平川澄子(1987) 
・「体育教師の勢力資源」と
して下記のように抽出した。
「１．人間性勢力、２．罰・
威圧性勢力、３．外見性勢力、
４．専門性勢力、５．正当性
勢力、６．一般性勢力」 
 
高橋健夫（1996） 
体育教師像を大胆にイメー
ジ 
・「体力があり、根性がある
が、教養に欠け、授業に熱
心でなく、恐くて、生徒か
ら慕われない人」というこ
とになると述べている。

 
渡辺健太郎他(1997) 
「人間性の豊かな人」「スポ
ーツ好きな人」「生徒から信
頼を寄せられる人」「愛情豊
かで熱心に指導してくれる
人」「優れた指導力のある人」
「子ども好きな人」「体育学
的知識が豊富な人」 
 
渡辺保志他(2004) 
・「社会的資質」「職業的資質」
「情緒的資質」「付加的資質」
「身体的資質」「人間関係的
資質」 

 

注 

注１）NASPE はThe National Association for Sport and Physical Educationの略であり、

全米体育･スポーツ協会と訳されるアメリカの全国的な体育専門職団体である。本研究

で用いた「知識(knowledge)」「パフォーマンス(performance)」「態度(dispositions)」は

それぞれ、次のように説明されている。「知識：学校教育で体育の授業を教える初任の

教師が概念的に知り理解する必要がある教材内容」「パフォーマンス：学校教育で体育

の授業を教える初任の教師に不可欠な実演される成果」「態度：実践のための専門職と

しての倫理的な基礎となる体育の授業についての基本的な態度や信念や想定」

NASPE(2002), Standards for Beginning Physical Education Teachers, p.29.
（http://www.aahperd.org/naspe/pdf_files/input_beginning.pdf） 
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第２節 Teaching Expertise 研究からみたアメリカにおける教師の 
実践的力量に関する文献的検討 

—先行研究の批判的概観— 
 

 厚東芳樹 梅野圭史 林  修 
 
Ⅰ はじめに 

これまで、誰しもが優れた実践者になりたいという願いから、様々な分野において、優

れた実践者が有する知識や技術を明らかにする Expertise 研究が推し進められてきた。こ

れにより、専門的知識や科学的技術を合理的に適用することで、ある程度実践上の問題を

解決する方略が導出されるようになってきた。稲垣・佐藤（1996）は、上記のような実践

者を「技術的専門家（technical expert）」と称している。 
ところが、今日、あらゆる分野で専門家による実践の責任と倫理が問われる出来事が多

発してくるようになってきた。具体的には、医療ミスの続出、悪徳弁護士の横暴、大学教

授の特権の乱用と閉鎖性など、社会的非難を浴びる過失と横暴が拡大し、専門家の資質や

能力を疑う事件が続出している。一方では、ますます高度化し複雑化する社会は、専門家

による実践の越境性と複合性を強めることとなり、彼らの有する知識、技術、見識を総体

として機能させるためのパラダイムの転換が求められるようにもなってきた。 
こうした中で、近年、「反省的実践者（reflective practitioner）」という新しい専門家像

が注目されている。この「反省的実践者（reflective practitioner）」とは、アメリカの

Schon(1983)が提起した概念である。すなわち Schon は、上述した専門的知識や科学的技

術を合理的に適用することで、実践上の問題を解決していくことを基本とする「技術的専

門家（technical expert）」に代わって、活動過程における考察を基礎とする「反省的実践

者（reflective practitioner）」という新しい専門家像を提起したのである。 
ところで、先述した専門職の問題は、今日の学校現場でも指摘されている。すなわち、

「技術的実践」に焦点を当てた授業の分析的研究の発達により、「いつでも、どこでも、誰

にでも」通用する指導プログラムや教授技術が数多く開発され、学習成果を高める教師の

実践的知識や教授技術が体系化されつつある。しかし、学校教育現場においては「いじめ」

「不登校」「校内暴力」「非行」、さらには「学級崩壊」といった現象が未だに噴出し続けて

いる現実がある。これには、教師の「技術的実践」への関心の偏りが深く関係しているこ

とが指摘されている（Apple：1986、リオタール：1998、秋山・梅野：2001）。こうした

問題を解消、もしくは克服していくためには、何よりも専門職としての教師の実践的力量

を明らかにし、それを高めていく方途を切り拓く必要がある。 
そこで本項では、アメリカにおける Teaching Expertise に関する先行研究を歴史的に押

さえていくことで、Teaching Expertise からみた教師の実践的力量について検討していく

こととする。 
 
Ⅱ Expertise 研究の萌芽 
１．スプートニック・ショックによる影響‐専門家に対する懐疑‐ 

アメリカの教育改革の歴史を通覧すると、２つの大きな節目のあることがわかる。１つ



目は、1957 年の旧ソ連人工衛星打ち上げによって引き起こされたスプートニック・ショッ

クであり、２つ目は、1983 年にレーガン大統領のもとで連邦教育省が「危機に立つ国家」

を刊行して以来の「卓越性の追求」である。とりわけ、スプートニック１号の打ち上げは、

アメリカの教育関係者に大きな衝撃をあたえ、「能力主義」に一層の拍車をかけていったと

いわれている。 
1940 年代のアメリカは、原子爆弾の父である Oppenheimer が自然科学分野の革命時代

と述べるくらい、画期的な発明が相次いだ時代であった（中沢、1995）。例えば、1940 年

の軍事レーダーの開発、1942 年の核分裂連鎖反応のコントロールの成功、1945 年の核開

発の成功、1946 年のコンピューターの開発、1947 年のコンピューターネットワークの開

発などである。また、1947 年には人工衛星打ち上げ計画が具体的にスタートしている。こ

うした画期的な発明が相次いだことで、アメリカの専門家たちには、「自然科学における研

究・開発に関して、その手段、方法についての基礎条件をマスターしたと信じており、こ

れらの分野で世界を指導するのは自分たちであるという信念ができあがっていた」（西島：

1985、ロッキード・マーティン社のホームページ：2005、NASA のホームページ：2005）
といわれている。とりわけ、1945 年の核開発の成功は、自然科学分野の専門家たちに大き

な自信を与えたと述べられている（西島：1985）。また、これら画期的な発明は、いずれ

も軍事関連の目的で開発されたものばかりであり、それ故に国防上、旧ソ連よりも優位に

立ったと確信していた。しかし、1949 年旧ソ連も原子爆弾を完成させたことで、アメリカ

の国防優位が崩れかけてきた。これに危機感を感じたアメリカは、1950 年には自然科学の

教育と研究の振興を目的とした国家科学財団を創設、1954 年には自然科学分野の学力向上

を目的とした教育テスト事業団を創設、そして 1956 年には自然科学分野のカリキュラム

開発を目的とした PSSC(物理委員会)を発足させ、自然科学分野の発展に一層の力を注い

でいこうとしていた。こうした中、旧ソ連が人工衛星スプートニック１号を打ち上げた。 
上記スプートニック１号の打ち上げは、事実上、自然科学の分野で旧ソ連の専門家がア

メリカの専門家を追い越した瞬間であり、自然科学の分野で世界を指導するのは自分たち

であるというアメリカの専門家たちの信念を完全に崩壊させたといわれている。このこと

は、アメリカ NASA のホームページ上に、「スプートニックはあたかも真珠湾攻撃のよう

に、米国世論に影響し、専門家たちの自信を打ち砕いた」と述べられていることからも理

解できる。これと同時に、スプートニック１号の打ち上げは、アメリカの専門家たちに旧

ソ連の科学技術に対する驚異の念を産んでいる。その反応として、国防総省は対旧ソ連の

戦略研究の一プロジェクトとしてコンピュータの分散管理ネットワークの立ち上げ（核戦

争にも生き残るネットワーク）を目的とした ARPA を創設し、打ち上げ 3 ヵ月後には航空

宇宙局(NASA)を設立し、その月に人工衛星を打ち上げている。 
このように、アメリカの自然科学分野の専門家たちは、スプートニック１号の打ち上げ

以前では「自然科学の分野で世界を指導するのは自分たちである」という信念ができあが

っていたものが、スプートニック１号の打ち上げによって、事実上、旧ソ連の専門家がア

メリカの専門家たちを追い越し、アメリカの専門家たちの信念を打ち砕いたのである。こ

れにより、同じ自然科学分野の専門家でありながら、なぜアメリカの専門家たちは人工衛

星を打ち上げることができなかったのかという専門家に対する懐疑が生じた。スプートニ

ック・ショックといわれる所以はここにある。 



２．スプートニック・ショックによる影響‐学校教育に対する不信‐ 
スプートニック１号の打ち上げ後、当然のこととして、アメリカでは、なぜアメリカの

人工衛星は打ちあがらなかったのか、アメリカの専門家の何が劣っていて、逆に旧ソ連の

専門家は何によって優位に立てたのかといった議論が様々な分野で展開された。とりわけ、

どうすればこのようなショックを二度と生起しないようにするかの議論に力点が置かれて

きたといわれている。その中で、元ロッキード社のロッキード・マーテン社（2005）は、

当時のアメリカの専門家は膨大な技術資料やデータをまとめることができない集団であっ

たこと、学力格差による膨大な落ちこぼれが数多くいたことの 2 点を指摘し、当時の専門

家の質に大きな問題点があり、その背景として教育問題が隠れていることを指摘した。そ

こでアメリカは、1958 年、「国家防衛教育法」を成立させ、初等・中等教育関係で子ども

の才能を発見し、これを伸ばすための教授方法と教具の改善、理科・数学・外国語教育の

振興、カウンセラーやテストの強化、新しい教育用具の開発などを加速的に推進させてい

こうとした。 
こうした教育の動向の中で、1959 年に開催されたのがウッヅホール会議である。このウ

ッヅホール会議では、科学者、学者、教育者たちの中でも、とりわけ優れた専門家といわ

れる人物であった約 35 名を集め、初等・中等教育の在り方を討議し、新たなカリキュラ

ムが論議された。 
従来までのカリキュラムは、進歩主義教育（デューイの経験主義教育を基盤に据えるア

メリカ教育学会の教育論）を主軸に構築されたカリキュラムが主流であった。これには、

デューイの経験主義教育論が下敷きとなっている。 
Dewey（1916）は、第一次世界大戦を契機に多量の知識と技術が生産され、学校現場では

それらをどのように精選し、子どもたちに伝達していくのかといった課題があったにも関

わらず、それらの知識と技術を単に注入するだけに留まっていた現状を憂いで、次のよう

に述べている。 
「この莫大な量のコミュニケーションの素材を、子どもの直接経験（熟知を生み出すと

ころ）に作り変えることよりも、それをもって子どもの直接経験を圧倒することのほうが

ずっと容易である。この莫大な量のコミュニケーションの素材は、まったくあまりにもし

ばしば、子どもの熟知の世界の上に横たわるもう一つの奇妙な世界を構成している」

（Dewey,p.219） 
こうした問題意識から、デューイは伝統的な教科学習を敬遠し、子どもの生活から学習

を立ち上げさせることを重視した。しかしながら、彼は科学的知識や科学的技術の源であ

る「学問」を軽視することはなかった。逆に彼は、「コミュニケートされるところの－情報

—を学習者の現存の経験のなかに組織化することができないなら、それは単なる言葉に堕し

てしまう。それは、意味を欠いた純粋な感覚刺激になってしまう。」（Dewey, p.221）とし、

科学的知識や技術の経験化の必要性を強調したのである。それ故、彼は自然科学の探求の

方法に着目することとなった。 
杵渕（1975）は、デューイの科学的探求の手順の型を詳細に検討している。それを要約

すれば、次のようになる。つまり、「探求とは、未確定的状況をー統御され指導された仕方

で、この最初の教条の諸要素を統一された一全体へと転移する程にまでーそれを校正する

特質と関係において確定的であるような状況へと変形すること」とするデューイの見解を



引用し、科学的探求の手順を＜経験の吟味—問題の発見—仮説形成と推論—実験及び観察—仮

説の検証＞の 5 段階の過程を辿るとしている。 
このことから、デューイの提唱する「経験主義」とは、自然科学的手法を中核にした科

学主義と解せられ、よって「経験主義教育」は、諸々の学問が有する知識の生成過程を子

どもたちに経験化させる教育論ということになる。 
上記デューイの「経験主義教育」は、児童中心主義教育を標榜する「進歩主義教育協会

（後のアメリカ教育会）に受け入れられ、実践化の道を進むことになった。しかし、そこ

での教育は、上記デューイの教育論とは異なった方向に向かっていったのである。すなわ

ち、「進歩主義協会」の指導者たちの大部分は、ルソーから「自然主義」を、ヘルバルトか

ら「興味と相互関係」を、フレーベルから「形式ばらなぬ自己活動」をそれぞれ移入した

ことで、ロマン的自然主義に依拠した実践と化してしまうこととなった（杉浦,1961）。 
こうした現実の中、第二次世界大戦を契機に子どもたちの基礎学力が大幅に低下してい

る実態が明らかとなり、先述したスプートニク・ショックが生起し、進歩主義教育に対す

る批判が一気に噴出したのである。すなわち、進歩主義教育は、「児童中心主義」「這い回

る学習」と酷評されるように、実際の授業を子どもの生活から展開しようとする傾向が強

く、学問的知識との関連性が希薄になる傾向にあった。また、実質陶冶に主眼をおいてい

るため、教師自身、 「解がすでにあるものしか指導できない」といった実態にあり、「未

知なるものへの対応が困難である」という批判も生じた。 
こうしたことから、ウッヅホール会議では、「ものの考え方」や「現象の本質を見抜く

推理力・想像力」といった「形式陶冶」に主眼をおいたカリキュラムが論議されたのであ

る。その結果、後述するブルーナーの提唱する「発見学習」を主軸としたカリキュラムが

創案され、これを契機に「発見学習」への取り組みが急速に展開されるようになった。こ

れが、「スプートニク・ショック」に端を発する 1960 年前後の一連のカリキュラム改革運

動の展開であり、「教育内容の現代化」のスタートである。 
 
Ⅲ Expertise 研究の台頭 
１．Expertise 研究の初期 

先述したように、スプートニック１号の打ち上げは、アメリカの専門家たちに旧ソ連の

科学技術に対する驚異の念を産んだ。とりわけ、コンピューターネットワークが一箇所の

施設に集約化されていたアメリカにとって、旧ソ連からの核攻撃への戦略研究は急務であ

った。こうした中で、国防総省の研究者であった De Groot は、AI（Artificial Intelligence）
ソフト（人工知能ソフトのことで、戦闘時の知力の基礎となる戦略を知識として獲得する

ためのソフト）を開発するにあたって、エキスパートなチェスプレーヤーの思考をプログ

ラミングすることを試みた。すなわち De Groot(1965)は、軍隊で戦闘時の思考の訓練とし

て扱われていたチェスに焦点をあて、エキスパートなチェスプレーヤーは、チェスをプレ

ーする際の知覚と知識が初心者のプレーヤーよりも優れているのではないかという問いか

ら、彼らの知覚と知識の特徴や特性を明らかにし、それをコンピューターにプログラミン

グしようとしたのである。 
その結果、エキスパートなチェスプレーヤーは、初心者のプレーヤーより何手も先を読

み、駒の進め方についての思考を多用に展開させているのではなく、むしろ初心者より駒



の進め方の思考は少ないが、直感的にいい手だけを思考していることを発見している。ま

た、初心者レベルのプレーヤーが数個ほどの駒の位置しか覚えられないのに対して、エキ

スパートなチェスプレーヤーは示された局面（2 ダースもある駒の位置）を正確に記憶し

た上で、一手目からそこまでを再現することができると報告している。 
その後、彼の研究は、Greenblatt. et.al.(1967)、Chase and Simon(1973)、 Newell and 

Simon(1972)といった国防総省の研究者たちが引き継ぎ、エキスパートなチェスプレーヤ

ーの思考を明らかにし、そこでの思考をプログラミングしていくことで、AI ソフトの開発

を推し進めている。さらに Hayes. et.al.(1983)は、一連の AI ソフト開発に関する研究を

もとに、コンピューターのエキスパートシステムをプログラミングし、「スーパーコンピュ

ーター」の開発に成功している。その結果、知的コンピューターによる偵察任務・攻撃任

務の遂行のための人工知能研究が飛躍的に進歩し、知的コンピューターが複雑な偵察任

務・攻撃任務を遂行する完全に自立した陸海空軍長距離兵器を配備できる可能性が大きく

広がったのである。 
このように、熟達者と初心者を比較することで熟達者の特徴や特性を明らかにする

「Expertise」研究を一番初めに着手したのは De Groot である。しかし、そこでの目的は、

熟達者の特徴や特性を明らかにすることで、対旧ソ連用の知的コンピューター開発にあっ

たのである。 
２．Expertise 研究の発展 

1970 年代に入ると、この手の研究方法に着目し、様々な熟練した専門家の有する

「Expertise(実践的知識)」を明らかにしていこうとする動きが認められるようになってき

た。 
Reicher(1969)や Chase and Ericsson(1973)は、単に経験豊富なチェスの専門家の思考

を明らかにようとする目的から、経験豊富なチェスの専門家とそうでない者を対象に、英

文と単語だけの文それぞれを与え、再度同じ状況になるように実践させることで、実践中

の彼らの思考がどのように異なるのかを検討した。その結果、経験豊富なプレーヤーもそ

うでないものも、単語だけの文を与えられた場合、ほとんどなにも改善することができな

かったことを報告している。しかし、許容できる英文を与えた場合、経験豊富なプレーヤ

ーは特徴的なコード化された思考が認められたことを報告している。そして、こうした特

徴的なコード化された思考を習得するためには、多くのトライアル（練習と実践の繰り返

し）が必要であると指摘している。 
Aiken and Williams(1973)は、暗算のエキスパートと初心者を対象に、合図によって数

字を加算していくときの応答時間を比較した結果、単純なものから複雑なものへとレベル

をあげていったとき、熟練者の所要時間は増えるものの、それほど極端に応答時間が増加

することはなく、失敗の数もほとんどなかったことを認めている。これに対して、初心者

は、複雑なものへとレベルが上がるにつれて極端に応答時間が増加し、失敗の数も増加す

る結果にあった。 
Egan and Schwartz(1979)は、経験豊富な熟練した電気工者と初心者の電気工者を対象

に、専門領域の問題に関する認識の深さを検討した結果、本物の電気配線図を見せた後に

作業を展開してもらった場合、熟練者は素早く、正確に実行できるのに対して、初心者は

作業が遅く、誤りも多かったことを報告している。一方、偽物の電気配線図を見せた場合



では、熟練者と初心者の間に違いはみられなかったことを報告している。 
また Chase(1983)は、経験豊富な熟練したタクシードライバーと初心者のタクシードラ

イバーを対象に、運転中の空間表現についてインタビューをし、そこでの会話を分析した

結果、熟練したタクシードラーバーは運転中の空間表現がきわめて限定的であったのに対

して、初心者のタクシードライバーは運転中の空間表現がきわめて多面的であったことを

報告している。 
さらに Patel and Groen(1983)は、経験豊富な熟練した医者と未熟な医者を対象に、患

者の診察時の判断を比較した結果、未熟な医者は理論的知識に依存していたのに対して、

熟練した医者はより多くの症候を考慮に入れて診断するのではなくて、より的確な症候（奥

に潜む病気）を的確に示す症候だけを考慮し、より適切に診断していることを報告してい

る。 
Chi. et.al.(1988)は、こうした一般の専門家を対象とした「実践的知識」に関する先行研

究を総説し、熟練者の特徴を次のような 7 点にまとめている。すなわち、 
自分の専門領域で優秀であること、 
問題解決時に様々なパターンを認識できること、 
その領域の技能を早く遂行でき誤りも少ないこと、 
記憶力がすぐれていること、 
問題をより深く知覚し、表象できること、 
問題の表象に多くの時間をかけていること、 
自己モニタリング機能をもつこと、 

の 7 点である。 
これらの研究によって、熟練した専門家は正規の手続き、手順、セオリーの中の余分な

思考を削除して実践を展開していることがわかる。このことは、上述した De Groot の研

究において、エキスパートなチェスプレーヤーは、初心者より駒の進め方の思考は少ない

が、直感的にいい手だけを思考できることときわめてよく対応しており、熟練者は直観力

がきわめて優れていることが明らかとなってきた。しかし一方で、ここでの研究方法はい

ずれも熟練者と初心者を対象に、実際に実践を展開してもらい、いったい何が異なるのか

を比較するだけにとどまっていた。このことから、熟練者の卓越性のみが導出されるとい

う批判が立ち上がってきた。この背景には、一般の専門職における卓越者を技術的専門家

（technical expert）として捉えていたことにあるように考えられる。 
こうした中、Dreyfus and Dreyfus(1987)は、知的コンピューターが複雑な偵察任務・

攻撃任務を遂行する完全に自立した陸海空軍長距離兵器を配備できる日がくることについ

て、知的コンピューターに重要な意思決定を任せること、知的コンピューターに推論され

たプロセスに合わせた教育やビジネス活動になれていくことは多くの危険をはらんでいる

という問題意識をもった。つまり、「知的コンピューターにどの程度まで期待をかけてよい

のか、知的コンピューターは熟練した専門家の思考を獲得できるのか」ということを問う

ことで、熟練した専門家の有する直観力に知的コンピューターは匹敵しないのではないか

ということを検討しようとした。具体的には、熟練した専門家が持ち合わせている豊かな

知的能力と知的コンピューターの能力とを比較・検討することで、「熟練した専門家の持つ

直観力の本質とは何で、それはどのように機能するものなのか。また、その直観力とは日



常生活でどのような役割を果たし、どうすれば発達させることができるのか」を解明しよ

うとしたのである。 
その結果、熟練した専門家の持つ直観力は、ある日突然、ルール、ガイドライン、マニ

ュアルに頼るレベルから経験に裏打ちされたレベルに一足跳びに成長するものではなく、

能力が向上するにつれて、課題の理解の仕方や意思決定の方法という５段階の思考パター

ンを通って、初めて獲得されることを発見した。加えて、チェスプレーヤーなどのように

初心者のごく一部しかエキスパートになれない分野もあれば、自転車の運転などのように、

多少の上手下手はあるにしても、ほぼ全員がエキスパートと呼べるレベルに到達する分野

もあると述べている。しかしながら、どうすればこうした直観力を発達させることができ

るのかまでは解明することができなかったことも報告している。 
一方では、Schon(1983)が「反省的実践者（reflective practitioner）」という新しい専門

家像を提起し、一般の専門職においても「卓越性」への道程について考察しやすくなった。

その一つとして、Bereiter and Scardamalia(1993)は、上記 Chi らの研究を基盤に、なぜ

熟練者はこうした特徴を有するようになったのかという問題意識から、この問いを解決し

ていくことで「卓越性」を身につけていくための道程について検討しようとした。具体的

には、経験豊富な建築家とそうでない初心者を対象に設計図を作成する過程における彼ら

の思考を 2 年間にわたり比較・検討した。その結果、経験豊富な熟達者は、数多くの作図

過程で身につけた個人的知識、感じる経験を通じて身につけた印象的知識、自分を自分で

制御する自己制御的知識を効果的にかつ巧く統合し用いているが、初心者は理論的知識（マ

ニュアル）のみで作図していることを認めている。加えて、この両者の違いは、学習や経

験の積み重ねによって形成された心的資源をいかに用いるか（前進的問題解決能力）の違

いにあったと報告している。ここでいう「前進的問題解決能力」とは、経験を積む中で余

裕のできた心的資源をさらによりよいものを生み出すために再投資しながら自分を前進さ

せる力のことであり、この「前進的問題解決能力」が低い場合、経験を積む中で余裕ので

きた心的資源を余暇の時間にあてたりするという（丸野, 1996）。 
このように、一般の専門家の中の熟達者の有する「Expertise（実践的知識）」の姿はあ

る程度明らかとなってきている。加えて、こうした熟達者になるためには、学習や経験の

積み重ねによってできた心的資源をいかに自己投企していくかという前進的問題解決能力

の重要性が明らかとなってきた。 
３．Expertise 研究の本質 

では、なぜ前進的問題解決能力に大きな違いが生じてくるのであろうか。このことにつ

いて、パイロットと看護師を対象とした熟達者の実践事例の報告から示唆されることがあ

る。 
日本人パイロットの中で最も優れている機長といわれている国際線ジャンボジェット

機長の坂井(2005)は、次のように述べている。 
「旅客機で飛ぶということは、常に多くの人命と数百億円の機体が危険にさらされる可

能性を持っています。そこで、航空業界では昔から数多くの考え方や技法が編み出され、

国際的な規則やデファクトスタンダードとして使われています（坂井, p.12）。」「パイロッ

トの世界は未知への挑戦です。いかに天気予報が発達したといっても 12 時間後のパリの

天気が正確にわかるわけではありません。途中のジェット気流の流れの変化や、様々な機



器の故障、機内での病人の発生と、何が起きるかはわかりません。フライトはいつも不確

実性に満ちています。昨日と同じフライトはありません」（坂井, p.3）。 
このように、坂井は、実践とは人と人、人と自然とがぶつかり合うものであり、その中に

は困難・苦痛・辛さというものがあることを述べている。 
さらに坂井は、エキスパートなパイロットには優れた技術、鋭い判断力、チームメンバ

ーとの人間関係の構築、そして常に飛行している鳥と同じ視点に立てるかどうかの重要性

を次のように指摘している。 
「だからこそ空を飛ぶことが面白いのかもしれません。長い間空を飛んで私なりに学んだ

現代のパイロットの条件があります。①結果力、②経験による勘、③柔らかい思考、④チ

ームビルディング、⑤鳥の視点この 5 つの言葉使いは、いつまでも空を優しい美女に留め

ておくための魔法の言葉かもしれません。・・・これらの力がなければパイロットとしてそ

の責務を果たせないのではないかと思っています」（坂井, pp.3-4）」 
また、エキスパートナースという言葉を世界に広めたパトリシア・ベナー(2003)は、「エ

キスパートな看護実践には、技術が必要です。看護における技術とは『事前に明確な目標

をもち、さらにルーティン的・予見可能的・標準的なケアに還元可能な手順』と定義され

ます（ベナー, p.28）」と述べ、看護師のエキスパート性（expertise in nursing）を育成す

るためには決めなければならない技術があることを指摘している。さらにベナーは、「クリ

ティカルケア病棟の『論理 Logic』は、救命である。そこは人が、最も『死に場所』とし

たくない所だろう。しかし、実際には多くの人々が、そこで死を迎えている。生死の境に

直面して行なわれる実践的・道徳的・臨床的な仕事で要求されるのは、顔のない生理学的

状況や兆候に対応することではなく、患者や家族に人として対応することである」と述べ、

エキスパートナースには優れた看護技術だけでなく、常に‘Good Practice (患者にとって

良いことをする)’という考え方から、鋭い臨床判断を行い、患者固有の問題や弱点に対応

できるケアリング能力が必要であること、さらにはこうした能力が発揮できるような医療

チームメンバーとの人間関係の構築の必要性を指摘している。これらの指摘は、先の坂井

が指摘するエキスパートなパイロットとして必要な力量ときわめてよく近似していること

がわかる。また、これらの力量とこれまでの Expertise（実践的知識）に関する先行研究

で認められてきた結果ともよく合致している。 
これらのことから、いずれの専門職においても、卓越した熟達者というのは常に‘Good 

Practice’という考え方と卓越した技術を身につけているとともに、鋭い判断力によって

状況に合わせた技術を使い分け、実践しているものと考えられる。加えて、このような実

践を展開できる同僚の存在も大きいことがわかる。このことから、前進的問題解決能力に

大きな違いが生じてくる背景の一つには、‘Good Practice’という考え方が持てるかどう

かに鍵があるものと考えられる。現に、坂井やベナーは、卓越した熟達者を各専門職で育

成していくためには、いかに他の熟達者の実践事例の報告（ナラティブ）を語り継いでい

くかしかないと指摘していることからも容易に推察し得る。もっと言えば、卓越した熟達

者になるためには、彼らが有する‘Good Practice’に共感しながら日々の実践と向き合い、

自らのナラティブを作り上げていく（＝経験の積み重ね）ことが重要であるものと考えら

れる。 
 



Ⅳ Teaching Expertise 研究の発展 
１．Teaching Expertise 研究の開花 

1959 年に開催されたウッヅホール会議が開催され、教育内容の現代化がスタートした。

そして、このウッヅホール会議の議長を務めたのが、ブルーナーである。ブルーナーの教

育論は、「どの教科でも、知的性格をそのままにたもって、発達のどの段階のどの子どもに

も効果的に教えることができる」と仮説し、構造主義的・直観主義的教育を展開しようと

するところに特徴がある。すなわち、子どもの認知の発達的特徴（行動的把握‐心像的把

握‐記号的把握）に合わせて教科の構造（科学・学問の構造）を翻案（螺旋的教育課程）

し、それを発見（発見学習）という行為によって学び取らせようとするのである。ブルー

ナー（1978）は、この「発見」という行為を「海図無き無知の海での真理の島々の発見」

ではなく、「証拠、＜疑う余地なく自明にみえることがら＞を整理し直す、あるいは変形す

ること、その再考して再整理された証拠をのりこえてさらに追加の新しい洞察へと進むこ

とが可能になるようなしかたでそれを再整理したり変形したりする行為」とした。 
ウッヅホール会議の後、こうしたブルーナーの教育論が学校現場に浸透していく一方で、

シルバーマン（1973）は、未だに学校現場の学力低下が止まらない実態から、開発された

カリキュラム運動は失敗であったと批判した。そして、その原因を学校現場の実態を知ら

ない者がカリキュラムを作成したことによるとした。 
上記シルバーマンの批判の通り、1970 年代以降、学校現場では「落ちこぼれ」問題が発

生し、これに伴って「校内暴力」「不登校」「いじめ」といった数々の病理的現象が急激に

増加した。これにより、学校それ自体のアイデンティティ‐が問われ始め、「アンチ現代化」

を標榜する「教育の人間化」運動が台頭し始めてきたのである。 
こうした運動が広がる中、ブルーナー（1981）は自らの教育論に対する自省を著してい

る。すなわち、ブルーナーは、作成したカリキュラムの着想が「典型的にトップ・ダウン

であった。カリキュラム計画は、因襲的に、有名人を並べた諮問委員会と、ひたむきな若

い理想主義者のスタッフを揃えて強化することではじまった」と述べ、上記シルバーマン

の指摘を受け止めている。しかし一方で、彼は「アメリカはこれまでに考案された科学の

カリキュラムで最高のものをもっていた。」と述べ、カリキュラム計画自体は成功であった

ことを主張している。そして、「教育の現代化」の失敗した大きな原因について、「その崩

壊の大きな要因の一つは、反知性主義、素朴な愛国心、そして、戦争（ベトナム戦争）、衝

突、暴力の時代にかき立てられた『基本に帰れ』という掛け声などの嵐であった。『人間‐

学習過程』は、ちょうどその弾丸の弾道上にあった。」「もしも私がすべてをもう一度やり

直すとすれば、そしてもしもそのやり方を知っているとすれば、私は、学校がいかにその

社会の課題を表現しているか、そしてその課題が学校によっていかに定式化され、いかに

言い換えられているか、これを再検討することに力を注ぐであろう。」と述べ、教授課程の

内容や精神のみを変えても、結局はそれらを伝える学校（教師）の能力に規定されること

を痛感するに至っている。 
同様にマイヤーズ（小野、1982a）は、どんな優れた指導プログラムやカリキュラムで

あっても、それを成功させた教師は伝統的な教授法に長けた教師であったとする皮肉な結

果を報告している。 
こうした「教育の現代化（発見学習）」の失敗により、それまでの Expertise 研究を基盤



にした Teaching Expertise 研究が開花することとなった。 
①「第１期」（1977 年～1982 年） 

Teaching Expertise 研究を一番初めに着手したのは、アメリカ教育学会長であった理科

教育の Yinger’s であるといわれている。すなわち Yinger’s は、シルバーマン同様、ウッ

ヅホール会議開催後に作成されたカリキュラムは、学校現場に直接携わっていない科学者、

学者、教育者たちによって作成された点に大きな問題点があったと考え、民間教育機関で

現場教師の役割を調べていくことこそが今日の学校現場の問題（とりわけ「落ちこぼれ」

問題）を解決する上で重要であると考えた。そこで Yinger’s（1977）は、ベテラン教師と

初任教師に指導プログラムを作成してもらい、作成された指導プログラムを比較・検討す

ることで、ベテラン教師の熟達性を導出しようとしたのである。 
また、この手の研究は、Yinger’s の研究以前から、Adams(1951)や Wear(1951)、さらに

は Hoffman を中心とする研究グループによって継続的に展開されている（Hoffman and 
Armstrong, 1975; Hoffman and Sembiante, 1975; Biscan and Hoffman, 1976）。その結

果、いずれの研究においても、ベテラン教師と初任教師とで記述内容が量的にも内容的に

も異なることを認められている。 
ここで、上記の研究は、いずれも 1960 年代前半までの主流であった「プランニング‐

プロダクト」研究法を受けて実施されたものと考えられる。「プランニング‐プロダクト」

研究法とは、授業はある理念や理論に基づいて展開されるものであるという前提から、「授

業の理論（特に方法論）」と授業成果との関係を分析しようと展開されたものである。しか

し、この手の研究法は、授業過程で生じる事実の分析が行なわれてこなかったため、プラ

ンニングとプロダクトとの因果関係を客観的に明らかにすることができず、研究結果に実

践者や研究者のあらかじめの偏見や主観的解釈（バイアス）の入り込む余地がきわめて大

きいという批判があった（シーデントップ, 1988）。実際、Teaching Expertise の視点から

はじめて優れた教師の熟達性を導出しようとした Yinger’s の研究においても、ベテラン教

師の方が初任教師より優れた指導プログラムが書けることを前提に研究が展開されていた。

したがって、この手の研究方法では、なぜベテラン教師は初任教師より優れた指導プログ

ラム（指導理論）が作成できるのかということまでは明らかにすることはできなかった。 
②「第２期」（1983 年～1986 年） 

1983 年、レーガン大統領のもとで連邦教育省が「危機に立つ国家」を刊行し、「卓越性

の追求」に関する研究に一段と拍車がかかっていった。こうした中、教師教育界において

も、1981 年、National Science Teacher Association（以下、NSTA と称す）がこれまで

の理科教育の現状を客観的に分析し、理科教育における大きな問題点として次の 4 つを提

言した。すなわち、①理科教育は他教科に比べ比較的軽視される傾向にあり、結果として

学校現場で理科教育は支持されていないこと、②90％以上が教科書での指導という教科書

中心の授業スタイルであること、③学問的な基礎知識の習得のみが強調されてきたこと、

④学校におけるカリキュラムや指導法の決定など、理科教育における目標決定はいち教師

が決定している、といった問題点である。なかでも NSTA は、④の問題点について「いか

なる教育目標の達成も、終局的には個々の教師によって決まる。どんな教科においても教

師は、児童生徒を援助することに献身的であり、教える教科内容をよく知っており、指導

技術に優れていなければならない・・・。このため教師には、情報収集をし、それを分析



したり解釈したりするための意思決定能力と経験が要求される（栗田, 1982）」と述べ、教

師の意思決定能力と経験の重要性を指摘している。 
こうした指摘を受け「第 2 期」では、ベテラン教師と初任教師の指導プログラム作成時

の意思決定に着目した研究が展開されるようになってきた。 
Housner and Griffey(1985)は、ベテラン教師（教職 5 年以上）と初任教師（教職 5 年未

満）を対象に、小学校 1、3 年生用の体育授業の指導計画（サッカーとバスケットボール）

を立案させ、そこでの意志決定過程（①なぜこの部分でこのようなことをしたのか、②学

生が何に気づき、どのように応じたか、③二者択一の行動もしくは戦略を考えていたか、

④授業計画中に考えた子どものつまずきについて手立てをうてたか）について比較・検討

している。その結果、ベテラン教師はそうでない教師に比して、授業実践を実行するため

の戦略に関する決断力が優れていたこと、子どもたち一人ひとりのパフォーマンスに注意

し、集中していたのに対して、初任教師はしばしばクラス全体の関係に注意を注いでいた

ことを報告している。そして、ベテラン教師の背景にはマネージメント行動に関する組織

だった知識とパフォーマンスを促進させる知識を豊富に持っていたことを報告している。 
Berliner(1986)は、小学校現場のベテラン教師（教職 5 年以上）とそうでない教師（教

職 5 年未満）を対象に、授業運営や授業構造に関する知識がどのように異なるのかを、指

導案の立案とそこでの意思決定をインタビューによって明らかにしようとした。その結果、

ベテラン教師は教材の知識とは異なった特殊な授業運営や授業構造に関する知識を有して

いたが、そうでない教師は、知識の区別が認められなかったことを報告している。その後、

Berliner(1988)は、これまでの Teaching Expertise 研究では、新任教師と熟達教師の両端

の比較から、その知識や教授技術の違いが指摘されるだけであったが、その途中の変化過

程についての詳細な研究を行う必要もある（一人ひとりの教師の成長の歩みを追跡する長

期にわたる縦断的研究が必要不可欠である）という考えから、教師の教室での行動の認知

が熟達とともにどのように変化していくのかに焦点を定めた上で研究を推し進め、教師の

実践的知識の５段階モデルを提唱している。 
Calderhead(1986)は、ベテラン教師（教職 10 年以上）と初心者教師を対象に、新学期

に向けての様々な準備の違いをインタビューに対する回答の違いから明らかにしようとし

た。その結果、ベテラン教師は新しいクラスの生徒に会う前に、ある意味において既に彼

らについて十分熟知しており、生徒についての知識がきわめて豊かであったのに対し、初

任者教師は新学期に出会う子どものことをまったく知らなかったことを報告している。 
このように、いずれの研究においてもベテラン教師と初任教師とで授業計画・設計場面

での意思決定の内実の異なることが認められている。すなわち、ベテラン教師に対するイ

ンタビューを通して、ベテラン教師は計画・設計段階で、教えるべき授業科目の特性、教

授方法、子どもの学習環境、子ども一人ひとりの特性、教材がどのように子どもの中に取

り入れられていくかといった情報を豊富に持っていることが認められてきている。こうし

た情報により、ベテラン教師は初任教師より優れた指導プログラム（指導理論）が作成で

きるものと予想されたのである。 
しかし、いずれの研究においても、実際の授業展開にまで踏み込んで検討してこなかっ

たところに共通性が認められる。 これにより、「プランニングープロダクト」の因果関係

が明確に押さえることに困難性があった。こうしたことから、「教育は、本質的には教室で



の教師－子どもの相互作用以上に効果的なものはあり得ない（Preifeer, 1986）」という指

摘に代表されるように、研究者の間で「プランニングープロダクト」を結節する実際の授

業展開（プロセス）へと関心が高まっていった。 
③「第 3 期」（1986 年～1992 年） 

1960 年代後半に入ると、「プランニング‐プロダクト」研究法の欠点を克服しようとす

る試みが行なわれ始めた。すなわち、「プランニング」と「プロダクト」をつなぐ媒介変数

として「プロセス」を位置づけ、これを客観的に分析することに大きな関心が向けられる

ようになったのである。とりわけ 1970 年代に入ると、ローゼンシャインとファースト（小

野, 1982ｂ）が、教師の教授行為（プロセス）と子どもの学習成果（プロダクト）の関係

を定式化させるために、教師と子どもの行動を記述・分析する道具の開発に力点を置くべ

きだと考え、「プランニング‐プロダクト」研究法から「プロセス‐プロダクト」研究法へ

と大きくパラダイムを転換させた。これが「プロセス‐プロダクト」研究の発展のスター

トである。これにより、「体育の授業はどうあるべきか」ではなくて「事実がどうなってい

るのか」といことを理解することに努力が払われるようになってきた。ところが、「プロセ

スープロダクト」研究を進めるに当たって、以下のような問題が生じてきた。1 点目は測

定する「プロセス」をどう考えるかという問題、2 点目は測定すべき変数をどう制御する

のかという問題、そして 3 点目は「プロダクト」をどう解釈するのかという問題である。 
そこでまず、「カリフォルニア州教員養成および教員免許のための委員会」の研究チー

ムが、1972～1978 年にかけて一授業の子どもの「プロセス」を測定する道具を開発して

いる。すなわち、上記研究チームは、生徒の教室での学習行動をより直接的に測定し得る

観察尺度として、ALT（Academic Learning Time）の測定法を開発したのである。これ

を踏まえて体育の世界では、1979 年シーデントップらによって「体育の ALT」観察法が

開発されている。また、教師の「プロセス」を測定する道具についても 33 個も開発され、

総じて教師行動観察法と称されている（Darst et.al., 1983）。さらに今日においては、得

られた結果が追試できるようにコンテキスト変数と前提条件を揃えた上で研究が進められ

るようになっている。 
こうした中、教師教育カリキュラムの開発を目指していた Shulman（1986a）は、熟練

教師は初任教師に比して「学習者」「教授内容」「教授方法」に関する知識を豊富に持って

おり、それらの知識を複合させ実践していることに着目した。すなわち Shulman は、命

題的知識だけでなく、熟練教師の有していた「学習者」「教授内容」「教授方法」といった

「複合的知識」による事例的知識を積み重ねることで、教員養成における教師教育カリキ

ュラムの提案が可能となることを主張した。ちなみに、現在、Shulman(1986b、1986c、
1987)が長年の研究成果から提案した教師教育カリキュラムは、スタンフォード大学の教

員養成カリキュラムとなっている。 
こうしたパラダイムの転換と Shulman の一連の研究を契機に、Teaching Expertise 研

究の分野でも、従来までの「計画・設計」に着目した研究から、 「プロセス‐プロダクト」

研究法を主軸とする研究が展開されるようになった。具体的には、Shulman の一連の研究

を受けて、熟練教師の有する「学習者」「教授内容」「教授方法」といった「複合的知識」

に着目した研究と様々な測定法を用いて熟練教師とそうでない教師の「プロセス」の相違

を検討した研究である。 



まず Leinhardt and Smith(1986)は、「子ども」「教授内容」「教授方法」に関する知識に着

目し、高校の数学担当の教師の中で担当する学生の学業成績の高い熟練教師 20 名とそう

でない教師 20 名を対象に、一授業展開時に用いる知識の違いをインタビューを通して比

較・検討している。その結果、熟練教師は学習者、教材内容、教授方法の知識など複数の

理論的知識を多くもち、これらの知識を複合して使用していたこと、さらには自分の学級、

教材という文脈に合わせた知識についても豊富に持ち、使用していたことを報告している。

また、教材内容に関する知識を調べるために、分数に関する授業の知識を分類課題・面接・

授業観察により調査した結果、熟練教師は豊かで構造化された知識をもっていたことを報

告している。 
さらに Thomas et.al.(1989)は、高等学校の 20 名の熟練教師（研究に協力的な教師）と

初任教師(探究心旺盛な大学 4 年)を対象に、1 ヶ月間のワークショップに参加させた後、

実際に授業実践してもらい、各教師が授業中に用いている数学的知識を比較・検討してい

る。その結果、熟練教師は課題解決を促すための戦略を豊に持ち、それを用いていたこと、

さらには課題解決のために必要な情報を子どもから上手く引き出せていたことを報告して

いる。加えて熟練教師は、子どもたち一人一人の課題解決のプロセス（子どもの学習過程）

を熟知していたことを報告している。加えて、担当する学級の数学の学業成績の高い熟練

教師 20 名とそうでない教師 20 名を対象に、実際に数学の授業を展開してもらうことで、

用いている知識の何が異なるのかを分析している。その結果、熟練教師と新任教師の双方

の問題解決能力には有意差は認められなかったが、問題解決のための戦略と数学の真相を

教えるための戦略については、生徒の学業成績の高い学級の教師の方がそうでない教師よ

りも有意にその数が多く、同時に、生徒のつまずくポイントを十分に熟知しており、授業

展開の予想がよくできていたことを報告している。 
同様に、研究に協力的な教師の中で、生徒の学業成績の高い教師 4 名とそうでない教師

4 名とを対象に、それぞれの教師の授業中の認識力と即興性を比較・検討した Borko and 
Livingston（1989）の研究においても、Thomas らの研究グループと同じ結果を得ている。 

このように、「プロダクト」の異なる教師を対象とした場合であっても、熟練教師とい

うのは教材との間に生じる子どもの技能的なつまずきの類型とそれを解決するための手だ

てを十分に熟知していることが推察される。 
その後、1980 年代後半あたりから、ALT や教師行動の相違に着目した研究も展開される

ようになってきた。 
Leinhardt and Greeno(1986)は、初心者教師（教育実習生）６名と新任教師８名を対象

に、授業中に生起する客観的な事実と特徴を押さえさせるように初心者教師に挑戦させ続

けた後、教師行動と学生による教師評価を比較した結果、出席をとって学生を管理する行

動、活動のペース（授業の流れ）、学生による教師評価すべてにおいて、新人教師に追いつ

く可能性が示唆されたことを報告している。また、アンケート調査の結果、実験前から初

心者教師の方が新任教師よりも評価の高い項目があり、必ずしも教職経験年数が高いから

といって熟練度が高いとは言い切れない結果が認められたことも報告している。こうした

指摘は、今日の Teaching Expertise 研究ではきわめて当然のこととなり、研究を進める上

で、「熟練教師」を定める必要のあることを示唆している。ちなみに、現在のアメリカの教

師教育界では、次のような 4 つの観点から「熟練教師」を定めている。すなわち、①受け



持ちの子どものテスト平均得点が 3 年間、地区トップ 15％以内であること、②校長と指導

主事の推薦を得ることができる、③研究プロジェクトに快く参加すること、④研究者から

みて実践が優れていること、といった 4 点である。 
Peterson and Comeaux(1987)は、10 名の熟練教師と 10 名の新任教師の計 20 名の高校

体育教師を対象に、授業中の「出来事」の記憶とそれに対する陳述、生起した「出来事」

に対する問題分析と相互作用の違いをそれぞれ調査し、比較・検討している。その結果、

授業中の「出来事」の記憶において熟練教師と新任教師の双方に顕著な相違が認められ、

熟練教師は授業中の出来事の記憶がはっきりしていたのに対して新任教師は授業中の出来

事の記憶が曖昧であり、ほとんど語ることができなかったことを報告している。また、熟

練高校教師はマニュアルを必要としないし、マニュアル通りの授業展開とはならなかった

のに対し、新任教師は授業を展開する際に、規則と儀式、特に学習規律とクラス運営に関

して、これらを正しく展開するためのマニュアルを必要としていたことを報告している。 
Peterson and Comeaux(1987)は、高校の熟練教師と初任教師各５名を対象に、同一の

授業ビデオを見せた後、自由再生課題法を実施している。また、Carter、 et.al.(1988)は、

初心者６名、熟練教師８名、教職願望者６名を対象に、55 分授業のスライド写真をみせた

後、インタビューを実施し、そこでの会話を記述し、比較・検討している。その結果、い

ずれの研究においても表層的な「出来事」（「机の上を綺麗させてテスト配布した」「質問が

あれば手を挙げて」など）への気づきには熟練教師と新任教師の間に差は認められなかっ

たが、学習に関与する内容（「生起した『出来事』の背景をよりよく理解し、処理」「学級

経営」「興味を喚起する」）では熟練教師の方が有意に多く再生できる結果にあったことを

報告している。 
Lee et.al.(1992)は、熟練教師（運動指導経験豊富な教師）とそうでない教師を対象に、

授業中の運動指導を VTR にとり、そこでのフィードバック行動を比較・検討した結果、

熟練教師はフィードバックを与える際の認知構造（perceptual map）が複雑であり、子ど

もの様々な学習場面に応じて適切な状況判断ができていたことを報告している。 
これらの結果は、いずれも上述した現職教員の内容（質）の変換に関する研究として展

開された研究と同様の結果であった。加えて、「熟練教師」というのは授業中に生起する「出

来事」の特徴を押さえるトレーニングを日常の授業実践の中で積んできたように考えられ

ることも報告している。 
Kagan(1992)と Holt-Reynolds(1992)は、これらの先行研究を総括し、熟練教師と初任

教師の特徴を次のようにまとめている。すなわち、熟練教師は①教える内容について、幅

広いまとまりのある知識を有していた（例：単元間のつながり、子どもの知識状態の把握）、

②一授業から年間に及ぶ指導計画が立案できる（例：カリキュラム編成、一授業内での時

間配分、単元構成）、③子どものつまずきについて、問題の定義と表象を押さえ、可能な解

決方略を検討する（例：つまずきの原因がどこにあり、どこまでわかりどこからわからな

くなったのか、わかるためにはどうすればいいのか）、④授業と学習の文脈に即した思考が

適切にできる（例：発言一つに対しても、授業展開の時間的関係・内容的関係・他の子ど

もの思考との関係と関連させられる）、⑤「出来事」に対する反省が授業の中で注目に値す

る「出来事」に集中しており、授業の流れの全体構造がしっかりしている（例：この授業・

単元では何が重要なのか）、といった特徴である。これに対して、 初任教師は、指導計画



が、直線的・合理的で細部にわたるまでしっかりとした想定したものがあるため、この指

導計画を最後まで守り通そうと必死になり、生徒の瞬時瞬時の反応を授業に生かせないと

し、一度計画の軌道から外れると修復は困難であるとした。また、熟達者の③の場合、す

ぐに対処療法的な問題解決だけに意識がいくこと、④ができないこと、授業の流れの全体

構造が曖昧であるため「出来事」についての反省が多面化しているといった特徴があると

まとめている。 
こうした一連の研究から、ある程度、熟練教師の有する熟練性が明らかとなってきた。

しかし、この手の研究では、どうすれば熟練教師になれるのかまで明らかにすることはで

きなかった。 
④「第 4 期」（1993 年～現在） 

第 4 期の Teaching Expertise 研究の始まりは、1983 年にそのきっかけがあると考えら

れる。すなわち、Schon(1983)は、従来までの専門家を専門的知識や科学的技術を合理的

に適用し、問題を解決していくことを基本とする「技術的専門家（technical expert）」と

称し、この「技術的専門家（technical expert）」に代わって活動過程における考察を基礎

とする「反省的実践者（reflective practitioner）」という新しい専門家像こそ卓越した実

践者の姿であると主張したのである。Schon によれば、「反省的実践者（reflective 
practitioner）」は、「行為の中の省察（reflection in action）」を中心概念としており、こ

の「行為の中の省察（reflection in action）」は、「行為の後の省察（reflection after action）」
「行為についての省察（reflection on action）」も包括しているという。こうした Schon
の研究を受けて Zeichner（1987）は、「教師は深く反省すべきである」という見解を示し、

アメリカの教師教育学会においても反省的実践に関する研究を推進する必要性を提唱して

いる。これにより、教師教育界においても、 Calderhead（1989）が用いたアクション・

リサーチを主流に事例的に反省的実践に関する研究が展開されるようになっていった。 
こうした教師教育界の動向を受けて、Dodds（1993）は、従来までの体育教師の実践的

知識に関する先行研究を総説し、次のような２つのスキルに大別した。一つは、子どもの

運動技能を高める指導能力（Personal Performance Skills）であり、もう一つは、彼らの

運動学習の状況を観察する能力（Observational Skills）である。そして、これら２つの実

践的知識を高める授業研究を推進していくためには、熟練教師と新人教師の違い

(experience)と授業成果の違い（effectiveness）の両面から、体育教師の実践的知識を実践

的・実証的に明らかにしなければならないことを主張したのである。 
1993 年以降、こうした Dodds の主張をもとに、体育分野を中心に Teaching Expertise

研究は、 教師の「反省的思考」に関する研究へと展開されていった。すなわち、真に熟練

教師のようになるためにはどうすればよいのかを追求する研究へと駒が進められたのであ

る。 
Strauss and Shilony(1994)は、熟練教師（７年目）と未熟練教師（2 年目）の高校教師

（物理、化学、生物、数学、文学、歴史、宗教をそれぞれ担当する教師）を対象に、子ど

も観についてのメンタルモデルと学習を促進させる要因としてどのようなものがあるのか

についてのメンタルモデルを作成してもらうことで、経験年数の高い教師の熟練性を事例

的に導出しようとしている。メンタルモデル（仮想モデル）とは、「○○についてどのよう

に（どのようなものがあると）考えているか」を図式化したものである。その結果、熟練



教師は「子どもは、単に与えられたものを記憶・暗記するものではなく、子ども自身、世

界を解釈し構成できる活動主体である」と認識していることを、さらに①教えるべき授業

科目の特性、②教師は教材と学習者の間の媒介であること、③教授方法、④子どもの学習

環境、⑤子ども一人ひとりの特性、⑥教材がどのように子どもの中に取り入れられていく

か、といったメンタルモデルをもっていたことを報告している。 
Lange and Burroughs(1994)は、周囲からの評価の高い教職経験年数 12 年目の教師を

対象に、この教師が実践的知識を獲得する過程モデルを事例的に追跡・検討している。そ

の結果、教師の成長は既存の知識と実践に対する不確定性に常に挑戦することから始まっ

ており（＝前進的問題解決能力（経験によってできた余裕や空いた時間を用いて、他の仕

事にチャレンジしていく力）がきわめて強い）、こうした実践力を高めていくためには、実

践中の不確定性に対する反省がきわめて有効であると報告している。他方、未熟な教師と

いうのは、前進的問題解決能力が途中でなくなることを指摘している。 
Steven(1996)は、5 名の熟練教師（運動指導の経験豊富な教師）とそうでない教師を対象

に、運動指導時のフィードバック行動を比較・検討した結果、熟練教師は子どもの運動の

つまずきに気づき、それを修正するための具体的なフィードバックを数多く提供できてい

たのに対して、そうでない教師は子どもたちが運動でつまずいているのに気づかず、もし

気づいたとしても、その問題を解決するための具体的なフィードバック（手だて）を与え

ることができなかったことを報告している。 
これらのことから、「熟練教師」に近づくためには、まずは授業中に生起した「出来事」

に向き合い、一つひとつ解決していくことが重要であるように考えられる。次いで、なぜ

このような「出来事」が生起したのかを反省し、こうした「出来事」が生起しないために

はどうすればよいのかを考え、実践を変えていくことが重要であるものと考えられる。こ

れにより、上述した「熟練教師」の特徴（教材との間で生じる子どもの技能的なつまずき

の類型とそれを解決するための手だてを十分に熟知していた）が構築されてくるものと考

えられる。 
上記の研究を受け、教師の反省的実践を初めて経験的努力によって検討したのが

Tsangaridou and O’Sullivan である。 
Tsangaridou and O’Sullivan を中心とする研究グループは、「どのような反省をするべ

きなのか」ではなく、「何を反省するべきなのか」という反省の持つ役割と機能を理解する

必要性を主張し、様々な教師の反省的思考を抽出し、その定式化を試みようとしている。

そのために、まず Tsangaridou and O’Sullivan(1994)は、教師の反省的思考を定式化する

前提として、「実習生の体育授業に対する反省的思考を高める教授学的戦略の有用性」と題

する研究において、体育専攻の教育実習生（大学３年生）６人を対象にインタビューやジ

ャーナル、さらにはビデオ観察を用いて、彼らの反省的思考を事例的に分析している。そ

の結果、「使用した指導技術に対する反省」「状況的文脈的理解に対する反省」「道徳的教授

行為に対する反省」の３つの反省的思考を導出するとともに、これらの反省的思考の内実

は、４つのレベルに分類できることを報告している。すなわち、「レベル１」は、自分の行

為の「記述のみ」の段階であり、「レベル２」は、自分の行為を「記述」するとともに、そ

の内容を「弁明」する段階であり、「レベル３」は、自分の行為を「記述」した上で、その

内容を「批判」できる段階であり、「レベル４」は、自分の行為を「記述・弁明」した上で、



「批判」する段階である。そして、指導教員と共に反省を展開させたグループ１（３名）

は、｢使用した指導技術に対する反省｣｢状況的文脈的理解に対する反省｣｢道徳的教授行為に

対する反省｣のいずれの反省も認められ、その内実もレベル 4（記述と根拠および批評）が

64.8％であったことを認めている。これに対して、実習生だけで反省を展開させたグルー

プ２（３名）は、｢使用した指導技術に対する反省｣を展開させるにとどまり、その内実も

レベル１（記述：57.4%）が大半であったことを報告している。 
さらに、Tsangaridou and O’Sullivan(1997)は、教職経験年数 10 年以上の現職教員４名

を対象に、上述の教育実習生の検討と同様の手法で事例分析した結果、教師の反省には日々

の実践から状況的に実践を追求させたり文脈的に関連づけたりすることで日々の実践に影

響してくる Micro reflection と、長年にわたる実践から学級経営や専門職性の発達に影響

してくる Macro reflection の２種類のあることを導出し、前者における反省的思考として

「教授学的事象」「内容論的事象」「社会的事象」「倫理的・道徳的事象」の４つを導出して

いる。 
このように、今日、他の専門職の場合と同様に事例研究を中心に熟練者の実践事例をナ

ラティブ形式で積み重ね、それを語り継いでいこうとする傾向にある。もっと言えば、熟

達した教師になるために、熟達者の有する‘Good Practice’を明らかにし、この‘Good 
Practice’に共感しながら日々の実践と向き合い、自らのナラティブを作り上げていく（＝

経験の積み重ね）しか教師の実践的力量を高める方法はないという立場から、研究が推進

されている。しかし一方で、熟練者の実践事例を読み取る側にナラティブを読み取る能力

がなければ、上述してきた従来までのカリキュラム変遷などの一連の失敗と同様の結果に

なってしまう危険性が考えられよう。また、Tsangaridou and O’Sullivan の研究にみられ

るように、導出された結果は、いずれも「枠組み（framework）」や「事象（situation）」
と称され、「要因(factor)」という表現が用いられていない。このことは、「第４期」の研究

法が事例研究を中心に展開されたことで、「第３期」までに導出された結果と「第４期」で

導出された結果との因果関係が検証されていないことを示している。今後、両者の因果関

係を解明していく努力が望まれる。 
 
Ⅴ おわりに 

以上、アメリカにおける Teaching Expertise に関する先行研究を歴史的に押さえていく

ことで、Teaching Expertise 研究からみた教師の実践的力量について検討してきた。その

結果、以下のことが明らかとなってきた。 
①1970 年代に展開された「教育内容の現代化」より、どんな優れた指導プログラムやカリ

キュラムがあっても、結局はそれを扱う教師の実践的力量にすべて規定されることがわか

ってきた。とりわけ、優れた実践者が有する「前進的問題解決能力」の解明が Expertise
研究の中心課題であることが認識された。 
②Teaching Expertise 研究における「第１期」（1977 年～1982 年）では、「プランニング

‐プロダクト」研究法を下敷きに、ベテラン教師と初任教師それぞれで異なった特徴のあ

ることが認められている。しかしながら、この手の研究法は結果の解釈に研究者や実践者

のバイアスが入り込んでしまうといった批判があった。したがって、なぜベテラン教師は

初任教師より優れた指導プログラム（指導理論）が作成できるのかということまで明らか



にすることはできなかった。 
③Teaching Expertise 研究における「第２期」（1983 年～1986 年）では、上記「第１期」

の研究を受け、ベテラン教師の「設計・計画」段階での指導案作成時などの意思決定を明

らかにしようとしていた。その結果、ベテラン教師というのは「計画・設計」段階で教材

との間に生じる子どもの技能的なつまずきの類型とそれを解決するための手だてを十分に

熟知していることがわかる。しかし、「第 1 期」同様、ベテラン教師の方が初任教師より

優れた指導プログラムが書けることを前提に研究が展開されていた。加えて、これらの研

究でいうベテラン教師とは、いずれも教職経験年数の高い教師のことであった。したがっ

て、熟練教師と初任教師の違いは認められても、どうすれば熟練教師のような意思決定が

できるようになるのかまでは明らかにすることはできなかった。 
④Teaching Expertise 研究における「第３期」（1987 年～1992 年）では、授業分析の発

展に伴って本格的に Teaching Expertise 研究が開花した。その結果、熟練教師というのは、

教材との間で生じる子どもの技能的なつまずきの類型とそれを解決するための手だてを熟

知していることが明らかとなってきている。また、こうした熟練教師になるためには、授

業中に生起する「出来事」の特徴を押さえるトレーニングを日常の授業実践の中で積むこ

とが必要であることが推定されている。しかし、依然として、どうすれば熟練教師のよう

な意思決定ができるようになるのかまでは明らかにすることはできなかった。 
⑤Teaching Expertise 研究における「第 4 期」（1993 年～現在）では、「第３期」までに

認められた熟練教師の特徴がどうすれば構築されてくるのかについて、Schon の提起した

反省的実践の側面から研究が展開されている。その結果、熟練教師に近づくためには、ま

ずは授業中に生起した「出来事」に向き合い、一つひとつ解決していくことが重要である

こと、さらには、なぜこのような「出来事」が生起したのかを反省し、こうした「出来事」

が生起しないためにはどうすればよいのかを考え、実践を変えていくことが重要であるこ

とが事例的に認められている。加えて、熟達者の有する‘Good Practice’に共感しながら

日々の実践と向き合い、自らのナラティブを作り上げていく（＝経験の積み重ね）ことで、

教師の実践的力量が高まるものと考えられている。しかし、いずれの研究も事例的研究を

中心に展開されたことで、「第３期」までに導出された結果と「第４期」で導出された結果

との因果関係が検証されていないため、いずれも「枠組み（framework）」や「事象

（situation）」といった表現に留まる現状にあることが認められた。 
 

以上、アメリカにおける Teaching Expertise に関する先行研究の歴史的過程は、「プラ

ンニングープロセスープロダクト」研究の発達に伴って深化してきた過程が看取できる。

これを批判的に眺めるならば、Teaching Expertise 研究の成果は、「プロセスープロダク

ト」研究法に規定されている可能性が考えられる。つまり、Teaching Expertise 研究の成

果は、測定するプロダクトの道具の性質に規定されるとする批判である。それ故、現在ま

での Teaching Expertise 研究の成果は、優れた授業の創造という点で疑義が生じる。これ

より、以下に示す２つの研究課題を導出することは可能であろう。 
１つめは、Teaching Expertise 研究の成果が測定するプロダクトの道具の性質に規定さ

れるのであれば、実質的陶冶の側面だけでなく形式的陶冶の側面も含めて、測定道具が多

面的かつ多様に開発される必要がある。 



２つめは、依然として優れた実践者の成長過程、とりわけ「前進的問題解決能力」の形

成過程が明らかになっていないことである。これには、研究の対象が熟練教師と初任者教

師との比較にとどまっていることに原因があるものと考えられる。教職経験年数別にみた

比較や学習成果の相違からみた比較による検討が多く積み重ねられる必要がある。 
いずれにしても、上述した２つの研究課題にもとづく研究成果を実践化していくことで、

「いつ頃の教師に、何を汲み尽くさせるか」とする現職教育の内実を究明していくことが

重要である。そのための手がかりの一つとして、Kagan(1992)と Holt-Reynolds(1992)の
総括研究で示された授業中の「出来事」への気づきの解明が有力な方法と考えられる。 
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第３節 教員養成段階で求められる体育授業に必要な「実践的指導力」 
－教員養成制度の改変との関係で－ 

 
木原成一郎 

 
Ⅰ はじめに 
 羽田貴史（1998）によれば、1990 年代は、「いじめ、暴力、不登校、中途退学、学力問

題、さらには薬物乱用、性非行など、子どもと教育に関わる問題は深刻化」する一方であ

るにもかかわらず、少子化社会の進行により子ども人口が減少し教員需要が落ち込むとい

う理由で、教員養成課程の学生定員が削減されるために教育学関係の教員ポストが削減さ

れるという事態が進行した。国立教員養成系大学・学部の教員養成課程の入学定員の５千

人削減計画の発表と実行である。深刻化する教育問題の対処に教育学の貢献が強く求めら

れる時期に教育系大学・学部が先細りになったのである。 
こうして教育系大学・学部に所属する研究者の数が縮小するまさにこの時期の 1997 年 7

月に、「新たな時代に向けた教員養成の改善方策について（教養審・第１次答申）」が出さ

れ、「画一的な教師像から多様な資質能力を持つ教師像への転換、教員の資質向上の水平的

協業化（ネットワークの形成）及び垂直的職能形成への兆し」（羽田貴史、1998p.225）と

評価される教員養成の教育免許法が改定された。 
本稿は、1990 年代後半に提出された教育職員養成審議会（以下、教養審と略）の３つの

答申及びその答申に基づき提案された教員養成カリキュラム改革への提言を契機として展

開されつつある教員養成カリキュラムの改革を対象に、その改革のキー・ワードと思われ

る「実践的指導力」の特質を検討することを目的とする。ただし、「実践的指導力」の捉え

方は非常に多様であり、本稿では教員養成カリキュラムの中で も「実践的指導力」が問

われると思われる「教育実習」に焦点化することとする。つまり、本稿では「教育実習」

で教えることを体験することが、教員養成カリキュラムの中でどのように位置づけられ、

他の授業科目とどのように関係づけられるべきなのかを考察する。 
それでは以下まず 1990 年代以降の教員養成制度改革の特徴を戦後日本の教員養成制度

の原則との関係で概観する。次に、1990 年代後半に相次いで出された３つの教養審答申

（1997/07・第１次答申、1998/10/29・第２次答申、1999/12/10・第３次答申）を中心に

1990 年代教員養成改革の大枠を概観する。さらに、第 1 次答申で協調された、教員養成

カリキュラム改革のキー・ワードと思われる「実践的指導力」の特質を、「教育実習」で教

えることを体験することが、教員養成カリキュラムの中でどのように位置づけられ、他の

授業科目とどのように関係づけられると考えられているのかを明らかにする。 後に教員

養成段階で「実践的指導力」とイメージされる力量が、学校体育研究同志会の実践的研究

に示唆する点について若干の考察を行う。 
 
Ⅱ 1990 年代以降の教員養成制度改革の特徴 
 羽田貴史（1998）によれば、戦後日本の教員養成制度は、「開放性」と呼ばれる「大学

における教員養成」の原則と「共通性・専門性の公証を行政的に推進する志向」が原理的

に対立してきた。この対立は「学校教育の公共性を担保する教師の専門性確保と資質の向

  



上を、行政的・中央集権的に行うのか、個別大学自治において行うかの対立」ともいわれ

ている。しかしながら、1980 年代には次のような臨教審による教育改革プランが進行した。 
「80 年代の臨教審改革は、プライヴァタイゼーションによる公共部門の改造を通じて、

経済・社会の再編成をはかる教育版であるが、当時から激発していたいじめ、登校拒否な

どの学校病理現象に対し、産業構造の急激な変化を背景にした地域社会・家族の変容、自

生的子育てシステムの崩壊に対する処方箋という意図も持っていたのである。」（羽田貴史，

1998，p.220） 
その結果、1984 年の文部省機構改革に連動して教職員養成課が大学局から教育助成局へ

移り、「事実として指導行政への抱え込みによって水準向上を図るメカニズムが発動し」（羽

田貴史，1998，p.220）たのである。つまり、「教員養成は、80 年代の教育改革を通じて

大学教育の範疇から大きく旋回し、教育助成局の事務として位置づけられ、教員養成基準

は、教育課程行政の一環に組み込まれ運用される仕組みが形成された」という。（羽田貴史，

1998，p.218）こうして、1997 年７月に出された教養審の第１次答申に基づく教員免許改

正案は、「初等中等教育課程基準の改正とリンクして、教員の資質向上を恒常的に推進する

システムの発動」（羽田貴史，1998，p.218）と捉えられることになる。 
さらに、羽田貴史（1998，pp.220-223）は 1990 年代の教員養成制度改革は、「経済・

文化のグロバリゼーションや情報化の進行、国民国家の変貌が進行し、教育改革への圧力

がたかまっている」もとで行われるのであり、そこには「開放性原理」自体が「この変化

と課題に対してどれほど有効かを問い直す過程」が含まれると述べている。つまり、「開放

性か目的養成かの議論ではなく、双方の原理を組み合わせ、変動に対応した有効な制度形

態を構築すること」が 90 年代の教員養成制度改革の課題として重要であるとするのであ

る。 
 
Ⅲ 1990 年代後半以降の教員養成改革の方向 
１．教養審・第１次答申 

国立教員養成系大学・学部の教員養成課程の入学定員の５千人削計画の発表と同時期の

1997 年 7 月にだされた、「新たな時代に向けた教員養成の改善方策について（教養審・第

１次答申）」は、「教員の職責にふさわしい資質能力は、教員養成のみならず教職生活を通

じて次第に形成されていくもの」という生涯にわたっての教師の成長モデルを示し、教員

の「資質能力」の意味内容を「専門的職業である『教職』に対する愛着、誇り、一体感に

支えられた知識、技能等の総体」とし、養成→採用→現職研修の継続性による教員の資質

向上を提案した。同時に、「特別免許状制度」を改訂しこれまで一部の教科に限られていた

「小学校及び盲・聾・養護学校の特別免許状」の対象を全教科に拡大し社会人が容易に教

員になる道を設置した。本答申は、１．教職重視、２．大学の裁量権拡大の方向を提示し、

各大学に対し特色ある教員を養成するための教員養成カリキュラムの改善を求めたのであ

る。 
２．教養審（第２次答申） 
 1998 年 10 月「修士課程を積極的に活用した教員養成の在り方について－現職教員の再

教育の推進－」が教養審より第２次答申として出された。「教員養成教育の標準が現行の学

部レベルのものから修士レベルのものへと徐々に移行していくこと」を「先取りし、…様々

  



な課題を抱える現職教員を対象に修士レベルの教育機会を適切に確保」することを答申し

た。大学院における教員の現職教育の必要を述べたこの答申を契機に、多くの教員養成系

大学及び教員養成系学部の大学院修士課程に現職教員向けの夜間または昼夜開講の専攻・

コース等が開設されることになった。 
３．教育課程審議会答申（第３次答申）  
 文部科学省の審議会が再編され、教養審から教育課程審議会と名称変更後、1999 年 12
月「養成と採用・研修との連携の円滑化について」として第３次答申が出された。ここで

は、「教員がその職務を通じて自らの課題を発見し，解決し，自己成長を遂げていくことに

よって，より高い水準の教育を実現していくことを期待する」と述べられ、この後の 10
年次研修の制度化につながった。 
４．中央教育審議会 
 2002/02/2、中央教育審議会は「今後の教員免許制度の在り方について」を答申した。 
「免許状にある一定の有効期限（例えば１０年間）」をもたせる「免許更新制」が検討され

たが、他の公務員の人事制度との調整が必要とされ、「更新制を導入することは，なお慎重

にならざるを得ない」とされた。この段階で「新たな教職 10 年を経過した教員に対する

研修」が具体化され、同時に「指導力不足教員等に対する人事管理システムの構築」や「分

限免職の処分を受けた場合には，免許状を取り上げることができる」ことが規定された。

また「新しい教員評価システムの導入」が提言され「各都道府県教育委員会等において教

員の勤務評価について，公務員制度改革の動向を踏まえつつ，新しい評価システムの導入

に向け，早急に検討を開始すること」が提言された。この提言された教員の勤務評価制度

は人事評価制度として東京都、大阪府、広島県等で実施されることとなった。 
 
Ⅳ 教養審・第１次答申(1997 年 7 月)の「養成段階」のイメージ 

1997 年７月教養審が「新たな時代に向けた教員養成の改善方策について」（第１次答申）

を発表した。本答申は、「学校が現在直面している課題に適切に対処しこれからの時代に求

められる学校教育の実現を図る観点から、教員の資質能力の向上を図ることが特に必要で

ある」という立場から、「今後特に教員に求められる具体的資質能力」として、「地球的視

野に立って行動するための資質能力」と「変化の時代を生きる社会人に求められる資質能

力」さらに「教員の職務から必然的に求められる資質能力」を示した。さらに、その資質

の形成に関して、「教員の職責にふさわしい資質能力は、教員養成のみならず教職生活を通

じて次第に形成されていくもの」という 1987(昭和 62)年の教養審答申を引き、教員の資

質は生涯を通して成長するとの認識を確認した。そのうえで「特に大学を中心とした教員

養成の果たすべき役割を明らかにする観点から、養成・採用・現職研修の各段階の役割分

担のイメージ」を提案した。本答申の描く「養成段階」のイメージは次のように描かれる。 
「専攻する学問分野に係る教科内容の履修とともに、教員免許制度上履修が必要とされ

ている授業科目の単位修得等を通じて、教科指導、生徒指導等に関する『 小限必要な資

質能力』（採用当初から学級や教科を担任しつつ、教科指導、生徒指導等の職務を著しい支

障が生じることなく実践できる資質能力）を身に付けさせる過程」 
 さらに、この養成段階と現職教育の分担にかかわって特に初任者研修を取り上げ、その

目的を「採用当初から学級や教科を担任させつつ、…養成段階で修得した『 小限必要な

  



資質能力』を、円滑に職務を実施し得るレベルまで高める」ことにあるとしている。 
 これらの叙述からひとまず確認すべきことは、第 1 に教員の資質は生涯を通して成長す

るという考え方に基づき、教員に求められている資質の獲得は養成段階にとどまるもので

はなく、教員養成段階と現職研修段階が連続的な過程と捉えられている事である。第 2 に、

養成段階で「 小限必要な資質能力」を獲得させる必要があるという指摘である。 
 
Ⅴ 教養審・第 1 次答申での教育実習やその他の教育体験の位置づけ 
 教養審第 1 次答申は、「養成段階で特に教授・指導すべき内容」を「A:教職への志向と

一体感の形成」と「B:教職に必要な知識及び技能の形成」「C:教科等に関する専門的知識及

び技能の形成」に区分している。「A:教職への志向と一体感の形成」では、「教育実習その

他の体験を通じた教職の実体験・類似体験や他の職業との比較などの機会」を、「自らの教

職への意欲、適正等を熟考させる」ため、つまり「進路・決定の指導」の場と考えている。

また、「B:教職に必要な知識及び技能の形成」において、「教育の意義及び基礎理論」が「理

論的な知識」であり、「教科指導、生徒指導等の理論及び方法に関わる知識及び技能」が「理

論と実践の結合」であり、「応用的・実践的な内容に係る技能等を教授」する「教育実習」

が「実践的な技能等の教授」を担うと説明される。さらに、「C:教科等に関する専門的知識

及び技能の形成」は、「学校教育における教科の内容に関する諸学問領域に係わる専門的知

識及び技能」を教えるとされる。 
 この説明は、教育職員免許法施行規則の第６条表にある「教職に関する科目」の区分に

関連した説明であり、誤解を恐れずあえて単純化すると、教職科目が「理論的な知識」を

教え、生徒指導や教科教育科目が「理論と実践の結合」を教え、それらとは別に「教科の

内容に関する諸学問領域に係わる専門的知識及び技能」が教えられることになる。これは、

教育実習のような教育的体験と教職科目の基礎理論の相互関係、教育的体験と教科の内容

に関する諸学問領域に係わる専門的知識及び技能」の相互関係を意識しにくい説明となる。

ここでは、学問の成果である理論と学校での教育的体験がどのような関係をもって、教師

の「実践的指導力」となるかは説明されていない。 
 
Ⅵ 日本教育大学協会「モデル・コア・カリキュラム」研究プロジェクト 
 1998年度から 2000年度にかけて国立大学の教員養成系学部及び教員養成系大学の学生

定員 5000 人削減が実行された。そして、一部の教員養成系学部は教育文化学部、教育人

間学部等に名称を変更し、教員養成を目的としない新課程を設置した。その結果、教員養

成課程の定員が 100 名に満たない教育系学部が生まれ、教員養成系学部及び教員養成系大

学の統合が問題となった。こうした教員養成系学部及び教員養成系大学の再編の方向を議

論するため設置された「国立の教員養成系大学・学部の在り方に関する懇談会」は 2001
年 11 月に報告書を明らかにした。この報告書は、教員養成学部のカリキュラム改革に関

して、教員養成におけるモデル的なカリキュラムの策定を提案した。 
 この提案を受けて、2001 年８月に日本教育大学協会の中に「モデル・コア・カリキュラ

ム」研究プロジェクトが設置され、2004 年３月に 終答申「教員養成の『モデル・コア・

カリキュラム』の検討－『教員養成コア科目群』を基軸にしたカリキュラムづくりの提案

－」が出された。このプロジェクト 終答申は、「実践的指導力」の内実を問い、「教育実

  



践を科学的・研究的に省察(reflection)する力」(日本教育大学協会、2004,p.10)をその中軸

に据えるとしている。つまり、ここで提案された「教員養成コア科目群」は、教職専門、

教科教育、教科専門をとわず、教員養成で教えられる科目を教育実践との関わりで捉え直

す契機と説明されている。 
 例えば、「教育実践を科学的・研究的に省察(reflection)する力」をつけるために、教科

教育は、次の役割を果たすことを期待される。 
「各教科の本質や理念を明確にした上で、初等・中等諸学校の教員をめざす者が児童・

生徒たちに伝えるべき教科の内容や方法を、それぞれの教科に連なる学問的な背景との関

わりも意識しながら反芻し、『教える形』（児童・生徒に提示する内容）に再構成する能力

を教員養成カリキュラムの中で確保する」（日本教育大学協会、2004,p.14） 
 また、教科専門科目に対しては、「いかなる専門科目も、単にその背景をなす学問的知見

の水準の向上をめざすのみならず、広い意味で言えば教員の実践的指導力の養成に寄与す

る者として捉えなおされるのは当然のこと」（日本教育大学協会、2004,p.14）と教員養成

課程の目的に即した役割が強く期待される。 
 ここで提案された「教員養成コア科目群」は、「教育実践を科学的・研究的に省察

(reflection)する力」をつけるために、「『体験と研究』の往還運動」（日本教育大学協会、

2004,p.21）を提案する。具体的には「教育実習を中心に、学校教育全般を見渡せるような

体験の提供をカリキュラムの中核に置く」のである。例えば、１年次から学校以外の児童

相談所や養護施設等を学生に体験させ、その後その体験を振り返る授業を広い分野の大学

教員で協力して開講するという。この「教員養成コア科目群」では、「体験至上主義」では

なく、「体験・参加が、大学における研究の蓄積と照らし合わせて検討・考察される（『体

験』と『研究』との往還運動がなされる）中で、新たな『知』を形成し獲得するという領

域にまで高められることが必要」（日本教育大学協会、2004,p.22）という。 
生徒指導や教科教育科目に「理論と実践の結合」を期待していた教養審第 1 次答申と比

較すると、「『体験と研究』の往還運動」という用語で、学校の実践の中で教師が問題にし

ている体験的な問題解決への示唆を教員養成で開講されるすべての科目に期待するという

点で、「教育実践を科学的・研究的に省察(reflection)する力」を教員養成全体で養成して

いく方向が明確に示されている。 
 
Ⅶ 広島大学附属 M 小学校の教育実習生の心配事 
 実際に教員養成課程で教育実習を経験した学生は、どのように「『体験と研究』の往還

運動」を経験しているのであろうか。学生が教育実習を終えて大学に帰って来た時、多く

の教員養成課程の教員は学生の成長を実感する。その成長の中身は様々なものを含んでい

る。その成長の姿のひとつは、学生が発する質問の中に実際に授業を指導する時に直面す

る具体的な課題が多く含まれていることである。筆者は広島大学附属 M 小学校の教育実習

生を対象に、彼らが教育実習中に体育授業に関して心配に思っていることを調査した。教

育実習生があることを心配に思うとすれば、そこには彼らが解決すべき課題が含まれてい

る。この学生が解決しようとしている課題は、教育実習によって学生が見いだしたもので

ある。教員養成課程で実施すべき「『体験と研究』の往還運動」は、この課題の解決を担わ

ねばならないことになる。 

  



 調査の対象は、4 年生と 6 年生の 2 学級に配属された H 大学教員養成学部小学校課程 3
年生（4 年 10、6 年 11 名の計 21 名：内訳男子 12、女子 9 名）である。附属 M 小学校で

の教育実習は 2000 年 9 月 12 日から 10 月 13 日までの 5 週間行われた。 初の 1 週間は

教官の授業参観と指導講和の予備的実習、次の 3 週間が学習指導と生活指導の基本的実習、

後の 1 週間は評価のための一斉授業の総合的実習と計画されている。この 21 名に実際

に授業を教えることを体験する第 2 週目から第 5 週目まで毎週、「あなたが今、小学校の

教育実習で体育を教えることについて心配に思っていることを書いてください。いくつで

も結構です。」と問い、心配なことを記入させた。 
 
表 1 自由記述アンケートに記された心配の分類（全体）     

＊ 毎週 21 名全員が自由記述アンケートを提出してい

ないので各週の母数は異なる。また 5 週目は 3 名の

養護課程の学生が実習を修了したので母数が他よ

り少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

21 名の実習生の自由記述アンケートに記された文章を、意味のまとまった文節ごとに

173 個に区切り、KJ 法（川喜田二郎，1967）を用いて分類したものが、表 1 である。項

目名はその区分された内容をわかりやすく表示するような用語を筆者が命名した。さらに、

表 2 にはこの項目を区分した下位項目ごとに、アンケートに記載された文章から代表的と

思われる文章を選んで例示した。 

項目 

2 週 

N ： 20

＊ 

3 週 

N ： 21

＊ 

4 週

N ： 20

＊ 

 5 週

N ： 14

＊ 小計

1 授業の経営 24 27 25 16 92

２指導法 8 5 4 1 18

3 子どもへの配慮 6 15 14 5 40

4 授業計画 4 3 3 0 10

5 子どもの関心,技能 1 6 1 1 9

6 自分自身 4 5 2 3 14

7 子ども主体の授業 1 1 4 1 7

合計 48 62 53 27 190

ここでは分類された数の多い「授業の経営」と「子どもへの配慮」の項目を取り上げる。

「１授業の経営」(合計 92 個、全体の 48%)は、「授業の経営(安全)」(48 個、以下同じ)「授

業の経営(集団)」（31）「授業の経営(把握)」（7）「授業の経営(時間)」(6)の四つの下位項目

に分類された。「授業の経営」は、クラス全体を一定の規律を守りながら安全に運動させる

ために教師の誰もがやるべきおきまりの仕事と考えられる。 
「３子どもへの配慮」(合計 40、全体の 21%)の下位項目は、「子どもの意欲」(16) 「子

どもの個人差」(11)「苦手な子への対応」（10）「体育と遊びの混同」(2)「協力しない子」

(1)であった。「子どもへの配慮」は、自分が教える時に心配になる子どもの行動である。 
「１授業の経営」に分類された誰もがやるべきおきまりの仕事は、教育実習期間中継続

して学生の心配の も多くを占める。学生が見いだしたこの課題は、「『体験と研究』の往

還運動」によって大学の教員養成課程で解決するというよりは、実際に教員になり小学生

に教える過程で体験的に習得していく「実践的指導力」と考えられる。 
これに対して、表２の「苦手な子への対応」にある「上手くできない子にどう言葉がけ、

指導をするか」や「子どもの個人差」にある「個人差による主張の違い（どの基準に合わ

せればよいか）、うまい子は退屈しうまくない子は難しくてできなかったり」という課題は、 

 

  



表 2 自由記述アンケートに記された下位項目ごとの代表的な文章の例 
項目 代表的な文章の例示 

1授業の経営(安全〕 けがをしないようにすること 

1授業の経営(集団) 子ともが騒ぎまくって収拾がつかなくなること 

1授業の経営(把握) クラス全員に目がとどくかどうか 

1授業の経営(時間) 時間配分を上手くできない 

2指導法(示範) 自ら手本を示せないかもしれないこと 

2指導法(指示説明) 子ともたちにやってほしいことが子どもたちに伝わるかどうか 

3子ともの意欲 子ともが飽きずに続けられる授業ができるか 

3子どもの個人差 個人差による主張の違い(どの基準に合わせればよいか)、うまい子は退屈しうまくない子は難し

くてできなかったり 

3苦手な子への対応 うまくできない子にどう言葉がけ、指導をするか 

3体育と遊びの混同 児童がレクと勘違いして、遊びに走ってしまい、授業のメリハリがなくなってしまうこと 

3協力しない子 仲間と協力しない子どもをソのように指導したらよいのか 

4授業計画(指導案) 専門的な知識がないのでうまく指導案に書き表すことができない 

4授業計画(単元) 一連の授業でつながりをとれるか、単元全体を通して何を教えたいのかわからなくなる 

4授業計画(その他) 適切な運動量の決定内容と教材の関係課題のあいまいさ 

5子どもの関心 子どもはどんな体育が好きなんだろう。 

5子どもの技能向上 子どもの運動技能の向上を果たせるか 

6自分自身(知識) 自分が体育に関する専門的知識がない 

6自分自身(体育観) 休育てする試合(サッカーなとの)をする際に、遊びの試合と授業との区別が自分の中ではっきり

しない 

6自分自身(しかる) 危険な行動につながりそうな場合、本気でしかることができるか 

6自分自身(体力) 体力的に 

7子ども主体の授業 教師の主導型の授業にならないか。児童が主体的となって授業に参加できるのか 

 
大学の教員養成の授業科目にその解決への知識や技能を求めているのではないだろうか。

例えば、器械運動でうまくできない子に言葉かけをする場合、指導している運動がどのよ

うな運動技能のスモールステップから構成されているかという運動の系統を教えれば、う

まくできない子どもがつまずいている動作を習得するためにはその動作の前段階にある運

動を指導すればいいというひとつの解決方法を見いだすことができる。また「意識焦点」

と「動作焦点」のズレという運動学の理論的知識を教えれば、うまくできない子どもがつ

まずいている動作を習得するために、その動作をする時に意識している体の部位を見つけ

ればいいという解決の方向が見えてくるのである。 

ひとつの例をあげたに過ぎないが、運動の系統という教材の知識や運動学の理論を教え

る教員養成課程の授業は、この場合、教育実習で抱いた学生の課題解決のために必要な理

論的知識を提供したことになる。このような「『体験と研究』の往還運動」を教員養成課程

で学んだ学生は、「教育実践を科学的・研究的に省察(reflection)する力」という「実践的

指導力」の初歩的な部分を身に付けたといえるのではないだろうか。 
 

Ⅷ 附属小学校の教育実習指導教員を対象とした意識調査 
１．指導内容の時期 
 附属小学校で教育実習生を指導している指導教員は、教員養成課程が担うべき「『体験と

研究』の往還運動」という課題をどのように意識しているであろうか。ここで筆者が行っ

た H 大学附属学校指導教員に対するアンケート調査の結果を取り上げたい。 
教員養成課程で養成すべきと考える体育科の指導に必要な力量に関して、その指導に効

果的な時期をア実習前、イ実習前と実習、ウ実習、エ実習と実習後、オ実習後に区分して

附属学校指導教員に対してたずねた結果が図１である。回答は総数 10 名であった。指導

に効果的な時期は、次の４つに区分された。 

  



Ａ実習前型（学習指導要領、体育の目的、スポーツの知識、体育の学習評価、運動の模

範、技能の知識、ビデオ視聴）、Ｂ実習前＋実習型（指導案作成、安全確保、単元計画作成、

子どもへの助言、子どもの掌握、技能の個人差）、Ｃ実習型(体育用具･施設)、Ｄ実習後型

（授業の反省）の４つである。 
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図１  体育科指導事項の指導場面 
 
 ここでは、大学の授業科目と教育実習が相互関係を持っていると思われる B 実習前＋実

習型と D 実習後型（授業の反省）に注目する。B 実習前＋実習型に区分された力量は、指

導案作成、単元計画作成というどちらかといえば理論的な力量と安全確保、子どもへの助

言、子どもの掌握、技能の個人差という実践的な力量からなっている。指導教員はこれら

を実習前の大学の授業と教育実習で養成しようと考えている。つまり、附属学校の指導教

員は実習前に大学の授業科目でこれらの課題があることを気づかせ、実際に教育実習で教

える経験を通じてこれらの力量を教えようと考えているのである。 
また、「授業の反省」という力量が教育実習と教育実習後の大学の授業で教えるべきと

されたことは、附属小学校の指導教員が次のように期待している事を示している。つまり、

教育実習生が自分の指導した体育授業を振り返り、体育の教育実習生の授業を観察した後

にその体育授業を振り返り反省するという教育実習での実践的な体験と、教育実習後の大

学の講義で学ぶ簡便な授業観察法などの授業研究の方法という理論的な知識を結合させる

という期待である。 
２．教育実習後の事後指導の内容 
 附属小学校で教育実習生を指導している指導教員に対し、教育実習が終わったあとに大

学で開講している初等体育科授業研究（３年生後期選択科目）の講義（実技も可）で指導

すべき内容をたずねた結果が表３である。回答は自由記述でお願いした。10 人中 6 名の回

答があった。 
 
 

  



表３ 教育実習後に大学の初等体育科授業研究（３年生後期）で指導すべき内容 
 性 研 究

教科 
教 職

年数 
附 属

年数 
教育実習が終わったあとに大学の初等体育科授業研究の講義（実技も可）でど

のような内容を指導すべきと考えますか。 

 男 体育 20～ 5-10 指導案作成<各領域＞+学生を相手に授業を行う→授業についての検討会、教科

内容、単元構成、評価法などについての講義と実習（演習） 

Ｈ 大

学 付

属小 
男 体育 10-20 5-10 

場の設定などのテクニックは現場で学ぶことであると思う。特に体育で特別に

要求されることはそうである。しかしながら体育科の目標や内容をどのように

捉えるのかについては大学が担うべきである。クラブの指導ではないことがわ

かっているからこそ、実習で授業作りの細かなテクニックがわかるはず。なぜ、

この教材（種目）を扱うのか、どんな意味や意義があるのかの答えは見えなく

てもそれを問い続けられるような問題意識を生み出してほしい。 
 男 体育 10-20 2 運動を苦手とする児童への係り方（指導）について 
Ｈ 大

学 男 体育 20～ 1 子どもたちを授業に集中させ、指導者が思いのままに動かせるようにするため

の実技 

付 属

M 小 男 国語 5-10 2 
広い空間の中で子どもを指導していくのは難しかったと思います。実習中の指

導方法等について交流し合い,今後、先生になってから手助けとなるような冊子

を作られてはどうでしょうか？ 
Ｈ 大

学 付

属S小 
男 体育 10-20 2 体育の意義、目的、目標について見直すこと（確認すること）。マネージメント

の要点（実際の授業の振り返り） 

  
表３の内容は、「図１ 体育科指導事項の指導場面」の「D 実習後型に区分された力量」

に区分された「指導した体育授業や観察した体育授業を振り返り反省する」力量を形成す

るために大学で教育実習の事後指導として指導すべき具体的内容を示している。そこには、

「子どもたちを授業に集中させ、指導者が思いのままに動かせる」「広い空間の中で子ども

を指導していく」「マネージメントの要点」という経営的な指導技術に加え、「運動を苦手

とする児童への係り方」という子どもの運動の状況に合わせた指導技術を可能にする内容

が含まれている。また模擬授業の実施という授業方法も提案されている。さらに、「教科内

容、単元構成、評価法などについての講義と実習」という授業づくりの理論的な知識に加

え、「体育科の目標や内容をどのように捉えるのか」「体育の意義、目的、目標について見

直すこと」という体育の目標論を再度教え、「なぜ、この教材（種目）を扱うのか、どんな

意味や意義があるのかの答えは見えなくてもそれを問い続けられるような問題意識を生み

出し」て欲しいと回答されている。 
 これらの結果から、附属小の指導教員は次のことを教育実習後の大学の授業科目に期待

しているといえよう。つまり、教材として選んだ運動を子どもができるようになるために

必要な教授技術をつけることに加え、体育科の授業が運動をできるようにすることだけを

目標とするのではなく、子ども達が友だちにアドバイスをもらい励まし合いながら運動が

できるように練習に取り組む過程が、子ども達の成長にどのように貢献できるのかという

問題を再度問い直すことである。教員養成で体育科教育法を担当する筆者は教育実習後の

授業でこの課題に全面的に答える自信はない。ただし、「『体験と研究』の往還運動」を通

して、教育実習生にこの容易に答えのでない重い課題があることに気づいて欲しいと願っ

て教育実習後に再度受講生を子ども役にした模擬授業を実施し、その模擬授業を受けた子

ども役の学生に簡便な授業評価を実施させ、その結果を基に模擬授業の反省会を実施して

いる。 
 
Ⅸ おわりに 
 「モデル・コア・カリキュラム」研究プロジェクトの用いた「『体験と研究』の往還運動」

  



を、学校の実践の中で教師が解決したいと願う問題と科学的研究の成果や理論的な概念と

の出会いによる問題解決過程と捉えれば、この「『体験と研究』の往還運動」は現職教師の

研修の中で既に行われてきたといえる。例えば民間教育研究団体である学校体育研究同志

会は 1960 年代から 1970 年代にかけて「技術指導の系統性研究」と称して体育科の教育内

容の提案や教材づくりの研究を進めた。木原成一郎(1994)によれば、水泳指導の改善のた

めに行った「ドル平泳法」の開発において、泳げない子どもに何をまず教えるべきかとい

う問題を抱えていた教師が、運動学の「意識焦点の引き込み作用」という理論を学ぶこと

により、競泳の内容を教育内容として組み替えた事実が指摘されている。つまり、授業で

教える内容である「泳ぐ」ことを「進む」→「浮く」→「息をする」ということではなく、

「息をする」→「浮く」→「進む」と組み替えたのである。さらに、この「意識焦点の引

き込み作用」という理論に基づき、呼吸動作のリズムを安定させるために、まず呼吸法を

教えた後に呼吸と腕の協応動作、 後に足の動作を教えるという内容の順序を決めたので

ある。この研究は、授業の体験で突きつけられた泳げない子どもに何をまず教えるべきか

という問題の解決に運動学の「意識焦点の引き込み作用」という理論を活用したことにな

る。この「技術指導の系統性研究」をすすめた教師たちは「『体験と研究』の往還運動」に

よって「教育実践を科学的・研究的に省察(reflection)する力」を発揮していたと考えられ

る。 
 近の学校体育研究同志会で行われている「『体験と研究』の往還運動」の例としては、

埼玉支部の山内基広教諭の「ネコちゃん体操」の意味を明らかにする実践的研究がある。

大貫耕一(2004)によれば、「ネコちゃん体操」は、運動学の研究者である三木四郎氏と体育

科教育の研究者である進藤省次郎氏により、「各技の『類似性』としてのアナロゴンを扱っ

たもの」と指摘された。そして、「器械運動指導における基礎技術」として「ネコちゃん体

操」を定義しようとした開発者の意図に対して、「器械運動指導における基礎技術はない」

という研究者の見解を確認したという。筆者はこの見解の是非を論じる能力を持たないが、

授業で生まれた問題を解決するために実践的研究を行い、その成果を理論的研究の概念に

より再検討する学校体育研究同志会の研究方法は、現在の教員養成カリキュラムの改善に

求められている「『体験と研究』の往還運動」と同じ方向をめざしているといえる。 
体験的な問題と科学的研究の成果や理論的な概念との出会いにより競技スポーツの公

式ルールを修正して技術的内容を組み替える教育内容研究や既成の競技スポーツの用具を

子どもの運動能力に適合するように簡易化する教材開発などは、学校体育研究同志会にと

どまらず国立大学教員養成学部の附属学校教員を中心にこれまで数多く取り組まれてきた。

日本の現職教員の行ってきたこれらの実践的研究の方法を教員養成カリキュラムの中に位

置づける努力が今求められている。 
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第２章 体育教師教育プログラムに対する現職教員の意識 
第１節 授業観察による教育実習指導教員の意識の実態把握 

 
松田恵示 木原成一郎 

 
Ⅰ はじめに 
 本稿は、次の第 3 章第 2 節で質的な手法により分析される、教育実習生が持つ「規範感

覚」の実情を受けて、同じ授業を今度は、そのときの指導教員がどのように捉えていたの

か、ということに焦点をあてようとするものである。指導教員は、教師のキャリアパター

ンとしては中堅に位置付き、教育実習生に比べれば学校現場における授業実践の中心的位

置に立つ存在である。こうした教師へのインタビュー調査を通じて、現場教師が持つ「規

範感覚」を明らかにするとともに、教育実習生が持つ「規範感覚」との比較から、「実践的

力量」についての知見を得るとともに、それを獲得させる体育の教員養成カリキュラムの

視点を得ることがここでの目的である。授業の実際や、「規範感覚」という概念、ならびに

分析のための方法や手順については、以下の通りである。 

 

 本研究において分析された授業のプロフィールは以下のようなものである。 

 

1) 日時       2003 年 5 月  授業内容「鬼遊び」 
2) 場所       O 国立大学附属小学校 体育館 
3) 対象学年     3 年生 24 名(男子 11 名、女子 13 名) 
4) 教育実習生の状況 大学 3 年生男子 美術教育先攻 
           実習期間 4 週間 (このときは 3 週目) 
           体育授業の指導は初めて 
5) 指導教官     30 代後半男性 (教師歴 14 年) 

 

 4 週間の教育実習も 3 週目に入ったある日、予期しない天候の崩れから時間割の変更が

あり、指導教官との相談の上、投げ込み教材として、その日使うことが出来た体育館にお

いて、指導教官の発案による「鬼遊び」の授業を、その主旨を理解し自分なりに解釈した

上で、教育実習生が授業を行うことになった。また授業は、児童に「ルールを守っていろ

いろな鬼遊びをしよう」というねらいから「ルールを工夫して鬼遊びを広げよう」という

ねらいへと、1 時間の中で展開させることが意図され、教育実習生は直前の時間にいろい

ろと用具等も準備し計画するといった即興性の強いものであった。この意味では、本対象

授業はイレギュラーな実習内容であるが、それだけに準備や構えがない分、問題とする「規

範感覚」が現れやすい状況にあった。 
 事例となった授業の分析については、この授業をビデオ収録しながら 2 名の研究者によ

って観察し、実習生と担当指導教官から授業直後に、項目を定めない半構造的な聞き取り

(インタビュー)調査を行った。インタビュアーとの自然な時間の振り返りの中で、出来る

だけ自由に当事者の直後の感想を引き出そうと試みたわけである。その後、収録されたビ

デオ映像を参照しながら、聞き取り内容に現れた両者の「規範感覚」を 2 名の研究者によ



って解釈し、その解釈の妥当性を当事者である実習生と担当指導教官に再度確認する、と

いう手順をとった。 
 

Ⅱ 指導教員へのインタビュー結果 

 実際に学習指導をした教育実習生には授業直後にインタビューをとったのに対して、指

導教員へのインタビューは、実習生が応えた内容は知らせず、授業終了後 30 分程度時間

が経過した地点で、実習生へのインタビュー終了後に行った。そこで、まず指導教員から

語られたものは、「子どもとの関わり方」についてであった。 
 
事例 1 
Q：今日見てはってね、良かったな～って思うところとここもうちょっと問題やなと思う

ところを分けたらどんなことを思います？ 
A：良かったな、と思うところは子供との関わりの仕方ですよね。よく体で反応してあげ

てよく話を聞いてあげたりとかしてあげてたっていうのはあるんですけども、逆にまず

かったとかっていうのは指示を出すときに全体に通っているか例えば目の前にいる子

だけなのか、っていうのがたぶん彼本人が把握できてなかったと思うんですよ。指示を

通すときにどういう風にしたらいいか、周りに物がたくさんあったので子供に発言はし

てましたけど、周り気をつけてね、ここまでね、とかっていうのは言ってましたけど。

それをじゃ、言うだけではなくて実際そうなった時のことを考えるんでその辺に行くと

か、子供が全体が見える場所とか、そういった動きとか、周りをよく見ておくっていう

のは大事だったんじゃないかなとは思ってますけどね。 
                (Q:インタビュアー、A:指導教員以下同じ) 
 
 授業において、子どもとどのような関わり方を持っていたのか、このことが、実習生の

授業を見るときの、まず視点になっていたということであろう。また、その関わり方の問

題として、よい点では「体で反応」した聞き方をあげ、逆に悪い点では、気になる場所が

あったときに、そこに実際にいかずにいわば言葉だけで対応している点を挙げるなど、「関

わり」における直接的な、あるいは対面的なコミュニケーションの大切さを問題として取

り上げていることもわかる。 
 
事例 2 
Q：子供への接し方とかどうですか？ 
A：質問とかあったりとかする時に、よく話を聞いてあげたりとか、それでそれを受け止

めてじゃあどうしようかとかっていうのは言葉に投げかけたりとかしてましたのでそ

ういう接し方とかは良かったと思うんですけどね。 
Q：中学校でね、先週行ったときになかなか学生気分っていうのが抜けなくてね、それで

要するに先生みたいな構えがね、なかなか出来るまでに時間がかかるっていうようなこ

とを言ってたんですけども、小学校ではそういう意味ではちょっと感じが違いますかね。 
A：そうですね、休み時間とか随分接している時間が長いと思うんですよ、だからその時

には一緒のお山の大将のような、遊んでいる仲間だと思うんですけど、いざ授業になっ



た時って立場が急に変わると思うんですよ。目の前に立っててそういう子どもたちがい

るという、その状況が急に変わるっていうのは学生の中では今これからするんだという

意識があるんじゃないかと思うんですけど。 
Q：逆に、こう、なるほどね。 
A：と思うんですけど。中学校がどういう風にされているか分からないんですけども。見

た感じそんな風に感じましたけど。 
Q：逆に小学生の子どもたちを教えるときに先生としての距離をしっかり作るとか、構え

を見せるとかね、そういうことはそんなに実習なんか見ていても問題にはなりません

か？ 
A：僕の個人的な考えなんですけど、確かに指導するときにきちっと立場っていうのが必

要だと思うんですけど、そうじゃないときも授業の中であっていいかなと思っています。

一緒に子どもと活動したりとか、でも、何かするとか、指示とか、きちっと押さえると

きとかそういうときはこちらのスタンスというのもあった方はいいんじゃないかなと。

ちょっとあいまいというか、ファジーな感じなんですけど 
 
 子どもとの関わり方がでてきたところで、教育実習生からでた「教師」としての役割遂

行に対するとまどいについて、現場教師はどのように考えているのかを確かめるために、

形を変えて質問したときに答えられたものが、上の内容である。教育実習生が「教師」と

しての役割に気を使っていたのに対して、指導教員はここで、その点についてはむしろそ

れほど意識する必要がないのではないかという見解を示している。もちろん、それは「教

師」という構えが必要ではないことを説いているのではなく、そのことにそれほどこだわ

らなくてもよいのではないか、つまり、役割遂行を意識する以上にもっと大切なものがあ

る、ということを含意させているのであろう。この点における教育実習生と現場教師との

ズレは大変面白い問題ではないかと思われる。 
 
事例 3 
Q：実践的な力とかってあったとしたらどんなもんが大事やな、逆にいったら実習生来た

時にはどういうことを伝えたいと思われていますか? 
A：現場とか、公立を考えたときは例えば、今日なんかそうなんですけど、指導案上に書

いてましたね、その通りにいかないこともあると思うんですよ、指導案なんで、そうな

ったときにどう対応できる、横の動きだと思うんですよ。学生の、教師もそうだと思う

んですけど、それが狙っているものと外れていくのかとか、自分が考えていなかった方

向のねらいが子供たちの中から出てきたのとか、一瞬の内に判断できるかどうかってい

うのが実践力という力の中にあるような気がするんですけど。 
Q：そういうの見ていてどうですか？今回の授業は？ 
A：今回の実習生見てて、経験というのも大きいと思うんですけど、その辺のは、やっぱ

りまだしばりみたいなものがあると思うんですよ。僕なんか案を書いたりとか細案みた

いなものを書いたら１回書いたら忘れるという発想なんですけど、その通りいかなくか

ったらパニックになってしまうんで。学生とか見ていると、やっぱりその通りにいかそ

うという、確かにそれは大事なんですけど、外れてしまったら対応が苦しいんかなとは



思います。 
Q：それ先生でも熟練した先生だったらよく言われますよね。臨機応変だったり。でも実

習生ってそういうのは 
A：実習生では、と思いますけど。 
Q：だいたい４週間という決められた中で先生としてはこういう力をつけてやろうという

のは、そういう先生のねらいは？今は一般的に教師としてこういう力が必要だという風

な話だったんですけど。その辺いかがですか？ 
A：はい。実習生に対して。それでしたら授業で何を子ども達に伝えたい、教えたいかっ

ていうのがあるんだったらそれをきちっと通していくような考え方ですね。実習生に対

しては。そのそういうのが出来たときにどうなんですかね。次の段階みたいなかんじで

すかね。何回か経験を積み重ねていって、いろんな子供の反応を見れるようになってか

らそうかそういう風なこともあったんだなっていうのが感じてこれてからだと思うん

ですけど。 
Q：４週間でそういうところに行っちゃう子はいるんですか？ 
A：いや４週間ではたぶん・・・。実習生に関しては実践力という話はあれなんですけど

も、実習生に関しては考えた通りで何を教えたいかっていうことをきちっと伝えられれ

ばと思いますけど。 
 
 今回の授業から少し離れ、一般的な問題として、「教師の力量」と教育実習について話が

動いていったときの内容である。まずここで、指導教員は実践的な力量として、「臨機応変

さ」という事柄を取り上げている。学習指導案はひとつの計画でしかなく、むしろ計画外

の出来事が引き起こった場合にどのように対応していくのか、という点に「実践的」とい

う言葉の語感を捉えていることがわかる。また、このことと関連するのであるが、初学者

としての教育実習生が身につけるべきものとして、「この授業では何を子どもに教えたいの

か」といった授業に関わる「信念」の問題を取り上げている。つまり、具体的な指導技術

とともに、あるいはむしろそれに先行して「信念」というものの大切さを感じているよう

である。 
 
事例 4 
Q：体育の授業作りって他の教科と違いますよね。繰り返しになるんですけど、今日横で

スポーツテストやってましたよね。めちゃくちゃ騒音ですよね。あれ学生さんやりづら

く感じてたんだろうにな、とか思いながら。でもわりと体育ってよくあるじゃないです

か？そんなところっていうのは、実習で身につくものですか。教えてできるものですか。 
A：学生に対してですか。例えば、話をする場所とかを考えれば子供の意識は少しは先生

に向いたと思います。例えばステージがありましたよね、あっちの方に先生が立てば、

真後ろになるんで、子供が聞ける状況には少しはなったと思います。そういったさせ方、

仕方みたいなところがいくつかあると思うんですよ。 
Q：技術みたいなところですね。先生は、先週来たときなんか集めるときは座っておられ

ましたよね。子ども集めるとき立っているより座っている方が子どもがこっち見る、と

いうようなこと言われますよね。そういうことも教えたりされますか。 



A：はい。 
Q：だいたい最初１回目の反省会は立つ位置とか声の大きさとか、ホイッスルとかそうい

う話になりますよね。そういうところって、だいたいどんな学生さんもクリアしていき

ますか？ 
A：そうですね。１回実際やってみたりとかしながら、こういうところはこうやったらい

いんだろう、立つ場所とか、太陽の向きとか。そういう話が学生の中に入っていって落

ちていって、余計分かりやすく、次の授業するときには活かしてきています。 
Q：僕ら学生にね、模擬授業するんですけどね。そんな教授技術なんかは大学で先にやっ

といてくれみたいなことはないですか？ 
A：うーん実際子どもを目の前にして立たないとたぶん学生の中でもそうかと思えないと

ころもあると思うんですよ。それは現場に来たときに体験したほうがと思いますけどね。 
Q：それは大学生じゃなくて、子ども、あのうろうろするわけの分からない奴らっていう

のが大事なのか、自分は先生なんだよ、そういう直面せざるをえない、そういう状況が

大事なのか、どうですかね。 
A：子どもたちの存在ですね。一時間勉強するわけですから、そのことを考えたら、何を

しようか考えたときに、子どもたちが遊んでいて、そのままではちょっとと思うことが

あると思うんですよ。そういう活動なんだったらまた別なんだと思うんですけど、そう

じゃない活動だったら、じゃあどうしたらいいかということも学生は考えていくと思う

んですよ。それは実際に子どもが目の前にいるからだと思います。 
 
 指導技術の習得に対しては、その必要性を説くとともに、その習得は、実際の子どもた

ちを目の前にした方がやりやすいのではないかということが述べられている。つまり、指

導技術の実践的習得、ということが強調されているわけである。このような、現場での習

得、に関わる指導教員の思いは、インタビューを通じて随所に見いだされるものであった。 
 
Ⅲ 指導教員に見られる「規範感覚」 
 さて、このような指導教員に対するインタビューの結果から、そうした感想を成り立た

せた背後に潜む、どのような体育授業の「規範感覚」が分析しうるのであろうか。 

１．子どもに対して向き合うこと 

 最初の語りとしてでてきたものが、事例 1 に見られるような「子どもとの関わり方を観

点とした評価」であったように、指導教員が教育実習生の授業を見るときにまず重視して

いるものが、「子どもに対して向き合うこと」であることがまず解釈できる。ここで「子ど

もに向き合うこと」として捉えられる規範感覚の内容は、対面的、直接的な子どもとのキ

ャッチボールを通して、子どもの内面に深く語りかけることを指している、と見てよい。

もちろん、このことは体育科に限らない、教師としての心得全般でもあるが、指導教員の

語りの中には、体育が子どもの主体的な身体活動をともなうものであるだけに、なおさら

この点へのこだわりが強いように思われる。 
 また、事例 2 にも見られるように、いわゆる「教師」という役割遂行を行うことよりも、

「素の自分」が子どもとぶつかりあうことを優先させることを重要視するなど、もちろん、

この指導教員の個性によるところも大きいとは思われるが、「子どもに向き合うこと」への



実習生への期待は、かなりの程度強いものである。現場における「規範感覚」の 1 つとし

て、授業が、まずは教師—子ども間の相互行為であるだけに、この点での抑えが教授行為

のベースとなる、という思いがかなりの程度共有されているのであろう。 
２．体験を先行させること 
 事例 4 にも顕著に見られるように、指導技術習得の必要性のみならず、これを実践的、

体験的に学ぶことの必要性があることは、経験的にもよく語られる内容の 1 つである。こ

こで含意されているものは、「生きた技術」というものへの思いであろう。授業において発

揮される技術とは、生きた子どもを扱う技術であるから、その内容だけでは計り知れない

技術の質というものがある。こういう質をともなえた技術は、現場において学ばれるべき

だ、というのがここでの強調点であろう。 
 つまり、教育実践とは、常に体験が先行されるべき出来事であって、具体的な子どもと

の関わりの中でこそ、様々な力量が形成されていくのだ、という「規範感覚」がここには

存在するものと思われる。 
３．臨機応変であること 

 事例３において、学習指導案をめぐって発言する指導教員には、「授業は常に計画通りに

運ばないもの」という見方がある。ここから、机上の授業案である学習指導案に対して、

それにとどまらない「臨機応変さ」が、実践的力量の 1 つとして指摘されることになる。

こうした「規範感覚」は、確かに教育に限らず、「実践」ということばの中に常に含み込ま

れる内容であろう。ただ、一方では、子どもの多様な活動が存在し、授業も常に変化に富

むものであるだけに、だからこそ、それらをできるだけ予想し、その対応を事前に準備で

きてこそ、責任ある指導が成り立つと考える立場もある。事例としては分析しなかったが、

この授業をたまたま参観した別の女性教員に感想を尋ねたところ、特に際立った意見とし

てみられたものが、実はこの点であった。 
 このように見た場合、「規範感覚」としての「臨機応変さ」とは、「即興性」という側面

と、「多様性」という側面の 2 つに対する現場教師の感覚を含んでいることがわかる。そ

のどちらを優先させるかというよりも、こういう 2 方向の「臨機応変さ」を用意できるこ

とが「規範感覚」として存在しているということだといえる。 
４．授業に関わる信念を持つこと 

 「この授業は子どもに何を教える授業なのか」。こういう授業に関する「信念」を所有す

ることが、実際の指導に力を与えることになると指導教員は考えている。この点は、3)で
述べた「臨機応変さ」とも対応するものであろうと思われる。特に体育授業では、子ども

の活動が多様になるために、いわば「扇の要」的な、授業の「信念」なくしては、授業全

体をコントロールできないということであろう。 
 

Ⅳ 教育実習生と指導教員に見られる「規範感覚」のズレ 
 ここで、先に分析された教育実習生がもつ「規範感覚」と、指導教員が持つ「規範感覚」

を比較してみよう。 
教育実習生の「規範感覚」 
 1) 体育授業における集団的活動の統制力 
 2) 子どもに対する理解力 



 3) 計画したことを達成する力 
 4) 「教師」という役割行為の遂行能力 
指導教員の「規範感覚」 
 1) 子どもに対して向き合うこと 
 2) 体験を先行させること 
 3) 臨機応変であること 
 4) 授業に関わる信念を持つこと 
 まず気づくのは、教授行為を支える力量として、教育実習生は比較的それを身につける

べき知識や技術として「授業実践」場面以外で、事前に習得するもの、というイメージの

なかに捉える傾向があるのに対して、指導教員はそれを「体験」「実践」とともに同時に習

得していくもの、と捉えている点である。そしてこのことが、「計画したことを遂行する」

という点に重きを置く教育実習生に対して、「臨機応変さ」を求める指導教員というコント

ラストをも生み出している。 
 また指導教員が「授業に関わる信念」を取り上げるのも、この体験先行性を重視するが

ゆえのことであろうし、逆に初学者としての教育実習生には体験がそれこそないわけであ

るから、その体験をよく行うためにも、「信念」よりも具体的な問題として、事前に知識や

技術を手に入れておきたいと思うことは自然なことであろう。 
 ここで、教育実習生と指導教員が持つ「規範感覚」のズレをさらに別な視点から捉える

ために、次のような図から考えることにしてみよう。次の図は、力量に関わってあげられ

る内容を、「思考/行動」の軸と「参加/距離化」の軸から 4 つに分け性格づけたものである。 
 
                 思考 
          臨床知          科学知 
 
       参加                  距離化 
 
           体験          技術 
                  

行動 
図 1 体育教師の力量 

 
 このときに、先ほどの教育実習生と指導教員の「規範感覚」のズレは、「思考と行動」と

いうよく知られた 2 つの方向性のみならず、実は「参加と距離化」という 2 つの方向性に

関わるものであったことがわかる。指導教員が繰り返して強調した「体験の先行性」とは、

行動的であるとともに、その現場に巻き込まれること=参加の側面を含むからである。こ

れに対して教育実習生は、単に行動すること以上に、授業を構成するまさにメンバーの一

人として参加することに対してのとまどいがあるがために、距離を持つうちにその準備を

おこなっておきたかったのであろう。と同時に、「体験の先行性」をあまりにも強調するこ

とは、逆に自分の実践に対して距離を取ることができず、授業を対象化して反省するとい

う、D・ショーンの述べる「省察」行為がとられづらいという弱点を有することになる。



この点においては、「体験」の前に準備、という教育実習生が持つ「規範感覚」が一定の役

割を果たすことも考えられることになる。 
 だとすると、実践的力量とは何か、を考える場合、図 1 に示された内容は、むしろ螺旋

的につながって習得される必要のある内容である、ということになるのではなかろうか。

つまり、「思考と行動」「参加と距離化」は、常に動的な習得過程のなかに、複線的、反復

的に用意される必要のあるものなのではないかということである。換言すれば、臨床知、

科学知、技術、体験をそれぞれ「つなぐ力」を持っていることこそが実践的な力量という

点では重要なのであり、そのうちのどれがプライオリティーを有するかといった問題には

ないということなのであろう。 
 一方で、教育実習生と指導教員が感じる「規範感覚」のズレとして、「教師」という役割

の遂行能力に関しての問題がある。教育実習生は「教師」としてよくふるまうことを大切

に感じているが、指導教員はそこにこだわるよりは、むしろ素の自分が「子どもと向き合

う」ことの大切さを感じている、という問題である。これは、「フレームの操作能力」に関

わる問題と考えてよいのではないかと思われる。社会的な対面場面には、かならず「フレ

ーム」と呼ばれる秩序だった意味の文脈といったものがある。例えば、授業において「教

師」として振る舞うのは、授業という独特の秩序だった意味の文脈があるからである。と

ころが、休み時間になると授業の「フレーム」はなくなり、新しい「フレーム」が現れる

から、そこでは「教師」として振る舞うことが少なからずそれほど要求されるものではな

くなる、といった具合にである。 
 このことからすると、ここでの教育実習生と指導教員の「規範感覚」のズレも、「教師」

としての構えか「素の自分」としての付き合いか、といった二者択一の問題ではなく、む

しろ TPO に応じた振る舞いの作り方、つまり「フレームの操作能力」が問題となってい

ると見てよいのではないかと思われる。こうしたメタ認知的な能力を実践的力量として認

めてよいのではないかとおもわれるのである。 
 最後に、ズレという形では取り上げられなかったものの、教育実習生や指導教員の「規

範感覚」には、常に体育科が扱う「運動・スポーツ」という内容に対する専門的な理解の

力が常に横たわっていることに注意を促しておきたい。教育実習生が「知識」や「技術」

として身につけたいと思っていたり、あるいは指導教員が「体験」のなかで獲得させたい

と思っている内容は、常に「運動・スポーツに関わる」という冠が隠れている。実践的力

量のもつとも基底にある問題として、こうした内容に対する専門的な理解の側面があるこ

とを、ここで再度確認しておきたい。 
 
Ⅴ おわりに 
 こうして指導教員に見られた「規範感覚」、ならびに教育実習生とのズレから分析される

「実践的力量」の中身について考察を加えると、このような実践的力量を身につけるため

のカリキュラムの工夫の視点として、少なくとも以下のような視点が浮かび上がってくる。 
 
１）「理論(思考・距離化)から実践(行動・参加)へ」という従来の「積み重ね型  カリキ

ュラム」から、それらを往復、反復できる「螺旋型カリキュラム」ないしは「コア・

カリキュラム」へ 



２）「フレームの操作能力」育成のためのカリキュラム上の工夫 
３）「教育体験」の継続的設定 
 
 こうした視点から、具体的なカリキュラム・モデルの構築、ならびにその実践と評価に

ついて、今後とも研究を継続的に進めてみたい。                          



第２節 初任者研修段階における体育授業の心配に関する事例研究 
 

木原成一郎 

Ⅰ 研究の目的 

教員養成審議会の第３次答申「養成と採用・研修との連携の円滑化について」（平成 11
年 12 月 10 日）は「養成・採用・研修の改善を図るための具体策を策定・実施する取組を

通じて一層連携を深める方策を都道府県段階等で検討することが必要」と述べている。し

かし、具体策を作成するためには、教職への準備である教員養成段階や教職に入っていく

初任者研修段階で、教師として仕事を行うために教師がどのような援助を必要としている

のかという実態を把握することが不可欠である。ここでは、この実態を把握するために、

Behets D. (1990)や Hardy C.(1996)、木原成一郎他（2002，2003）が用いた研究方略、つ

まり教師が心配に感じている事項の把握を通して教師が成長するために必要としている援

助を明確にする研究方略を用いた。 
本研究の目的は、新任採用後１年間の初任者研修期間において教師が体育授業に関して

心配に思っていることを明らかにし、初任者が必要としている援助を指摘することである。

教師があることを心配に思うとすれば、そこには彼らの解決すべき課題が含まれていると

思われる。初任者の体育授業に関する指導力を向上させるためには、こうした初任者の心

配がどこにあるのかをふまえた上で、初任者の求めている課題への援助をプログラムに位

置づける必要があると思われる注１）。 
 
Ⅱ 研究の方法 

１．対象 

本研究は、H 大学教員養成学部を卒業し 2002 年度と 2003 年度に採用された新任教師

７名を対象とした事例研究である。初任者が抱える成長課題は、着任した学校の地域や同

僚教師によって多様であることが予想される。そこで、対象に共通な一般性よりも対象の

多様な特質を把握するに適した事例研究をもちいた。 
事例研究の場合、研究の対象となる事例の抽出は、ネルソン.T（1999, p.388.）によれ

ば、「研究の当事者がもっともよく調べることができる対象を選ぶ」のであり、「研究者が

研究に含まれるべき基準を設けて、これに当てはまる標本を探し出す」とされている。本

研究では事例の抱えている心配をありのままに調べることができるように、すでにラポー

ルが形成できている卒業生を対象として選んだ。 
対象者の７名は小学校課程保健体育領域卒業(５名)と中学校課程保健体育専攻卒業(２

名)からなり、１名が高等学校保健体育教師、６名が小学校教師として採用された。なおこ

の７名のうち学部卒業者はすべて、小学校教諭 1 種免許と中･高等学校教諭 1 種免許を取

得した。また、大学院修了者の G は小学校教諭１種免許と中･高等学校教諭専修免許を取

得した。７名の勤務地は中国、四国、近畿、関東と国内各地に広がっている。 
 

２．資料の収集と分析の方法 

（１） 質問紙調査 

浅田匡(1993)で用いられた「授業日誌」を参考に、「学校と体育の授業の心配に関する日



誌」を作成し、毎週その週にあった心配を振り返って自由に記入するよう依頼し、学期毎

に郵送の返送もしくはインタビューの際に持参するよう依頼し回収した。記入は「学校で

おこったことすべて」と「体育の授業を教えること」のそれぞれについて「心配に思った

ことを書いてください」と依頼した。回収した１学期分の日誌を、３名（大学教官１名、

小学校現職教員<在職 14 年>１名、大学院生１名）で KJ 法（川喜田二郎,1967）を用いて

分類し、表１と図１のように整理した。 
（２）インタビュー 

2002 年度に 2 名(のべ 3 回)、2003 年度に 4 名(のべ 4 回)、2004 年度に 1 名（のべ 1 回）

の対象者に半構造化したインタビューを各 1 時間から 2 時間実施した。インタビューはす

べて筆者と対象者が1対1で行った。インタビューの場所は表1のように対象者の勤務校、

大学研究室、対象者の下宿、喫茶店等である。インタビューはすべて文字化しトランスク

リプトを作成した。さらに、1 学期の心配事項について質問紙調査とインタビューの双方

を実施することができた 2 名を選定し、その 2 名の「学校に関する心配」と「体育の授業

に関する心配」について、質問紙調査で得られた項目ごとにトランスクリプトの該当箇所

を項目順に抽出して記述した。またインタビューの解釈部分をこの 2 名に提示して解釈に

同意を得た。 
 
Ⅲ 結果 

表１によれば、「体育の授業に関する心配」は「授業」と「行事｣と「保護者からのクレ

ーム」の 3 つの大項目に分類された。第 1 の大項目「授業｣は合計 30 個と も数が多く、

「指導計画」「授業前の準備」「子どもの訴え」「授業中の子どもの消極さ」「授業中の子ど

ものもめごと」「水泳」「保健」「評定」の小項目に区分された。「指導計画」「授業前の準備」

「評定」は授業の計画に関する心配であり、「子どもの訴え」「授業中の子どもの消極さ」

「授業中の子どものもめごと」は授業を実施する時の心配である。また、学習指導要領に

示された運動領域の中で「水泳」と「保健」の心配が多く見られ項目として設定された。 
 第 2 の大項目｢行事｣は 5 個と数は少なく、「スポーツテスト」「運動会」「集団行動」に

分けられた。「運動会」は小学校教師のみ、「集団行動｣は高校保健体育教師のみから回答が

あった。第３の大項目の「保護者からのクレーム｣は 1 個あったが、心配していたクレー

ムが実際に保護者からあったかどうかは確かめられなかった。「行事」と「保護者からのク

レーム｣は、身体運動を教材として実技を行う体育科特有の心配であり他の教科には見られ

ない心配と思われる。 
図１によれば、4、5、6、7 月の体育の授業に関する心配の数は、それぞれ 7、12、9、

7 個であり、5 月が も多く、次に 6 月、 後が 4 と 7 月の順である。また、4、5、6、7
月の心配と答えた項目数はそれぞれ 6、7、6、5 項目あり 5 月が も多い。学校に関する

心配と同様注２）、他の月に比べ 5 月がもっとも心配の数も種類も多い。ただし、水泳の心

配が多く出てくるため、授業に関する心配事は数も項目数も 6 月が も多くなっている。 
 
 
 
 



表１ 体育の授業に関する心配（具体例） 
項目 具体例 頻

度
指導計画 ・雨の日の水泳を止めた時の授業を考えていなかった。 

・４クラスでバレーコート３コート。どのように授業をするか？理・文系もあり男女
の比率もある。組分けをどうするか？ 

・バトンパスのテストを行ったが、テストをしていない児童の活動の保障について。
体育の時間なのにあまり動けなかった。 

８

授業前の準備 ・用具や体育倉庫の使い方について調べていなかったため授業前にあわてた。 ２
子どもの訴え ・少々のことで痛いと訴えてくる児童がとても多い。例えば、少し赤くなった、足を

くじいた、こけて打った、など。 
４

授業中の子ども
の消極さ 

・マット運動でいろいろな練習の場を設けても、恥ずかしがってなかなか練習しない
児童が数人いた（６年生）。 

３

授業中の子ども
のもめごと 

・バスケットボールのゲーム中。審判に対するクレームが多すぎること。（正しい判定
にもクレームをつける） 

２

水泳 ・水泳の時に時間内に終わらなかった。（着替えも含めて２０分のオーバー） 
・水泳でとにかく息つぎができずクロールができない児童がいる。 
・本日で水泳の授業が 後であったが一度も入らなかった児童が数名いた。（６年生）

成績がつけられない！ 

５

保健 ・初めての保健の授業。シーンとした場所でかなり緊張。時間が２時限分あったのに、
初の 20 分ぐらいでやるところを終えた。残りの時間は読書にした。次の時間はユ

ウウツ。 
・雨続きで保健が続き教室が騒がしかった。 
・ＨＩＶについての学習（６年）であったが、「性行感染」の所で、ざわつきがあって

少々ふざけることが多かった。 

４

授
業 

評定 ・点票の出し方。具体的に態度何点実技何点等 初に決めていなかったので、点数の
つけようがない。 

２

スポーツテスト ・スポーツテスト、準備するもの、スポーツテストの方法、どこで何をやるか等、体
育館がないために（現在改修中：引用者注）、学年全クラス一斉に行う。（常に教師
が何人もいる）場所は河川敷（外）、体育館３カ所に分かれて行う。 

・スポーツテストの実施に伴い体育の授業が進まない。 

３

運動会 ・運動会全体練習の手順 １

行
事 

集団行動 ・集団行動についてやったことがないのでわからなかった。学年全部一斉に動かすの
で（350 人ぐらい）自分がやるとなったらどうしようかとハラハラした。 

１

保護者からのクレーム ・組体操指導中のケガについて、親からクレームが出てくるのではと思ったこと。 １
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図１ 体育の授業に関する心配（月別） 
 

 



Ⅳ 考察 

１．「授業」の心配と初任者が必要としている援助 

初任者が心配と感じ援助を必要としていることは教師のどのような成長の課題と考え

られるのであろうか。吉崎静夫（1997）は、初任教師の「発達課題の３つの側面」として

「①授業ルーチンの確立、②子どもの学習状態の読み、③授業設計力」があると指摘する。

そして、「授業設計段階」で「②子どもの学習状態の読み」と「③授業設計力」が求められ、

「授業実施段階」で「①授業ルーチンの確立」と「②子どもの学習状態の読み」が求めら

れるとする。 
「授業」に関して出された心配の表２の具体例を、吉崎静夫(1997)に従い「授業設計段

階」と「授業実施段階」に分ける。「授業設計段階」の心配は、「指導計画」「授業前の準備」

「評定」のすべての例と「水泳」の３つ目の例である。「授業実施段階」の心配は、「子ど

もの訴え」「授業中の子どもの消極さ」「授業中の子どものもめごと」「保健」のすべての例

と「水泳」の残りの２つの例である。 
 第１に、「授業設計段階」の例から検討する。表４の小項目「指導計画」をみると、雨の

日の実技が出来ない場合の指導案の準備や実技テスト時の順番待ちの子どもに何か課題を

与える指導案の作成がある。この心配は、身体運動の実技を学習形態とする体育授業に特

有の「授業設計力」が求められることを示している。「授業前の準備」にある体育用具の準

備も体育科に求められる「授業設計力」である。 
この他に、「水泳」の「本日で水泳の授業が 後であったが一度も入らなかった児童が

数名いた（６年生）。成績がつけられない！」は、学習評価に関する心配である。学習の到

達度がペーパーテストの点数で残らない実技学習の場合、どの時間に運動技能の到達度を

測る実技観察を行うのか、またビデオ撮影や学習カードへの記入をいつ行うのかを単元計

画に盛り込む必要がある。初任者の１学期に評価計画を含んだ単元を計画する「授業設計

力」が課題となっている。特に 2003 年の新学期より「目標に準拠した評価」の実施が求

められたため、単元の到達目標と方向目標に準拠して、「意欲・関心・態度」「思考・判断」

「運動の技能」の各観点の評価基準を具体化した単元計画の作成が「授業設計力」として

求められている。単元計画作成において評価資料の収集計画を記入し、形成的評価と総括

的評価を実施するために 低限必要な知識と技能を教員養成段階で教えるとともに、初任

者研修のプログラムの内容に具体化することが必要と思われる。 
なお、この心配を書いたＤ君は理科と家庭科と体育の授業のみ６年生の専科担任でこの

クラスを担当している。「生理やって言われました。そしたら、ほんとに何も言えなくて、

『見学し』って」言うしかなかったと語ってくれたように、彼は高学年の女子が水泳の授

業を、生理を理由に見学することを予想することができなかった。「授業設計段階」で「②

子どもの学習状態の読み」ができるように、学級担任は初任者に対して、生理を理由に欠

席する女子が存在することを伝える援助が必要である。学級担任にはあたりまえの情報で

も初心者にとって「授業設計段階」で切実な意味を持つ情報は多いのである。 
さらに「保健」にある「初めての保健の授業。シーンとした場所でかなり緊張。時間が

２時限分あったのに、 初の 20 分ぐらいでやるところを終えた。残りの時間は読書にし

た。次の時間はユウウツ」という具体例は、調べる活動や発表、討論という子どもの学習

活動を含んだ保健学習の単元計画をたてる「授業設計力」が初任者の課題であることを示



している。教室で教材を用いて学習する保健学習は、実技指導と異なる「授業設計力」を

必要とする。「保健」を心配と記入したＧさんは、「保健」の授業は、「もうシーンとしたと

ころで、まず出欠をとってだけど。みんなこっちを見ていて、誰もしゃべる人がいなくて。」

という実技と異なる教室学習の雰囲気にとまどったという。１時間目は結局、教科書の説

明を 20 分で終わってしまい残りの時間を読書にあてたのである。G さんの高等学校時代

の保健の授業は「テスト前にテスト勉強をさせてくれただけだった」こともあり、教員養

成でも保健の授業の指導法を十分学習しないまま授業のイメージを持つことができなかっ

た。そこで、同僚教師の授業を観察し自作の教材を活用する楽しい授業を見ることができ

た。その結果、その後の保健の授業では教科書を説明するだけでなく、自作の教材や教科

書を用いて生徒に活動させる授業を行うようになったという。この事実は、モデルの授業

をみせる同僚の日常的な援助が「授業設計力」の向上に有効であることを示している。 
 第２に「授業実施段階」の心配の具体例を検討する。「子どもの訴え」と「授業中の子ど

ものもめごと」に含まれる具体例は、「①授業ルーチンの確立」についての心配事である。

「子どもの訴え」の「少々のことで痛いと訴えてくる児童がとても多い。」は、「少し赤く

なった、足をくじいた、こけて打った」時には、先生にいわなくてもしばらく運動を休ん

でいればいい等の授業の進め方を子どもと約束する必要がある。また「水泳」の「水泳の

時に時間内に終わらなかった」という心配は、水泳の更衣やプールへの移動という実技に

特有の行動を短時間で行う「授業ルーチン」を子ども達に確立することが課題であること

を示している。 
 吉崎静夫（1997）は「授業ルーチンとは、授業がもつ認知的複雑さを軽減するために、

教師と子どもとの間で約束され、定型化された一連の教室行動のことである。そして、こ

の教室行動は、同じような授業状況において繰り返し出現する。」と定義している。確かに、

体育の授業においても運動の仕方やコツを学習カードに記入したり発表したりする場面で

は、学習カードの配布や記入の仕方、筆記用具の置き場所など国語や算数と同じ授業ルー

チンも存在する。しかし、体育の授業では体を動かす実技が中心になるため、上記の授業

ルーチンに加えて「体育館や運動場での自由な行動が許されている生徒行動の複雑さを軽

減するために、教師と子どもとの間で約束され、定型化された一連の体育館や運動場での

行動のこと」と定義される授業ルーチンの確立が初任者の課題となる。 
 また、「授業実施段階」のもう一つの「発達課題」である「②子どもの学習状態の読み」

に関する心配の具体例を検討する。例えば「授業中の子どもの消極さ」の「マット運動で

いろいろな練習の場を設けても、恥ずかしがってなかなか練習しない児童が数人いた（６

年生）」は、なかなか運動しようとしない女子の学習状態を読み取ることの困難を示してい

る。これを書いたＤ君はこの状態を次のように解釈したと語った。「特になんか女の子なん

かからだが大きくなると、太ってっていうか、成熟っていうんですかね、してきたらやは

り動くとこう、胸が揺れてイヤとかいうのもあるんだろうけど、明らかにさぼってるんで

すね。それが伝わってくるんで、やはり自分としてもっとやって欲しいというのがあるん

ですけど。」６年生になれば、初任の男子教員の前で体を動かすことを恥ずかしく思う女子

がいてもおかしくはない。その行動を「さぼり」と解釈しては、女子の行動を引き出すこ

とはできないだろう。Ｄ君は子どもの日常的な行動を観察できない専科担当なので、学級

担任がこれらの女子と対話し彼女たちの行動を前向きに解釈できるようにＤ君に援助する



ことが求められる。 
２．「行事」と「保護者からのクレーム」の心配と初任者が必要としている援助 

「スポーツテスト」は、通常まだクラスが落ち着かない１学期の前半に実施を求められ

る。また、テスト項目が授業の内容と直接関連がないため、「スポーツテストの実施に伴い

体育の授業が進まない」という心配が出されている。これを書いたＥさんは「スポーツテ

ストに追われて（５月は－引用者注）ほとんど授業ができませんでした。やるなら一気に、

１日とか取ってやって欲しいと思いました」と述べ、体育の授業と別にスポーツテストを

実施する計画を提案した。スポーツテストを行事として実施する指導計画作成が求められ

る。 
また、「行事」の具体例に「運動会全体練習の手順」という心配があげられている。

近学校行事の多い秋を避けて春の５月から６月に運動会を実施する学校が増加している。

ただし、５月は心配の総数が も多くなるとともに心配項目の範囲も も広くなり、授業

や生徒指導、部活動という子どもの指導に加えて、職場になれる「職業的社会化」の事項、

初任研や研究授業という学校の体制、家庭に関する心配など学校のすべての仕事にかかわ

って心配が吹き出てくる時期である。このような心配が吹き出てくる時期に、学校全体の

行事である「運動会」が実施されることは、初任者にとってかなり大きな負担をかけるこ

とになっていると推察される。 
「集団行動」は、高校保健体育教師のＧさんのみの回答であった。G さんの高校は校舎

改築中のため、体育実技はすべて２時間続きで２人の教師が指導する合同体育であった。

そのため G さんは４月の集団行動と５月のスポーツテストは「年配の人が、『次やりなさ

い』って言われたんですけど、『ちょっと勉強させてください』って言って」もう一人の教

師の指導の仕方を観察することに努めた。その理由は、G さんが「集団行動はほんとに全

然やっていなかったので。」と述べるように、教員養成のプログラムに集団行動の指導が含

まれていなかったため、排列指導等の集団行動の指導法が分からなかったからである。こ

の場合のように、初任者が真似たり工夫したりするためのモデルとして同僚教師が自分の

授業を初任者に見せる日常的な援助が求められる。 
 
Ⅴ まとめ 
 「授業設計段階」で体育の授業に関して初任者が必要とする援助は次の２点であった。

第１に、雨天用の授業案の作成や実技テストの順番待ちの子どもに課題を与える授業案の

作成、さらに評価資料の収集計画を組み入れた単元計画の作成、保健学習の単元計画の作

成という「授業設計力」に関する知識を援助することが必要であった。 
 第２に、単元計画を立てるために高学年女子の第２次性徴に関する情報が必要なように、

実技の単元計画に必要な「子どもの学習状態の読み」を初任者に伝える援助が必要だった。 
 「授業実施段階」で体育の授業に関して初任者が必要とする援助は次の２点であった。

第１に、水泳の更衣やプールへの移動という実技に特有の授業行動を子どもに定着させる

「授業ルーチン」の確立が初任者の課題であり、この確立への援助が必要であった。 
 第２に、人前での運動実施を恥かしがる高学年女子に特有の心理に関する知識は授業で

の女子の消極的な行動という「子どもの学習状態」の理解に必要である。初任者が授業で

の子どもの運動行動の意味を理解するために、このような子どもの発達的特徴の情報を知



らせる援助が必要であった。 
 学校全体の指導計画作成に関する初任者に必要な援助として、次の２点が示された。第

１に、スポーツテストの実施を体育授業以外で実施する指導計画の作成が求められること

である。第２に、運動会の実施を１学期に行う場合、学校生活全般にわたり初任者の心配

が吹き出てくる時期であるため初任者の負担を軽減することが求められる。 
体育の授業に関する初任者への援助は、自作教材を用いる保健の授業や集団行動の仕方を

同僚が初任者に観察させた例のように、初任者が真似たり工夫したりできるモデルを同僚

が見せる日常的な学校での援助という方法が効果的であった。 
 
注 
注１）本研究の一部は、2004 年 9 月に信州大学で開催された日本体育学会第 55 回大会の

一般研究発表で、木原成一郎、梅野圭史、松田恵示、日野克博「体育教師の実践的力

量に関する研究①初任者研修段階で求められる実践的力量に関する事例研究」と題し

て口頭発表された。 
注２）本調査では、7 名による質問紙の集計により「学校に関する心配」は、「学校内の子

どもの指導」と「職場」と「家庭」の大項目に区分された。第１の「学校内の子ども

の指導」は 32 個と も心配の数が多く、これらはさらに「授業」「生徒指導」「部活

動」の中項目に区分された。「授業」は合計 13 個と数多くあり、「授業での教え方」

と「授業での子どもの様子」を含んでいる。「生徒指導」は「子どもの個人的問題」と

「子どもの集団的問題」と「生徒指導」の小項目を含み、中項目の中で 15 個と も

数が多かった。「部活動」は高校教師 G のみの解答であり、高等学校保健体育教師の

心配事項の特徴を示している。第２に、「職場」は合計 11 個あり、「学校運営」「同僚

関係」「初任研」「研究授業」の中項目からなる。これらは、主に学校や同僚の一員と

なる「職業的社会化」の心配項目である。第３に、「家庭」は４個とそれほど数は多く

なく、「保護者の問題」と「家庭の教育力」の中項目に分けられた。さらに、4,5,6,7
月の学校に関する心配項目の合計数は、それぞれ 13、16、11、10 個であり、5 月が

も多く、次に 4 と 6 月、 後が 7 月の順である。また、4、5、6、7 月の心配と答

えた項目数はそれぞれ 6、7、6、4 項目あり 5 月が項目数も も多い結果となった。 
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第３節 体育指導の実践的力量の形成と現場の授業研究並びに研修について 

－大学との共同研修・授業研究を視野に入れて－ 

 

中瀬古 哲 

 

Ⅰ はじめに 

体育指導に限らず教育実践に関る力量は、本来的に実践現場において育まれるものであ

り、不断に進化・発展するものである。長期的な視点で考えた場合、実践的力量の形成は、

実践現場における授業研究並びに研修体制の組織化こそが重要な課題であり、大学は新規

教員養成とともに実践現場における現職教員の授業研究と研修に如何に寄与できるかが今

後ますます問われると予測される。 
今日多くの課題を指摘されている学校教育であるが、我が国の公教育に関わる教師の力量

は、世界的にみても極めて優秀であると言われてきた。その優秀性は、各職場における教

職員の同僚性に支えられた実践現場における自主研修の風土と教職員組合の教育研究運動

や民間教育研究団体を中心とした自主研究サークルの活動に支え育まれてきた。 
ところが、1958 年以降、法的拘束力が強化された指導要領体制のもと、自主的・主体的

な研修・研究風土が衰退し、教師の主体的力量は弱体化していった。さらに、今日の聖域

無き構造改革がもたらした、多忙化と数値競争による同僚生の解体により、学校教育現場

には、教師の力量を育む能力と余裕が無くなってしまったと言っても過言ではない。 
今日の我が国における、学校教育（教師）の優秀性の失墜と現場の混乱は、教師の同僚

性を切り刻む経済至上主義的な教育改革と異常なまでに教職員組合を敵視する偏狭で差別

に満ち溢れた教師の管理統制強化と無関係ではあるまい。 
しかしながら、学校教育の問題は、このような背景を全く無視し、もっぱら教師の個人

的な力量に矮小化され、その個人的な力量を如何に高めるかということが一面的に語られ

ることが多い。このような動向は、教育政策の失敗を隠蔽する側面を強く持っているので

あるが、力量が相対的に弱くなっているのは、事実である。この力量形成の回復は、管理

強化、単純な競争・序列化によってではなく、教師を支え育むことを可能にする研究・研

修の自由の保障によってこそ可能であると考えられる。 
体育指導の実践的力量の形成に、今、最も求められるべき点は、教師の主体性を基盤と

した授業研究、自由で自主的な研修の保障であり、大学にとっては現場教師の主体性と自

主性を如何に育みながら関っていくかが重要な課題となるのである。 
上記のような課題意識に立脚し、本章においては、実践事例の検討を通して、体育指導

に関る実践的力量の形成に重要な意味を持つ現場の授業研究と研修に大学が如何に関るべ

きかを考えるための基礎的資料を得ることを目的としている。 
 

Ⅱ 小学校における大学との共同研修事例（広島県Ｈ市立Ａ小学校） 
 本事例は、授業研究を通しての大学（教員）と学校が連携して行ういわゆる官制の共同

研究（研修）の典型事例の一つである。筆者は、2003 年（平成 15）年度から現在に至る

まで、校内・公開授業研究のための外部講師として継続的にＡ小学校の共同研究（研修）

並びにその体制づくりに関ってきた。不完全で未熟な取り組みではあるが、教師の自主性



 

と主体性を尊重するという点に重点が置かれて展開された 3 年間の取り組みの中間総括を

行なった。 
総括のために行なった教員へのアンケートにおいて、現場教員から大学との連携が大き

な評価をうけた（私以外に述べ３名の大学教員が関っている）。そこでの総括を、「体育指

導の実践的力量の形成」という視点から再構成し、大学が、現場と共同で教師の実践的力

量の形成に取り組むにあたり考えねばならないであろう点について考察を試みる注１）。 
 以下、当該小学校の教務主任の報告と聞き取りを中心に得られた知見を整理・紹介する。 
１．校内研究（研修）体制づくりについて 

（１）研究体制づくりの背景 

Ｈ市立Ａ小学校における授業推進体制づくり（研修体制づくり実践）の本格的な開始は

2002 年度からである。2002 年度といえば制度的には新小学校学習指導要領の実施年度で

もあるが、そこへの対応を期に改めてＡ小学校における学習指導のための組織体制、学習

内容、指導方法の見直しを迫られたことも事実である。 
しかし、それよりも、むしろ取り組みの開始は、研究推進組織もなく、教職員間の授業

実践研究の意味と必要性への共通理解も乏しく、また、新任時代から一度も授業公開をし

たことがない教師が少なからず存在するという実態への問い直しが不可欠であるというこ

とが、重要なきっかけとなっている。 
このような現状の背景には、国会でも大きく取り上げられた広島県固有の教育状況が存

在している。つまり、一部の社会運動への偏向的傾斜と、学校教育へのその運動の直接的

持込による、画一化された平等主義教育の浸透である。同時に、それを活動の基盤として

教育委員会、管理職、ひいては地域・保護者との対立・乖離を引き起こした組織的な取り

組みがあげられる。その反動として広島県は 1998 年に文部科学省（当時文部省）より是

正指導を受けることになる。 
Ｈ市においても様々な管理主義的な学校現場改革がスタートするが、研究推進体制づく

りもその一環として、教育委員会主導で一斉に始まる。それは必ずしも実践現場の持つ条

件や課題、並びに教職員の合意形成に基づいたものではなく多くの問題を含むものといわ

ざるを得ない。2002 年度、Ａ小における研究推進のためのカリキュラム開発もこのような

状況のなかで始まった。 
したがって、Ａ小学校の授業研究推進のための研修体制づくりの真の必要性は、受動的

な授業研究推進ではなく、子どもたちの自立と全面的発達を保障する研究体制のシステム

化と教育内容の焦点化、あるいは、さまざまな環境の変化に動揺しない自主的・自律的な

カリキュラム開発を、組織的な合意形成を基に進めることにあった。また、取り組みを通

し組織構成員の授業研究推進への意識の変革を求めるものでもあった。 
（２）研究（研修）体制づくり 

 Ａ小学校の研究体制づくりのねらいは以下のように示されている。 

１ 研究体制のシステム化および教育内容の焦点化 

２ 自主的・自立的なカリキュラム開発 

３ 組織構成員の授業研究推進への参画意識の変革 

これらのねらいは次のような学校実態・課題への取り組みでもあるという。 



 

1)運営・経営の意味と必要性の理解の共有化 

管理職のみならず全ての教職員が、運営・経営の意味と必要性を問い直し、目標実現

に向けて物的、人的、財的資源等をいかに有効利用すべきかを再認識しあう。（＝資源

有限への理解） 

2)効果的かつ合理的そして人間的な組織経営の具現化 

・効果的＝目標の達成度及び達成の速さや必要経費の効率性 

・合理的（効率的）＝無駄、無理の排除 

・人間的＝前述の二点における本校教職員の主体性・創造性の尊重 

（⇒ただし主体性・創造性は単なる自己（権利）の主張を意味しない。） 

3)自己の役割を組織全体の中で位置づけ、組織総体としての方向と自己の専門性を統一す

る（やらされ感の払拭）。 

・「組織人」あるいは「経営人」としての自覚的行動の拡充。 

・自らの主体性あるいは専門性を自覚すると共に組織全体の中に位置づける 

同時に研究推進のための研修体制づくり実践の基盤としては次のような点に留意して

きたという。 

1)だれにとって魅力ある学校か⇒根源的な問い 

子ども・学校（教師）・家庭（保護者）・地域社会の関係における魅力づくり。 

2)共同性の基盤としての学校⇒共有と共感 

 さまざまな活動を共にし、それぞれの思いを出し合い、共通の経験を蓄積し思い出と愛着を育

む基盤、つまり子どもはもちろん地域社会の人々、そこに関わるすべての人々にとって共同性の

基盤、共生的生活圏の核としての存在価値を再認識する。 

3)公共の場としての学校（public space）⇒説明責任の必要性、公開性の原則 

 学校教育はきわめて公共的な営みであり常に公論の対象となる。したがって、教育法規・法令

を守ると共に公教育としての中立性を確保しながら、そこに関わる人々の合意の上で学校教育の

あり方が決められていく必要もある。（子ども・教師・保護者・地域の人々の相互交流）  

4)学校における 4 つの中軸原則（効率・平等・共生・自己実現）の関係認識 

互いに矛盾しがちな 4 つの原則を、具体的実践として統一していく。 

１）これまでの研修体制づくりの経緯 

 ①条件・整備系列としてまでの研究推進の取り組み 

ⅰ）組織（校務分掌）づくりと評価システムの確立 

・管理運営組織、研究組織推進検討組織の確立 

→責任部署の明確化、主任・部長等による各部会、企画運営委員会の活性化 

・組織運営・経営におけるマネジメントサイクル（Ｐ・Ｄ・Ｓ）の確立 

→評価委員会の立ち上げ・学校評価システム（学校評価表）の導入 

学校教育に関するアンケート 教職員・保護者・児童 

→自己申告による目標管理 自己申告書の導入（意味と必要性の共通理解へ） 

・教科・領域時数等の教育課程管理システムの確立 

  →PC を利用した授業時数の自主管理等 授業実績書 授業進行管理表 

ⅱ）教育研究、授業研究の充実のために 



 

・研究組織の確立と活性化（研究内容の分化と再統一） 

・三学習部の設立（総合生活・体育・算数(道徳)） 

・研究テーマ「かかわり合いが深まる授業」の設定 

・大学等研究機関との連携による研究推進体制の確立と研修の企画 

・研究助成金の有効活用（予算計画書作成、講師謝金、需用費、研究旅費） 

②目標・内容系列として 

Ａ小学校における授業研究の位置づけおよびその目的は次のように考えられてきた。

「授業の中では、子どもが学習する主体に育つ上でさまざまな条件が複雑に絡み合ってい

る。それをどういう角度から、どう研究的に明らかにするか、そのことが研究である。ま

た研究方法的には授業そのものに立ち向かいながら、そこに含まれる教育的な意味の解釈

とその理論的な構造化の方途を模索すること、それを通し教師の指導力を高めると共に、

子ども理解の新たな視座を得ることを授業研究の目的としてきた。」 

１）「目標」「内容」「方法」の理論及び方法的な関わりを問う。 

換言すれば「何のために」「何を」「どのように教え・学ぶか」ということであり、研究基本構想の

基盤は教授＝学習過程論である。研究のプロセスは次のように捉えている。 

１ 研究（授業及び教科）の目的、目標の検討 

２ 教材の背景となる素材の客観的な構造の分析 

３ 学習内容の選択・設定 

４ 子どもたちの主体的条件や指導に必要な時間的な問題、教具などの物理的問題の考慮 

５ 学習内容を教えるための教材の設定 

６ 学習内容・方法の過程的な検討 

以上のことを組織的に行う必要がある。そのためにも前述している校内組織（校務分掌・研究組織）

の再編は重要と考えた。 

２）研究のあり方と具体的な手立て 

 研究のあり方および具体的な手立ては次のように考えてきた。 

 研究のあり方 

１ 研究課題が明確であること 

２ 課題解決のために仮説のあること 

３ 仮説を証明するための条件が設定されていること 

４ 証明するための手続きが科学的であること 等 

具体的な手立て 

１ 授業におけるめあて（課題）の明確化 

２ 授業における発問等の工夫（学習行為の特質への留意） 

３ 段階的（スモ－ルステップ）・発見的な学習及び場の設定 

４ 集団思考場面の設定 

５ 評価活動の組織化をはかる 等 

以上のような取り組みを通して表のようにＡ小学校の研究推進体制は以下のような変

化を辿ってきた。 

 



 

表１ Ａ小学校研究推進体勢の変化 

 校務分掌 公開研究会 校内研 研究紀要 大学との連携 年間計画 テーマ 

2005 

年度 

研究主任新設 授業公開 

各部２提案 

各部発表 

シンポジウム 

各部２提案 

公開・校内研

のどちらか

で全員公開 

 講師５名   

2004 

年度 

研究部長分離 授業公開 

各部１提案 

各部発表 

シンポジウム 

各部１提案  講師３名   

2003 

年度 

研究部新設 

3 部新設 

教務主任・研究部

長兼務 

授業公開 

各部１提案 

各部発表 

講演 

各部１提案 研究の概要 

各部授業実

践記録 

指導案 

講師２名 

年間計画に沿

って招聘 

年間計画設定（マ

ネジメントサイ

クル） 

全 体 テ ー

マ継続 

各 部 テ ー

マ作成 

2002 

年度 

 授業公開（参観

日兼） 

講演 

指導案書式統一 

 研究の概要 

指導案 

講師１名 

講演（研究会

時） 

 全 体 テ ー

マ設定「か

か わ り 合

い が 深 ま

る授業」 

 

２）年間の研修体制づくりサイクル 

表２は実際に 2003 年度より踏襲している研究推進の年間計画である。年間を３期に分

けると共に、それぞれに短期のマネジメントサイクルを置いてきた。また、大学より講師

を招聘して研修を重ねてきている。 
 

 

基 礎 確 立 期 授 業 実 践 期 
plan do 

年間反省・次年度
構 想 期  see
（c,a） 

1 学期 夏季休業 2 学期 冬季休業 3 学期 学年末  

⇒ 

年
間
反
省
・
次
年
度
構
想 

⇒ 

公
開
授
業
研
究
会
反
省 

⇒ ⇒
（
道
徳
授
業
研
究
） 

単
元
指
導
計
画
・
指
導
案
作
成 

⇒ 

各
部
年
間
計
画
作
成 

⇒ 

単
元
指
導
計
画
・
指
導
案
検
討 

⇒ 

単
元
指
導
計
画
・
指
導
案
作
成 

⇒ 

実
践
授
業
研
究
協
議 

⇒ 

単
元
指
導
計
画
・
指
導
案
検
討 

各
部
再
検
討 

⇒ 

各
部
授
業
実
践
（
校
内
授
業
研
） 

各
部
再
検
討 

⇒ 

各
部
授
業
実
践
（
公
開
研
究
会
）

研
究
基
本
構
想
提
出 

新
学
期
準
備 

⇒ 

次
年
度
構
想 

短期 P・D・S(C,A) 短期 P・D・S(C,A) 短期 P・D・S(C,A) 

表２ Ａ小学校における年間マネジメントサイクル 



 

 

図１ 研究推進の流れ  

２．研究テーマの設定と捉え方 

（１）「かかわり合い」というテーマ設定 

 Ａ小学校のテーマの設定にあたっては、時代の要請あるいは流行として一方的に押しつ

けられることが多い「個性化・個別化」等ではなく、児童の実態、保護者の願い、教師の

思いを考慮し設定され現在に至っている。 

「かかわり合い」は、以下のような子どもの学習の現状認識によって設定されたという。

まず第一に、経験的側面から、「現実の授業に中で、子どもたちが、他にかかわること、か

かわられることを避ける状況が少なくないと、感じることが多くなってきた」、第二に、論

理的側面から、「己の課題は、自己を超

えた『外』との関係で気づき、内面化

されるものであり、自己の言動のよし

あしは、他者との関係を無視しては判

断できない」ということである。 

そして、授業におけるかかわり合い

は、時間と空間と教材を与えてさえお

けば自然に深まるものではく、少なく

とも教師の授業実践における「何のた

めに、何を、どう教え・学ぶか」とい

う意図的・計画的な見通しのなかでこ

そ深まるものであると考えられている。 

（２）「かかわり合い」の捉え方と授業

改善の課題 

実際の授業においては、集団思考場

面をいかに構成するか、という点が重

視されているのであるが、「かかわり合い」の意味するものは、単に集団思考場面や大小の

形式的：学び方・学習形態等

で

個
人
的
に
で
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・
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（
指
導
・
評
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図２ かかわり合いのイメージ 



 

グループ学習等の授業場面や形態のみを言うのではなく、その場面や形態から生まれる教

育作用としての機能と考えることが強調されている。 
Ａ小学校では「かかわり合い」を、一人ひとりの子どもたちの、意欲や関心を向上させ

るもの、課題解決を促し技術面や情意面での励ましや勇気を与えるもの、つまり、個と集

団の絡み合いから生まれる教育作用的機能ととらえている。したがって「かかわり合い」

は、具体的な達成目標というよりは、「ある方向へ向かっての向上や深まりが要求されると

いう目標」、つまり授業づくりにとって重要な「方向目標」並びに「訓育的課題」として捉

えられている。 
また、授業の三角形モデルを参考に「かかわり」を、人と人のみに限定せず、教材との

関係をも視野に入れ、広く捉えることの必要性が強調されてきた。それらをイメージ化し

たものが図２である。 
指導にあたっては、「できる」「わかる」「認め合う」を一定の要因とした具体的な取り

組み（指導・支援・評価）により、「個人的にできる・わかる」から「みんながわかり合い

ながら、できる」そして、その過程で「認め合える」ことを通し、「かかわり合い」は、ス

パイラルに広がり深まると考えられている。したがって、「かかわり合い」を深めるための

授業改善として課題になるのは、「達成目標と方向目標」あるいは「陶冶と訓育」を視野に

入れ、教科・領域の持つ特性を十分に生かした、具体的な「指導・支援・評価」のあり方

なのである。 
３．「かかわり合い」をめざした授業づくりと授業研究 

（１）授業づくりの考え方 

教師が授業をつくるのは、究極には子どもたちが目的意識を持ち、自己課題を明らかに

し、その課題を解決すべく積極的に取り組んでいく、いわば、一人ひとりの子どもたちを、

「自ら学ぶ主体」に育てるためである。したがって、どのような授業をつくれば、子ども

たちが学ぶ主体に育っていくのか、その道筋を明らかにすること、まさにその過程こそが

授業研究の本質であり、意義・目的といえる。 

 Ａ小学校の授業研究は、「現実の授業を研究対象とし、より効果的で質の高い授業の創造

と発展のために、授業の構造、機能、さらにはそれらが普遍的であるか否かを明らかにし

ようとする実証的な取り組みである」と捉えられている。。また、「そのプロセスを通じて、

教師の指導的力量を高めると共に、さらなる子ども理解のための新たな視座を得ようとす

る取り組みでもある」という。 

 そこにおいて最も大切にされていることは、「授業の中で一人ひとりの子どもたちが、何

を、どう学んでいるかを問うことであり、授業の中で子どもたちは生き生きと活動してい

るのか、取り残されている子どもはいないのか、授業によってどのような力をつけようと

しているのか。それらが本当に保障される授業になっているのか、等、これらのことを明

らかにすることを目指し、学校の教育活動の中に組織的・継続的に位置付け取り組みを重

ねること」であるという。したがって、このことからもＡ小学校の授業研究は授業づくり

の直接的方法（How to）のみを求めるのではなく、授業論、内容論、関係認識論、いわば

教科横断的な授業づくりの基礎知識である教授学を基盤とした研究を継続することが目指

されているのである。 
（２）研究仮説と授業における具体的な手立て 



 

 研究仮説は以下のように規定されている。 

１ 明確なめあて（課題）を持ち、系統的に段階を追って学習すれば学習内容を習得しやす

いであろう。 

２ 評価活動や発問を工夫し、集団思考場面となる発表や相互観察の場を設け、互いの意見

の交流を活発にすれば、陶冶面のみならず訓育面の高まりも期待できよう。 

３ 前述の１、２を通し、様々な楽しさや喜びを感じるとができれば「かかわり合い」のた

めの新たな意欲となろう。 

具体的な手立てとして、以下のような項目が確認されている。 

○授業におけるめあて（課題）の明確化 

○授業における発問の工夫と集団思考場面の設定 

○段階的・発見的な学習及び場の設定 

○評価活動の組織化をはかる 等 

  

４．研修体制づくりについての調査・評価 
 授業推進体制づくり及びそこでの研究推進の実態の中間総括として、以下のようなアン

ケート調査を実施した。アンケートは、16 名の教員を対象に研究推進体制の改善のために

行なわれた。アンケートの内容は、以下のとおりである。項目１から９までは「推進体制」

に関わるもの、９から 13 は「授業づくり」に関わるもの、14 から 18 は「体育の授業づ

くり」に関わるものについて質問したもので構成されている。 
 

アンケートの内容・質問項目 

1.かわり合いへの認識の深まり 2.理論研修の有効性 3.年間計画の有効性 

4．継続的研修の有効性 5.大学との共同研究の有効性 6．指導案書式の統一の有効性      

8.研究紀要等の必要性 8.授業公開の必要性 9.研究教科への理解の深まり 

10.授業づくりへの効果 11.業づくりにおけるかかわり合いの必要性 

12.授業における子どもの学習・集団の変化 13.教科間における相互作用 

14.体育科への理解の深まり 15.体育科授業づくりへの有効性 

16.育授業におけるかかわり合いの必要性  

17.体育授業における子どもの学習集団の変化 18.体育科研究の教科間における相互作用 

以上の質問に関して、尺度を「全く思わない１」から「強く思う５」までの５段階に分

け回答を求めた。 
図２は、スケールを変え質問項目間の回答傾向をより分かりやすく強調したものである。

これらの結果を見ると実線より上位である質問５（大学との共同研究の有効性）、11（か

かわり合いの必要性）、18（体育科研究の教科間における相互作用）、３（年間計画の有効

性）、４（継続的研修の有効性），が高い数値を示し、互いの関係も強いと考えられる。一

方破線より下位である、質問 12（12.授業における子どもの学習・集団の変化）が、突出

して低い数値を示していることが確認できる。 
このグラフから、大学の研究者が関った長期展望の研究体制づくりが高く評価されてい



 

ること、とテーマ（かかわり合い）の意義や必要性は認識されているもの、実際の授業場

面で、その質的変化が実感できにくいという実態がうかがえる。また、体育科が、他教科

の授業研究に示唆を与える可能性がうかがえる点が興味深い。 
○アンケートの結果（抜粋） 
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図２ 質問項目の回答傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．体育授業研究を通しての大学との連携の実態 

 ２００３年度 

  8 月 21 日 校内研修 

  ①体育部会の研究計画並びに授業研究のための指導案検討（4 年生マッ 

ト運動） 

  ②講座（「マット運動／表現リズム遊び」について） 

10 月 28 日 校内授業研究 
  ①授業観察（４年生マット運動） 

   ②協議会講師 

12 月 22 日 校内研修 
   ①指導案検討（２年生「表現リズム遊び」） 

   ②講座（「表現リズム遊び」について，授業評価の方法について）    

  1 月 29 日 公開授業研究会 

   ①公開授業（２年生表現リズム運動） 

   ②講演（カリキュラムマネージメントについて） 

２００４年度 

  8 月 校内研修 

①体育部会の研究計画（昨年度反省を含む）並びに授業研究のための指 

導案検討（4 年生走り高跳び） 

   ②講座（「マット運動／表現リズム遊び」について）  

10 月 校内授業研究会 

  ①授業観察（４年生走り高跳び） 

   ②協議会講師 



 

  1 月 26 日 公開授業研究会 

   ①公開授業（３年表現リズム運動）   

   ②シンポジュウム（「かかわり合いが深まる授業」のために） 

２００５年度 

8 月 校内研修 

①体育部会の研究計画（昨年度反省を含む）並びに授業研究のための指 

導案検討（4 年生保健：第二次性徴，５年バスケットボール） 

 ②講座 

10 月 26 日 校内授業研究 

   ①授業観察（４年保健，５年バスケットボール） 

   ②協議会講師 

  

 以上のように、単に当日の授業のみではなく、年間計画や指導案づくりのプロセスにも

関り、しかも複数年に渡り継続的に関わるという点に大きな特徴がある。授業の事前検討

会では、授業で扱う予定の教材についての研究成果について実技指導も踏まえた講座を行

なった。これ以外にも、インターネットを利用した情報交換や非公式の打ち合わせも年に

数回行なった。 

 授業実践を媒介とした継続的な連携が、教師の専門的力の形成に深く関っているのでは

ないかと考えられる。 

 

Ⅲ 保育園における大学との共同研修事例（広島県Ｈ市私立保育園） 

 次に就学前の幼児を対象とした体育指導の改善に関る事例を紹介する。この事例報告は、

筆者が、1998 年（平成 10 年）から継続的に関っている保育園との連携について、その関

係性の変遷に焦点化しまとめたものである。 
保育園においては、体育指導の目的設定、教材の選択、場面設置・教具の工夫、さらに

は子どもの動機づけに至るまで、気まぐれな幼児を相手に、斬新かつ柔軟な対応が求めら

れ、初等・中等教育の教師にとっても、指導力量の形成を考える場合、学ぶ点は多いと考

えられる注２）。  
１．保育園の概要 
 研究のフィールドとなった保育園は、広島市内の社会福祉法人が経営する私立の認可保

育園である。「集団のなかでこそ、子どもの豊かな発達が保障される」という保育理念と「働

く人々が安心して働きつづけられる保育所づくり」をスローガンに、保育者と保護者を中

心とした地域住民運動が結実し 1974 年に誕生した。庄司雅子や佐藤正夫等の教育学研究

者を理事にむかえ、一貫して科学的・民主的な就学前保育の実現を可能にするカリキュラ

ムの開発を標榜している保育園である。 
２．大学と保育園の関係の変遷 
（１）指導法研究の段階 
 当初は、側転の指導法、水泳の指導法、集団ボールあそびの紹介、運動会種目のあり方

等、主要には体育指導の系統性に根ざして指導方法レベルのアドバイスを行うという形で

保育園に関わった（表－1、表－２）。 



 

そこでは、子どもたちの生活課題・発達課題や日ごろの実践の文脈等との関係で学習課

題を把握することができず、教科書的・断片的な知識・情報を一方的に提供していたとい

える。このような関わりを全面的に否定する必要はないであろうが、その弱点と一面性に

ついて認識しておく必要はあろう。 



 

 

表―１ 1998 年度フィールドワーク（Ｎ保育園／ＴＡ保育士） 

回数 月 日 活動内容 

１ 6 月 5 日 朝の会、側転、音楽リズム、猛獣狩りに行こう 

２ 12 日 的あて①：投能力調査、適正ボール調査 

３ 16 日 逆上がり、的あて②：初めてのゲーム（２班対抗、防御無し）

４ 26 日 収穫祭（カレー作り） 

５ 30 日 プール開き 

６ 7 月 7 日 七夕祭り・プール 

７ 31 日 ファミリープール 

8 8 月 11 日 公開プール保育 

 

表―2 1999 年度フィールドワーク（Ｎ保育園／ＫＴ＆ＯＮ保育士） 

回数 月 日 活動内容 

１ 11 月 12 日 サッカー①：スキルテスト（シュート）＆パス練習 

２ 19 日 サッカー②：シュート練習，ゲームⅰ（10 対 10／ﾈｯﾄゴール）

３ 26 日 サッカー③：シュート練習，ゲームⅱ（5 対 5／背面ﾈｯﾄｺﾞｰﾙ）

４ 12 月３日 サッカー④：シュート練習，ゲームⅲ（5 対 5／コーンゴール）

５ 17 日 サッカー⑤：シュート練習，ゲームⅳ（5 対 5／のれんゴール）

６ 24 日 サッカー⑥：シュート練習，ゲームⅴ（5 対 5／のれんゴール）

７ 2 月 18 日 的あて①：シュート練習，攻防入乱れ型ゲームⅰ（5 対 5） 

８ 25 日 的あて②：シュート練習，攻防入乱れ型ゲームⅱ（5 対 5） 

９ 3 月 3 日 的あて③：シュート練習，攻防入乱れ型ゲームⅲ（5 対 5） 

10 10 日 的あて④：シュート練習，攻防入乱れ型ゲームⅳ（5 対 5） 

11 17 日 的あて⑤：シュート練習，攻防入乱れ型ゲームⅴ（5 対 5） 

12 28 日 認識テスト 

 

1998 年度は、日ごろの保育園での体育活動を観察しアドバイスをするという

ことが中心であった（表―1）。ここでは、教科書的・断片的な知識・情報がま

ったく意味をなさないという場面に遭遇した。  
例えば、「就学前は水慣れで十分」という一般的な言説は、0 歳児から夏季は

毎日プールに入っている 5 歳児にはまったく無意味であった。また、徹底的に

勝ち負けに拘る運動会も、日ごろの集団づくり（競争の結果が安易に子どもど

うしの関係を切り刻まない土台づくり）や保護者とも共同で運動会の種目を決



 

めるという運動会づくりの民主的プロセス等の背景を知らずには、その教育的

意義と機能を理解することは不可能であった。  
1999 年度は、ボールゲームに限定し介入観察をおこなった（表―2）。前半は、

日ごろから行っていたサッカーの実践に対して、主に「場（コート）づくり」

と「競技人数」を操作した。  
人数については、10 対 10 から 5 対 5 の少人数によるゲームにした。ゴール

への意識が低い子どもが多く存在したため、ゴールの位置、形態を変化させた。  
後半は、サッカーのような大人数の攻防入乱れ型ゲームは、就学前の子どもの

「全員参加」を考えた場合、さらに大胆な教育学的・教授学的改変が必要であ

り可能であることを確認し、その一つの事例（課題あそび／教材）として、的

あてゲームを紹介・指導展開した。  
この 2 年間では、保育園に限らず、体育的活動・遊びにおいては、正式のル

ールや道具に一方的に規定される必要がないことを確認・共有できたことが大

きな成果であったと考えられる。  
しかしながら、保育者との関係においては、我々が一方的に修正個所や指導

法を提示し、道具もこちらで製作・提供することがほとんどで、話し合いも立

ち話で次の日程を確認するという程度で、総じて垂直的で一方的なものであっ

たといえよう。  
(２ )実践づくりへの共同参画  
 ２年間の取り組みの反省を踏まえ、「集団づくり」つまり「子どもの社会的発

達にかかる運動文化の教育的価値・機能」へ着目し、長期間にわたり定期的に

子どもたちの教授－学習活動に関わるという形をめざすことにした。  
具体的には、我々から、実践後の話し合いの時間を設定し、ボールゲームの

教授―学習活動を共同で開発・設計・制御することを提案した。資料―1 は、

そのことを伝えるために実際に保育士宛に出した手紙の内容である。  
ここでは、①最終的な活動の目標―内容―方法は実践者（保育士）が決定す

る、②具体的な指導は実践者（保育士）が中心になって行い、我々の指導場面

での介入は、模範演技や練習相手に限定する、という点が強調されている。  
しかしながら、多忙な実践現場の実情もあり、ここでも当初は、研究室が教

授－学習プログラムを作成し、時には指導するという一方向的な関係から出発

することとなった。そこでは、開発・設計＝研究者、制御＝実践者という従来

の一方的な硬直した関係しか存在しない。  

 
資料―１ ＤＡ保育士への手紙 その① 



 

なかよし保育園 ＤＡ先生へ 

 お世話になります。前回、元気な(?)新しいおひさま組みの子どもたちと出会い、

ワクワクしております。一年間子どもたちとじっくり関われるようですので、わ

れわれ自身の目的、関わり方（案）、を明確にしておきたいと思います。 

 われわれは、就学前の子どもたちにとって「ボールあそび」が如何なる教育的

価値をもっているのかを探ることを究極の目的としております。特に、「仲間に働

きかける楽しさ」を味合うことの出来る文化、「課題解決能力の育成」という視点

から、それを明らかにしたいと考えています。 

 どういうふうにそれを明らかにするかということですが、今のところ、徹底的

に子どもたちのコミュニケーション（特に作戦会議での会話）を収録し分析する

という方法（作戦）を考えています（うまくいくかどうかはわかりませんが．．．）。

 そこで、以下のような関わり方を考えています。 

大学院生の二人（取違、三浦）は、「友だち（技術的な指導はしない）」としてグ

ループに同化し子どもの会話を収集する。４年生の二人（小松、近藤）は、グル

ープ活動の様子やゲーム場面をビデオに収録する。中瀬古は、全体を観察し、必

要な写真を撮影する。 

 課業（ボールあそび）の内容・方法は、原則として、先生と我々が相談し最終

的にはＤＡ先生が決める。実際の指導は、ＤＡ先生を中心に行う。我々は、ＤＡ

先生の要請に応じて、模範演技や練習相手という形で指導に協力する。 

また、我々は、指導プログラムの試案や教材についての情報を提供するとともに

観察でわかったこと感じたことをその都度先生にお返しする。ということで、い

かがなものでしょうか？ 問題は十分な相談時間が確保できないという点だと思

いますが、何とか工夫しましょう。 

 当面（水泳が始まるぐらいまで？）は、「的当てゲーム」にむけて色々な「ボー

ルあそび」に取り組むということでいかがでしょうか？ 

 明日の具体的な指導の流れ(案)を示しておきます。できれば、これを参考に、

ＤＡ先生主導で、課業を展開してください（急で申し訳ございません）。 

このような状況（一方的な関係）の修正を余儀なくさせたのは、クラスの課

題児 H 子の存在であった。H 子は、我々の提示する教授―学習活動のプログラ

ムをことごとく無力化させ、そのことによって、園長も巻き込み、保育士と研

究者が必ずミーティングを開催し共同で反省会を行わざるを得ないという状況

を作り出したのである。資料―2 は、実践の失敗を踏まえ再度出した手紙の一

部である。  
この超課題児によって必然化された事後ミーティングによって、水平的・対

話的関係構築の地平が拓けたと考えられる。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料―２ ＤＡ保育士への手紙 その②  

なかよし保育園 ＤＡ先生へ 

今回は、前回紹介した、ボールになれるための三つのボールあそび（一人バージョン）

に挑戦してみましょう。短時間で、みんなが楽しめるのではないかと考えられるからで

す。まずは、「ボールと、ともだちになろう！」ということで、一人がボール一つをも

ってたっぷりとボールに触れるということを大事にした方がよいと考えました。ボール

を仲立ちとした人間関係（＝パス、コンビネーション）は、最終目的であり、急がず焦

らず取り組んだ方がよいみたいですね。 

 園長先生より、 このままでは、ボールあそびが、「楽しい」より「苦しい」になり

かねないのでは？ との指摘をうけました。 

 具体的な課題として、1)時間を短くする（40 分程度）、2)導入の工夫（チーム分け

に時間をかけすぎない等）、3)無理やり運動課題を消化しようとしない（飽きたら他の

活動になってもよい）、4)みんなが「楽しかった」「またやりたい」と思えるような活

動を仕組む、の四点が提示されました（さすが園長！）。 

 パスやコンビネーションを意識しすぎて、子どもたちの視点が欠落していたことを

鋭く指摘されたととらえることができるのではないでしょうか。時間については、小

学生でも４５分授業なわけですから、言われてみれば当たり前の事ですが、気づかな

いものです。りゅうのすけが水を飲みに行った行為もあまりにも時間が長かった事に

対する彼なりの抗議かもしれませんね。 

 我々の反省としては、ボールあそびはやはりペアでなく個人で取り組んだ方がよか

ったのではという点があります。そもそも、あの遊びは個人で行なうものであり、ペ



 

アで行なったため本来の意味が拡散してしまいました。ボールあそびの経験が少ない

という子どもの実態から考えても、まずは一人一人がボール操作が楽しい・うまくで

きるんだという成功経験を、たっぷり味わい、それをお互いが認め合えるという関係

を大切にした方がよかったのではと考えました。 

 先生のご感想もお聞かせください。 

 ほんの少しの時間でも反省会（ミーティング）をもてたらお互い勉強になると思い

ます。 

そこで提案です。実践後我々のスタッフの誰かが、読み聞かせ等の活動をし（１０～

２０分程度？）、ＤＡ先生とのミーティングの時間を確保する。というのはどうでしょ

うか？ この点いついてもご意見ください。 

 

年中時代に殆どボール遊び（投げる）の経験がなかったという実態を受け、

まずは「ボールを投げるという体験をみんなにたっぷり味合わせよう」と知恵

を出し合った。  
しかしながら、「集団づくり」や「パス（友だちとの関わり）」を意識し過ぎ

て、本来は個人で行うボール慣れの遊びをいきなりペアで行ったため、取り組

みは最初からつまずいた（資料－2 の園長先生のコメント参照）。  
また、最初から、生活班攻防入乱れ型のゲームを導入したのであるが、ボー

ルに触れない、運動が得意な活発な子どもによる激しい邪魔（＝防御）によっ

て、活動に参加できない子どもが見受けられ、このゲームではすべての子ども

の学習活動は到底保障できないということが明らかとなった。このような状況

を打破すべく誕生したのが防御無しゲームである。  
 

表―3 2000 年度フィールドワーク（Ｎ保育園／ＤＡ＆ＫＫ保育士）  

回数 月 日 活動内容 

１ 5 月 26 日 自己紹介，パスパスゲーム 

２ 6 月 2 日 的あて①：ボールキャッチあそびⅰ，的あてあそびⅰ 

３ 9 日 的あて②：ボールキャッチあそびⅰ，的あてあそびⅱ 

４ 16 日 的あて③：ボールキャッチあそびⅲ，ゴールづくりⅰ 

５ 23 日 ゴールづくりⅱ 

６ 30 日 的あて④：導入（ロケットバーション），生活班攻防入乱れ

型ゲームⅠ 

７ 7 月 14 日 的あて⑤：生活班攻防入乱れ型ゲームⅡ 

８ 19 日 的あて⑥：ゲーム記録で話合，生活班攻防入乱れ型ゲームⅢ



 

９ 24 日 的あて⑦：生活班防御無しゲームⅠ（デモンストレーション）

10 8 月 18 日 音楽リズム 

11 25 日 的あて⑧：生活班防御無しゲームⅡ 

12 9 月 1 日 的あて⑨：生活班防御無しゲームⅢ 

13 8 日 的あて⑩：生活班防御無しゲームⅣ 

14 22 日 的あて⑪：生活班防御無しゲームⅤ 

15 29 日 的あて⑫：生活班防御無しゲームⅥ 

16 10 月 4 日 運動会練習ⅰ 

17 6 日 運動会練習ⅱ（Ｈ子事件） 

18 11 日 運動会全体練習（＝第 1 回運動会） 

19 13 日 運動会全体練習（＝第 2 回運動会） 

20 14 日 運動会（＝第 3 回運動会） 

21 11 月 10

日

的あて⑬：3 対３攻防分離型ゲームⅠ（デモンストレーショ

ン） 

22 17 日 的あて⑭：3 対３攻防分離型ゲームⅡ 

23 24 日 的あて⑮：3 対３攻防分離型ゲームⅢ 

24 12 月 1 日 的あて⑯：3 対３攻防分離型ゲームⅣ（デモンストレーショ

ン） 

25 14 日 的あて⑰：ビデオ学習 

26 1 月 12 日 的あて⑱：3 対３攻防分離型ゲームⅤ 

27 19 日 的あて⑲：3 対３攻防分離型ゲームⅥ 

28 1 月 26 日 的あて⑳：3 対３攻防分離型ゲームⅦ 

29 2 月 16 日 サッカー大会 

30 3 月 25 日 卒園式 

2000 年度は、年間通して的あてゲームに取り組んだ（表―3）。その回数は、

我々が観察したものだけでも 20 回に及んでいる。  
H 子をはじめ集団への参加に課題を抱える子どもたちすべてのゲーム参加

（学習への実質的参加）を実現することを目指した結果であったと考えられる。 
H 子によって必然化させられたミーティングでは、保育士や園長から、課題

を抱える子どもたちの保育園での実態のみならず、保護者の実態及び保護者と

の関係等も赤裸々に語られた。ボールゲームの教授―学習活動のプログラムづ

くりは、保護者との関係修復も視野にいれつつ構想されることになった。  
園長及び保育士の語りが、学生の素朴な質問によって誘発された面があると

いう点も非常に興味深い。技術指導に足場を置いた研究者だけではなく、子ど



 

もの存在そのものに興味を示す学生がミーティングに参加していた点も、水平

的・対話的関係構築に大きく寄与していたと考えられる。  
 この頃から、園長も参加し、事務所もしくは別の空き部屋でじっくり行うと

いう、ミーティングの形態が確立されはじめる。ある意味信頼関係が確立され

てきたと考えられる。  
 それを受け 2001 年度は、さらにストレートな意見を年度当初にぶつけるこ

とができた（資料―3）。この年は、自閉傾向の子どもの参加も視野に入れつつ、

じっくりと実践に寄り添いながら的あてにとり組むことができた。  

 
資料―3 ＮＯ＆ＹＤ保育士への手紙  

ＮＯ先生・ＹＤ先生へ 

 一年間、おひさま組の子どもたちと共に、「運動あそび」や「子どもの発達」に

ついて、学ぶ機会を提供していただけることとなり、感謝しております。 

 卒業（修了）研究のためのデータ収集がそもそもの目的ですが、研究のための研

究ではなく、子どもたち、ＮＯ先生、ＹＤ先生、それから我々自身も取り組んでよ

かったと思え、微力でも実践の変革に役立つ「知」を生み出すことができるような

取り組みにしたい、と考えております。どうかよろしくお願いいたします。 

 電話でも少しお話しましたが、一年間の取り組みについての、大きな流れ・枠組

みについて提案させていただきます。 

 

目的 

 就学前幼児（おひさま組の子どもたち 17 名）を対象とした、ボール運動遊び

（課業）の取り組みを中心に、子どもの学習活動や生活態度の変容を、多角的・

総合的に観察・考察する。 

内容 

①ボール運動遊び（課業）及び運動会や卒園式での発表課題等、おひさま組の

「クラスの運動遊び文化づくり」への参画・協力（プログラム作成、教材・教

具づくり、アドバイス）。 

②課業時の、ＮＯ先生・ＹＤ先生の支援・働きかけ（教授活動）と子どもの実

態（学習活動）についてのデータ収集（主に言語及び映像の記録、10：00～11：

00 に 1 時間に限定）。 

③ＮＯ（ＹＤ）先生から、クラスの子どもの実態、日頃の取り組みや子どもの

生活背景等について聞く（ミーティング・インタビュー形式、可能ならば録音

＝正確性） 

④課業以外での、子どもの様子について感じたことをその日のうちに言語化す



 

る。 

⑤ ③④のデータを、次の課業までにＮＯ（ＹＤ）先生へ、知らせる。 

方法 

①原則として、毎週金曜日の午前中に、おひさま組の学習活動を観察する。 

9：30～10：00 介入自然観察（生活場面） 

10：00～11：00 組織的観察（課業：「運動遊び」中心） 

11：00～11：30 介入自然観察（生活場面／ミーティング・インタビュー） 

※他の活動が入っている場合も、基本的にはこの枠組みでその活動を観察す

る。 

※言語録音・ビデオ撮影は、基本的に組織的観察時のみにする（？）。 

②運動会、卒園式等の発達の節目となるスポーツ的行事を観察する 

その他 

①年間の教材（あくまで予定、子どもの実態に応じて臨機応変に） 

4 月～ 5 月 ：的あてゲーム パート１ 

6 月～ 8 月 ：水泳 

9 月～10 月 ：運動会種目(側転・逆上がりｅｔｃ) 

11 月～12 月 ：的あてゲーム パート２ 

1 月～2 月 ：？？？ 

  

以上が、大まかな計画案です。今年も、特に、障害をもっている子どもや集団嫌

い(?)の子どもの変容を中心に、観察ができたらと考えております。 

 最後に、4 月 20 日（金）の取り組みについて 

 ①子どもの己紹介ビデオ撮影+簡単な認識調査（個別インタビュー形式：教室に

て） 

 ②簡単な、技能調査（3 人一組での的当て：中広公園にて） 

  大きく二つのグループに分けて同時進行でできればと考えております。 

以上です。よろしくお願いいたします。

 

表―4 2001 年度フィールドワーク（N 保育園／ＮＯ＆ＹＤ保育士）  

回数 月 日 活動内容 

１ ４月 20 日 ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ，スキルテスト，的あて①：リレー型的あてゲーム 

２ 27 日 音楽リズム 

３ 5 月 11 日 的あて②：リレー型トリオ的あてゲーム，土団子づくり 

４ 18 日 的あて③：班対抗１分間シュート 



 

５ 6 月 1 日 お散歩 

６ 8 日 三園合同音楽リズム 

７ 15 日 転がしドッジボール 

８ 22 日 音楽リズム 

９ 29 日 しっぽとりゲーム，宝運びゲーム 

10 7 月 6 日 鉄棒（持ち技披露，「布団干し」，「コウモリ」） 

11 13 日 お話マット 

12 16 日 ファミリープール 

13 9 月 19 日 びっくり箱づくり 

14 26 日 第 1 回運動会 

15 10 月 5 日 第２回運動会 

16 13 日 第３回運動会 

17 31 日 ビデオ鑑賞（運動会） 

18 11 月 9 日 的あて④：的づくり 

19 16 日 的あて⑤：30 秒間個別シュート競争 

20 21 日 的あて⑥：30 秒間個別シュート競争・班対抗 1 分間シュート 

21 30 日 的あて⑦：3 対３攻防分離型ゲームⅠ 

22 12 月 12 日 的あて⑧：3 対３攻防分離型ゲームⅡ 

23 20 日 的あて⑨：3 対３攻防分離型ゲームⅢ 

24 1 月 18 日 的あて⑩：3 対３攻防分離型ゲームⅣ 

25 30 日 的あて⑪：3 対３攻防分離型ゲームⅤ 

26 25 日 的あて⑫：3 対３攻防分離型ゲームⅥ 

27 3 月 24 日 卒園式 

 
表―5―１ 2002 年度（Ｎ保育園／Ｈ保育士）  

回数 月 日 活動内容 

１ 4 月 19 日 自己紹介，粘土あそび 

２ 5 月 10 日 側転，折り紙あそび 

３ 31 日 泥団子大会 

４ 6 月 14 日 しっぽ取りゲーム①：ボール無し、生活班対抗 

５ 28 日 プール開き 

６ 7 月 24 日 しっぽ取りゲーム②：全員ボール、生活班対抗 

７ 31 日 しっぽ取りゲーム③：3 対３ 

８ 9 月 6 日 しっぽ取りゲーム④：3 対３ 



 

９ 18 日 運動会練習 

10 10 月 30 日 しっぽ取りゲーム⑤：４対４ 

11 11 月 6 日 しっぽ取りゲーム⑥：４対４ 

12 15 日 しっぽ取りゲーム⑦：園対抗ゲーム大会（４対４） 

13 27 日 的あて①：ボール投げあそび 

14 12 月 4 日 的あて②：的づくり，ビデオ視聴 

15 13 日 的あて③：班防御無しゲームⅰ 

16 18 日 的あて④：班防御無しゲームⅱ 

17 1 月 10 日 的あて⑤：班防御無しゲームⅲ， 

18 17 日 的あて⑥：班防御無しゲームⅳ，3 対 3 攻防分離型ゲームⅠ 

19 2 月 14 日 的あて⑦：班防御無しゲームⅴ，3 対 3 攻防分離型ゲームⅡ 

20 28 日 的あて⑧：班防御無しゲームⅵ，3 対 3 攻防分離型ゲームⅢ 

 

表―5―2 2002 年度（ＫＮ保育園／Ｏ＆Ｍ保育士）  

回数 月 日 活動内容 

１ 4 月 26 日 自己紹介，「ねこ」と「ねずみ」 

２ 5 月 24 日 しっぽ取りゲーム①：ボール無し，生活班対抗 

３ 6 月 7 日 しっぽ取りゲーム②：全員ボール，生活班対抗 

４ 21 日 しっぽ取りゲーム③：ボール 1 個，生活班対抗 

５ 7 月 10 日 しっぽ取りゲーム④：4 対４ 

６ 26 日 プール＆お絵かき 

７ 9 月 25 日 写真盾づくり＆運動会練習 

８ 10 月 9 日 運動会練習 

９ 23 日 お絵かき（運動会の絵） 

10 11 月 1 日 しっぽ取りゲーム⑤：4 対４ 

11 8 日 しっぽ取りゲーム⑥：4 対４ 

12 13 日 しっぽ取りゲーム⑦：4 対４ 

13 15 日 しっぽ取りゲーム⑧：対抗戦 

14 29 日 的あて①：的づくり，ビデオ視聴 

15 12 月 11 日 的あて②：班防御無しゲームⅰ 

16 20 日 的あて③：班防御無しゲームⅱ 

17 1 月 15 日 的あて④：4 対４攻防分離型ゲームⅠ 

18 2 月 21 日 的あて⑤：4 対４攻防分離型ゲームⅡ 

19 3 月 21 日 卒園式 



 

 

表―6―１ 2003 年度フィールドワーク（Ｎ保育園／Ｋ保育士）  

回数 月 日 活動内容 

１ ４月 25 日 自己紹介，音楽リズム 

２ ５月 9 日 的あて①：スキルテスト，的づくり 

３ 23 日 認識テスト，的あて練習 

４ 6 月 6 日 的あて②：防御無しゲームⅰ、認識テスト（続き） 

５ 13 日 的あて③：防御無しゲームⅱ 

６ 20 日 的あて④：防御無しゲームⅲ，観察者 vs.保育者攻防分離型対

抗戦実演， 

７ ７月 25 日 的あて⑤：防御無しゲームⅳ 

８ 9 月 26 日 運動会 

９ 10 月 17 日 的あて⑥：防御無しゲームⅴ 

10 31 日 的あて⑦：4 対 4 攻防分離型ゲームⅠ 

11 11 月 14 日 的あて⑧：4 対 4 攻防分離型ゲームⅡ 

12 28 日 的あて⑨：ビデオレター鑑賞＆的補修作業 

13 12 月 4 日 的あて⑩：第 1 回園対抗ゲーム大会（4 対４攻防分離型） 

14 16 日 認識テスト、自由遊び 

15 19 日 的あて⑪：4 対４攻防分離型ゲームⅢ 

16 1 月 23 日 的あて⑫：4 対４攻防分離型ゲームⅣ 

17 2 月 25 日 的あて⑬：第２回園対抗ゲーム大会（4 対４攻防分離型） 

 

表―6―２ 2003 年フィールドワーク（ＫＮ保育園／Ｈ保育士）  

回数 月 日 活動内容 

１ ４月 18 日 自己紹介，誕生日会 

２ ５月 2 日 こいのぼり集会，ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ，ｽｷﾙﾃｽﾄ，的あて導入（班対抗個

人戦） 

３ 30 日 認識テスト，的あて練習 

４ 6 月 6 日 的あて①：班対抗防御無しゲームⅰ（8 対 8）、認識テスト（続

き） 

５ 27 日 的あて②：班対抗防御無しゲームⅱ 

６ 7 月 4 日 的あて③：班対抗防御無しゲームⅲ，攻防分離型対抗戦実演，

自由遊び 

７ 18 日 的あて④：攻防分離型ゲームⅠ（４対４），ケイドロ 



 

８ 10 月 7 日 運動会予行演習 

９ 24 日 的あて⑤：改良攻防分離型対抗戦（＝的あてドッジ／16 対 16）

10 11 月 7 日 的あて⑥：攻防分離型対ゲームⅡ（４対４） 

11 21 日 的あて⑦：攻防分離型ゲームⅢ，ビデオレターづくり 

12 12 月 4 日 的あて⑧：第 1 回園対抗ゲーム大会 

13 12 日 的あて⑩：攻防分離型ゲームⅣ，認識テスト，総括ミーティン

グ 

14 1 月 16 日 的あて⑪：攻防分離型ゲームⅤ 

15 2 月 25 日 的あて⑫：第２回園対抗ゲーム大会 

16 3 月 5 日 参観日：的あてゲーム大会（子ども４対４），保護者（3 対 3）

17 20 日 卒園式 

 

2002 年度から姉妹園ができ、両方の保育園において実践研究を行った。子ど

もの実態を踏まえ、的あてゲームに加えて、しっぽ取りゲームにも取り組むこ

ととなった。また、姉妹園対抗のゲーム大会も始まった。ここでは、園長を交

えての実践後のミーティングは両保育園において完全に定着し、1 時間以上に

及ぶこともしばしばとなった。  
（３）実践を動かすもの－「記録」と「語り」  
 保育士も園長も子どもが乗ってこない活動は一切評価しない。そういう意味

では共同実践研究においては、研究者の一般的・教科書的な言説はほとんど無

力である。ミーティングでは、学生の素朴な質問に端を発し、集団への参加に

課題のある子どもの反応・行為が常に中心的な話題となった。この視点が、ボ

ールゲームの教授―学習活動の、開発・設計・制御の中核となるとともに保育

者と研究者の対話の媒体ともなった。  
例えば、いわゆる課題児のボールゲームでの反社会的・非社会的行為を巡っ

て、生育暦・家庭環境等の背景を交流しつつその意味・解釈をじっくりと語り

合った。実践者からは、子どもの否定的な行為の背景にある問題が赤裸々に語

られた。研究者からは、恒常化した「保育士―子ども」「子ども―子ども」の関

係性の変革をすべく、それらの問題群の諸関係や構造或は視点の異なった解釈

が語られた。それは、まさに、発達課題、生活課題、学習課題のすりあわせ過

程（カリキュラムの開発・設計過程）そのものであったとも捉えることができ

る。また、水平的・対話的な関係は、子どもの学習・変容の事実の共有とその

意味の生成過程そのものであるともいえよう。子どもの学習・変容の事実の共

有にあたっては研究者の「記録」（表―7～11）が、意味生成には上述の語りが



 

大きく貢献した。  
 

表―7 3 対３攻防分離ゲーム 1・2 回目（11/30,12/12）個人別記録  

班 氏  名 出場 ｼｭｰﾄ F ｼｭｰﾄ ｺﾞｰﾙ メ モ 

かずき ４ ５ １ ５  

ゆうき ２ ３ ０ １  

かほ ３ ４ ０ ２  

鉄
馬 

なおき ２ ２ １ ２  

なおし ２ ２ ０ ２  

たくや ４ ５ ０ ２  

よしの ３ ６ ３ ４  

サ
ッ
カ
ー 

ちさと ２ ２ ０ ０ 大きなパスを３回 

りゅう ２ ３ ５ ３  

こうた １ １ ０ ０  

あかね ２ ２ ５ １  

あい １ １ ０ ０  

お
仕
事 

ゆき ０ ０ ０ ０ ゲーム参加拒否 

しおり １ １ ０ １ １回欠席 

はなこ ※３ ５ ０ １  

しゅう ２ ３ ３ ２ １回欠席 

的
当
て 

りょうへい ※２ ５ ０ １  

 

表―8 『ドッジボール』 結果  

 
1 回

戦 

2 回

戦 

3 回

戦 
合計

総得点 10 10 14 51 

シュー

ト 
34 23 51 108 

最高点 
3 

(1 人 ) 

2 

(3 人 ) 

3 

(1 人 ) 

8 

(1 人 )

最低点 
0 

(23

人 ) 

0 

(22

人 ) 

0 

(18

人 ) 

0 

(15

人 ) 

平均得

点 
0.34 0.34 0.48 0.59 

得点者

率 

21% 

(6/29

) 

24% 

(7/29

) 

38% 

(11/2

9) 

48% 

(14/2

9)  

表―9 『的当てドッジ』結果  

 
1 回

戦 

2 回

戦 

3 回

戦 
合計

総得点 2 １ 2 5 

シュート 5 ７ 10 22 

パス（出） 9 12 17 38 

パス（受） 6 7 11 24 

平均得点 0.20 0.10 0.20 0.17

得点者率
20% 

(2/10

) 

10% 

(1/10

) 

22% 

(2/9) 

17% 

(5/29

)  

 



 

表―10 『防御無しゲーム』結果  
 6/6 6/13 6/17 6/26 6/27 7/4 

総得点 78 92 96 90 109 116 

最高点 5(1人) 5(1人) 5(1人) 5(1人) 5(5人) 6(1人) 

最低点 0(1人) 1(1人) 1(5人) 2(8人) 1(1人) 1(2人) 

平均得点 2.2 3.0 2.8 3.0 3.1 3.3 

得点者率 96%(27/28) 100%(29/29) 100%(30/30) 100%(27/27) 100%(29/29) 100(31/31) 

 

表―11 『攻防分離型対ゲーム』結果  
 7/18 11/7 11/21 12/4 12/12 合計 

総得点 24 15 17 31 19 106 

最高点 3(3人) 3(2人) 1(14人) 2(2人) 1(17人) 3(5人) 

最低点 0(16人) 0(23人) 0(11人) 0(9人) 0(12人) 0(2人) 

平均得点 0.75 0.47 0.53 0.7 0.66 0.58 

得点者率 43%(12/28) 26%(8/31) 56%(14/25) 71%(22/31) 59%(17/29) 94%(29/31)

 

３．現在の到達点と課題  
 現在は以下のような研究スタイルが定式化している。  
①子どもの発達課題・生活課題及びクラスの集団づくりの課題を交流しつつボ

ールゲームの教授―学習プログラムを共同でつくる。  
②実際の教授－学習過程を、社会的発達に課題のある子どもと中心に全てビデ

オに収録し必要に応じてそこでの情報をフィードバックする。  
③事後ミーティングにて子どもの社会的行為についてその内的（心理的）過程

と生活背景を踏まえながら意味を考察する（音声情報収録）。  
 そこでの課題は、子どもたちの活動と行為そのもの及びその意味を語るため

の共通の言語・記号を生み出す事であろう。  
 

Ⅳ おわりに 

 以上、小学校と保育園と大学（或いは研究者と表現した方が良いかもしれな

いが）の連携の具体例を紹介した。両事例とも、筆者自身が直接関った事例で

あり、いわゆるフィールド・ワークの研究成果である。 

 フィールド・ワークについては、研究方法としては、質的研究として高く評

価され注目されている一方で、その主観的側面に疑義をとなえる研究者も少な

くない。必ずしも安定した評価は得られていない。 

 しかしながら、「実践現場」と「研究機関（実践現場でもあるのであるが）」

という、それぞれが独自の目的を有する機関が、それぞれの独自性を尊重しつ

つ、互いの質的発展のために、共同・協同していくためには、今回保育園のフ

ィールド・ワークで明らかとなった、「水平関係」という視点が示唆に富む。 



 

 教師自身が、自主的・主体的に研究・研修に取り組まない限り、実践的力量

の発展は有り得ないということに異論を唱えることはできないであろう。今回

のフィールド・ワークで示された重要な視点は、教師力量形成を大きく規定す

る自主性・主体性は、研究・研修における自由が必要条件であり、教育委員会

や大学研究機関がトップダウンの「垂直関係」に拘る限り、その自由は保障さ

れることはない、という点ではなかろうか。 

 ますます多様化・複雑化する、子育てや教育における諸問題は、行政、学校、

医療、福祉、研究機関等が、密接に関りながら、多角的・総合的に取り組むこ

とでしか解決は得られないと考えられ、異質な機関の連携や関係のあり方の究

明は、今後ますます重要な課題となるであろう。課題解明に向け、「垂直」から

「水平」へという視点は、重要な意味をもつと考える。 

 

注 

注1） 本報告の一部は、日本体育学会にて発表されている。新谷士朗／中瀬古

哲，「体育科教育におけるカリキュラムマネジメントに関する研究 －小

学校における授業研究推進と体育科のカリキュラム開発（１）－」，日本

体育学会第 56 回大会，2005，11/24，筑波大学． 

注2） 本報告の一部は、日本教科教育学会にて発表されている。中瀬古哲他（5
名），「就学前体育の教授―学習実践と組織的協働の諸相 ―保育者・園

長と研究者の連携を中心に―」，日本教科教育学会第 30 回大会，2004，
10/30，山口大学．  

 

 



第４節 小学校体育授業における教師の授業中の「出来事」に対する気づきに関する研究

―熟練度の相違を中心として― 
 

厚東芳樹 梅野圭史 上原禎弘 辻延浩 
 
Ⅰ 緒言 

一般にわれわれは、熟練度の高い教師の方がそうでない教師に比べて授業中に生起する

様々な「出来事」に臨機応変に対応し、より深く児童・生徒（以下、子どもと称す）との

教育的関係を編み直していくことを経験的に知っている。つまり、熟練度の高い教師は多

くの授業理論や指導技術を身につけているため、それを授業で用いたときに生起してくる

「出来事」を幅広く認識できるものと考えられる。 
本研究は、体育授業の中に生起する教師の「出来事」への気づきに着目し、それらの量

的側面および質的側面による分析を通して、教師の成長・発達過程における「教授・学習

／ニ－ド」の一端を明らかにすることを目的とした。ここでいう「出来事」とは、後述す

る「予測・制御できる出来事（タイプ同一性としての出来事）」と「予測・制御できない出

来事（トークン同一性としての出来事）」の双方を合わせた事件・事柄と定義している。 
上記の目的を遂行するにあたり、以下に示す 2 つの予備的考察を施す必要がある。すな

わち、１）なぜ「出来事」なのか（先行研究の批判的検討）、２）教師の「出来事」への気

づきは教師教育においていかなる意義を有するのか、の 2 点である。 
１．「出来事」研究の背景 

従前の体育授業における授業研究の大半は、「授業の分析的研究」である。これには、

アメリカで開発された「プロセス－プロダクト研究法」（以下、P－P 研究法と称す）が大

いに関係している。しかし、この P－P 研究法にもとづく授業分析の結果は、体育授業の

基礎的条件（マネージメントや学習の規律、授業の雰囲気、学習従事量や運動量など）を

満足することはできても、内容的条件（授業の目標・内容の押さえ方、教材・教具の工夫、

学習過程の組織化など）を解明するには至らないという指摘がある(高橋，1992)。このこ

とは、「授業の科学」が操作的な技術と結節し、実践の場に「科学技術」への志向を生んだ

ことを示唆している。言い換えれば、子どもの学習経験を操作可能にするために、教育実

践の場においては指導技術の開発に重点が置かれたのである。 
教育現場においては、「いつでも、どこでも、誰にでも」通用する指導技術の開発は、

公教育として国民に共通した学力を保障するという点できわめて重要である。しかし、こ

れは一人ひとりの個性を伸ばす教育と対峙する関係にあり、「授業の創造」という観点から

は難点があると言わざるを得ない。もっと言えば、学習経験の操作性を追及する考え方の

背景には、社会を機能的な一つの全体として捉える世界観、つまりサイバネティクス理論

に依拠したシステムズ・アプローチの考え方が流布しているものといえる（ジャン＝フラ

ンソワリオタール, 1998, pp.33-35)。こうした背景から、佐藤（1996, pp.118-123) は子ど

も達の学習経験の操作可能性を追求する実践を「技術的実践」と称し、これまでの量的研

究としての「授業の科学」のあり方を批判した。 
上記量的研究の欠点を補完する試みとして、近年国際的に注目されているのが「質的研

究」である。これには、Schon（1983）の研究が契機となった。 



Schon は、従来までの技術的合理性を基本とする「技術的専門家（technical expert）」
に代わって、活動過程における考察を基礎とする「反省的実践者（reflective practitioner）」
という新しい専門家像を提起した。すなわち、すぐれた実践者（反省的実践者）は、問題

となる状況を外から眺め考察するのではなく、常に「活動の中の反省」あるいは「活動に

もとづく反省」を中心に、顧客と対等な関係を築いて問題の解決を図るというものである。 
この Schon の見解を踏まえて、体育授業における反省的研究を進めたのが、O’Sullivan

を中心とする研究グループ（Siedentop and O’sullivan, 1992；Tsangaridou and O’sullivan, 
1994, 1997）である。とりわけ、「教育実習生の体育授業に対する反省的思考を高める教

授学的戦略の有用性」と題する研究 25)では、教育実習生の反省的思考のタイプとして「使

用した指導技術に対する反省」「状況的文脈的理解に対する反省」「道徳的教授行為に対す

る反省」の３つが存在していることを認めるとともに、これら３つの反省的思考の内実は

４つの階層(レベル１～レベル４)に分類できることを報告している。しかし、これらの反

省的思考は初心者ともいうべき教育実習生を対象としたもので、実際の教育現場における

教師の反省的思考を検討したものではない。そこで O’Sullivan らは「体育教師の教育的価

値と実践を形成する反省の役割」と題する研究（Tsangaridou and O’sullivan, 1997）で、

教授－学習環境の中で生起してくる教師の反省を記述することに焦点をあて、ベテランの

教師 4 名の反省の役割とその機能を明らかにしようとした。その結果、教師の反省には日々

の実践から状況的に実践を追求させたり文脈的に関連づけたりすることで日々の実践に影

響してくる Micro reflection と、長年にわたる実践から学級経営や専門職性の発達に影響

してくる Macro reflection の２種類のあることを報告している。ここでいう「反省」とは、

教師が自らの価値観や理論を形成するための礎となるものである。すなわち、Sanders and 
McCutcheon18)  が指摘する教師の反省がその教師自身の価値観や理論を形成するとい

う反省である。 
しかし一方で、Clark（1998） や Mcnamara（1990）、Pajares（1992) の報告にみら

れるように、教師の価値観や理論がその教師の反省や実践を形づくるとする推論もある。 
ところで、上記の O’Sullivan らの研究は、様々な教師の反省的思考を抽出し、その定式

化を試みようとするところに問題意識の中心がある（Siedentop and O’sullivan, 1992）。
それ故、彼らは反省的思考を生じさせた授業中の「出来事」の重要性を認識してはいるも

のの、それを直接的に研究の分析対象に据えてはいない。確かに、すぐれた教師の反省的

思考を実践の中に還元して実践の質を高めていくためには、すぐれた実践者の反省的思考

を定式化する作業はきわめて重要である。しかしながら、「質的研究」の実践的有用性を高

める立場からは、反省的思考を引き起こした「授業中の出来事」の類型化を志向する授業

研究も必要である。 
ところが、現在までのところ「出来事」の概念が一義的でないため（稲垣他, 1996, p.83）、

授業の「出来事」に焦点を当てた授業研究を推し進めていくところにまでは進展していな

い。こうした理由から、秋山・梅野（2001） は、デイヴィドソン（1990） の「出来事論」

を考察視座に、授業中の「出来事」の概念について検討するとともに、その教育学的意義

について論及した。その結果、授業の「出来事」には「タイプ同一性としての出来事」と

「トークン同一性としての出来事」の 2 種類が存在することを指摘した。 
前者の「出来事」は、子どもの学習行為を予測・制御する特性を有することから、この



「出来事」に対する教師の反省は、主として教師の専門職性に関わる内容（指導プログラ

ムの見直しや教授活動の見直し）であるとした。それ故、この「出来事」の発生には、子

どもの学習成果（態度・技能・学習集団の機能）を高める教授技術の習得のしかたが関係

していることを指摘した。 
これに対して後者の「出来事」には、子どもの学習行為を予測・制御することができな

い、その授業空間においてのみ発生する特性を有することから、この「出来事」に対する

教師の反省は、主として教師の人格陶冶性に関わる内容（教師と子どもの教育的関係の根

本的な見直し）であるとした。それ故、この「出来事」の発生には、専門職としての教師

の文脈的な経験内容に依存する可能性のあることを示唆した。 
このように、上記二つの「出来事」は子どもの学習行為を理解しようとする点で共通し

ているが、その理解視点およびそれにもとづく反省的思考が異なるというところに双方の

特徴がある。それ故、今後「出来事」研究を展開させる場合、「出来事」のもつ性質との関

係で教師の反省的思考を区別・検討していく必要がある。 
２．教師教育における「出来事」への気づきの意義 

前項の論述より、教師の「授業中の出来事」への気づきは、反省的実践の基礎をなすも

のであることには異論のないところであろう。しかも、それは「教授学的知識（instructional 
knowledge）」や「教授学的戦略（instructional strategies）」の一部をなす「反省的戦略

（reflective strategies）」ともいうべきものである（Tsangaridou and O’sullivan, 1994）。
故に、教師の「授業中の出来事」への気づきは、自分の実践を高めていくのにきわめて重

要な能力と考えられる。 
こうした理由から、教師は「授業中の出来事」をどのように認知し、その背景をいかに

推論し、対処しているのかを教師教育者注１）が知っておくことは、教師の成長・発達過程

における「教授・学習／ニ－ド」を明らかにしていく手がかりとなるであろう。つまり、

ある成長・発達過程の教師には、「このような実践的な状況を挿入すれば、このような問題

意識（問い）を持たせることができる（教授ニード）」、あるいは「このような実践的な状

況下では、どのような対処をすべきなのか（学習ニード）」とする「教授・学習／ニード」

の把握である（Benner, 1994）。さらに一歩踏み込んで、すぐれた実践者の「出来事」へ

の気づきとそれにもとづく「推論－対処」のしかたを丹念に記述・分析していけば、授業

実践における卓越性や失敗が浮き彫りになり、「見込みのある実践者（prospective 
teachers）」（Tsangaridou and O’sullivan, 1994）の成長を促す手がかりも得られるであろ

う。つまり、卓越した教師の「出来事」への気づきとそれにもとづく「推論－対処」のし

かたを他の教師が自らの実践によって反復することで実践の質を高めることが可能となる。

そして、その成果を授業分析によって検証できれば、教師教育における一般的指針を得る

ことができるであろう。 
しかし一面、Dreyfus and Dreyfus（1977） の研究から示唆されることがある。これは、

アメリカ空軍の訓練生と指導員の研修授業のやりとりを分析したものである。すなわち、

一般に訓練中のパイロットは機器やダイアルの視覚走査を決められた順序に従って行なう

ように教育されるが、これを指導するインストラクターは訓練生よりも速くディスプレイ

上での誤りを見つけることができる原因を究明した。その結果、眼球の動きから、インス

トラクターたちは訓練生に指示しているルールをまったく使用していない場合とルールか



ら逸脱する場合のあることが報告されている。このことは、専門職の成長・発達過程がス

テップ状態になく、ステージ状態にあることを示唆している。つまり、専門職の成長・発

達過程には「飛躍」や「不連続」が介入しているのである。 
以上のことから、授業の「出来事」に焦点をあてた授業研究を推し進めていこうとする

とき、まずは「教師の成長・発達に伴ってどのような『出来事』に気づけるのか」といっ

た「出来事」への気づきの可能性の検討という立場から、様々な条件下の教師の「出来事」

への気づきとそれにもとづく「推論－対処」を把握していく必要がある。 
３．研究の目的 

熟練度の高い教師の授業中の「出来事」への気づきとそれにもとづく「推論－対処」の

解明は、「授業の創造」へとつながる反省的実践を推し進めていく上できわめて重要である。

しかしながら、一般的には「熟練度の高い教師」を一義的に定めることができない難点が

ある。 
そこで今回著者らは、熟練度の高い教師を授業の内容的要因と教職の物理的要因という

２側面から定義した。すなわち、授業の内容的要因を態度得点、教職の物理的要因を教職

経験年数とそれぞれ捉え、熟練度の高い教師を態度得点の高い教師と教職経験年数の多い

教師と定義した。ここで態度得点を指標にした理由は、先行研究（上原・梅野, 1998, 2003；
上原他, 2003；辻野他, 1982；辻野, 1997；梅野・辻野, 1982, 1986；梅野他, 1986）より、

態度得点を高めた教師は子どもの学習するペースに即して子ども一人ひとりの学習課題に

応じる指導を展開させ、逆に高められない教師は自らのペースで教師自身があげる学習課

題を解決させようとしていることが推察されたことによる。このことは、態度得点の高い

教師は、子どもの運動技能の向上のみならず、その過程で主体的な学び取り方の能力を形

成している可能性の高いことを示唆している。これより、態度得点を高めるか否かという

授業の内容的要因を教師の熟練度の質的指標とした。 
他方、専門職においては経験年数の蓄積は、実践経験の豊富さと考えるのが一般的であ

る。これより、専門職においては経験年数が増せば、熟練度も高まるという関係になけれ

ばならないし、またそうであってもらいたいとする著者らの願いがある。そこで、教職の

経験年数という物理的要因を教師の熟練度の量的指標とした（小林, 1978, pp.170-258；佐

藤他, 1990；梅野他, 1983）。 
以上のことから、本研究は、小学校高学年（５・６年生）を担任している 12 名の教師

を児童からみた授業評価（態度得点）の高い教師とそうでない教師、および教職経験年数

の多い教師とそうでない教師とに振り分け、「授業中の出来事（予測・制御できる出来事と

そうでない出来事の双方を合わせた事件・事柄）」に対する気づきとそれにもとづく「推論

―対処」を量的側面および質的側面から把握することを目的とした。 
すなわち、被験教師には同一の課題解決的プログラムによる走り幅跳びの授業を一単元

（全 11 時間）にわたって実践してもらい、その間に生起した「授業中の出来事」への気

づきとそれにもとづく「推論－対処」を調査し、得られた結果から①態度得点を顕著に高

めた教師群とそうでない教師群それぞれの群間差を検討する、②教職経験年数の多いベテ

ランの教師群とそうでない教師群それぞれの群間差を検討する、の２点を目的とした。 
 
 



Ⅱ 研究方法 
１．研究の対象とその授業 
 本研究の対象は、兵庫県下、岡山県下および香川県下の 6 小学校の高学年（５・６年）

を担任している 12 名の教師である。表１には、後述する単元後の態度測定の診断結果と

各授業者のコンテキストを示している。各教師には、同一の課題解決的プログラムによる

走り幅跳びの授業を一単元にわたって実践することを依頼した。すなわち、平成 13 年 5
月上旬から 7 月中旬にかけて、梅野ら（1992） が作成した「課題形成的学習」における

走り幅跳びの指導プログラム（全 11 時間）による授業を展開してもらった。ここで、走

り幅跳びを教材として選択した理由を記せば、以下の通りである。第１点目は、走り幅跳

びを含めた個人的スポーツ種目に関する基礎的研究が、スポーツバイオメカニクスや運動

生理学の部門を中心にきわめて詳細に追究されてきていることによる。これには、個人的

スポーツ種目が時間的系列下で運動が遂行されるため、運動実践者の「成功・不成功・失

敗」の原因を運動経過の中で究明しやすい利点があることによるものと考えられる。第２

点は、本研究で用いている指導プログラムが「試案―実践―評価」のサイクルによる実践

検討を３度にわたって施されたもので（梅野・辻野, 1991, 1991, 1992）、現在、小学校高

学年の児童にとって最適な学習過程であると考えられていることによる。これらのことか

ら、走り幅跳び教材を用いた授業では、教師の授業中の「出来事」とそれに対する「推論

―対処」をカテゴリーに分類する際に、研究者の分類視点が定まりやすいものと考えられ

た。 
 

表１ 態度得点の診断結果と授業者のコンテキスト 

主たる

専門と

学期末 学期末 する教

診断型 診断型 科

A学級 6 30 高いレベル 5 5 5 高いレベル 5 5 5 男 7 体育

B学級 6 26 高いレベル 4 5 5 高いレベル 4 5 4 男 16 体育

C学級 5 26 高いレベル 4 5 4 高いレベル 4 5 5 男 16 体育

D学級 5 21 高いレベル 5 5 4 高いレベル 3 4 2 男 9 算数

E学級 6 22 高いレベル 3 5 4 高いレベル 3 5 3 男 6 社会

Ｆ学級 5 27 高いレベル 3 5 4 高いレベル 3 5 3 女 18 国語

G学級 5 27 やや低いレベル 3 3 3 やや高いレベル 4 4 2 女 27 算数

H学級 6 26 やや高いレベル 4 4 2 やや低いレベル 3 3 2 男 9 理科

I学級 5 40 普通レベル 3 3 3 低いレベル 2 3 2 男 17 体育

J学級 5 32 低いレベル 2 3 3 低いレベル 2 4 3 男 7 体育

Ｋ学級 6 28 低いレベル 2 3 2 低いレベル 2 3 3 男 19 社会

Ｌ学級 6 31 低いレベル 2 3 2 低いレベル 2 2 3 女 8 体育

下
位
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上
位
群

男子 女子
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評価 価値
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よろこび 評価 価値 よろこび

単元後の態度得点の診断結果
授業者の

コンテキスト

学級名 学年 人数

 
 

図１は、今回用いた走り幅跳びの指導プログラムの内容を模式的に示したものである。

このプログラムは、走り幅跳びの技能特性を「踏み切り手前の助走スピードを活かして跳

躍距離を伸ばす」と捉えた上で、走り幅跳びの運動経過と逆行する学習過程を展開させる



ところにその特徴をもつ。そして、上記の技能特性に触れる内容を踏み切り手前の歩幅調

整と捉え、そのための練習方法として踏み切り手前一歩を狭くして跳躍させる「横木幅跳

び」を導入している。 
ここで、今回対象となった 12 学級の児童数は、表１に示すように 21～40 名と学級間格

差の大きい傾向にあった。しかし、いずれの学級においても 50ｍ走における速度維持区間

（25～35ｍ）での歩幅測定の結果にもとづいて能力別のグループ編成（１グループ５～６

名）を行ったこと、さらには横木を用いた練習の場の構成も同一であることから、練習の

機会と内容はほぼ同一と考えられた。 
 

時間 学習過程 共　有　課　題　と　そ　の　内　容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

確
か
め
る

身
に
つ
け
る

◎共有課題Ⅲ　　：　自分にあった助走スピードを見つけよ
う
●学習内容
①踏み切り線から助走路を逆走し、自分に合った助走距
離を見つける。②ねらい幅跳びをする中で、自分に合った
助走スピードを見つける。　③走り幅跳び診断表の診断が
高くなるように助走スピードを調整し、跳躍する。

共有課題Ⅳ　　：　オリンピック大会を開こう
●学習内容
①チームごとに運動経過に即したまとめの跳躍練習をす
る。②チーム対抗のオリンピック大会の中で自分の新記録
に挑戦する。
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◎共有課題Ⅰ：うまく着地をしよう
●学習内容
①短助走から踏み切り板を使って、うまい着地のしかたを
工夫する。②短助走から反り跳びとはさみ跳びを比較し、
自分で決めた飛び方で着地練習をする。③中助走からね
らい幅跳びをする。

◎共有課題Ⅱ：踏み切り手前の走り方を工夫しよう
●学習内容
　①中助走から跳躍する中でうまい踏み切りのしかたを工
夫する。②中助走から横木の幅に足を合わせながらねら
い幅跳びをする。③踏み切り手前３歩のリズムを崩さない
ようにねらい幅跳びをする。
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図１ 走り幅跳びの指導プログラム 

 
 単元前後における児童の授業に対する愛好的態度は、小林（1978, pp.170-258）の態度

測定法を用いて測定した。そして得られた態度測定の結果から、単元後の３尺度の態度得

点を合計し、その上位６学級（以下 A、B、C、D、E、Ｆ学級と称す）を上位群とし、残

りの６学級（以下 G、H、I、J、Ｋ、Ｌ学級と称す）を下位群とした（表１参照）。その結

果、上位群の６学級はすべて単元後の態度得点の診断結果が男女共に「高いレベル」とな



った。これに対して、下位群の６学級は「やや低いレベル－やや高いレベル」を筆頭に男

女共に「低いレベル」まで存在していた。これより、今回用いた分類基準は一応妥当であ

るものと考えられた。また、経験年数による分類に関しては、教職経験年数６～９年の教

師群と 16～27 年の教師群の 2 群にしか分類することができなかった。そこで、前者の A、

D、E、G、I、Ｋ学級を「中堅群」、後者の B、C、F、H、J、Ｌ学級を「ベテラン群」と

それぞれ称し、この２群の比較から「授業中の出来事」への気づきの違いを検討した。  
２．「授業中の出来事」に対する気づきの収集 
表２は、今回用いた「出来事」調査の調査票である。第１項目は授業中に生起した「出来

事」の    表２ 「出来事」調査票 
内容を、第２項目はその「出来事」に対する推論を、第３項目はその「出来事」に対する

対処のしかたをそれぞれ問うている。 
これを用いて 12 名の被験教師には、一般的に「教師や子どもの意図や計算を裏切って、

そこに新しい状況や関係を現出させる事件」（辻野, 1997) となり得ると考えられる「出来

事」をすべて記述することを依頼した。それ以外に、「Ⅰ緒言」で指摘したように授業実践

前に教師が予測した「出来事」であっても、それが授業中に発生すれば、それらも「出来

事」として記述するように依頼した。そして、それら授業中の「出来事」の一つひとつに

対して、表２の調査票 1 枚に記述して

もらった。故に、授業中に生起した「出

来事」の頻度数は、記述された調査票

の枚数ということになる。 

「出来事」記入用紙 
年  組    時間目 
どんな「授業の出来事」が起こりましたか。 
 ３．「授業中の出来事」に対する推論と

対処の分析  
収集した授業中の「出来事」に対す

る教師の推論と対処は、記述内容から

作成したカテゴリーに分類する方法を

採った。すなわち、第 2 項目における

「出来事」に対する推論では、１）「出

来事」の原因を授業者のその場の印象

や感覚から理由づけようとする内容、

２）「出来事」の原因を学習者の心情か

ら理由づけようとする内容、３）「出来

事」の原因をスポーツバイオメカニク

ス、運動生理学、スポーツ心理学とい

ったスポーツ科学の知見から理由づけようとする内容、４）「出来事」の原因を指導プログ

ラムおよび授業過程の流れから理由づけようとする内容の４つに大別することが可能であ

り、これら以外の記述内容（「その他」に相当する記述内容）は認められなかった。これよ

り、１）の内容を印象的推論（例：グループの中に幅跳びの苦手な子がいたため。本人が

練習したことでだんだん直ってきたのだと思う。）２）の内容を心情的推論（例：遠くに跳

びたいと思う気持ちが強いため。グループで話し合うことが嫌いなため。）３）の内容を合

理的推論（例：スピードについて飛び出し角が低く膝を上手くたたむタイミングがつかめ

なぜ、そのような「授業の出来事」が起こった

と思いますか。 
  
 
その「授業の出来事」に対して、教師が行った

手だてはどのようなものですか。また、手だて

を行っていない場合、行うべきだったと考える

手だてはどのようなものですか。 
 
 

 



ていないため。）４）の内容を文脈的推論（例：前時に踏み切りのタイミングをつかみ、の

ってきているため。最近クラスの中の和に入りきれていないため。）としてそれぞれカテゴ

リー化した。 
 続く第３項目の「出来事」に対する対処のしかたに関しては、学習者個人の特性を理解

しようとする手だてと、指導プログラムや授業のねらいに即するように学習者を向かわせ

ようとする手だての２つに大別され、これら以外の記述はまったく認められなかった。こ

れより、前者の手だてを「理解志向的対処（例：『凄いね、頑張ってるね』と声をかけた。

嬉しく思いつつ見守った。）」とし、後者の手だてを「目的志向的対処（例：もう一度横木

幅跳びの目的を説明し浮く感じをつかむように助言した。歩幅を狭くして跳べた時に、い

い踏み切りとはどういうものか再度説明した。）」とそれぞれ呼ぶことにした。 
最後に「出来事」の分類に際しては、「出来事」に対する授業者の「推論―対処」はそ

れぞれ別々に展開されるものではなく、同一の状況下で判断されることから、「推論」内容

と「対処」方法は一対の組データーとして検討した。これより、表３に示すように７つの

連動カテゴリーが設定された。このとき、質問項目２番で印象的推論を展開させた場合、

質問項目３番への記述はほとんどが空欄となっているか、それとも「出来事」に対する単

なる反省にとどまっており、具体的な対処のしかたを記述していなかった。これより、印

象的推論のカテゴリーは、質問項目３番の対処のしかたと連動させず単独カテゴリーとし

た。得られた「出来事」に対する推論と対処の意見内容は、著者である４名の合意が得ら

れるまで繰り返し検討し、上記７つのカテゴリーに分類した。 
 
表３ 「出来事」対する推論と対処のしかたを組み合わせたカテゴリー 

１）印象的推論・・・授業中に生起する「出来事」の発生メカニズムを授業者のその場の印象や感覚から理由

づけようとするもの 

２）心情的推論・理解志向的対処・・・授業中に生起する「出来事」の発生メカニズムを学習者の心理・心情か

ら理由づけようとするもので、その「出来事」によって学習者個人の特徴を理解しようとするもの 

３）合理的推論・理解志向的対処・・・授業中に生起する「出来事」の発生メカニズムをスポーツバイオメカニク

ス、運動生理学、スポーツ心理学といったスポーツ科学の知見から客観的・合理的に理由づけようとする

もので、その「出来事」によって学習者個人の特徴を理解しようとするもの 

４）文脈的推論・理解志向的対処・・・授業中に生起する「出来事」の発生メカニズムを指導プログラム及び授

業過程の流れに即して理由づけようとするもので、その「出来事」によって学習者個人の特徴を理解しよう

とするもの 

５）心情的推論・目的志向的対処・・・授業中に生起する「出来事」の発生メカニズムを学習者の心理・心情か

ら理由づけようとするもので、授業のねらいに即するように学習者を向かわせようとするもの 

６）合理的推論・目的志向的対処・・・授業中に生起する「出来事」の発生メカニズムをスポーツバイオメカニク

ス、運動生理学、スポーツ心理学といったスポーツ科学の知見から客観的・合理的に理由づけようとする

もので、授業のねらいに即するように学習者を向かわせようとするもの 

７）文脈的推論・目的志向的対処・・・授業中に生起する「出来事」の発生メカニズムを指導プログラム及び授

業過程の流れに即して理由づけようとするもので、授業のねらいに即するように学習者を向かわせようと

するもの 

 



Ⅲ 結果ならびに考察 
１．態度得点からみた上位群と下位群の比較 

図２は、上位群と下位群の一授業あたりに気づいた「出来事」の平均個数（記述された

調査票の平均枚数）を比較した結果を示している。一授業あたりの「出来事」への気づき

の平均個数は、上位群の方が下位群に比して有意（P<0.1％）に多い結果であった。 
 
図２ 上位群と下位群における一授業あたりに気づく「出来事」の平均個数の比較 
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 （χ2＝8.94 ，＊＊＊P<.00１）
 

これまで、児童の体育授業に対する愛好的態度（態度得点）は、学習形態が有する諸要

因の影響を受けることが認められてきている。すなわち、「教材編成」の要因では、課題解

決的な教材編成を採る授業の方が系統的な教材編成を採る授業よりも児童の体育授業に対

する愛好的態度を高めやすいこと（梅野他, 1983,1984）、「教授活動」の要因では、探求的・

発見的な教授活動を展開させた授業の方が提示・説明的な教授活動を展開させた授業より

も児童の体育授業に対する愛好的態度を高めやすいこと（辻野他, 1982；梅野他, 1986）、
「学習集団」の要因では、小集団的な学習集団を用いた授業の方が一斉的な学習集団を用

いた授業よりも児童の体育授業に対する愛好的態度を高めやすいこと（梅野他 , 
1982,1984）、などが認められている。なかでも教師の「教授活動」要因の果たす役割の大

きいことが報告されている。これらの結果は、態度得点を高める教師には「子どもを主体

的に課題に取り組ませ、それを自力で解決させようとする姿勢」のあることを示唆してい

る。 
他方、教師の「教授活動」の具体を「教師行動」に求めた場合、わが国においては、高

橋（岡沢他, 1990；高橋他, 1989；高橋他,1991） を中心とする研究グループによって一

単位授業における児童の授業評価（形成的授業評価得点）との関係が、また梅野・辻野（梅

野他, 1997）により、単元レベルにおける児童の授業評価（態度得点）との関係がそれぞ

れ検討されてきた。その結果、児童の授業評価の高い教師は、マネージメント行動が少な

く、発問および肯定的・矯正的フィードバックを主軸に相互作用を多く用いるところに共

通した特徴が認められている。これらの結果は、児童の授業評価の高い教師には「子ども

一人ひとりを大切にする姿勢」のあることを示唆している。上記２つの教師の姿勢は、子

ども本位、すなわち‘Learners ship’を重要視するところに共通性が認められる。このこ

とは、態度得点を高める教師の方がそうでない教師に比して、子どもの学習活動をモニタ

リングする構えの強いことを示すものである。このことから、上位群の教師は下位群の教

師に比して、「出来事」に対する気づきが多くなったものといえる。これが結果的に、上位



群の教師は下位群の教師よりも自分が意図する教授過程と児童の学習過程との相違やズレ

をよく感知し、それを「出来事」として認識したものと考えられる。これより、児童の体

育授業に対する愛好的態度には、指導プログラムや教授活動といった各種の技術的実践だ

けでなく、教師の授業モニタリング能力も深く関係していることが明らかとなった。 
では、態度得点を高めた上位群の教師は、どのような「推論―対処」を展開させている

のであろうか。 
図３は、上位群と下位群の「出来事」に対する「推論―対処」の記述内容を各カテゴリ

ー別に比較した結果を示している。「合理的推論・目的志向的対処」（P<0.1%）ならびに「文

脈的推論・目的志向的対処」(P<５%)において、上位群の方が下位群よりも有意に多い結

果であった。また、他の５つのカテゴリーにおいては、「印象的推論」においてのみ逆に下

位群の方が上位群よりも記述量の多い傾向にあった。しかし、ここでの有意水準は 40％で

あった。これより、態度得点には、有意差の認められた上記２つのカテゴリーが深く関係

しているものと考えられた。 
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図３ 単元全体における上位群と下位群の「出来事」に対する「推論―対処」カテゴリー

別の比較 



表４と表５には、上位群の教師にみる「合理的推論・目的志向的対処」カテゴリーと「文

脈的推論・目的志向的対処」カテゴリーの記述内容例をそれぞれ示した。 
まず「合理的推論・目的志向的対処」カテゴリーの推論をみてみると、「反るタイミン

グがわかっていない。」「スピードが速すぎて跳び出し角が低く膝をうまくたたむタイミン

グがつかめていない。」「横木を使うことで三歩（踏み切り手前の歩幅調整）を考えるよう

になった。」などにみられるように、上位群の教師は今回用いた指導プログラムの技能特性

（踏み切り手前の助走スピードをいかして跳躍する）とその練習方法である「横木幅跳び」

の意味を十分理解していることがうかがわれた。 
 
表４ 上位群の教師にみる「合理的推論・目的志向的対処」の記述内容例（「出」：出来事、

「推」：推論、「対」：対処をそれぞれ示している） 
①「出」反り跳びで早くから手を上げて助走している子どもがいた。 

「推」反るタイミングがよくわかっていないのだろう。 

「対」「跳んでから反るんだよ」と指導した。 

②「出」どうしても空中で前のめりになって、前に手をついてしまう。 

 「推」スピードがつきすぎて跳び出し角が低く膝をうまくたたむタイミングがつかめていないため。 

 「対」踏み切り板を使って、もう少しゆっくりした助走でもう少し上に高く跳ぶように指導した。 

③「出」M さんが、着地した際、両手を後ろに着いていた。 

「推」両手は前に出ていたが、後ろに体重が加重したため思わず手をついた。 

「対」手を後ろについたら、その手の位置から計測になることを伝え、体の体 

重が後ろに加重しないように頭を後ろに持っていかないで前に出すよう 

に指導した。 

④「出」膝が使えなかった子が板に足を合わせることで膝を使うことを発見した。 

 「推」最後の一歩を踏み切り線に合わせることだけしか考えていなかった子が、横木を使うことで三歩（踏み切り

手前の歩幅調整）を考えるようになったため。 

 「対」ゆっくりこさせて歩幅を確認し決定させた。 

⑤「出」横木幅跳びを導入したら、特に混乱もなく上手に歩幅を狭くする練習ができた。 

 「推」横木を置いたことで歩幅を狭くする方がいいと理解できたため。 

 「対」横木にどっちの足から入った方がいいのか友達同士で確認させた。 
 

次に「文脈的推論・目的志向的対処」カテゴリーの推論をみてみると、「これまでの着

地の学習で『助走→踏み切り』に意識をおいている。」「前時の跳躍で手やお尻をついて損

をしたという思いが強いため。」「前回記録が落ちたのが気になったため。」などにみられる

ように、子どもの学習過程を看取しようとする姿勢がうかがわれた。態度得点を高める教

師の学習過程の看取は、教師行動からみると「質的な巡視」と「積極的な相互作用」であ

ることが報告されている 36)。これより、「文脈的推論・目的志向的対処」には、教師の子

どもとの相互作用の仕方が深く関係していることが推察される。 
上記２つの推論にみる「出来事」は、いずれも子どもの学習行為の予測・制御に関わる

内容であったことから、「タイプ同一性としての出来事」に属するものと考えられた。次に

双方の推論に共通した「対処」の記述内容をみてみると、「跳んでから反るんだよというタ



イミング指導をした。」「踏み切り板を使った練習をさせた。」「数人の子に示範をさせ足の

振り出し方を明確にさせた。」「短助走（10ｍ）で練習させた。」など、一つひとつの「出

来事」に即応した具体的な指導方法が記述されていた。 
 
表５ 上位群の教師にみる「文脈的推論・目的志向的対処」の記述内容例（「出」：出来事、

「推」：推論、「対」：対処をそれぞれ示している） 
①「出」前時の授業で「がんばろう」となった Y さんが、急に膝を曲げて着地ができるようになった。 

「推」Yさんに尋ねたら、「考えて跳ぶようにしてみた」と答えた。私は「着地、着地」といえば着地意識を集中させて

くれると思っていた。彼女は着地までの直面、とりわけ「助走→踏み切り」に意識を置いているのかも。 

 「対」最大努力の 85～90％で跳躍させたため、短助走（10ｍ）で行わせた。そして、着地の準備動作が確保でき

ているため、踏み切り板を使用した。 

②「出」手を後ろにつくと記録が落ちるという意識が強く、手を大きく振るよりも前に手をついたらいいと考えている

グループが多かった。 

 「推」前時に跳躍して手やお尻をついて損をした記憶が強いため。 

「対」各グループノートに朱書きをいれ、練習前にめあての確認をしてまわった。 

また、児童の振り返りカードを紹介するときに「うまい着地」の課題形成情報を流しておいた。 

③「出」助走を極端にとる子がいた。 

 「推」前回の記録会で記録が落ちたのが気になっている。 

 「対」助走はとりすぎたら駄目だということを説明した後、T 君にあった助走距離を確認させて、その位置から練

習をするように指示した。 

④「出」自分に合った助走距離をみつける時、どうしてもライン（踏み切り線からの距離を標したライン）をみて走っ

てしまう子がいた。 

 「推」前時までにだいたい自分は 15Ｍくらいだと決めているため。 

 「対」ラインをみないように注意した。 

⑤「出」授業前に横木を少しずつ外していこうと指示したが外さなかった。 

 「推」子どもたちはまだまだできていないと前時に自覚したため。 

 「対」まず真ん中の一本をとるように指示した。 
 

ところで先述した Schon（1983）によれば、すぐれた実践者は問題となる状況を外から

眺め考察するのではなく、常に「活動の中の反省」あるいは「活動にもとづく反省」を中

心に顧客と対等な関係を築いて問題の解決を図るところに特徴のあることが指摘されてい

る。こうしたすぐれた実践者の問題解決の臨機応変さは、予め顧客との間で生じる内容を

予測していなければできない実践行為である。これを授業実践にアナロジーすれば、顧客

との間で生じる問題は、主として教材との関係で発生する子どもの技能的な「つまずき」

と解せられる。これより、すぐれた教師は、授業の「計画・設計」段階において技能的な

「つまずき」の種類を知るとともに、それらが発生する状況を予測し、それらの「つまず

き」を解決する手だてを準備していることが推察される。これは、熟練教師と教育実習生

を対象に生徒のパフォーマンスエラーの識別能力（技能に関わる矯正的フィードバックを

行うための前提条件）の違いを比較した Armstrong and Hoffman（1979）の見解とも合

致する。 



これらのことから、態度得点を高めた上位群の教師は下位群の教師に比して、子どもの

技能的な「つまずき」の種類とそれを解決する手だてをよく理解していたものと考えられ、

これが結果的に「出来事」を予測・感知することに結びついたものと考えられる。逆に言

えば、下位群の教師は、日々の授業で子どもの学習活動をモニタリングする構えが弱いた

め、多くの「つまずき」の種類とその手だての情報獲得が図られず、一般的な「出来事」

が起こったとしても、それを「出来事」と認識することができなかったものと考えられる。

故に、上記の結果は、「Ⅰ緒言」で述べた「タイプ同一性としての出来事は子どもの学習成

果（態度・技能・学習集団の機能）を高める教授技術の習得のしかたと関係する」とする

仮説を裏づけるものといえよう。 
以上のことより、態度得点を高める「出来事」への気づきとそれにもとづく「推論－対

処」を展開するためには、まずは「タイプ同一性としての出来事」に多く気づけるように

なることが導かれた。続いて、教材研究、とりわけ技能特性を熟知することで「合理的推

論・目的志向的対処」の展開ができるようになること、さらに子どもの学習過程を看取し、

子どもとの相互作用を多く行うことで「文脈的推論・目的志向的対処」の展開ができるよ

うになること、の２点が導出された。 
２．経験年数からみたベテラン群と中堅群の比較 

図４は、ベテラン群と中堅群の一授業あたりに気づいた「出来事」の平均個数（記述さ

れた調査票の平均枚数）を比較した結果を示している。一授業あたりの「出来事」への気

づきの平均個数は、中堅群の方がベテラン群に比して有意（P<0.1％）に多い結果であっ

た。これは、経験年数が増せば授業中に生起する「出来事」への感受性が弱くなることを

示しているのか、それとも別の原因が関与していることを示しているのかという問題を示

唆している。  
以下、ベテラン群と中堅群それぞれの教師が記述した「授業中の出来事」に対する推論

と対処の内容から上記結果の背景を検討する。 
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図４ ベテラン群と中堅群における一授業あたりに気づく「出来事」の平均個数の比較 
 

図５は、ベテラン群と中堅群の「出来事」に対する「推論―対処」の記述内容を各カテ

ゴリー別に比較した結果を示している。「印象的推論」では、ベテラン群の方が中堅群に比

して有意(P<5％)に記述量が少なく、「文脈的推論・理解志向的対処」では、逆にベテラン

群の方が中堅群よりも有意(P<5％)に記述量が多い結果であった。しかしながら、態度得点



と深く関係した「合理的推論・目的志向的対処」では、中堅群の方がベテラン群に比して

有意(P<5％)に記述量の多い結果であった。また、同様に態度得点と深く関係した「文脈的

推論・目的志向的対処」では有意な差は認められなかった。他のカテゴリーについてみて

みると、「心情的推論・理解志向的対処」では中堅群の方がベテラン群よりも記述量の多い

傾向にあった。しかし、ここでの有意水準は 50％であった。そこで、有意差の認められた

上記３つのカテゴリーについて検討していくことにする。 
まず、「印象的推論」カテゴリーについては、明らかに少ない方がよいと考えられるこ

とから、中堅群より熟練度の高いベテラン群の方が有意に記述量が少ない結果は妥当であ

ると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５ 単元全体におけるベテラン群と中堅群の「出来事」に対する「推論―対処」カテゴ

リー別の比較   
 

続いて表６には、ベテラン群の教師にみる「文脈的推論・理解志向的対処」カテゴリー

の記述内容例を示した。 
「出来事」の記述内容をみてみると、「Ｏさんが助走距離について班の友達と何度も相談し
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ていた。」「Ｋの大股が小股になった。」「体育嫌いのＭが意欲的に頑張っていた。」「『よくや

っているね』と声をかけたら、『男子が全然手伝ってくれない』と苦情をいってきた。」「Ｙ

君が女子に文句を言われたといって、授業の後半はほとんど跳ばなかった。」などにみられ

るように、授業者が前もって予測することがきわめて困難な「出来事」である場合が多か

った。これより、「文脈的推論・理解志向的対処」カテゴリーの「出来事」は、主として「ト

ークン同一性としての出来事」に属するものと考えられた。 
さらに、「出来事」に対する対処をみてみると、「友達の考えをどんどん聞いていろいろ

挑戦するよう声をかけた。」「全体を集合させて、みんなが気持ちよく授業に取り組むよう

指導した。」などにみられるように、佐藤（1996, pp.28-33）のいう一人ひとりに合った対

応をしていこうとする「テーラリング」と、クラス全員で学び合う場所を作り上げていこ

うとする「オーケストレイティング」という姿勢が認められた。 
これらのことから、「文脈的推論・理解志向的対処」カテゴリーは‘ベテランならでは’の

「推論－対処」であるものと考えられるとともに、「Ⅰ緒言」で述べた「トークン同一性と

しての出来事は専門職としての教師の経験内容に依存する」とする仮説を裏づけるものと

いえよう。 
これに対して「合理的推論・目的志向的対処」カテゴリーでは、中堅群の方がベテラン

群よりも有意に多かった。 
ここで、ベテラン群の教師一人ひとりについてみてみると、「印象的推論」カテゴリー

以外の「推論－対処」が２個ときわめて少ない教師が 1 名存在していた。この教師の「出

来事」への気づき方を肯定的に捉えた場合、以下に示す可能性が考えられる。それは、こ

の教師にも授業前に予測した出来事も記述するように依頼したものの、予測し得なかった

出来事のみを記述した可能性のあることである。逆にいえば、予測どおりの出来事を記述

しなかった可能性がある。今回、これを裏づける資料は持ち合わせていないが、もしこの

教師が上記の可能性によって「出来事」を記述したのならば、授業中に生起した予測され

た「出来事」に対しては適切な指導が展開できたものと推測できる。しかし、この教師の

態度得点の診断結果は「低いレベル・失敗」であった。このことから、この教師は授業中

に生起した多数の「出来事」にほとんど気づけていなかった可能性の方が高いものと考え

られる。 
そこで、ベテラン群の中からこの教師の「出来事」への気づきを削除して、再度「合理

的推論・目的志向的対処」カテゴリーの頻度数を比較した。その結果、ベテラン群：9.5
±4.25 個、中堅群：10.9±2.41 個となり、両群間に有意差はなくなり、「文脈的推論・目

的志向的対処」と同様の結果となった。これより、「合理的推論・目的志向的対処」と「文

脈的推論・目的志向的対処」の２つのカテゴリーは、中堅以上の教師群では教職経験年数

から熟練度を区別することの難しい「推論―対処」であるものと考えられる。 
いずれにしても、わずか２つの群の比較からではあるが、経験年数という物理的条件が

熟練度を反映するためには、まずは「印象的推論」を少なくし、続いて「合理的推論・目

的志向的対処」と「文脈的推論・目的志向的対処」を中心に態度得点を高める授業が展開

できるようになった上で、「トークン同一性としての出来事」を感知して「文脈的推論・理

解志向的対処」の展開が可能となる道程を確保する必要のあることが示唆された。今後、

多くの経験年数群において検討する必要がある。 



ところで、「合理的推論・理解志向的対処」カテゴリーおよび「心情的推論・目的志向

的対処」カテゴリーに関する記述内容は、前項の態度得点からみた上位群と下位群の比較

および経験年数からみたベテラン群と中堅群の比較のいずれの場合もきわめて少ない結果

であった。 
 
表６ ベテラン群にみる「文脈的推論・理解志向的対処」の記述内容例（「出」：出来事、

「推」：推論、「対」：対処をそれぞれ示している） 
①「出」友達との交流が少ないＯさんが助走距離について班の友達と何度も相談していた。 

「推」さっきの練習の時、相談したい課題が明確になったため。仲の良い子が班にいた。 

「対」友達の考えをどんどん聞いていろいろ挑戦するよう声をかけた。 

②「出」Ｋの大股が小股になった。（踏み切り手前最後の一歩のストライドを小さく 

することを小股といい、大股はその逆） 

 「推」ラインを気にしないように前時にくどく指導したため。 

 「対」「かわったね。すごくよくなったね」と声をかけ、全体の前で示範させた。 

③「出」体育嫌いのＭが意欲的に頑張っていた。 

 「推」仲のいいＹが授業に意欲を示したことに影響を受け、記録が伸びたため。 

 「対」全体の前で紹介し、ほめた。 

④「出」Ｋさんが記録測定や準備など率先して動いていたので「よくやっているね」 

と声をかけたら、「男子が全然手伝ってくれない」と苦情をいってきた。 

 「推」どちらかといえばこれまで体育に対して意欲が低い子が集まったから。まじめな子だが、自分から友達に

指示できる子ではないのだろうか。 

 「対」班全員を集め、役割分担をした。 

⑤「出」Ｙ君が女子に文句を言われたといい、授業の後半はほとんど跳ばなかった。 

「対」肥満傾向で体力的にも劣っており、体育の授業も見学が多い。そのことが 

負い目となっていると思われる。 

 「対」全体を集合させて、みんなが気持ちよく授業に取り組むよう指導した。 
 

表７と表８には、「合理的推論・理解志向的対処」カテゴリーおよび「心情的推論・目

的志向的対処」カテゴリーの記述内容の例をそれぞれ示した。 
両カテゴリーの「出来事」をみてみると、まず「片足着地の子がいた。」「踏み切り板を

出すと、両足で踏み切る子が３人いた。」など、小学校低学年時でみられる運動様式を行う

子どもの存在が「出来事」として認められた。 
また、「踏み切り学習後の記録会に比べて新記録が５・６人しか出なかった。」という「出

来事」が認められた。一般に教師は、授業で子どもの能力を伸ばそうと日々試行錯誤しな

がら授業を行なっているはずであり、学習成果（技能）がほとんど向上しなかったという

「出来事」を予測する教師はほとんどいない。 
さらには「座っても話したり、ふざけたりする子が見られた。」という「出来事」のよ

うに、集合させたとき普段と様子がまったく違うという「出来事」が認められた。この「出

来事」に対する教師の対処は、単に「叱った」だけと記述されていた。 
このように、総じて「合理的推論・理解志向的対処」カテゴリーおよび「心情的推論・



目的志向的対処」カテゴリーは、「計画・設計」段階で教師が予測し得なかった「出来事」

が生じたときに展開される教師の「推論－対処」である可能性が高いものと推察される。

その論拠として、対処の記述内容をみてみると「対応した対処が取れなかった。」「何もで

きなかった。」「跳ぶように働きかけたが調節できなかった。」「ゆっくり足を運ばせた。で

もできなかった。」などにみられるように、まったく指導が行えなかったとする記述からも

判断できる。 
他方、「心情的推論・理解志向的対処」カテゴリーについても、態度得点からみた場合

と「ベテラン－中堅」群からみた場合の双方において有意差が認められなかった。しかし、

どちらの熟練度の場合も記述内容の頻度数はある程度高値であったことから、これに直接

的な影響を及ぼす授業の条件や状況が他に存在している可能性があるように考えられる。

今後の検討課題であろう。 
 
表７ 「合理的推論・理解志向的対処」の記述内容例（「出」：出来事、「推」：推論、「対」：

対処をそれぞれ示している） 
①「出」片足着地の子がいた。 

「推」着地技能の未熟さ、数回見ただけではイメージできないのだろう。 

「対」なにも手だてをせず、自分で考えさせた。 

②「出」80％跳躍で突っ立って着地する子が増えた。 

「推」80％といってもどれくらいかわからず、実質７０％程度の力発揮になったのではないか。 

「対」対応した対処が取れなかった。自分にはわからない。跳躍距離を正確に一人ひとりに伝えるべきだったの

か。 

③「出」踏み切り学習後の記録会に比べ新記録が５・６人しか出なかった。 

 「推」助走のリズムを強調しすぎて、（踏み切り手前一歩の）歩幅調整の動きができなかった。 

「対」何もできなかった、仲間を励ますように働きかけた。 

④「出」A 君が短い助走距離にこだわり記録を大幅に落とした。 

 「推」助走スピードが足りなかったから。 

 「対」何も対処しなかった。もう一度助走距離を長くして跳ばせるべきだった。 

⑤「出」スピードがあがってきても、どうしても１ｍ手前で失速する。 

 「推」最後の一歩をコントロールできない。意識しすぎ。 

 「対」体で感覚的に覚えさせていくしかないのでは。 

 
表 8 「心情的推論・目的志向的対処」の記述内容例（「出」：出来事、「推」：推論、「対」：

対処をそれぞれ示している） 
①「出」座っても話したり、ふざけたりする子が見られた。 

 「推」両足をそろえた着地ができて課題が解決したと思い満足しきったようだ。 

 「対」叱った。 

②「出」反り跳びとはさみ跳びを選ばせたら、ほとんどのものがそり跳びを選んだ。 

「推」示範のはさみ跳びが子どもにとってわかりにくかった。ゆえに、こんな難しい跳び方ではできないという心情

を持たせることになった。 



 「対」もう一度示範すべきであった。 

③「出」K さんが踏み切り線に足が合わず跳躍できない。 

 「推」意識が部分的になってしまっている。 

 「対」跳ぶように働きかけた。しかし、踏み切り手前一歩が調節ができない。 

④「出」Ｎ君が、横木幅跳びができない。横木２本のときは跳躍もできなかった。 

 「推」動きが規制されてわけがわからない。想像することができないため。 

 「対」ゆっくり足を運ばせた。でもできなかった。 

⑤「出」踏み切り板を出すと、両足で踏み切る子が 3 人いた。 

 「推」踏み切り板を見ると、跳び箱のイメージをしたのだろう。 

 「対」助走を短くして、踏み切り板を片足でパンッと跳ぶように助言した。が、うまくできなかった。 

 
Ⅳ 要約 
 本研究では、小学校高学年（５・６年生）を担任している 12 名の教師を対象に、児童

からみた授業評価（態度得点）の高い教師群とそうでない教師群、および教職経験年数の

多い教師群（ベテラン群：16～27 年）とそうでない教師群（中堅群：６～９年）とに振り

分け、「授業中の出来事」に対する気づきを量的側面および質的側面から比較・検討した。 
得られた結果の大要は次の通りである。 
まず、態度得点を高める「出来事」への気づきとそれにもとづく「推論－対処」を展開

するためには、 
１）まずは「タイプ同一性としての出来事」に多く気づけるようになること、 
２）教材研究、とりわけ技能特性を熟知することで「合理的推論・目的志向的対処」の展

開ができるようになること、 
３）子どもの学習過程を看取し、相互作用を多く行うことで「文脈的推論・目的志向的対

処」の展開ができるようになること、 
４）上記 3 点を行なうためには、子どもの技能的な「つまずき」の種類とそれを解決する

手だてを熟知しておくこと、 
の４点が導出された。 

経験年数という物理的条件が熟練度を反映するためには、 
１）まずは「印象的推論」を少なくすること、 
２）「合理的推論・目的志向的対処」と「文脈的推論・目的志向的対処」を中心に態度得点

を高める授業が展開できるようになること、 
３）「トークン同一性としての出来事」を感知して「文脈的推論・理解志向的対処」の展開

が可能となること、 
の 3 点が導出された。 

以上のことより、「授業中の出来事」に対する気づきは、態度 
得点および経験年数からみた熟練度の相違の影響を強く受けることが認められた。 
 
注 
注 1）「教師教育者」とは‘Teacher educators’の翻語である。つまり、「教師教育者」と

は、現職教員(in-service teachers)や教育実習生(preservice teachers)に教育を施す者



の総称で、具体的には教員養成大学および教育学部の教官や教育委員会の指導主事等

がこれに当たる。 
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第３章 体育教師教育プログラムに対する大学生の意識 

第１節 質問紙調査による教育実習生の意識の実態把握 

 

日野克博 刈谷三郎 

 

Ⅰ 研究の目的 

今日の学校では、体力・運動能力の低下など様々な問題が生じており、それらに対応し

ていくためには教員としての資質能力の向上や実践的力量の形成が強く求められている。

体育教師の実践的力量は、教員養成・教員採用・現職研修という各段階を経ながら形成さ

れていく。なかでも、教員養成段階、とりわけ、教育実習は体育教師に必要な実践的力量

の基礎を形成するうえで重要な役割を果たすものである。 
しかし、教育実習での指導の多くが実習校に委ねられている場合が少なくない。教育実

習において、教育実習生が体育科の授業を教えることをどのように学んでいるか、さらに

どのような指導の必要性を感じているかという意識の実態は十分把握されていないと思わ

れる。また、各大学での教育実習の改善は進められているものの、複数の大学から一般的

な傾向を検証しているものは少ない。まずは、教育実習生の意識の実態把握から、実践的

力量を形成する上での課題を検証することは意義深いと考えた。 
そこで本研究では、小学校並びに中学校の教育実習に参加した学生を対象に質問紙調査

を実施し、次の３点について検討することにした。 
１）教育実習での体育指導の実態 
２）教育実習前後の教育実習生の意識変容 
３）教育実習生からみた教員養成での指導の必要性 
１）については、教育実習では、教科指導だけでなく生活指導、学級経営、学校行事な

ど多くのことを学習している。そのなかで、教育実習を通して体育科の指導にあたってど

のくらいの経験を重ねているのか、その実態を把握することにした。２）については、教

育実習の前後に同一の質問紙を用いて調査を行い、学生が抱く体育科の指導に関する心配

が教育実習を経験することでどのように変化するかを把握することにした。３）について

は、教育実習を経験したことから感じた教育実習前に大学で指導してほしい内容について、

教育実習生の意識を把握することにした。  
これらの調査を通して、実践的力量を形成する体育教師教育プログラム開発のための基

礎資料を得ることが本研究の目的である。教員養成段階では、大学と実習校との連携は不

可欠である。両者の連携は、教育実習における実習生への指導内容と教育実習前後の大学

における授業の双方において合意を作ることであり、本研究の結果は、これらの連携の改

善や今後の体育教師教育プログラムの開発において有効な示唆を与えるものと思われる。 
なお、教育実習は、小学校、中学校、高等学校など各発達段階において実施されており、

実施期間や実施校（附属校、一般校、出身校等）などによっても意識の差はあると考えら

れる。本研究では基本的に教員養成系大学・学部における附属学校での教育実習を対象と

することにした。 
 
Ⅱ 研究の方法 

  



１． 調査項目の設定 

本調査で適用した調査票については、Ｐ○〜○の資料編を参照頂きたい。 

調査項目については、次のような内容で構成した。 

   ＜研究目的１：教育実習での体育指導の実態把握＞ 

① 全教科の指導時数（小学校教育実習のみ） 

② 体育授業の指導時数 

③ 体育授業の指導計画 

④ 体育授業の指導案作成 

⑤ 体育授業の授業観察 

⑥ 体育授業の反省会 

⑦ 教育実習での体育に関する情報源（８項目） 

   ＜研究目的２：教育実習前後の教育実習生の意識変容＞ 

⑧ 教職、子どもに対する意識（３項目） 

⑨ 体育授業を教えることの心配（18 項目） 

   ＜研究目的３：教育実習生からみた教員養成での指導の必要性＞ 

⑩ 大学への講義内容の要望（13 項目） 

 ①～⑦の調査項目は、教育実習での体育科の指導に関する実態を把握するために設定し

た。⑧、⑨の調査項目については、教職や子どもへの意識に関する 3 項目と、木原ら（2002）

の研究で適用していた「心配」に関する調査項目に「よい体育授業ができる」という総合

的な設問を加えた 18 項目で構成した。 ⑩の調査項目については、木原ら（2004）の研究

で適用していた項目に「授業改善のための方法や授業観察、授業分析の仕方」という項目

を加えた 18 項目で構成した。 

２． 調査対象 

（１）小学校教育実習生への調査 

2003 年 9 月から 11 月にかけて、中国四国地区の大学注 1）での小学校教育実習に参加し

た学生を対象に調査を実施した。教育実習の前後の調査を通して有効な回答が得られた

314 名を分析対象とした。その内訳（特徴）は、表 1-1～5 のとおりである。 

２） 中学校教育実習生への調査 

2005 年５月から 10 月にかけて、中国四国地区の大学注 2）での中学校教育実習に参加し

た学生を対象に調査を実施した。教育実習の前後の調査を通して有効な回答が得られた 67

名を分析対象とした。その内訳（特徴）は、表２-1～4 のとおりである。 

 

表 1-1 小学校実習生の大学  表 1-2 性別  表 1-3 実習生の学年 

  人 (%）    人 （%)   人 (％) 

A 大学 66 (21.0)  男子 72 (22.9) ３年生 268 (85.4) 

B 大学 66 (21.0)  女子 242 (77.1) ４年生 19 (6.1) 

C 大学 54 (17.2)       その他 27 (8.6) 

D 大学 50 (15.9)  表 1-4 教育実習の期間       

E 大学 48 (15.3)    人 (％） 表 1-5 配属学級 

F 大学 24 (07.6)  ５週間 48 (15.3)   人 (％) 

G 大学 6 (01.9)  ４週間 235 (74.8) 低学年 108 (34.4) 

計 314 (100)  ３週間 1 (0.3) 中学年 108 (34.4) 

  



    ２週間 30 (9.6) 高学年 98 (31.2) 

 

表 2-1 中学校実習生の大学 表 2-2 性別  表 2-3 実習生の学年 

  人 (%）   人 （%)   人 (％) 

A 大学 23 (21.0) 男子 32 (47.8) ３年生 38 (56.7) 

B 大学 7 (21.0) 女子 35 (52.2) ４年生 28 (41.8) 

C 大学 17 (17.2)    その他 1 (1.5) 

H 大学 3 (15.9) 表 2-4 教育実習の期間    

E 大学 5 (15.3)   人 (％）    

I 大学 5 (7.6) ５週間 5 (7.8)    

J 大学 7 (1.9) ４週間 49 (76.6)    

計 67    ２週間 10 (15.6)    

 

３．調査方法並びに分析方法 

調査は、大学ごとに大学教員もしくは実習校担当教員を通じて学生に配布し、調査を実

施した。調査の集計にあたっては、項目ごとの平均値と割合を算出した。教育実習前後の

教育実習生の意識変容については、各項目の平均値の差の検定を行った。 

 

Ⅲ 結果 

１．教育実習での体育科指導の実態

（１）小学校教育実習の実態  

 表 3-1、図 1-1 は、小学校教育実習で実際に指導した授業数（全教科）を尋

ねたものである。 0 時限が 0.0％、1 時限が 2.5％、  2 時限が 1. 9％、 3～4 時限

が 27.1％、5 時限以上が 68.5％で、教育実習生の大半は何らかの授業を３回以

上は経験していた。  

 表 3-2～ 3-6、図 1-2～1-6 は、小学校教育実習での体育科の指導に関連した

「指導時数」「授業計画づくり」「学習指導案の作成」「授業観察」「授業反省会」

への参加頻度を尋ねたものである（詳しい結果は図表を参照）。  

 これらの結果から。小学校教育実習生の約半数が体育に関して「実際に指導

していない」（ 57.3％）、「計画づくりに参加していない」（ 53.6％）、「指導案を

作成していない」（ 57.5％）、「反省会に参加していない」（ 44.8％）といった実

態が明らかになった。教育実習は、実際に学校現場に足を踏み入れ、その経験

を通じて実践的力量を形成する場でもある。しかし、１つの教科である体育に

焦点をあててみると、必ずしも実践的力量を形成するための十分な経験が保障

されていない。小学校の場合、全ての教科を行うこと、また、附属校の教育実

習には１つの学級に複数の実習生が配属されることなどが関係していると思わ

れる。他教科の実態を把握していないので一概には言えないが、それでも教育

実習中に１度も体育の指導を経験していない実習生が半数以上いることや、授

  



業を行っても１回もしくは２回であり、自らの実践を省察し、実践的力量を高

めていくための経験になっていないこと、授業実践だけでなく指導案の作成や

反省会への参加など体育授業を構想したり、省察する力を育むための経験が十

分保証されていないなど、体育に関する指導経験は十分とは言い難い。こうし

た現状を踏まえて、実践的力量を形成していくための教育実習の改善や大学授

業との連携の強化が求められる。  

（２）中学校教育実習の実態  

 表 3-2～ 3-6、図 1-2～1-6 は、中学校教育実習での保健体育科の指導に関連

した「指導時数」「授業計画づくり」「学習指導案の作成」「授業観察」「授業反

省会」への参加頻度を尋ねたものである（詳しい結果は図表を参照）。  

 中学校教育実習では、小学校教育実習と比べ「指導時数」「授業計画づくり」

「指導案の作成」「授業観察」「授業反省会」の経験頻度は多くなっていた。中

学校では教科担任制がとられていることから、体育に関する経験も多くなって

いると考えられる。「指導時数」「授業計画」「指導案の作成」では 4～ 6 回の割

合が多く、「授業観察」「授業反省会」では 10 回以上の割合が多くなっていた。

これは、授業を実際に指導する経験とともに、他の実習生の授業を観察したり、

授業反省会に参加して授業を省察する経験も大切にされていることが推察され

る。実際にどのくらいの経験が保障されればよいかについてはまだこれから検

討が必要だが、今回の結果を一つの指標として、さらに教育実習の具体的な指

導内容や実践的力量の形成過程を詳細に分析していく必要がある。  

 

表 3-1 小学校教育実習での  

指導時数（全教科）   

  人 (％）  

０時限 0 (0.0)  

１時限 8 (2.5)  

２時限 6 (1.9)  

3〜4 時限 85 (27.1)  

5 時限以上 215 (68.5) 図 1－1 小学校教育実習での指導時数（全教科） 

 

表 3-2 小学校教育実習での  

指導時数（体育）   

  人 (％）  

０時限 180 (57.3)  

１時限 89 (28.3)  

２時限 32 (10.2)  

3〜4 時限 6 (1.9)  

5 時限以上 7 (2.2) 図 1－2 小学校教育実習での指導時数（体育） 

  



表 3-3 小学校教育実習での  

指導計画への参加   

  人 (％）  

０時限 164 (53.6)  

１時限 79 (25.8)  

２時限 19 (6.2)  

3〜4 時限 15 (4.9)  

5 時限以上 29 (9.5) 図 1－3 小学校教育実習での指導計画への参加 

 
     

表 3-4 小学校教育実習での  

体育科指導案の作成   

  人 (％）  

０時限 176 (57.5)  

１時限 96 (31.4)  

２時限 21 (6.9)  

3〜4 時限 7 (2.3)  

5 時限以上 6 (2.0) 図 1－4 小学校教育実習での体育科指導案の作成 

     

表 3-5 小学校教育実習での  

体育授業の観察   

  人 (％）  

０時限 27 (8.9)  

１時限 32 (10.5)  

２時限 42 (13.8)  

3〜4 時限 57 (18.7)  

5 時限以上 147 (48.2) 図 1－5 小学校教育実習での体育授業の観察 

     
表 3-6 小学校教育実習での  

体育授業の反省会   

  人 (％）  

０時限 137 (44.8)  

１時限 66 (21.6)  

２時限 34 (11.1)  

3〜4 時限 44 (14.4)  

5 時限以上 25 (8.2) 図 1－6 小学校教育実習での体育の反省会 

  

表 4-1 中学校教育実習で  

の保健体育の指導時数   

  人 (％）  

０時限 0 (0.0)  

1〜3 時限 4 (6.3)  

4〜6 時限 26 (40.6)  

7〜9 時限 18 (28.1)  

10 時限以上 16 (25.0) 図 2－1 中学校教育実習での保健体育の指導時数 

  



     
表 4-2 中学校教育実習で  

の指導計画への参加   

  人 (％）  

０時限 0 (0.0)  

1〜3 時限 7 (11.1)  

4〜6 時限 36 (57.1)  

7〜9 時限 11 (17.5)  

10 時限以上 9 (14.3) 図 2－2 中学校教育実習での指導計画への参加 

     

表 4-3 中学校教育実習で  

の学習指導案の作成   

  人 (％）  

０時限 0 (0.0)  

1〜3 時限 15 (23.4)  

4〜6 時限 33 (51.6)  

7〜9 時限 9 (14.1)  

10 時限以上 7 (10.9) 図 2－3 中学校教育実習での保健体育科指導案の作成 

     

表 4-4 中学校教育実習で  

の体育授業の授業観察   

  人 (％）  

０時限 0 (0.0)  

1〜3 時限 1 (1.6)  

4〜6 時限 3 (4.7)  

7〜9 時限 12 (18.8)  

10 時限以上 48 (75.0) 図 2－4 中学校教育実習での保健体育の授業観察 

     
表 4-4 中学校教育実習

での反省会への参加 
 

 

  人 (％）  

０時限 0 (0.0)  

1〜3 時限 10 (15.9)  

4〜6 時限 12 (19.0)  

7〜9 時限 13 (20.6)  

10 時限以上 28 (44.4) 図 2－5 中学校教育実習での授業反省会への参加 

 

３）教育実習での体育に関する情報源の実態  

表 5-1、5-2 は、教育実習での体育指導にあたって、授業計画や授業実践の際

に活用したり、参考にした情報源（助言やアドバイスも含む）として、各項目

はどの程度役立ったかを５段階評定法で尋ねたものである。小学校教育実習で

最も役立った情報源は、「配属学級の指導教員」（ 4.23）で、以下「配属学級以

外の教員」（3.77）、「他の教育実習生」（ 3.53）、「大学の講義や実技の授業」（ 3.50） 

  



と続いている。「自分自身のスポーツ経験」（ 3.30）や「小学校での体育授業の

経験」（ 3.18）よりも「大学の講義や実技の授業」の方が役立つ情報源になって

いるが、「大学の教員」（ 3.18）は他

と比べて低くなっていた。一方、中

学校教育実習で最も役立った情報

源は、「保健体育の指導教員」（ 4.83）

で、以下「他の教育実習生」（ 4.58）、

「体育雑誌や体育専門書」（ 4.23）、

「自分自身のスポーツ経験」（ 4.06）

と続いている。「大学の教員」（ 3.95）

と「大学での講義や実技の授業」

（ 3.95）は、同じ程度の情報源と受

け止められていた。これらの結果か

ら、小学校教育実習と中学校教育実

習ともに、指導教員が最も役立つ情

報源となっており、次いで他の教育

実習生が高くなっていた。直接指導

を与えたり、助言やアドバイスをする指導教員や同僚の実習生の役割が教育実

習では重要になってくる。一方、小学校と中学校で大きく異なったのが、「大学

の教員」と「体育雑誌や体育専門書」であった。小学校教育実習では、体育指

導する機会が少なかったこともあるが、教材研究や教材づくりの情報源となる

体育雑誌や体育専門書の活用の仕方や大学教員の関与の仕方が今後の課題とい

える。  

表 5-1。小学校教育実習での体育に関する情報源

  平均 (SD）

（1）配属学級の指導教員 4.23 (1.1)

（2）配属学級以外の教員 3.77 (1.2)

（3）大学の教員 3.18 (1.1)

（4）大学の講義や実技の授業 3.50 (1.1)

（5）体育雑誌や体育専門書 3.20 (1.1)

（6）小学校の体育授業の経験 3.18 (1.0)

（7）自分自身のスポーツ経験 3.30 (1.1)

（8）他の教育実習生 3.53 (1.1)

   
表 5-2。中学校教育実習での体育に関する情報源

  平均 (SD）

（1）保健体育の指導教員 4.83 (0.5)

（2）保健体育以外の教員 2.89 (1.4)

（3）大学の教員 3.95 (1.2)

（4）大学の講義や実技の授業 3.95 (1.0)

（5）体育雑誌や体育専門書 4.23 (1.1)

（6）中学校の体育授業の経験 3.19 (1.3)

（7）自分自身のスポーツ経験 4.06 (1.1)

（8）他の教育実習生 4.58 (0.7)

２．教育実習前後の教育実習生の意識変容  

（１）小学校教育実習生の意識変容  

 表 6-1 は、小学校教育実習前後での「教職への意識（教師になりたいか）」「教

師としての適性（教師に向いているか）」「子どもとの関わり（上手く子どもと

関われるか）」を尋ねたものである。これらの項目での実習前後の有意な差は認

められなかった。  

 表 6-2、図 3-1 は、教育実習前後の体育授業を教えることの心配について尋

ねたものである。教育実習前の段階で心配の高かった項目は、「F。模範を示せ

ない種目の指導」（ 4.26）、「G。一人ひとりの子ども把握」（ 4.11）、「P.運動技能

の指導」（ 4.01）で、教育実習後に心配の高かった項目は、「G.一人ひとりの子

ども把握」（ 4.26）、「運動の苦手な子への配慮」（ 4.16）、「A.安全」（ 4.11）であ

った。そして、教育実習前後で心配が有意に増大した項目は、「A.安全」「B.運

  



動の苦手な子への配慮」「G.一人ひとりの子ども把握」「N.子ども同士の協力的

関係」「Q.いろいろな子どものニーズ」であった。  

 

表 6-1  教育実習生の教職に対する意識の変容（小学校教育実習生）  

  実習前 実習後 

項目 平均 (SD） 平均 (SD） ｔ検定 

1.教師になりたいと思っている 4.00 (1.11) 4.06 (1.10) 1.38   

2.教師に向いていると思う 2.98 (0.91) 3.02 (0.94) 0.80   

3.上手く子どもと関わることができる 3.41 (0.82) 3.50 (0.86) 1.72   

 

表 6-2  体育授業を教えることの心配の変容（小学校教育実習生）   

  実習前 実習後 

  平均 (SD） 平均 (SD） ｔ検定 

A.子どもが安全に運動できる  3.90 (1.00) 4.11 (0.96) 3.36 ＊ ＊ ＊

B.運動の苦手な子どもへの配慮ができる  3.90 (0.96) 4.16 (0.95) 4.41 ＊ ＊ ＊

C.どの運動を教えるべきかを理解している  3.74 (0.95) 3.74 (0.91) 0.16   

D.学校の体育にかかわる行事予定を理解している 3.23 (0.99) 3.00 (1.01) -2.86 ＊ ＊  

E.子どもが私の授業を好意的に評価してくれる  3.95 (0.90) 3.66 (0.97) -4.13 ＊ ＊ ＊

F.自分が模範を示せない種目の運動を教える  4.26 (1.04) 4.10 (1.05) -2.60 ＊ ＊  

G.授業中に一人一人の子どもを把握できる  4.11 (0.88) 4.26 (0.90) 2.47 ＊  

H.子どもの行動をコントロールできる 3.94 (0.89) 3.96 (0.93) 0.15   

I.今 の 自 分 で は 子 ど も た ち に 悪 い 影 響 を 与 え て し ま う  2.99 (0.95) 3.03 (1.06) 0.65   

J.子どもたちの運動のつまずきを診断できる  3.83 (0.89) 3.88 (0.93) 0.90   

K.体育用具の準備や体育施設の管理ができる  2.87 (1.00) 2.96 (0.98) 1.53   

L.教師に認められ受け入れられる 3.76 (0.94) 3.38 (1.02) -6.10 ＊ ＊ ＊

M.各種目に必要な運動技能を指導できる  3.99 (0.94) 4.01 (0.91) 0.29   

N.子ども同士の協力的な関係をつくる 3.31 (1.00) 3.64 (1.03) 4.48 ＊ ＊ ＊

O.学校の教員の前でうまく行動する 3.60 (1.03) 3.29 (1.08) -4.90 ＊ ＊ ＊

P.運動技能を向上させる指導ができる 4.01 (0.88) 4.02 (0.85) 0.12   

Q.いろいろな子どもたちのニーズに合わせる  3.81 (0.94) 3.98 (0.87) 2.66 ＊ ＊  

R.よい体育授業ができる  4.21 (0.85) 4.12 (0.88) -1.42   

（＊P＜.05 ＊＊P＜.01 ＊＊＊P＜.001）

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

図 3-1 体育授業を教えることの心配の変容（小学校教育実習生） 

 

  



 一方、教育実習前の段階で心配の低かった項目は、「K.施設管理」（ 2.87）、「 I.

子どもへの悪影響」（ 2.99）、「D.行事理解」（3.23）で、教育実習後も同様に「K.

施設管理」（ 2.96）、「 I.子どもへの悪影響」（ 3.03）、「D.行事理解」（ 3.00）の項

目が低くなっていた。そして、教育実習前後で心配が有意に低下した項目は、

「D.行事理解」「E.子どもの好意的評価」「F.模範を示せない種目の指導」「 L.

教師としての受け入れ」「O.教員の前での行動」であった。  

（２）中学校教育実習生の意識変容  

 表 6-3 は、中学校教育実習前後での「教職への意識（教師になりたいか）」「教

師としての適性（教師に向いているか）」「子どもとの関わり（上手く子どもと

関われるか）」を尋ねたものであるが、どの項目も教育実習後の数値が高くなっ

ており、とくに「子どもとの関わり」において 1％水準で有意な差が認められ

た。  

表 6-4、図 3-2 は、中学校教育実習前後の体育授業を教えることの心配につ

いて尋ねたものである。教育実習前の段階で心配の高かった項目は「G.一人ひ

とりの子ども把握」（ 4.09）、「B.運動の苦手な子への配慮」（ 3.94）、「F.模範を

示せない種目の指導」（3.84）で、教育実習後に心配の高かった項目も「G.一人

ひとりの子ども把握」（ 3.95）、「運動の苦手な子への配慮」（ 3.94）、「F.模範を

示せない種目の指導」（ 3.94）であった。そして、教育実習前後で心配が有意に

増大した項目はみられなかった。  

一方、教育実習前の段階で心配の低かった項目は、「K.施設管理」（ 2.46）、「 I.

子どもへの悪影響」（ 2.52）、「O.教員の前での行動」（ 2.91）で、教育実習後も

同様に「K.施設管理」（ 2.41）、「 I.子どもへの悪影響」（ 2.47）、「O.教員の前での

行動」（ 2.62）の項目が低くなっていた。そして、教育実習前後で心配が有意に

低下した項目は、「D.行事理解」のみであった。  

 

表 6-3  教育実習生の教職に対する意識の変容（中学校教育実習生） 

  実習前 実習後 

項目 平均 (SD） 平均 (SD） ｔ検定 

1.教師になりたいと思っている 3.93 (1.29) 4.09 (1.22) 1.64   

2.教師に向いていると思う 3.13 (1.00) 3.34 (0.88) 1.98   

3.上手く子どもと関わることができる 3.64 (0.87) 3.94 (0.75) 3.08 ＊＊

（＊＊P＜.01）

  

表 6-4  体育授業を教えることの心配の変容（中学校教育実習生）   

  実習前 実習後 

  平均 (SD） 平均 (SD） ｔ検定 

A.子どもが安全に運動できる  3.61 (1.07) 3.84 (1.07) 1.80   

  



B.運動の苦手な子どもへの配慮ができる  3.94 (0.95) 3.94 (0.97) -0.41   

C.どの運動を教えるべきかを理解している  3.31 (1.09) 3.22 (1.09) -0.19   

D.学校の体育にかかわる行事予定を理解している 3.18 (1.06) 2.78 (1.00) -2.21 ＊  

E.子どもが私の授業を好意的に評価してくれる  3.66 (1.07) 3.43 (1.06) -1.36   

F.自分が模範を示せない種目の運動を教える  3.84 (1.20) 3.94 (1.15) 0.73   

G.授業中に一人一人の子どもを把握できる  4.09 (0.90) 3.95 (0.92) -1.12   

H.子どもの行動をコントロールできる 3.78 (1.01) 3.88 (1.02) 0.72   

I.今 の 自 分 で は 子 ど も た ち に 悪 い 影 響 を 与 え て し ま う  2.52 (0.96) 2.47 (1.07) -0.22   

J.子どもたちの運動のつまずきを診断できる  3.46 (0.89) 3.38 (0.98) -0.46   

K.体育用具の準備や体育施設の管理ができる  2.46 (0.97) 2.41 (0.94) -0.41   

L.教師に認められ受け入れられる 3.27 (0.99) 3.02 (0.98) -1.51   

M.各種目に必要な運動技能を指導できる  3.45 (1.08) 3.55 (1.10) 1.01   

N.子ども同士の協力的な関係をつくる 3.04 (0.94) 3.19 (1.19) 0.94   

O.学校の教員の前でうまく行動する 2.91 (1.06) 2.62 (0.93) -1.44   

P.運動技能を向上させる指導ができる 3.40 (0.97) 3.42 (1.11) 0.37   

Q.いろいろな子どもたちのニーズに合わせる  3.52 (1.04) 3.66 (0.91) 1.03   

R.よい体育授業ができる  3.88 (1.07) 3.69 (0.91) -1.37   

（＊P＜.05）

       
       

       

       

       

       
 
 
 
 
 
 
       
図 3-2 体育授業を教えることの心

配の変容（中学校教育実習生） 
 

     

 
３．教育実習生からみた大学の教員養成での指導の必要性  

（１）小学校教育実習生からみた指導の必要性  

 表 7-1、図 4-1 は、大学の授業での指導の必要性について教育実習を終えた

段階で実習生に尋ねたものである。小学校教育実習を終えた実習生から大学授

業での指導の必要性が高かった項目は、次のような項目であった。  

・ 「運動につまずいている子やできない子への指導や助言の仕方」（ 4.61）  

・ 「体育授業における安全確保の問題」（ 4.50）  

・ 「体育授業で多くの子どもたちを把握する方法」（ 4.42）  

・ 「体育授業での個人差への対応の仕方」（ 4.41）  

・ 「子どもの主体的な学習の進め方や学び方の方法」（ 4.41）  

一方、実習生から大学授業での指導の必要性が他の項目より低かったのは、次

  



のような項目であった。  

・ 「体育授業での教育機器（音楽や VTR など）の利用の仕方」（ 3.48）  

・ 「体育用具の準備や体育施設の管理の仕方」（ 3.67）  

・ 「体育やスポーツに関する専門的な知識」（ 3.73）  

・ 「運動の模範や見本を示せる実技力」（ 3.85）  

 

２）中学校教育実習生からみた指導の必要性  

 表 7-2、図 4-1 は、大学の授業での指導の必要性について尋ねたものである。

中学校教育実習を終えた実習生から大学授業での指導の必要性が高かった項目

は、次のような項目であった。  

・ 「運動につまずいている子やできない子への指導や助言の仕方」（ 4.66）  

・ 「運動の模範や見本を示せる実技力」（ 4.55）  

・ 「運動技能に関する知識（運動技能の発展や段階など）」（ 4.50）  

・ 「体育授業で多くの子どもたちを把握する方法」（ 4.48）  

・ 「体育授業における安全確保の問題」（ 4.45）  

・ 「体育やスポーツに関する専門的な知識」（ 4.42）  

・ 「子どもの主体的な学習の進め方や学び方の方法」（ 4.41）  

 一方、実習生から大学授業での指導の必要性が他の項目より低かったのは、

次のような項目であった。  

・ 「体育授業での教育機器（音楽や VTR など）の利用の仕方」（ 3.64）  

・ 「体育用具の準備や体育施設の管理の仕方」（ 3.67）  

・ 「体育科の目標や内容、評価などの基本的な知識」（ 4.08）  

 

表 7-1 小学校教育実習生からみた大学の教員養成での指導の必要性 

  平均 (SD） 

（1）運動の模範や見本を示せる実技力 3.85 (1.00) 

（ 2）体育科の授業計画や指導案の作成の仕方 4.16 (0.85) 

（ 3）体育授業における安全確保の問題 4.50 (0.68) 

（ 4）体育授業で多くの子どもたちを把握する方法 4.42 (0.76) 

（ 5）運動技能に関する知識（運動技能の発展や段階など） 4.22 (0.73) 

（ 6）子どもの主体的な学習の進め方や学び方の方法 4.41 (0.74) 

（ 7）体育授業での教育機器（音楽や VTR など）の利用の仕方 3.48 (0.94) 

（ 8）運動につまずいている子やできない子への指導や助言の仕方 4.61 (0.65) 

（ 9）体育科の目標や内容、評価などの基本的な知識 4.09 (0.79) 

（ 10）体育授業での個人差への対応の仕方 4.41 (0.71) 

（ 11）体育用具の準備や体育施設の管理の仕方 3.64 (0.90) 

（ 12）体育やスポーツに関する専門的な知識 3.73 (0.91) 

（ 13）授業改善のための方法や授業観察、授業分析の仕方 4.12 (0.79) 

   
   

  



表 7-2 中学校教育実習生からみた大学の教員養成での指導の必要性 

  平均 (SD） 

（1）運動の模範や見本を示せる実技力 4.55 (0.71) 

（ 2）体育科の授業計画や指導案の作成の仕方 4.34 (0.76) 

（ 3）体育授業における安全確保の問題 4.45 (0.64) 

（ 4）体育授業で多くの子どもたちを把握する方法 4.48 (0.67) 

（ 5）運動技能に関する知識（運動技能の発展や段階など） 4.52 (0.73) 

（ 6）子どもの主体的な学習の進め方や学び方の方法 4.41 (0.71) 

（ 7）体育授業での教育機器（音楽や VTR など）の利用の仕方 3.64 (1.01) 

（ 8）運動につまずいている子やできない子への指導や助言の仕方 4.66 (0.54) 

（ 9）体育科の目標や内容、評価などの基本的な知識 4.08 (0.84) 

（ 10）体育授業での個人差への対応の仕方 4.38 (0.75) 

（ 11）体育用具の準備や体育施設の管理の仕方 3.67 (0.93) 

（ 12）体育やスポーツに関する専門的な知識 4.42 (0.81) 

（ 13）授業改善のための方法や授業観察、授業分析の仕方 4.28 (0.74) 

  
  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
  

  

  

  

  図 4-1 教育実習生からみた大学の教員養成での指導の必要性  

 
Ⅳ 総合的考察  
 本研究の目的は、中国四国地区の教員養成系大学で教育実習に参加した学

生を対象に質問紙調査を実施し、１）教育実習での体育指導、２）教育実習

前後の意識変容、３）教育実習生からみた教員養成での指導の必要性の実態

を把握することであった。単純な調査ではあったものの今後の教員養成カリ

キュラムを改善していくための有益な情報を得ることができた。その主な点

を以下にあげておく。  
１） 教育実習の体育指導の実態について  

・ 小学校教育実習生の半数は、体育に関する指導経験や授業計画づくり、指導

案の作成、授業反省会を経験していなかった。  

・ 中学校教育実習では、指導経験とともに授業観察や授業反省会への参加頻度

  



が多くなっていた。  

２） 教育実習前後の意識の変容について  
・ 小学校教育実習生、中学校教育実習生ともに「一人ひとりの子ども把握」「運

動の苦手な子どもへの配慮」への心配が実習前後とも高くなっていた。  
・ 小学校教育実習では、「安全」「運動の苦手な子への配慮」「一人ひとりの子ど

も把握」「子ども同士の協力的関係」「いろいろな子どものニーズ」の項目で実

習前後に有意差がみられ、どの項目も子どもに関連した内容であった。  
・ 中学校教育実習では、実習後に有意に心配が増した項目はみられなかった。  
３） 教育実習生からみた教員養成での指導の必要性  
・ 小学校教育実習生、中学校教育実習生ともに「運動のつまずきやできない子

の指導」「多くの子どもの把握方法」「安全面の確保」「主体的な学習の進め方」

の必要性が高くなっていた。  
・ 小学校教育実習生からは、「体育やスポーツに関する専門的な知識」「運動の

模範や見本を示せる実技力」の必要性が低くなっていた。  
・ 中学校教育実習生からは、「運動の模範や見本を示せる実技力」「運動技能に

関する知識」「体育やスポーツに関する専門的な知識」の必要性が高くなって

いた。  
 これらの結果を踏まえ、実践的力量を形成する体育教師プログラム開発に

むけた２つの課題を指摘しておきたい。  
 １つは、「一人ひとりの子ども把握」「運動の苦手な子どもへの配慮」「子ど

も同士の協力的関係」「いろいろな子どものニーズ」などの項目にみられる子

ども理解、子どもとのコミュニケーション、個に応じた指導といった子ども

との対応に関する実践的力量の形成である。大学での教員養成プログラムで

身についた技能や知識を実際の子どもにどう対応させるのかが教育実習生の

新たな課題として生じていた。このことに関連して、2004 年 3 月に日本教育

大学協会から「教員養成の『モデル・コア・カリキュラム』の検討」が示さ

れ、そこでは大学１年生から４年生まで、「教育実践体験」「実践開発実習」

「教育実習」といった学校体験活動と大学の授業を連携させたカリキュラム

が提案されている。子どもと直接ふれあう実践経験や臨床経験を大切にしな

がら、３年次に実施される教育実習を核に教育体験活動や大学授業との連携

を具体化させた教員養成カリキュラムの体系化が問われている。  
 そして、もう１つは、「運動の模範や見本を示せる実技力」「運動技能に関

する知識」「体育やスポーツに関する専門的な知識」などの項目にみられた体

育教師としての専門性の問題である。体育教師教育プログラムに対して、小

学校教育実習生からは実技力や体育の専門的知識の指導をあまり求めていな

  



い実態が確認できた。この理由はいくつか考えられるが、例えば、小学校教

育実習での少ない実践経験からは、体育の専門性よりもいかに効率よく授業

を展開させるかといったマネジメントに関する課題や子どもをどう掌握し、

一人ひとりの子どもにどう対応するかといった子ども理解や個への対応に関

する課題を強く抱いたのかもしれない。あるいは、大学の講義や実技の授業

が、教育実習の指導で必要とされる知識や技能に本当に適合していたのかと

いった問題も考えられる。他方、中学校教育実習生からは小学校教育実習生

とは逆に実技力や体育の専門的知識の指導の必要性が強く求められていた。

今日、子どもたちの体力不足や運動能力の低下が問題になっているが、これ

らの諸問題に対応するのは体育教師としての確かな力量を養成段階から育ん

でいくことであろう。養成段階で身につけなければならない最低限の実践的

力量を明らかにするとともに、それらを確実に身につけることができる体育

教師教育プログラムの改善が求められる。  

 
注  

注１）小学校教育実習の調査では、次の大学から回答を得られた。（五十音順） 
 愛媛大学、岡山大学、島根大学、鳴門教育大学、広島大学、安田女子大学、

広島女子大学  
注２）中学校教育実習の調査では、次の大学から回答を得られた。（五十音順） 

愛媛大学、香川大学、高知大学、滋賀大学、島根大学、鳴門教育大学、広

島大学  
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第２節 授業観察による教育実習生の意識の実態把握 
 

松田恵示 木原成一郎 

 

Ⅰ はじめに 

 体育科、保健体育科を担当する教員の養成において、他教科と同様に「実践的力量」の

形成は、現在、社会的にニーズの高い大きな課題の 1 つである。しかしながら、①「実践

的能力」とはそもそも何か、②それはどのようにして身につけられるのか、という基本的

な問題が、経験的には語られているものの、いまだ明確でないというのが現状である。ま

たこの問題については、「こうあるべきだ」という当為論的取り組みが多く、「現場におい

てこう意識されている」といった事実に基づいた取り組みが少ない、という指摘もできよ

う。 

 そこで本稿では、体育教師の実践的力量として実際に意識され、了解されている内容を、

「規範感覚」と名付けて対象化し、体育の教育実習場面を通して、それを明らかにするこ

とを試みてみたい。 

 

Ⅱ 体育授業の「規範感覚」と実践的力量 

 実践的、という言葉は、もちろんのこと「行動する」ことや「現場」といった具体的な

教授-学習行為場面に関わる概念であり、授業実践とは異なった時間や空間の中で考えるこ

とや、「理論」「机上」といった言葉とは対になる概念である。このことからすると、例え

ば「体育教師の力量とはこうあるべきだ」とか「教師としてこのように教える必要がある」

といったように、いわば当為や規範として言語化される次元のみでは、それが意識によっ

て振り返られたひとつの語りである以上、「行動」や「現場」に関わって、まさに実践に根

づいている具体的な教師のあり方=実践的な力量は捉えきれない、と考えてよいと思われる。 

 そこで本研究では、授業のまさに現実の中で、普段は語りとして言葉にされない、ある

いは行ってはいるけれども気づいていない教師のあり方についてのなんらかの知覚を、「規

範感覚」と名付け、実際の授業をめぐるインタビューを分析することで、体育授業の「規

範感覚」を解釈することによって明らかにしようとした。 

 こうして体育授業の現場に存在する「規範感覚」が明らかになることによって、そうし

た「規範感覚」に基づいて納得のいく授業を実践する力量=実践的力量の内容が見えてくる

はずである。本稿ではそのうち、体育科を担当する教員を目指している教育実習生の知覚

の問題に焦点を絞って検討する。 

 教育実習生は、教員養成のまさに対象者であり、教員のキャリアパターンからすると初

学者に位置する存在である。大学という非「現場」において積み重ねてきた学習を超えて、

「現場」という実感の中で、果たしてなにを「規範感覚」と彼らは知覚するのであろうか。

そこで次に、このことを分析するために対象として取り上げた具体的な授業の内容と、イ

ンタビューの実際についてさっそく検討することにしてみよう。 

 

 

 



Ⅲ 事例となった授業の実際 

 本研究において分析された授業のプロフィールは以下のようなものである。 

 

  1) 日時       2003 年 5 月  授業内容「鬼遊び」 
  2) 場所       O 国立大学附属小学校 体育館 
  3) 対象学年     3 年生 24 名(男子 11 名、女子 13 名) 

4) 教育実習生の状況 大学 3 年生男子 美術教育先攻 
             実習期間 4 週間 (このときは 3 週目) 
             体育授業の指導は初めて 

5)指導教官      30 代後半男性 (教師歴 14 年) 
 

 ４週間の教育実習も３週目に入ったある日、予期しない天候の崩れから時間割の変更が

あり、指導教官との相談の上、投げ込み教材として、その日使うことが出来た体育館にお

いて、指導教官の発案による「鬼遊び」の授業を、その主旨を理解し自分なりに解釈した

上で、教育実習生が授業を行うことになった。また授業は、児童に「ルールを守っていろ

いろな鬼遊びをしよう」というねらいから「ルールを工夫して鬼遊びを広げよう」という

ねらいへと、1 時間の中で展開させることが意図され、教育実習生は直前の時間にいろい

ろと用具等も準備し計画するといった即興性の強いものであった。この意味では、本対象

授業はイレギュラーな実習内容であるが、それだけに準備や構えがない分、問題とする「規

範感覚」が現れやすい状況にあった。 
 事例となった授業の分析については、この授業をビデオ収録しながら２名の研究者によ

って観察し、実習生と担当指導教官から授業直後に、項目を定めない半構造的な聞き取り

(インタビュー)調査を行った。インタビュアーとの自然な時間の振り返りの中で、出来る

だけ自由に当事者の直後の感想を引き出そうと試みたわけである。その後、収録されたビ

デオ映像を参照しながら、聞き取り内容に現れた両者の「規範感覚」を２名の研究者によ

って解釈し、その解釈の妥当性を当事者である実習生と担当指導教官に再度確認する、と

いう手順をとった。 
 

Ⅳ 教育実習生へのインタビュー結果 

 教育実習生へのインタビューは、授業の直後に、その場で行われた。教育実習生自身が

授業についてあまり整理できない中で、とにかく思いつくままにインタビュアーの誘いに

のってでてきた言葉の主要な部分を、時間を追ってまず示してみたい。 

 実習生の直後のインタビューからは、まず他教科に比べて、体育という教科では子ども

をコントロールすることがむずかしい、という感想が現れた。 
 
事例１ 
Q：直後の感想っていうのはどうですか？ 
A：もういきなり渡された指導案で、僕は考えてないし、もうすごくぐちゃぐちゃで。ど

うやってみんなを静かにしようか、とかそんなこと考える暇もなく、みんなわいわい言

いながらしゃべってしまったのでそれが次は今度やるときはもっと、どうやったら静か



になるかっていうことを考えていきたいと思います。 
Q：いやいや、すごく上手やったと思う。 
A：ありがとうございます。 
Q：やってて難しいなとか思ったこととかある？ 
A：みんなが活動している時に僕は見て回るくらいしかできなかったのでその時の関わり

方をもっと勉強したい。他の教科に比べて子供たちが自由に動き回れる。止めるのとか。

間をちゃんと空けていくのが難しいな～と。 
Q：子供のなんか活動をコントロールするみたいな感じ？ 
A：はい。みんなが動き回るんで結構自由に遊びまわったりするから怪我とかもあると思

うんで、そういうのをちゃんと見ていかないといけないと思いました。 
                           (Q=インタビュアー、A=実習生、以下同じ) 
 
 教室の授業にはない体育授業の特徴は、もちろんのこと、子どもたちが自由に空間を動

き回る、という活動の多様性にある。それを、どのように共同の同時学習として統制すれ

ばよいのか。始めての経験であるだけに、まずことのことが口をついて出てきたようだ。 
 体育授業の難しさとして、さらには次のような言葉も続く。 
 
事例２ 
Q：今日やったらどんなことが困った？何個か言いにきてたけど 
A：今日はですね、そうですね、××子がルール守ってないとか、それをどういう風に伝

えようかとか。言いに来るから全部は伝えられなくて。 
Q：あの時はどう言ったんですか？ 
A：10 秒ルールとか。全体に言ってもいかないと思ったんで、１グループずつ回って言い

に行きました。 
Q：最後のやつでここのチームがずっと長く列なってあそこまで入ってて、そんなんあか

んやーんとか言っててすごい先生に泣きついてたじゃないですか。あれはどう言ったん

ですか？ 
A：もっと敵の陣地から離してやらないと自分たちが損になるというか、もっと形を考え

て敵の陣地から離れることも手だといいました。 
Q：その子に 
A：その子が最後にぷっとなったんで失敗した点です。 
Q：子供は納得しました？あの瞬間 
A：あの瞬間、ちょっと分からないです。 
 
 ルールや行い方をめぐって、子どもたちがもめた場面での反省を実習生は述べている。

この場面は、授業のねらいとも関わるところであっただけに、気にかかったようだ。この

あとに、自分自身で次のようなことを語ってくれている。 
 
事例３ 
A：そうですね。途中でいろいろ聞いてこられるからそれにどういう風に答えればいいか。



あと突然そこで僕だけで決めちゃったらみんなが知らないっていうことがあるので、み

んな活動している途中だったら１回みんな集めてから教えないとみんなに伝わらない

からそういうのが難しいと思います。 
 
 つまり、体育授業では、活動自体、子どもの側にかなりの程度イニシアチィブがあると

同時に、活動の内容も場も時間もかなりの程度バラバラで多様に進むために、どこで、ど

のように、いつ、なにを、子どもたちに教師として働きかけを持てばよいのか、教室の授

業では少なくとも活動の流れについてはほとんど教師がイニシアチィブをとれるだけに、

これが難しいと実習生は感じているわけである。 
 さらには、このことと関わって、多様な活動の中で子どもを掌握し適切に教育的対応を

とるためには、子どもをひきつけるための専門的な知識や子どもの理解が必要になること

を、この授業で実習生は感じることになる。 
 
事例４ 
Q：あと大学へ帰ってもうちょっとこんなこと勉強したいな～とか思うこと今ある？ぱっ

と思いつくこと、どうですか？ 
A：大学へ帰ってですか？もう実習以上に子供と関わるっていうのは難しいと思うので、

やっぱりもっとしっかり教材研究とかしたいなと思います。 
Q：それはどんな時に感じたん？ 
A：自分が１回授業をしたんですけど、そういうときにやっぱり知識とか経験も少ないし、

あとどうやって子供をひきつけるとかも全然最初は分からなくてそういういろんな知

識をもっと 
Q：それは習う、教えるとこでおもしろいことが言えなかったってかんじ？子 どもの気

持ち 
A：そうですね。指導案に書いたことをきちきちやってて、しかも書いた通りに出来ない

ところもあったりして予想外の反応とかにちゃんと対応しきれなかったりして。指導案が

今までいいかげんに書いていたなということを自分で思ったんですけど。 
Q：それ授業で。 
A：授業してて、思ったんですけど 
Q：どんな時に思った？ 
A：授業したときに予想した子供の反応とか書くんですけど、それが自分では二個くらい

しか思いつかなかったんですけど、いろいろあるんでそれで。難しい。 
Q：そんな時にどう対応したらいいんやろ、とかいって困る？ 
A：困ります。 
Q：予想外の活動 
A：すごく予想外のが出てくるんで 
Q：すごい真面目やな。いいかげんに流すとかそういうのはあんまり 
A：いいかげんなやつはいいんですけど。結構重要なことで間違ったことを言ってくる子

とかに対応するのは大変だなと 
 



 学習指導案を書くときに、実は具体的な子どもの姿が浮かばなかったこと。そして、内

容を子どもに教えたときに、当の子どもたちがそれをどのように受け止めてくれるのか、

ということへの予想がないこと。いろいろな視点から、教科の内容と子どもの現実という

ものへの理解の浅さが反省されている。そして、もうひとつ面白いことは、こうした、い

わば内容に関わる側面だけではなく、そもそも授業という場において教育実習生が果たす

ことになる「教師」という役割や立場に対してのとまどいが表明される点である。 
 
事例５ 
Q：もう３週目ですよね。もう自分は先生になっているという感じします？もちろん実習

生なんやけど、もし危ないことをするこどもがいたら「こらー」いうて、怒れそうな雰

囲気？ 
A：まだ思い切りはできないって感じで。毎回の授業はいつもどきどきものです。 
Q：最初は学生だという気持ちがあるじゃないですか。変わっていく時ってありますかね？ 
A：子供が話を聞いてくれた時ってすごく嬉しいので 24 人みんなこっちをぱっと向いてく

れて静かになるっていう経験はあまりないのでいいなー、と思ったりとか。けど、最初

はどう接していいか分からなくて、担任の先生とかに頼ってしまったり、とかしてたん

ですけど、だんだんとみんなと話せるようになってきて、授業とか学級の当番活動とか

をしていてだんだんとみんなが見えるようになってきた、ころから 
Q：授業とさ、当番とかで子どもと接する時って違うよね。自分が教えているときと。 
A：違います。けど、それが、まだ、もやもやとした状態です。 
Q：どんなですか？そのへん。教師になったような気がします？ 
A：どっちかという授業をしているときの方が教師っぽいなっていう感じはするんですけ

ど。最初はなんか子どもに接するときに普通にしゃべるだけとかそういうんだったんで

すけど、だんだんほめたら他の子も、出来てない子の周りでほめたら出来てない子も出

来るようになるとか危ない子とかは注意したり、とかそういうのもできるようになって

きて、けどもうちょっと周りが見えてなくてそういうの気付かないときもあるんで気付

けるようになったらいいと思っています。 
Q：教師っぽいっていう言葉が出てきて。授業の中で接しているときとそれ以外で接して

いるときとどっちが楽？ 
A：子どもと接するときはどっちも好きですけど、授業をやると子どもを好きになります。

でも、正直、休み時間の方が楽な気がしますけど、やっぱり授業と休み時間で子どもた

ちも違う姿を見せてくれるのでとても面白い。 
Q：逆なんじゃ 
A：でも、接するのだったら普通の休み時間の方が楽です。 
Q：子どもは違う姿を見せてくれるって言ったけど先生も違う姿をお見せするんですか？ 
A：そうですね。ちょっとは。 
Q：変える？ 
A：変えますね。授業のちゃんとやらなくちゃいけないことが 
Q：その時は自分は先生やと思っている？ 
A：意識はそっちの方が強いかもしれません。 



 つまり、ただ子どもと接しているわけではなくて、「教師」として接している、というこ

とへの馴染まなさが語られているのである。休み時間の関係ではなくて、授業では、まず

「教師」として子どもと関わらなければならない。このことが、実は意外と難しい、とい

ったところが実感されているのであろう。 
 

Ⅴ 教育実習生に見られる「規範感覚」 

 さて、このような教育実習生におけるインタビューの結果から、そうした感想を成り立

たせた背後に潜む、どのような体育授業の「規範感覚」が分析しうるのであろうか。 

１．体育授業における集団的活動の統制力 

 事例１から事例３までに見られる教育実習生の感想には、もちろんのこと共通に、「体育

授業ではいかに集団的活動をコントロールできるか、が重要である」という、暗黙の了解

事項を見てとることが出来る。このことが、例えば怪我の防止といった「安全の確保」と

いったことにつながっていくのか、あるいは体育における教授-学習過程を十全なものにす

ることにつながっていくのか、についてはいくつかの認識の違いの存在が予想される。し

かしながら、体育授業においては、まず子どもの多様な活動を掌握しつつ集団としてまと

まりを持たせた中で活動を望ましい方向へと導くために、当たり前のようではあるが「子

どもの集団的活動をコントロールすること」が重要なことであると、教育実習生に考えら

れていることには確かなことであろう。 

 ただ、事例にも見られるように、教育実習生は、「静かにさせる」「注意する」「子どもの

動きを捉える」などといった言葉から集団的活動の統制を捉えていることからも、ここで

の焦点は、それを可能にする指導技術の問題にあることがわかる。また「経験がない」「書

いた指導案ではその通りに進まなかった」といった言葉からは、そうした指導技術は、集

団的な学習活動における子どもの活動パターンを網羅して認識しておくことから、それと

の対応関係で蓄積されていくと考えているとも言える。つまり、ある種の知識として持つ

ことが可能であるという感覚であり、その意味では、こうした知識を持っていることこそ

が、集団的活動の統制力につながると考えている。教育実習生が持っている「規範感覚」

の１つであろう。 

２．子どもに対する理解力 

 次に、先の集団的活動の統制にもつながる点ではあるのだが、事例２や事例４にも見ら

れるように、特に体育では「子どもを理解すること」が重要視されている点である。学習

活動の中ででてくる子ども同士のトラブルは、体育では運動を扱っているがゆえに、他教

科とは比較にならないくらい起こりうる。しかし、トラブルになる場面があらかじめ予想

できない。つまり、運動を行うときの子どもの様子というものが、教育実習生には細かく

想像ができなかったことを授業の実際を通じて痛感させたのであろう。それは、一方で子

どもの発達段階の理解を深める必要性だろうし、他方ではとりあげた固有の運動の内容と

子どもとの関係の理解を深める必要性であろう。特に、対象として取り上げられた教育実

習生の場合、先攻が美術教育であるということもあって、自分自身も「運動する子ども」

に対するイメージが持ちにくかったこともあるのだろう。教育実習生として、教育実習を

通じて得た「規範感覚」の 1 つではないかと思われる。 

 



３．計画したことを達成する力 

 ここまでに見てきた 1)と 2)に加えて、さらに分析される「規範感覚」は、「計画した通

りに達成できることがよい授業である」という感覚である。事例 4 にも見られるように、

子どもに対する理解力のなさは、一方で、結局のところ「指導案通りに進まなかった」こ

とに問題を見てとる、という認識につながっていく。つまり、その場での対応が問題であ

るというよりは、事前の準備としてそこまで綿密な計画が立てられなかったこと、さらに

は、だからこそ計画通りに授業が進まなかったことを教育実習生は反省しているのである。

ここには、授業でなすべき教師の基本行為として「計画通り達成すること」に対する「規

範感覚」を捉えることが出来よう。 

４．「教師」という役割行為の遂行能力 

 最後に、事例 5 に典型的に見られる「教師としてこどもとかかわること」についてであ

る。事例で語られている教育実習生の感想からは、いわゆる「大学生としての子どもとの

関わり」「休み時間における教育実習生=『教師』としてのかかわり」「授業における教育実

習生=『教師』としてのかかわり」というものが、順を追って難しくなっていくことが現さ

れている。つまり、子どもと授業でかかわるときに、授業の具体的な内容やその教え方と

いった問題とは別に、そもそも「教師」として子どもにふるまうこと、が教育実習生には

大きな課題となっていることがわかるのである。もちろんここには、「教師」というある種

の役割やその行為に対する理想像や規範が描かれており、そういうものをいわばよく「演

じる」ことができる力を、教育実習生は「規範感覚」として持っているのであろう。 

 

Ⅵ おわりに 

 教育実習生のインタビューからここで分析された「規範感覚」は、 

 

1) 体育授業における集団的活動の統制力 
2) 子どもに対する理解力 
3) 計画したことを達成する力 
4)「教師」という役割行為の遂行能力 

 

の四点であった。しかし、これらはすぐに「実践的力量」と直結するものではないことを

急いで強調しておきたいと思う。なぜならば、ここで取り上げられた「規範感覚」は、教

師の免許状取得を目指す大学生が、まさに始めて現場に直面し、この意味ではそれまでの

自身の経験や大学での学習を支えとして、そのズレや確かめの中で、教育実習生が始めて

獲得した「規範感覚」であるから、ここには多分に「初学者段階でのバイアス」が考えら

れるものであり、まさに「実践」の周辺に位置する「規範感覚」であるからである。 

 そこで今度は、同じ授業を対象として、「実践」のさらに中心的な位置にある、教師とし

ては中堅になる指導教員が、この授業に何を感じていたのかが問題となろう。その点と合

わせて考え始めたときに、始めて「実践的力量」の中身が見えてくるものと思われる。章

をあらためて検討することとしてみたい。 

  



 

第３節 授業中の｢出来事｣に対する気づきからみた実習指導の 

改善に関する検討－小学校水泳実践を例として－ 

 

        林 修 梅野圭史 厚東芳樹 辻 延浩 

 

 

Ⅰ はじめに 

 大正自由教育時代に｢学習原論｣を著した木下竹次は、教育実習生 (以下、実習生と称す )
の指導に対する訓導の心構えとして、｢最初の習慣は生涯を支配する。初めて教壇に立つ時、

善良なる習慣を獲得するように。｣と述べ、教員養成段階における指導教員との出会いは、

実習生の教師としての生き方を左右する重要な出来事であることを指摘している。それ故、

指導教員は「善良なる習慣」が獲得されるような教壇実習のあり方を工夫していかなけれ

ばならない。  
 一般に、教育実習における教壇実習は、｢授業設計能力｣、｢授業展開能力｣、｢授業評価能

力｣を実習生の教授能力に相応する‘かたち’で指導することを主たる目的とする。具体的

には、指導案を書く技術や児童・生徒に教材内容を理解させる技術、さらには授業を観察･

記録・分析する技術等である。これらの技術を駆使して、「設計－実施－評価」が円滑に遂

行できるようになることを期待している。  
 これまで、教育実習の改善に向けた実証的研究は、主として教育工学分野を中心に発展

してきた経緯がある。その発端は、1970 年アメリカの連邦政府の教育局などを中心に進め

られてきた“プロトコル運動” (protocol movement or protocol materials movement) 注１ )

であろう。すなわち、Flanders(1968)の｢相互作用分析システム｣ (interaction analysis 
system)の開発と、スタンフォード大学でのマイクロティーチング (micro-teaching)の開発

における“要素的教授スキル”の選定にあった (小金井、1977)。わが国では、これらの研

究方法を下敷きとして、宇川ら (1975)、水越 (1977)、藤岡 (1977)によって独自な相互作用

分析やコミュニケーション分析の手法が開発された。その後、｢プロセス－プロダクト研究

法｣(以下、P－P研究法と称す )の発展に伴い、教育実習生の授業の様態を実査する研究がみ

られるようになった。  
 体育科では、入口ら (1988)によって実習生の体育授業を組織的観察法 (ALT-PE 観察法 )
により実査した研究が、わが国で最初であろう。そこでは、実習生の体育授業は、総じて｢一

般的内容｣に費やす時間の割合が一般の小学校体育授業よりも高く、とりわけ｢マネージメ

ント｣についやす時間の割合の多いことを認めている。加えて、指導教員による指導を受け

た後では、｢体育的内容｣の時間が増加するとともに、学習課題に「従事」した時間の割合

の向上したことを報告している。  
 その後、梅野ら (1988)は、子どもの授業評価の一つである｢体育の楽しさ尺度｣の結果に

もとづいて、それを高める教授方略を実習生が自力で工夫・実行できるものと、そうでな

いものを検討し、実習生が工夫・実行できる手だてには階層性のあることを報告している。

すなわち、｢授業前における準備物の徹底｣や｢整列・移動の指示｣といった授業のマネージ

メントに関わる授業の手だて、ならびに｢示範の位置づけと練習方法の提示｣といった直接

的な指導の手だて、さらには｢子どもへの励ましや賞賛｣といった肯定的な相互作用に関わ

 



 

る指導の手だては、実習生が自力で工夫・実行できるが、「子どもの動きに応じた指導と助

言」および｢練習方法の工夫｣については、子どもの授業評価の情報だけで工夫・実行する

ことは容易ではなく、指導教員からの直接的指導 (授業者への反省の促しとマイクロティー

チングの実施 )によって可能となることを認めている。  
 一方で、Ｐ－Ｐ研究法に基づく授業分析は、体育授業の基礎的条件 (マネージメントや学

習規律、授業の雰囲気、学習従事量や運動量 )を満足させることはできても、体育授業の内

容的条件 (授業の目標・内容の押さえ方、教材・教具の工夫、学習過程の組織化 )を解明す

るには至らないとする指摘が高橋（1992）によってなされるようになった。この指摘は、

先の梅野らの報告とよく合致する。すなわち、実習生が自力で工夫・実行できた指導の手

だては体育授業の基礎的条件に、指導教官の直接的指導がないと工夫・実行できない指導

の手だては体育授業の内容的条件にそれぞれ相当するからである。これより、教壇実習に

おいては、内容的条件に関わる教授能力を高める必要があるのか否かについて検討する必

要がでてくる。内容的条件に関わる教師の教授能力を高める学習は、実践経験がほとんど

皆無であり、なおかつ教材内容の知識も乏しい実習生にとっては容易でないことは明白で

ある。しかし、基礎的条件に関わる指導の手だてのみで体育授業を展開させることはでき

ないことも自明である。以下、この点に焦点づけて考えてみたい。  
 近年、｢量的研究｣の欠点を補完する試みとして、国際的に注目されているのが｢質的研究｣

である。これには、Schon(1983)の研究が契機となっている。Schon は、従来までの技術

的合理性を基本とする｢技術的専門家 (technical expert)｣に代わって、活動過程における省

察を基礎とする｢反省的実践者 (reflective practitioner)｣という新しい専門家像を提起した。

佐藤 (稲垣・佐藤，1996)は、こうした授業実践を｢反省的実践｣と称している。  
 この Schon の見解を踏まえて、体育授業における反省的研究を進めたのが、O’Sullivan
を中心とする研究グループである。とりわけ、｢実習生の体育授業に対する反省的思考を高

める教授学的戦略の有用性｣と題する研究 (Tsangaridou and O’Sullivan、1994)では、実

習生（実習経験無し）の反省的思考のタイプとして｢使用した指導技術に対する反省｣、｢状

況的文脈的理解に対する反省｣｢道徳的教授行為に対する反省｣の 3 つが存在していること

を認めるとともに、これら 3 つの反省的思考の内実は４つの階層 (レベル１：記述、レベル

２：記述と根拠、レベル３：記述と批評、レベル４：記述と根拠および批評 )に分類できる

ことを報告している。そして、それらの反省的思考を促すためには、授業中に生起する出

来事への気づきが重要であることを指摘している。しかしながら、上記 Tsangaridou と O’

Sullivan の研究では、実習生の反省的思考を定式化しようとするところに問題意識の中心

があり、反省的思考を引き起こしている授業中の｢出来事｣を直接的な分析対象に据えるま

でには至っていない。 

 こうした結果から、厚東ら (2004)は授業中の｢出来事｣に対する｢推論－対処｣の仕方を７

つのカテゴリーに類型化し、教師の熟練度の相違による教師の反省的思考の違いを検討し

た。すなわち、学習成果 (態度得点 )を高めた教師群 (上位群：６名 )とそうでない教師群 (下
位群：６名 )を対象に、授業中の｢出来事｣への気づきとその｢推論－対処｣の記述内容を比

較・検討した。その結果、①｢出来事｣への気づきの個数は、上位群の教師の方が下位群に

比して有意に多いこと、②上位群の教師は、教材研究、とりわけ技能特性を熟知すること

で｢合理的推論－目的志向的対処｣の展開ができるようになったこと、③上位群の教師は、

 



 

授業中の「出来事」調査票 

                 ( )年( )組( )時間目 

１．どんな授業中の「出来事」が起こりましたか． 

                                      
                                     

２．なぜ、そのような授業中の「出来事」が起こったと思いますか． 

  

                                     
                                     

３．その授業中の「出来事」に対して、教師が積極的に行った手だては

どのようなものですか．また、手だてを行っていない場合は、行うべき

立ったと考える手だてはどのようなものですか． 

  

 

図１ 授業中の「出来事」調査票(厚東ら，2004) 

子どもの学習過程を看取し、相互作用を多

く行うことで｢文脈的推論－目的志向的対

処｣の展開ができるようになったこと、④上

記３点を行うためには、教材との間に生じ

る子どもの技能的な｢つまずき｣の類型化と

それを解決する手だてを熟知しておくこと、

の４点を導出し、教師の｢出来事｣への気づ

きが体育授業の内容的条件と深く関係して

いることを示唆した。  
これより、教壇実習において、実習生に

授業の｢出来事｣を積極的に気づかせ、その

「出来事」の発生原因を推論させるやり方

は、体育授業の内容的条件に関わる彼らの

教授能力を高める方法として有効であるも

のと考えられる。また、授業中の「出来事」

への気づきは子どもたちの技能的なつまず

きと深く関係することから、実技能力の高

い学生の方がそうでない学生よりも「出来

事」への気づきは深いものと予想される。  
 そこで本研究では、小学校４～６年生に

配属された計 11 名の実習生を対象に、授業中に生起した｢出来事｣に対する気づきとその

｢推論－対処｣の内容を記述させ、「出来事」への気づきと授業実践との関係を検討すること

にした。すなわち、①実習生の授業中の「出来事」に対する気づきを実査し、一般教師の

それとの比較から実習生の「出来事」への気づきの特徴を明らかにする、②実技能力の異

なる実習生を対象に再生刺激法による「出来事」への気づきを行わせ、実習生の授業中の

「出来事」の気づきを高める方途を検討する、の２点を目的とした。  
 
Ⅱ 方 法  
１．調査の対象と期間  
 Ｈ大学附属小学校４～６年生の８学級に配属された実習生計 11 名を調査の対象とした。

調査の期間は、2003 年 6 月下旬～7 月中旬であった。  
２．教材の選定  
  調査対象である実習生が行った体育授業の教材は、すべて｢水泳｣であった。これには、

教壇実習期の実習校の体育科カリキュラムが｢水泳｣であったことによる。ただ、水泳のよ

うな個人的スポーツ種目は、「できる－できない」がはっきりとしているため、授業の成果

を客観的に把握することが比較的容易であり、なおかつ実習生の｢水泳｣の実技能力が同大

学のグレイドテストにより把握されていることなどから、実習生の｢出来事｣への気づきの

分析・検討が容易となる利点が考えられた。  
３．調査の内容と方法  
（１）｢授業の出来事｣に対する調査  

 



 

  図１は、厚東ら (2004)が作成した｢授業の出来事｣調査票である。これを授業後に、実習

生にできる限り多く記述するように依頼し、この｢出来事｣の個数 (調査票の第１項目への回

答数 )と内容 (調査票の第１項目の内容 )を検討した。さらに、その｢出来事」に対する推論

（調査票の第２項目の記述内容 )と対処の仕方 (調査票の第３項目の記述内容 )を、表１の分

類視点 (厚東ら，2004)にもとづいて分析した。  
（２）実習生に対するインタビュー  

 Schon(1983)によれば、反省的実践者は

｢活動の中の反省｣と｢活動にもとづく反省｣

の二重のループによる思考を展開している

ことが指摘されている。このことから、前

者の反省は前項の｢出来事｣調査により可能

であるが、後者の検討に関しては、別途の

方法を用いる必要がある。そこで、本研究

では後者のそれとして、｢再生刺激法｣(吉崎、

1989；中井・岡澤、 1999)による分析を付

加した。  

 表１ ｢授業の出来事｣に対する「推論－対処」の

カテゴリー（厚東ら，2004） 

 

１）印象的推論･･･授業中に生起する｢出来事｣の発生メカニズム

を授業者のその場の印象や感覚から理由づけしようとする

もの． 

２）心情的推論－理解志向的対処･･･授業中に生起する｢出来事｣

の発生メカニズムを学習者の心理・心情から理由づけようと

するもので、その｢出来事｣によって学習者個人の特徴を理解

しようとするもの． 

３）合理的推論－理解志向的対処･･･授業中に生起する｢出来事｣

の発生メカニズムをスポーツバイオメカニクス、運動生理学

、スポーツ心理学といったスポーツ科学の知見から客観的・

合理的に理由づけようとするもので、その｢出来事｣によって

学習者個人の特徴を理解しようとするもの． 

４）文脈的推論－理解志向的対処･･･授業中に生起する｢出来事｣

の発生メカニズムを指導プログラムおよび授業過程の流れ

に即して理由づけようとするもので、その｢出来事｣によって

学習者個人の特徴を理解しようとするもの． 

５）心情的推論－目的志向的対処･･･授業中に生起する｢出来事｣

の発生メカニズムを学習者の心理・心情から理由づけようと

するもので、授業のねらいに即するように学習者を向かわせ

ようとするもの． 

６）合理的推論－目的志向的対処･･･授業中に生起する｢出来事｣

の発生メカニズムをスポーツバイオメカニクス・運動生理学

・スポーツ心理学といったスポーツ科学の知見から客観的・

合理的に理由づけようとするもので、授業のねらいに即する

ように学習者を向かわせようとするもの． 

７）文脈的推論－目的志向的対処･･･授業中に生起する｢出来事｣

の発生メカニズムを指導プログラムおよび授業過程の流れ

に即して理由づけようとするもので、授業のねらいに即する

ように学習者を向かわせようとするもの． 

 
 

 具体的には、表４に示す水泳グレイドテ

ストの結果が｢Ａ｣と評価されたＡ実習生と、

｢Ｃ｣と評価されたＥ実習生の２名を対象に、

彼らの授業のＶＴＲを視聴させつつ、授業

設計段階での留意点、および授業展開にお

ける出来事への気づき方やその気づきに対

する反省に関わるインタビューを行った。

このとき、両名の実習生の発話プロトコル

を同様に作成した。  
４．その他の資料の収集  
 Ｈ大学で実施されている水泳グレイドテ

ストの成績 注 ２ )、水泳授業の指導案、授業

の録画ＶＴＲのそれぞれを資料として収集

した。  
 

Ⅲ 結果ならびに考察  
１．実習生の授業中の｢出来事｣への気づき

とその｢推論－対処｣  
  図２は、実習生の授業中の｢出来事｣に対

する一授業あたりの気づきの個数と厚東ら

(2004)の一般教師のそれ (走り幅跳び )とを

比較したものである。  
 教材は異なるものの、実習生の｢出来事｣

への気づきの個数は、予想に反して一般教

 



 

師のそれと変わりはなく、X２検定による有意差は認められなかった。この結果は、現場

での実践経験のない実習生であっても、授業中の｢出来事｣をできる限り多く記述するよう

に指導を行えば、数量的には一般教師と同程度の気づきができることを示唆している。  
 図３は、実習生の｢出来事｣に対する｢推論－対処｣の内容を、表１のカテゴリーに即して

分類した結果を示している。  
実習生の授業中の｢出来事｣に対する「推論－対処」は、大半が｢印象的推論｣（63%）で

あり、彼らの授業中の｢出来事｣への気づきがきわめて漠然としていることがわかる。この

結果は、佐藤ら (1990)の初任教師と熟練教師の実践的思考様式を比較した研究結果と合致

する。しかし、それ以外の｢推論－対処｣のカテゴリー別比率をみてみると、｢合理的推論－

目的志向的対処｣が 15％と最も高く、続いて｢心情的推論－目的志向的対処｣の 13％という

順であった。表２には｢合理的推論－目的志向的対処｣の記述内容例を、表３には｢心情的推

論－目的志向的対処｣の記述内容例を、それぞれ示した。  
 厚東ら（2004）の結果によれば、前者のカテゴリーは、授業中に生起する｢出来事｣の発

生メカニズムをスポーツ諸科学の知見から客観的・合理的に理由づけしようとするもので、

この｢推論－対処｣ができるようになるためには、授業の｢計画・設計｣段階において運動の

技能特性を熟知し、子どもの技能的な｢つまずき｣の類型化とそれに対する手だてを準備し

ていることが重要であるとされている。これに対して、後者の｢心情的推論－目的志向的対

処｣は、｢出来事｣の発生メカニズムを学習者の心理・心情から理由付けしようとするもので、

これは｢計画・設計｣段階で教師が予測し得なかった｢出来事｣が生じたときに展開される教

師の｢推論－対処｣とされている。  
 いずれのカテゴリーも、対処の仕方が授業のねらいに即するように学習者を向かわせよ

うとする｢目的志向的対処｣で共通することから、実習生においても授業の目標達成に向か

って子どもたちの学習活動を制御しようとする構えの強いことを示している。これより、

授業中の｢出来事｣への気づきの重要性を実習生に指導すれば、｢印象的推論｣が減る可能性

のあることが示唆される。  
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図２ 実習生 と一般教師 の一授業あたり         図３ 実習生の授 業中の｢出来事｣に 

    に気 づく｢出来事 ｣の個数                   対する｢推 論－対処 ｣のカテゴリー別比率  

 

 

 



 

表２ ｢合理 的推論－目 的志向 的対 処｣の記述 内容 

(｢出｣：出来 事、｢推｣：推論、｢対｣：対処を示している。) 
①｢出｣顔を水面から上げようとして体が立ってしまっている子に対して、頭を下げて泳ぐように助言したら、顔が沈

んですぐに立ってしまった。  

 ｢推｣顔を上げすぎる子は手が下の方をかいており、顔を下げろと言われても手のかきを変えてないので沈んでしま

うのは当たり前。 

 ｢対｣顔を上げすぎないでと言うだけでなく、手を下げすぎないことも同時に言えば顔も自然と下がってくると分か

った。指導内容を顔(息継ぎ)から手のかき方に変更した。 

②｢出｣雨が降っていて、できるだけ水中に子どもをいさせたが、唇の色がだんだん変わり、震え出す子どもが出てき

た。 

 ｢推｣自分ではそれほど寒くなかったけど、皮下脂肪の少ない子にとって寒かったのだろう。 

 ｢対｣できる限りプールから出さないようにした。水中ジャンプやバタ足のキックなど運動量を多くした方がよかっ

た。 

 

表３ ｢心情 的推論－目 的志向 的対 処｣の記述 内容 

  (｢出｣：出来事、｢推｣：推論、｢対｣：対処を示している。) 
①｢出｣伏し浮きの時にバタ足をやっていたり、バタ足の時にクロールをやったりする子がいた。 

 ｢推｣もうクロールの仕方が分かっているので、できることを先にしたい。またすることによって周りの友達にすご

いと思われたいと思っているのではないか。 

 ｢対｣泳ぎを止めて、｢習っていて泳げるかもしれないけど、今はみんなと一緒にやってできない子に教えてあげて｣

と指導した。 

②｢出｣水中ジャンプをしている時に、Ｋ子から｢ジャンケンをして後ろにつながっていくやつがしたい｣という意見が

出たので、予定していなかったが行うことにした。 

 ｢推｣今までの経験で、ジャンケンをして列車になっていく遊びが楽しかったので、プールでもやってみたら楽しい

と思ったのだろう。 

 ｢対｣そのときは私も楽しそうと思ったけれど、今日の活動とは関係ないし、結構時間がかかったのでやらなければ

よかった。 
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図 ４ 教 育 実 習 生 および中 堅 教 師 群 の授 業 中 の｢出 来 事 ｣に対 する｢推 論 －対 処 ｣のカテゴリー別 数

(一授業あたり) 

 
 

 



 

 上記教壇実習における｢出来事｣への気づきの指導可能性を裏付ける結果は、図４におい

てもみることができる。図４は、実習生の授業中の｢出来事｣に対する｢推論－対処｣の内容

を、厚東らの中堅群教師 (教職経験６～９年 )の結果と比較したものである。先述したよう

に、｢印象的推論｣の個数は、実習生の方が中堅群教師よりも多い結果であった。さらに、｢合

理的推論－目的志向的対処｣および｢心情的推論－目的志向的対処｣の両カテゴリーについ

ても、実習生の方が多く認められた。このことは、実習生であっても、授業中の｢出来事｣

に気づくことのできる感性を十分に備えていることを示している。この背景には、自力で

指導案を作成する過程において、教材研究、とりわけ運動の技能特性の理解が深まったこ

と、さらには子どもの心情を理解しようとする姿勢が形成されてきたことが考えられる。  
 逆に、他の４つのカテゴリーの個数はいずれも中堅群の教師の方が多く、い  
ずれの「推論－対処」の内容も日々子どもと向き合い実際に授業を展開するなかで形成さ

れる｢推論－対処｣であると考えられる。その中の一つに、態度得点を高めた教師群に共通

して認められた｢文脈的推論－目的志向的対処｣が含まれている。こうした｢推論－対処｣が

展開できるようになるためには、子ども一人ひとりの学習過程を看取し、子どもとの相互

作用を多く行わせる必要のあることが示唆されよう。  
２．泳力の程度の違いからみた「出来事」への気づき  
 表４は、今回対象とした実習生の授業中の｢出来事｣への気づきの個数と、その｢出来事｣

に対する｢推論－対処｣の仕方、実習生の水泳のグレイドテストの成績をまとめたものであ

る。  
 対象とした 11 名の実習生のグレイドテストの成績は、Ａ･B･Ｃ･Ｄの４段階の｢Ａ｣と評

価された実習生が４名、｢Ｃ｣が７名であった。そこで、それらのグレイドテストの成績と

授業中の｢出来事｣に対する気づきの個数との関係をみると、「A」と評価された実習生の出

来事への気づきは 4.75±0.83 個であり、同「C」と評価された実習生のそれは 5.14±1.5
個であり、両者の間にまったく差は認められなかった。また「推論－対処」の内容につい

ても、グレイドテストの評価に関係なく、｢印象的推論｣が多く取り出された。一方、｢出来

事｣の発生メカニズムを児童の心情から理由づけようとする｢心情的推論｣は、グレイドテス

トの成績が低い実習生の方に多く認められる傾向にあった。  
 

表 ４ 実 習 生の授 業 中 の｢出 来 事｣の個 数 と｢推 論－対 処 ｣の仕 方 、グレイドテストの成 績、および子 ども

の授業評価 得点の一覧  

実 

習 

生 

配 

属 

学 

年 

出来

事の

個数 

 

｢出来事｣に対する｢推論－対処｣とその個数 

グレイ

ドﾃ ｽ ﾄ

の成績

Ａ 

 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

４年 

 

４年 

５年 

６年 

５ 

 

６ 

４ 

４ 

・印象的推論(２) ・心情的推論－目的志向的対処(２) 

         ・合理的推論－目的志向的対処(１) 

・印象的推論(４) ・心情的推論－目的志向的対処(１) 

・印象的推論(４) 

・印象的推論(４) 

Ａ 

 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

 



 

Ｅ 

 

Ｆ 

Ｇ 

 

Ｈ 

 

 

Ｉ 

 

Ｊ 

 

Ｋ 

４年 

 

４年 

４年 

 

５年 

 

 

５年 

 

６年 

 

６年 

５ 

 

５ 

７ 

 

７ 

 

 

５ 

 

４ 

 

３ 

・印象的推論(２) ・心情的推論－理解志向的対処(１) 

         ・心情的推論－目的志向的対処(２) 

・印象的推論(３) ・合理的推論－目的志向的対処(２) 

・印象的推論(５) ・心情的推論－目的志向的対処(１) 

         ・合理的推論－目的志向的対処(１) 

・印象的推論(３) ・心情的推論－理解志向的対処(２) 

         ・合理的推論－目的志向的対処(１) 

         ・文脈的推論－目的志向的対処(１) 

・印象的推論(３) ・合理的推論－目的志向的対処(１) 

         ・文脈的推論－目的志向的対処(１) 

・印象的推論(２) ・心情的推論－目的志向的対処(１) 

         ・合理的推論－目的志向的対処(１) 

・印象的推論(３) ・合理的推論－目的志向的対処(１) 

Ｃ 

 

Ｃ 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 
３．再生刺激法による｢出来事｣に対する気づきとその｢推論－対処｣ 

表５は、泳力の高いＡ実習生とそうでないＥ実習生に対して授業後に自分の授業のＶＴ

Ｒを視聴させて、授業を振り返らせるという再生刺激法を用いて、実技能力の違いが実習

生の授業中の｢出来事｣に対する気づきにどのような影響を及ぼすかについて検討したもの

である。表中にはＶＴＲ視聴前の｢出来事｣調査の結果も併せて載せている。  
 ＡとＥのいずれの実習生も VTR 視聴後では、授業中の｢出来事｣に対する気づきの個数

は増加した。また、｢印象的推論｣の割合は、Ａ実習生が 40％→29％であり、Ｅ実習生が

40％→36％となり、Ａ実習生の方がＥ実習生に比して顕著に減少した。  
 

表５ Ａ実習 生とＥ実習 生のＶＴＲ視聴後における授業中の｢出来事｣に対する 

    ｢推論 －対処｣の数 

Ａ実習生 Ｅ実習生  

｢推論－対処｣ 
視聴前 視聴後 視聴前 視聴後 

印象的 推論 
心情的 推論 －理解志向 的対処 
合理的 推論 －理解志向 的対処 
文脈的 推論 －理解志向 的対処 
心情的 推論 －目的志向 的対処 
合理的 推論 －目的志向 的対処 
文脈的 推論 －目的志向 的対処 

２ 

０ 

０ 

０ 

２ 

１ 

０ 

４ 
１ 
１ 
０ 
２ 
３ 
２ 

２ 

１ 

０ 

０ 

２ 

０ 

０ 

４ 
２ 
０ 
０ 
３ 
１ 
１ 

合    計 ５ １３ ５ １１ 

 
 次に、｢出来事｣に対する｢推論－対処｣の内容をみると、Ａ・Ｅのいずれの実習生におい

ても、態度得点の高い教師の特徴的な｢推論－対処｣である｢合理的推論－目的志向的対処｣

 



 

および｢文脈的推論－目的志向的対処｣の両カテゴリーの｢推論－対処｣が増加した。  
 上記の結果は、わずか２名の実習生の分析ではあるが、教壇実習中に再生刺激法による

授業反省の仕方を工夫することによって、実習生の授業中の｢出来事｣に対する気づきを深

める可能性を示唆している。とりわけ、実技能力の高い学生にその効果が大きいものと考

えられる。  
 具体的には、再生刺激法によるＡ実習生の「出来事」の気づきの一つとして、｢子どもに

対する言葉がけがとても難しく、予定していたよりも少なかった｣という｢出来事｣に対して、

｢ただ黙って立っているだけで子どもの動きが見られていないから｣と推論し、｢授業の前か

ら誰にどんな言葉がけをするのかをもっとはっきりさせておく必要がある｣と対処の仕方

を記述するようになった。このように再生刺激法を用いることで、実際の授業中には見え

なかった「出来事」が見えるようになり、自分の教授行為もしくは教授技術の善し悪しを

「推論—対処」で語れるようになった。このような「出来事」への気づきは、当然のこと

と し て 、 そ の 後 の 教 材 研 究 や 授 業 展 開 に 影 響 を 及 ぼ す こ と は 容 易 に 推 察 し 得 る 。

Schon(1983)は、こうした実践者の行為の捉え直しや批評、知識を再構成する新たな枠組

み (フレーム )作りのことを｢枠組み実験｣と称している。  
 これらのことから、再生刺激法による「出来事」への気づきは、実習生の授業を優れて

モニタリングさせるとともに、よい授業を展開させる実践的知識を主体的に形成させる働

きがあるものと考えられる。これが、結果的に実習生の｢出来事｣への気づきを高めるもの

と考えられる。加えて、実習生の実技能力を高めることも「出来事」への気づきを深化し

て、役立つものと考えられる。  
４．インタビューの発言内容にみる実習生の反省的思考  

ＶＴＲ視聴後に行ったＡおよびＥ実習生のインタビューの発話プロトコルにおいて実技

能力の違いが教材解釈や指導の手だての違いに結びついている事例が認められた (巻末資

料 )。すなわち、泳力の高いＡ実習生は、｢け伸びの姿勢はクロールにつながる大切な動き

なので｣、｢このキックは、息継ぎをしたら足が下がって進まなくなるのを防ぐ大切な動き

なので｣、｢だめな例として、膝から下だけが曲がって水しぶきだけが上がるというキック

を考えていて｣のように、クロールの構造的特性をよく理解し、自らの指導に対して理由や

根拠を付加して説明している場面が多く取り出すことができた。また、｢プールは外なので

教室よりも声が散ってしまう気がしました。大きな声を出しているつもりでも、聞こえな

いという子どもの声がしました｣のように、教授技術に関する反省も取り出された。さらに、

｢自分が見ている子ども達に対してはちゃんと指導できるようにと考えていたのですが、や

っぱりなかなか 27 人が一度に泳いで、その中でできていない子を見つけたりとか、その

中に入っていって足を持って教えたりとかができなくて｣と、子どもの動きの看取り方や教

え方に関わる授業展開の難しさを実感するとともに、自己の授業展開の仕方に対して批判

的に検討する場面がみられた。  
これに対してＥ実習生は、｢中心となる動きの面かぶりクロールの正しい基本動作を資料

や水泳上級者の者に聞いたりして｣、｢このこと (クロールの基本動作 )ができるように何回

か実技練習もしました｣など、教材研究や実技練習を重ねて授業に臨んでいたことが読みと

れた。この背景には、Ｅ実習生の実技能力の低さに伴う｢不安｣が存在しているものと考え

られた。これに関係して、｢なんか余裕がなくなってきたというか、クロールの腕のかき方

 



 

を説明するのに一生懸命になりすぎて、全体を見ることができなかったと思います。目の

前の子どもにだけ意識がいってしまって｣のように、｢巡視｣に関わる反省が取り出された。

また、｢『うまくできているよ』とは言えるけど、どこがどうなってうまくできているかと

いうことは、すぐには言えなかった。｣と、｢相互作用｣に関する反省もみられた。さらに、

Ｅ実習生の特徴として、｢(子どもに示範させなかったのはなぜか、というインタビュアー

の質問に対して )それまでの授業でこの子はできると思っていたんですが、その子たちはみ

なスイミングに行っている子たちばかりで、授業でうまくなった子ではないので、特別目

立たせるということはしたくないと思いました｣のように、できる子よりもできない子を大

切にしようとする構えが認められた。  
これらのことから、泳力の異なる実習生２人に対してインタビューした結果、泳力の高

いＡ実習生からは、教材 (運動 )の知識や技術に関する発言が多くみられるとともに、自己

の授業展開に対して、理由や根拠付けを行ったり、批評したりする様子が認められた。こ

れに対して、実技能力の低いＥ実習生からは、授業設計ならびに授業展開に対する｢不安｣

が多くみられた。しかし、できない子を大切にしようとする教師の構えが特徴的に認めら

れた。両者に共通する発言としては、子どもの動きを看取ることと、その看取りに応じた

適切な相互作用を行うことができないという内容的条件に関わる反省が認められた。こう

した反省が実習生自身によって語られたことに意味があるものと考えられる。なぜなら、

内容的条件に関わる教師の指導性は、どれも教師の深い教材解釈力と子ども理解力を必要

としており、これらの見識を高めて

いく必要性を実習生が自覚できてい

るからである。つまり、実習生一人

ひとりが自己の実習課題を明確に持

ち、その課題を解決するために、事

後学習を展開していく意味と必然性

が理解しやすくなったものと考えら

れる。  
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       運動実技  体育のｶﾘｷｭﾗﾑ   教育実習 
                    と指導法 
                        専門職の学習 

 図５ クライストチャーチ教育大学の教職関連科目 

   と授業内容 

５．総合考察  
図５は、ニュージーランドのクラ

イストチャーチ大学における教職関

連科目と授業内容を模式的に示した

ものである。  
クライストチャーチ大学では、４

学年すべてに教育実習を位置づけ、

１年生で５週間、２年生で４～５週

間、３年生で５週間、４年生で 14
週間、全 28 週間に及んで実習が行

われている。その実習の課題もコン

ピテンスの獲得から反省的・批判的

能力の育成へと焦点が移されている。

それに対応して、大学での｢教職関連

 



 

科目｣は、１年生では｢教師行動｣が、２年生では｢学習理論と指導ストラテジー｣が、３年生

では｢生徒の学習行動｣が、そして４年生では｢批判的教育学による分析｣が段階的・発展的

に位置づけられている。  
ま た 、 木 原 (2000)に よ れ ば 、 イ ギ リ ス で は 、 近 年 ｢学 校 を 基 礎 に し た 教 員 養 成 ｣ (a 

school-based initial teacher training)が実施されており、初等教員養成課程では、4 年生

課程で 32 週間、３年生課程で 24 週間、学卒後課程および２年課程で 18 週間の学校での

実習が計画されている。また、学生にはメンター (援助者、アドバイザー )が付き、実習指

導を展開させている。そのメンターの役割として、｢実習生の教授を組織的に観察し教授行

為にフィードバックし、授業の省察に実習生を引き込む『コーチ』『促進者』としてのメン

ター｣、｢実習生の教授を観察し効果的な教授を通じて生徒の学習にもっと焦点化するよう

実習生を援助する『批判的な友人』としてのメンター｣が挙げられている。  
上記２カ国における教員養成に共通していることは、教育実習の期間が長期であること

と、コンピテンスの獲得に向けて反省的・批判的能力の育成に焦点化していることである。

とりわけ後者の手だてに関しては、わが国の教師教育の立ち後れが認められる。  
本研究では、まず授業中の｢出来事｣への気づきの実態を調査した結果、実習生の気づき

の比率は、印象的推論が 63％を占める結果であった。その後、再生刺激法を導入すること

によって、印象的推論の比率は低下した。また、｢推論－対処｣の内容も態度得点の高い教

師のそれに近づくことが認められた。これらの結果から、実習生に対して授業のＶＴＲを

視聴させながら、授業の｢出来事｣を記述させる方法は、彼らの反省的思考を促し、授業の

内容的条件に関わる教授能力を高め得る可能性のあることが示唆された。これは、実習生

の授業中の「出来事」への気づきが、彼らの反省的実践へと向かう導入過程として意味あ

ることを示している。  
同様の結果が O’Sullivan らの研究からも伺える。すなわち、指導教員と共に反省を展開

させたグループ 1 は、｢使用した指導技術に対する反省｣｢状況的文脈的理解に対する反省｣

｢道徳的教授行為に対する反省｣のいずれの反省も認められ、その内実もレベル４（記述と

根拠および批評）となる実習生が 64.8％であったことを認めている。これに対して、実習

生だけで反省を展開させたグループ２は、｢使用した指導技術に対する反省｣を展開させる

にとどまり、その内実もレベル 1（記述：57.4%）が大半であったことを報告している。  
これより、実習生に対して授業のＶＴＲを視聴させながら、授業の｢出来事｣を記述させ

るとき、指導教員の果たす役割の重要さが示唆される。煩雑で多忙な指導教員の実務内容

を考え合わせれば、実習指導の最適化研究が志向されるところである。  
他方、実技能力の高い学生は、再生刺激法によって態度得点の高い教師の特徴である「合

理的推論－目的志向的対処」と｢文脈的推論－目的志向的対処｣が増加する結果が認められ

た。これに対して、実技能力の低い実習生は、児童の心情を理解していこうとする「心情

的推論—理解志向的対処」の多い傾向にあった。  
ここでクライストチャーチ大学での運動実技の単位をみてみると、１年次でわずか６単

位であることがわかる（２年次のダンス教育・野外運動は、マサイ族伝統の踊りやニュー

ジーランドの風土を学ぶ実技であった〔Christchurch College of Education，2005〕）。こ

の背景には、入学試験の段階で実技能力が在る程度以上の能力を有する学生を選考してい

ることによる。これにより、クライストチャーチ大学では、３年次の本実習までに｢教師行

 



 

動（18 単位）｣、｢学習理論と指導ストラテジー（18 単位）｣、｢生徒の学習行動（24 単位）｣

を積み重ねることが可能となっている。  
わが国では、クライストチャーチ大学のような取り組みは困難であるため、当面におい

ては実習生の実技能力を高めていく実技指導のあり方が重要になってくるものと考えられ

る。 具体的には、上述した本研究の結果より、実技能力の高い学生には子どもの運動の仕

方を理解させることが、実技能力の低い学生には運動の仕組みを理解させることがそれぞ

れ必要であろう。  
以上のことから、ニュージーランドやイギリスにおける教師教育のシステムをそのまま

わが国の教師教育に導入することは困難であるとしても、教壇実習において、授業の｢出来

事｣に対する気づきを深める授業は、コンピテンスの獲得に向けて反省的・批判的能力の育

成に視点をあてた教師教育カリキュラムへと進展させるものとして意味あるものと考えら

れる。  
 

Ⅳ 要約  
小学校４年生から６年生の８学級に配属された計 11 名の実習生を対象に、水泳の授業

中に生起した｢出来事｣に対する気づきとその｢推論－対処｣の内容を調査した。すなわち、

①実習生の授業中の「出来事」に対する気づきを実査し、一般教師のそれとの比較から実

習生の「出来事」への気づきの特徴を明らかにする、②実技能力の異なる実習生を対象に

再生刺激法による「出来事」への気づきを行わせ、実習生の授業中の「出来事」の気づき

を高める方途を検討する、の２点を目的とした。  
得られた結果の大要は以下のとおりである。 

1)実習生の授業中の｢出来事｣に対する気づきの数は、一般教師のそれと大差のない結果で

あった (χ２検定の結果有意差なし )。  
2)習生の授業中の｢出来事｣に対する｢推論－対処｣は、63％が印象的推論であった。しかし、

｢印象的推論｣を除くと、｢合理的推論－目的志向的対処｣が 15％、｢心情的推論－目的志

向的対処｣が 13％で多かった。  
3)上記 1)と 2)の結果より、教育実習における実習生の｢反省的実践｣の可能性が示唆された。 
4)水泳のグレイドテスト評価の高い学生に対して再生刺激法を用いると、授業中の｢出来

事｣の数は増加し、その｢推論－対処｣では、厚東らの態度得点を高めた教師のカテゴリ

ー（「合理的推論－目的志向的対処」、｢文脈的推論－目的志向的対処」）を増大させた。

これより、再生刺激法による「出来事」への気づかせ方は、彼らの反省的思考を高める

有効な方法であると考えられた。とりわけ、実技能力の高い学生において効果の大きい

ことが認められた。  
5)以上の結果から、教壇実習において、実習生に授業の｢出来事｣に対する気づきに根ざし

た反省的実践を促すことは、彼らの授業実践能力を高めるとともに、コンピテンスの獲

得に向けた反省的・批判的能力の育成に視点をあてた教師教育カリキュラムへの進展が

図られ易くなるものと考えられた。  
 

 

 

 



 

注  
注１ )Cruickshank(1974)は、｢プロトコルとは、教育過程で見られる教育上重要な意味を

持つ事象の“原記録”で、教授学はもちろん、心理学、社会学、人類学、哲学等々を

含めて、関連領域からの適切な概念を用いて、その事象を解釈したり、問題を解決し

たりするのに利用されている。｣と定義している。また、プロトコルを教師教育のプ

ログラムの開発や教授行動の研究などに利用するやり方を｢プロトコル・アプローチ｣

と呼んでいる (小金井，1977)。  
注２ )小学校教員として必要な実技能力の向上を企図したプログラムの評価法で、Ｈ大学の

実技教育研究指導センターが中心に実施している。小学校教員として有する実技能力

が優れている場合を「Ａ」とし、それ以下を「B・C・D」の４段階で評価している。 
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巻末資料１ インタビューにおける実習生Ａの発話プロトコル  
 単元名：水泳 (４年生：クロール )｢なめらかなキックをしよう｣  

指 導 教 官 授     業     者 
・まずは、授業を設計するに当たって留

意した点を簡潔に話して下さい。 
 
 
・他にどんなことがありますか。 
 
 
 
 
 
 
 
・一回のけのびと一回のイルカでプール

サイドの横をいける子を増やしたかっ

たんですね。具体的にどんな働きかけを

考えていましたか。 
 
・なぜ一回にこだわったのですか 
 

 

 
 
 
・誰ができるという予想はありましたか

。 
 
・具体的な名前を挙げてください。 
 
・まだ他に留意点はありますか 
 

Ａ：プールに入るまでの所で、シャワーを浴びる時に、時間は｢カエルの歌｣

を歌うということで決められているんだけど、浴び方がじっとがまんしてい

るだけという感じなので、｢はいこすって｣と言ってしっかりシャワーに体を

慣れさせたかったです。 
 
Ａ：今まで、｢けのび｣と｢イルカもぐり｣でプールサイドの横を進むことをや

ってきて、一回のけのびと一回のイルカで行くのが目標だったんだけど、ま

だ行けていない子がたくさんいたので、何とか行けるようにさせたかったで

す。そのためには、最初のけのびで半分いかないと無理なので、そのけのび

をしっかりとさせたかったです。 
 
Ａ：｢最初のけのびで絶対半分は越えるようにしよう。｣という声かけをしよ

うと思っていました。それと、けのびの姿勢はクロールにつながる大切な動

きなので、｢しっかりと浮こう｣という声かけもしようと思いました。 
 
 
Ａ：(しばらく沈黙が続いた後)これまで先生が一回というめあてを子どもに

持たせておられたので、まだできていない子がいる状況なので続けて目標を

持たせるのがいいと思いました。それと、けのびはクロールにつながる動き

で、足が沈んでくるともうだめだと思ってすぐに立ってしまう子が出てくる

と思うので、しっかり浮かせることが大切だと考えました。 
 
Ａ：スイミングに行って上の方のレベルに行っている子はできると思ってい

ました。 
 
Ａ：ＹさんやＨさん、特に女の子の方がうまくできていたので、たぶんうま

くできるだろうなあという思いはありました。 
 
Ａ：私の授業から初めてビート板を使ってキックをするという動きに入るん

だけど、このキックは、息継ぎをしたら足が下がって進まなくなるのを防ぐ

大切な動きなので、正しいキックとはどんなものなのかをしっかりイメージ

 



 

 

 

 
・そのとき実際に子どものキックはどの

ようになると想定していましたか。 
 

 
・逆に、できるようにする手だてとして

何を工夫していましたか。 
 
・まだありますか。 
 

 

 

 
・それでは実際に水泳の授業をやってみ

ての授業者の感想や反省をお願いしま

す。 
 
・子どもは聞こうとしていましたか。 
 
 
・他に反省はありますか。 
 

 

 

 

 

 

 
・なぜ、前時では横に手をつないでして

いたのに、本時では前後で肩を持たせる

ようにやったのですか。 
 
・このことは指導案に書いていましたか

。 
 
・他にはどんなことがありますか。 
 

 

 
 
 
・どうしてそのようになってしまったと

思いますか。 
 
 
・以上ですか。まだありますか。 

 

させるために私が手本を見せようと思いました。それから実際にやらせてみ

て、なかなか見たこととやることは違うと思うので、できていない子には実

際に足を持って、こうやってやるんだよって教えてやろうと思いました。 
Ａ：だめな例として、膝から下だけが曲がって水しぶきだけが上がるという

キックを考えていて、そういう子が多いと思っていました。ももから打つし

なやかなキックというのはなかなかできないのではないかと思っていました

。

 
Ａ：やっぱり、私が足を持って上げて、正しい動きをわからせてやろうと考

えていました。 
 
Ａ：最後なんですけれども、これまで子ども達は３回プールに入っている訳

なんですが、いずれも水温が低くて、寒そうにしていたんですが、特に気を

付けたいことは説明をできるだけ短くすることと、どうしても説明が必要な

時は水の中にいる方が温かいので、水の中にいさせようと考えました。 
 
Ａ：まず予想できていなかった点なのですが、プールは外なので教室よりも

声が散ってしまう気がしました。大きな声を出しているつもりでも、聞こえ

ないという子どもの声がしました。 
 
Ａ：聞いていない子もいました。しゃべっている子に対して｢聞きよ｣と言う

と、今度は反対側の子が聞いていなかったりしました。 
 
Ａ：授業前には全く予想できていなかったのですが、子ども達は｢海坊主｣と

呼んでいる水の中にしゃがみこんでジャンプする動きをしたときに、Ｋさん

から｢じゃんけんして後ろにつながっていって海坊主をしたら｣という意見が

出て、そういう動きもおもしろいかなと思って、じゃあやってみようとなっ

てしまって、実際の動きは先頭の子だけがジャンプができていて、後の子は

着いていくのとジャンプを合わせるのとがごっちゃになって、ただ時間だけ

が過ぎていくという感じで、ぜんぜん意味のない活動となってしまったこと

が反省です。 
 
Ａ：ええと、まあ、ただ違う動きをさせたら興味を持つだろうとしか考えて

いなかったんですが・・・ 
 
 
 
Ａ：指導案には書いていなかったですが、授業前の頭の中のマイクロでは前

後の二人組でやらせようと考えていました。 
 
Ａ：クラスの中には、全体での学習についていけない子が何人かいて、その

子達は水に顔をつけることができなかったり、水中で目が開けられなかった

りといろいろなんですが、その子たちの指導は他の実習生に任せっきりで何

も指導してやることができませんでした。指導できないばかりか、授業が終

わってから、｢○○君頑張っていたよ｣と言われて、｢あっそうか｣と後で気付

くぐらい、全く気にすることができなかったのが反省です。 
 
Ａ：全体の子の動きを見てて、どのように指導すればよいかを考えるのが精

一杯で、他の実習生が個別に指導してくれている子を見る余裕が全くなかっ

たのが本音です。 
 
Ａ：自分が見ている子ども達に対してはちゃんと指導できるようにと考えて

いたのですが、やっぱりなかなか２７人が一度に泳いで、その中でできてい

ない子を見つけたりとか、その中に入っていって足を持って教えたりとかが

できなくて、思っていたよりも子ども達が早く早く泳いでしまっていたので

、数人しか見つけることができませんでした。その関係でクラス全体でのま

とめも十分にできなくて。 
 (後 略)                   
                (下線は演者が付した) 

 

 



 

巻末資料２ インタビューにおける実習生Ｅの発話プロトコル  
 単元名：水泳 (４年生：クロール )｢面かぶりクロールをしよう｣  

指 導 教 官 授     業     者 

・まずは、授業をするに当たって留意し

た点を簡潔に話してください。 
 

 
・それは前回のＡ先生の反省でもあるわ

けですね。 
  
・二つ目は。 
 

 

 
・水の中で演示をしようと思わなかった

のはなぜですか。 
  
 

  
・よくできる子どもに示範させようと考

えませんでしたか。 
 

 

 

 
 
・はい、わかりました。他にありますか

。 
 

 

 

 

 
・具体的にどんな動きですか。 
 

 

 
 
・水中でもしましたか。 
 
・でも演示の自信はなかったのですね。 
 
・他にありますか。 
 

 

 

 

 
 
・どうして、朝やろうと思ったのですか

。  
 
 

Ｅ：はい。まず本時の中心的な活動は何かを押さえて、今日の場合は面かぶり

クロールなんだけど、この練習に十分に時間をかけるために、それまでの準備

運動に時間を取りすぎないようにしようと思いました。 
 
Ｅ：はい。具体的には、けのびやイルカ、水中ジャンプの回数を前時の半分に

しようと考えました。 
 
Ｅ：Ａ先生の演示がよかったという話もあったし、子どもの振り返りカードで

もＡ先生が実際に泳いで見せてくれたことがよく分かったとあったので、僕の

授業でも実際の手の動きをプールサイドで｢こうやって動かすんだよ｣と見本

を見せようと考えました。 
 
Ｅ：はい。僕自身が水泳が得意ではなくて、子ども達に手本となる動きが現

段階では無理なので、だからといって、何も示範しないのは子どもに動きのイ

メージをつけてやることができないと思ったので、陸上でしっかりと手のかき

を見せようと考えました。 
 
Ｅ：はい。それは考えました。それまでの授業でこの子はできると思っていた

んですが、その子たちはみなスイミングに行っている子たちばかりで、授業で

うまくなった子ではないので、特別目立たせるということはしたくないと思

いました。それと、スイミングスクールには行っていないけど、うまくでき

ている子もいたかもしれないけど、その子を僕は把握し切れていなかったこと

があります。 
 
Ｅ：前時の反省であったことで、声をどの子にも届けようといろいろな方向に

向かって大きな声を出すように心がけようと思いました。大切な内容は一カ所

に集めることにしました。 
 
Ｅ：それと、中心となる動きの面かぶりクロールの正しい基本動作を資料や水

泳上級者の者に聞いたりして、知識を得てしっかり説明できるように準備しま

した。 
 
Ｅ：ええと(立って腕を前に突き出しながら)、まずこうやって(前に伸ばした

右手の手首をやや曲げて)水をキャッチしてから、おへそのところへかいてき

て、腰の後ろの方へ腕を伸ばして、大きく前に持ってきて左手に重ねるように

する。このことができるように何回か実技練習もしました。
 
Ｅ：はい。何回か練習しました。 
 
Ｅ：はい。 
 
 
Ｅ：前回Ａ先生が反省していたことですが、全体の授業についていけなくて個

別に実習生に指導してもらっている子どもたちにも目を配ろうと考えました。

 
Ｅ：最後に、朝授業が始まる前にプールに入って、シャワーから海坊主まで

の一連の流れと、ビート板を使っての面かぶりクロールの実技練習をしました

。

 
Ｅ：指導案上の流れができあがって、実際のイメージを自分の中に持ちたかっ

たからです。面かぶりクロールをしたのは実技としてレベルを上げたかったか

らです。 
 
Ｅ：自分がやっている授業のイメージです。 

 



 

・イメージって、なんのイメージですか

。 
  
 
・授業のイメージというのは、シャワー

を浴びさせてから、ここへ移動させ、そ

の次はこの言葉かけをしようというよ

うな、学習活動の流れと教師の働きかけ

のイメージのことですか。 
 
・それでは実際に授業をしての感想はど

うですか。 
 
 
・なぜ忘れたのですか。 
 
 
・｢バディ｣はしたけれども人数の報告を

していないというのは、何のためのバデ

ィシステムなのか、そのことが整理でき

ていなかったのですね。 
 
・二つ目はどんなことですか。 
 

 
・なぜ後の方では声がかけられなく な

ったのですか。 
 

 
 
・目の前の子にだけ意識がいったという

のと、余裕がなかったというのと、どん

な関係があるの。もう少し説明してくだ

さい。 
 
 
・じゃあ、目を奪われて、声がかけられ

なかったのはどうしてかな。うまくいっ

ていないところが見えたわけでしょ。 
 
・なるほど。逆にうまくできている子に

対してはどうなの。 
 

 

 
 
 
・なぜ具体性が持てなかったと思います

かのですか。自分ではどう考えますか。 
 
 
 
・人に教えようと思えば、まずは自分が

上手になってきたプロセスが手掛かり

になるというのですね。 

 
 
 
Ｅ：はい、そうです。 
 

 

 

 

 
Ｅ：はい。まずバディのときに入水の人数の確認をしたのはよかったのですが

、それを監視の先生に伝えるのを忘れてしまいました。うかつだったなあと思

います。 
 
Ｅ：ええっと・・・(しばらくして)意識になかったのが正直なところです。
 
Ｅ：はい。必要性まで深く考えられていませんでした。 
 

 

 

 
Ｅ：授業前には子どもへの声かけをしっかりしようと考えていて、はじめの方

はよく声がかけられたと思うのですが、だんだん声がかけられなくなりました

。 
 
Ｅ：ええと・・なんか余裕がなくなってきたというか、クロールの腕のかき方

を説明するのに一生懸命になりすぎて、全体を見ることができなかったと思い

ます。目の前の子どもにだけ意識がいってしまって・・・。 
 
Ｅ：ええっと、目の前の子のクロールを見て、うまくいっていないところはど

こか、どこを直せばいいのかだけを見ていて、目を奪われてしまって、全体

を見る余裕がなかったと思います。

 

 
Ｅ：(少し考えて)自信がなかったんだと思います。僕が言ってあげることで

本当にうまくなるのかあって。

 
 
 
Ｅ：｢うまくできているよ｣とは言えるけど、どこがどうなってうまくできて

いるかということはすぐには言えなかった。それに、どこをどう直したらいい

かを言う方が難しかったです。例えば、Ｙさんがうまくできていないのはわか

っていたのですが、どこがどう悪くてどう言ってあげればいいのかが、具体性

を持っていなくてわからなかったです。

 
Ｅ：知識としてまだ不完全だったんだと思います。人の動きを見て、それが

どうなっているかをコメントすることができない。(しばらく沈黙したのち)

なんでできないのかを考えたんですが、よくわからないけどやっぱり自分が

水中で実際に泳ぎながらできないということが原因だと思います。

 
Ｅ：はい。そうだと思います。 
 
 (後 略) 
                            (下線は著者らが付した) 

 
 

 



第４章 諸外国の教師教育制度における体育教師教育プログラムの動向 
第１節 イングランドの体育教師への導入教育（初任者研修）に関する研究 

 
木原成一郎 

 
Ⅰ はじめに 
 チューバックら(Chubbuck et al., 2001, p.365)が指摘するように、教員養成を終えて教

職に就いた初任者は、必ずしも教師としてスムーズに学校にとけ込めるわけではない。新

任者の学校への導入に関する研究をレヴューしたゴールド(Gold, 1996)は、「リアリティ・

ショック」といわれる初任者の学校適応への困難が存在すると指摘している。同時に、ゴ

ールド(Gold, 1996, p.559)は、離職した教師の研究（バーンアウト研究）のレヴューを通

じて、職能成長の要求を伴う初任者の心理的な必要に適合した学校改善の計画が初任者の

消耗を軽減し満足のいく結果をうむことができると指摘している。 

 米川秀樹ら（2003）によれば、イングランドでは、継続した職能成長 (continual 
professional development)の一環として、1999 年の教育雇用省通達により、養成から採

用そして初任の 1 年間の成長を継続して援助する導入教育の制度(the statutory induction 
programme for newly qualified teachers)が定められ、2003 年の秋にプログラムが改訂さ

れた。先のゴールド(Gold, 1996, p.559)の指摘をふまえれば、この導入教育の制度を初任

教師にとって有効に働くものにするためには、初任教師が抱く職能成長の要求を伴う心理

的な必要を明らかにすることが不可欠となる。そこで本研究は、イングランド中東部の地

方都市で 2004 年 3 月に行った導入教育に関する調査により、初任者が導入教育の制度の

もとで、職能成長と心理的な援助に関してどのような必要を持っているのかを把握するこ

とを目的とする。 
 

Ⅱ 研究の方法と資料の収集 
１．対象 

本研究は、イングランド中東部の公立中等学校に 2003 年度に採用された新任の保健体

育教師 3 名を対象とした事例研究である。事例研究の場合、研究の対象となる事例の抽出

は、トーマス･ネルソン（1999, p.388）によれば、「研究の当事者がもっともよく調べるこ

とができる対象を選ぶ」のであり、「研究者が研究に含まれるべき基準を設けて、これに当

てはまる標本を探し出す」とされている。本研究は、イングランドの導入教育制度が大学

と学校と行政が連携をもつ教師の成長を励ますシステムとしてどのような特徴があるのか

をまず明らかにすることが必要である。そこで、大学と学校と行政の連携に配慮した教員

養成コースの運営により、イングランドの教員養成機関の評価として実施される OFSTED
の査察制度により高い評価を得ている R 大学の教員養成担当教官に依頼し、イングランド

の導入教育制度の特徴を理解する研究目的を達成するために適切な事例として 3 名を選定

した。対象者の 3 名のうち 2 名が R 大学の教員養成コース、他の 1 名は LM 大学の教員養

成コースを 2002 年度に修了した。そしてこの 3 名は公立中等学校に 2003 年度に保健体育

教師として採用された。 
 

  



２．資料の収集 
トーマス･ネルソン（1999, pp.437-438）によれば、質的研究のひとつとみなされる事例

研究においては、その妥当性や信頼性を保障するために、「研究者の結論を実証するために

複数のデータ源を利用する」という意味の「トライアンギュレーション」という手段が取

られる。本研究では、複数のデータ源を用いる「データトライアンギュレーション」の手

段を用いた。つまり、第 1 にイングランドの導入教育制度に関する文献や事例の人物が勤

務する学校便覧という文献資料を収集し、第 2 に事例の人物が行った実際の授業を観察し

てフィールドノートを作成した、第 3 に事例の人物に、半構造化面接法によるインタビュ

ーを行った。インタビューは、筆者と R 大学博士課程コース大学院生の二人で、学校で授

業を観察した後行った。ただし、B さんとのインタビューのみ R 大学の元指導教員が同席

した。 
ハーディー（Hardy, C. 1996)は、1993 年度の中等学校保健体育教員養成コース 53 名の

教育実習生(postgraduate physical education trainees)に「教育実習で体育の授業に関す

る心配なこと」を自由に記述させて 1510 の心配事を収集し、それを４つの大項目に分類

し項目ごとにメンターの行うべき援助と指導を提案した。本研究は、Hardy, C. (1996)の
心配事項を尋ねることを通じて教育実習生のニーズを把握する研究方法を採用し、教育実

習生にインタビューを試みた。インタビューは、インタビュアーから以下の 3 つの質問を

示した後、インタビュイーに自由に語ってもらう形式ですすめた。１．学校で何か心配な

ことはありませんか。２．体育の授業や教科外活動(extra curricular physical activities)
について何か心配なことはありませんか。３．導入教育 (the statutory induction 
programme for NQTs) について何か心配なことはありませんか。 
３．資料の分析 

まず、文献資料を用いてイングランドの導入教育制度の概要と 1 年後に到達を期待され

る基準を明らかにした。さらに、2003 年の導入教育改訂の中心である the career entry and 
development profile といわれるファイルに基づく初任者への援助過程を明らかにした。そ

して、学校便覧とインタビューのトランスクリプトをもとに、各事例の置かれた状況を次

の６項目に区分して記述した。１．赴任校の特徴。２．教員養成の特徴。３．赴任校の負

担と導入教育の体制。４．体育授業の実態。５．部活動（Extra Curricular Activity）の

指導実態。６．その他。 後に、木原成一郎（2004）によって提案された初任教師の「学

校に関する心配項目」の次の 10 項目に 11．教員養成を補足して、インタビューのトラン

スクリブトを意味のまとまった単位の文章にわけ、すべての文章をこの 11 項目に分類し

た。１．授業．２．生徒指導。3．部活動。4．保護者の問題。5．家庭の教育力。6．学校

内の施設不案内。7．学校運営の仕事。8．同僚関係。9．初任研。10．研究授業。木原成

一郎(2004)によれば、この 10 項目は、H 大学教員養成学部を卒業し 2002 年度と 2003 年

度及び 2004 年度に採用された新任教師 11 名を対象とし、１学期の週末ごとに学校と体育

授業に関する心配を自由に記述させた 85 個の心配項目を、３名（大学教官１名、小学校

現職教員１名、大学院生１名）で KJ 法を用いて分類して得られた項目である。 
 

Ⅲ 背景 
高野和子(1998)によれば、現在のイングランドの教員資格(QTS, Qualified Teacher 

  



Status)は、高等教育機関に設置された 3 年もしくは 4 年制の教育学士課程(BED, the 
Bachelor of Education course)か、教育以外の学士号を取得した後に入学する１年制の学

卒後課程(PGCE, Postgraduate Certificate of Education course)を卒業することによって

取得される場合が大多数である。そして中等教育の教師は PGCE で、初等教育の教師は教

育学士課程で、その多数が養成される。また、教員養成課程認定の基準を示した 1993 年

の教育科学省のサーキュラー（DES,1993）によれば、初等学校の教員を目指す教員養成

課程の学生が学校で過ごす時間は、少なくとも 4 年制の教育学士課程で従来の 20 週間が

32 週間へ、3 年制の課程で 15 週間から 24 週間へ、学卒後課程及び 2 年制課程で 15 週間

から 18 週間へと延長されることになった。教育学士課程や学卒後課程に対し、より実践

的な力量の養成と、学生が学校で過ごす期間の延長が求められてきたのである。木原成一

郎(2000)によれば、この方向は、教師の養成における学校の役割の増大によって、「学校を

基礎にした教員養成」(a school-based initial teacher training)と呼ばれている。 
イングランドでは、初任教師は採用後の１年間を初任者研修期間として特別にプログラ

ムされた研修を受ける。1999 年の教育雇用省の規定によれば、その内容は「観察と援助」

つまり、初任者研修担当教員による初任教師の授業の観察とアドバイス、そして研修計画

の見直し、さらに新任教師によるベテラン教員の授業の観察である。また、初任教師に対

する様々な評価が行われる。 
 TTA(2003)によれば、2003 年に改訂された導入教育の目玉は、the career entry and 
development profile といわれるファイルの内容の改訂である。これは、まず学生が教員養

成の卒業時に教員養成課程の指導教官と対話して自分の到達点を確認してファイルに記入

する。次に採用時に導入教育の指導教員と対話し 1 年間で も優先すべき成長課題を設定

する。さらに授業が始まると 1 学期の半ばと学期末、2 学期の半ばと学期末、3 学期の半

ばと年度末と合計 6 回このファイルを用いて指導教員と対話し、それまでの学習の成果を

振り返ると共に次の段階にどう前進するかを明確にするというものである。校長は学期末

と年度末の 3 回この対話に参加し、教育委員会に初人教師の成長について報告書を書き年

度末には導入教育の目標を達成したかどうかを評価し報告するとされている。 
 例えば、採用時には、指導教員と対話しこのファイルに記入する例が次のように示され

ている。 
 「１．導入教育の間に も優先すべき成長課題は何か。２．教員養成終了の時期からそ

の優先すべき課題は変更したか。例えば新しい必要性や領域が課題となってきたかどうか。

３．導入教育の間に短期的、中期的、長期的な時間にあわせて、それぞれどのような成長

課題を優先するのか。４．これらの優先事項を前に進めるためにどのような準備や援助や

成長の機会が必要なのか。」(TTA, 2003, p.18) 
 TTA(2003)によれば、初任者は採用時に各自の成長課題を明確にし、学期に 2 回ずつ指

導教員と対話し、各学期に校長と対話する機会を持つ。そして 1 年後に到達を期待される

基準が明示されている。その基準は、下記の「教員資格基準」の各項目を「継続して教員

資格基準に適合し、採用された文脈の中で専門的能力を向上させる。」こととされている。

この基準に到達しない場合は、再度導入教育の期間が延長されるか、不合格になる。この

評価の結果に対しては不服の申し立てができるとされている。 
 表１にあるように、「教員資格基準」は、「１．専門的な価値と実践」と「２．知識と理

  



解」と「３．授業」から構成されている。「１．専門的な価値と実践」は、教職への情熱を

持ち子どもの成長を信頼する教師の信念に関する項目である。また、「２．知識と理解」は、

学生が担当する学校階梯、学年段階のナショナル・カリキュラムが求める教科の知識と横

断的カリキュラムに関する知識を中心とする。「３．授業」は、指導計画作成と指導改善の

ための評価、そして学級担任としての学級経営をすすめるために必要な技術などである。 
 
表 1 「イングランドの教員資格基準」 出典：TTA(2001) 
１．専門的な価値と実践 
新任教師は、次にあげられている GTCE による職業的な倫理を支持し理解しなければならない 
１－１ 
全ての生徒に高い期待を持っている。彼らの社会、文化、言語、宗教、そして人種的背景を尊重する。そして、生徒
の教育上の成績を上げることを委ねられている。 
１－２ 
生徒を思いやりや尊敬の念を持って分け隔てなく接する。また、学習者としての生徒の発達に関心を持つ。 
１－３ 
生徒から期待されるような肯定的な見方や態度、行動することを示し進める。 
（以下略） 
２．知識と理解 
新任教師は次にあげられるような全ての実践を行わなければならない。 
２－１ 
教えるために養成された確固たる知識と教科の理解をもっていなければならない。資格を得るためには、中等教育の
知識と理解は学士レベルと同等のレベルであるべきである。 
特別な局面の関係においては次のことが含まれる。 
a 初期の段階ではねらいや原理を知り理解する。６つの場面で学びと、初期の学習の到達は、初期段階のための
QCA/DFEE Curriculum Guidance で記述される。そしてそれには、入学前の子どものための枠組み、方法、評価規
準が国の基礎的計算能力と読み書き方略によって説明されている。 
b Key Stage１（6 歳から 7 歳：引用者注）／K.S.２（8 歳から 11 歳：引用者注）では、National Curriculum の中
心教科の教科課程を知り、理解する。そして、枠組み、方法や評価規準が国の読み書きや基礎的計算能力の方略によ
って説明されている。そして、次にあげる教科の学習の範囲を横断することを十分に理解している。 
・歴史と地理 ・体育 ・ICT ・美術とデザイン、もしくはデザインと技術 ・舞台芸術 ・宗教教育 
必要とされる場面においては、経験ある同僚からのアドバイスを受けて、養成されてきた学年に応じて教えることが
できる。 
c Key Stage ３（12 歳から 14 歳：引用者注）では、学習の National Curriculum Programs を適切に理解し知る。
そして、主要教科の１つもしくはいくつかを教える資格を得る。この教科とは、Key Stage３の national Strategy と
しての関連的な枠組みや方法、評価規準を説明することができる。これらすべての指導資格は Key Stage３の教科に
ついて National Curriculum の横断的な教科の扱いに期待していることを知り理解する。そして、Key Stage３の
national Strategy について説明されている指導に精通している 
（以下略） 
３ 授業 
３－１ 
計画、願い（評価規準）と目標 
新任教師は次にあげるようなすべての実践を行わなければならない。 
３－１－１ 
教室にいる全ての生徒に関係づけられた教授と学習の目的に挑み続けなければならない。それは、次のようなことの
理解に基づいて行われる。 
・生徒 ・過去及び現在の達成状況の把握 ・生徒の発達段階に応じた評価規準 ・生徒の発達段階に応じた学習内
容とその範囲 
（以下略） 
３－２ 
形成的評価と総括的評価 
新任教師は次にあげるようなすべての実践を行わなければならない。 
３－２－１ 
形成的に評価する範囲を適切に設けなければならない。計画された学びの目的に対する生徒の進歩を評価するための
評価方略をもたなければならない。そして、計画や教え方の改善のための情報にしなければならない。（指導法改善の
ための評価）（以下略） 
３－３ 
授業と学級経営 
新任教師は次にあげるようなすべての実践を行わなければならない。 
３－３－１ 
生徒に対し高い期待を持ち、教授と学びに集中するよりよい関係を築く。多様性が尊重され、生徒が安心して自信の
持てる意図的な学習環境を設立する。 
（以下略） 

 
Ⅳ 事例 
１．A 君 
（１）採用された学校の状況 
 A君の採用された学校は、Nの町はずれにある白人の労働者階級が多く住んでいる住宅

街の中にある中等学校であった。この学校は 7 年生から 11 年生まで、つまりイングラン

  



ドのナショナル・カリキュラムでいえば、キー・ステージ３と４の中等義務教育５年間を

カバーし、さまざまな学力レベルの生徒が同じ学校で学ぶコンプリヘンシブ・スクールだ

った注１）。この学校では、男子と女子は基本的に別々に教えられ、体育の教員は男女それ

ぞれ 2 名ずつであった。 
 

表２ 事例教員の学校及び勤務の状況 
氏
名 

赴任校の特徴 教員養成の特
徴 

赴任校の負担と導入
教育の体制 

体 育 授 業 の
実態 

部活動の指導
実態 

その他 

A
君 

・F・コンプリヘンシ
ブ・スクール、ノッテ
ィンガム 
・ノッティンガムの町
はずれで白人の労働
者階級が多く住んで
いる住宅街にある 
・7 年生（11 歳）から
11 年生（16 歳）まで、 
３と４の中等義務教
育 5 年間 

・ノッティン
ガム出身, 
・PGCE at L 
M 大学 
・ 教 育 実 習
校：Leeds 町
中の１学年６
学級、全校生
徒 200 人の大
規 模 校 と H 
Grammer 
School の２校 

・７年生の学級担任 
・週 20 時間の授業
（担任学級の PSE
１時間を含む） 
・導入教育指導教官
I さん（他教科）が
授業観察と懇談 
・体育主任（学科主
任）J 氏が授業観察
（5 時間の授業免除
が実現せず） 
・年間 8-10 回の外部
研 修 （ SEN,
Behaviour, PE 
discussion） 

・週１９時間 
・体育実技：
体 育 主 任 と
同 時 間 に 異
境 材 を 指 導
する。 
７ 年 生 ４ 時
間、８年生４
時間、９年生
４時間、10 年
生２時間、11
年生２時間） 
・GCSE（10
年 生 実 技 １
時間、11 年生
実技１時間、
理論１時間） 

・放課後部活動
指導（ボランテ
ィアで地域の
支援なし）：月
曜、バスケット
ボール 
火曜、卓球、サ
ッカー 
水曜、バドミン
トン、サッカー 
木曜、バスケッ
トボール 
金曜、陸上 
・昼休みは不明 

・現在体育館
を建設中、こ
れができれ
ば課外活動
も体育授業
も充実でき
る 
・導入教育の
成長課題は
Gymnastics, 
IT, GCSE の
教え方の向
上 

B
さ
ん 

・I・コミュニティー・
カレッジ 
・郊外にあり地域の生
涯学習機関の役割も
持つ学校なので校内
に屋内水泳プールあ
り 
・６年生（11 歳）～
９年生（14 歳）のミ
ドル・スクール、キ
ー・ステージ３中心 
・学校全体で 28 クラ
ス、生徒 800 人、ミ
ドル・スクールとして
は規模大 

・R大学PGCE
出身 
・新任校で教
育実習を行っ
た 
・陸上競技の
プレーヤーだ
ったが、不得
意な種目の指
導法は、大学
の コ ー チ ン
グ・コースで
学んだ 

・同僚教師：年配の
女性教師、K さんと
男性L氏（体育主任）
＋？ 
・導入教育指導教
官：１学期は教頭、
２学期は別の教師 
・体育の informal 

support は、L 氏
（体育主任）から
受ける 

・他教科含めて初任
教師４名 

 ・担当種目：７
年生の女子ネ
ットボール（10
人）、７年生（15
人）と９年生
（10 人）の女
子サッカー、７
年生の男女バ
スケットボー
ル 
・学校には男子
サッカー、男子
ラグビー、バド
ミントン、水泳
がある。 

・学校外の地
域スポーツ
クラブの水
泳、バドミン
トン、柔道、
空手などに
多数の子ど
もが参加。 

C
さ
ん 

・HK・コンプリヘン
シブ・スクール 
・郊外にあり多くの生
徒が遠くからバスで
通学 
・校舎と体育施設を新
築したので、体育設備
は充実している（校内
に屋内プールとダン
ス・スタジオ、フィッ
トネス・ジムあり） 
・７年生（12 歳）か
ら 13 年生（18 歳）ま
での 1200 人の生徒 
・中等の義務教育と大
学入学準備のための
生徒を含む大規模校・ 

・R大学PGCE
出身 
・サッカープ
レイヤーで現
在も週末はプ
レイ 
 

・C さんは 58 歳の
専任女性教師が退職
したため、初任者に
もかかわらず唯一人
の専任女性教師とし
て女子の体育授業と
部活動の経営も担わ
ざるを得ない状況・
体育教師：男性主任
（兼教頭）、男性新任
１名、女性非常勤２
名、女性新任１名、
校長が２時間授業担
当 
・導入教育の指導教
官１名（１週か２週
に１回面接）、体育主
任 が informal 
support 
・2 学期からラフバ
ラ大学より教育実習
生 2 名受入 

・体育授業を
週 20 時間 
・10 年生の
GCSE 担 当
（ 毎 週 １ 時
間実技、１時
間理論） 
・12 年生の
GCE-AS レ
ベル担当 
・キー・ステ
ージ４の 10
年生（実技は
週１時間）に
ダ ン ス の 授
業 を 導 入 し
た、次年度に
低 学 年 に 男
女 混 合 の ダ
ン ス ク ラ ス
を導入予定 
 

・校区が広いた
め放課後の部
活動は困難。そ
のため毎日昼
休みに部活動
指導。昼食は空
いた時間に歩
いてバナナ等
を食べるだけ。 
・指導は体育教
師のみ担当 
・女子ネットボ
ールと女子サ
ッカーを指導 
・年間６回のみ
土曜日に対抗
試合へ引率 

・導入教育の
成長課題は
GCSE 試験
の知識 

 2 時間目は A 君が体操、体育主任がショートテニスを担当し、生徒は 25 名ずつ体育館

の二つのホールに分かれて集まった。A 君は、授業後のインタビューで「今は生徒のしつ

けに注意するようにしている。ここの生徒たちはそれほど所得が高くない階層なので人な

  



つっこいのはいいけれど規律を守れない傾向があるので注意している。」というように、体

操の場作りも一人ひとりに子どもの氏名を呼んで、行動を指示しながら規律正しく行って

いた。また本時の課題である、各自が自分で一連の動きを工夫して創作するという課題を

説明するときも、生徒に静かに座らせて少々長すぎるほど説明を繰り返していた。まずは

生徒に予定していた課題を理解させ、予定通り授業を進めようとする初任の教師らしい授

業の様子であった。 
（２）学校に関する心配事項（授業、部活動、初任研、教員養成の項目を中心に） 

授業後のインタビューで、「学校生活で心配なことはあるか？」とたずねたところ、「体

育に関して言えば、私はそんなに心配事はなかった。というのも、間違った情報を教えた

としても大した影響はないが、理論面のGCSEは、正確な情報をクラスで教える必要があ

る。」と述べた。導入教育(初任者研修)の採用直後の指導教官との面談で、「Gymnastics、
GCSE、Information Technologyの教え方を上達させる必要性」を優先課題としてこたえ

ているように、彼は実技の体操と選択体育であるGCSEの実技と理論の授業で教え方の改

善を成長課題と考えていた注２）。その具体的な方法を彼は次のように述べている。 
「まず子どもたちに躾/規律(discipline)を教えることが先決。もしそれができてもっと慣れ

てきたら、私の授業自体をもっと面白いものにしたいと思っている。例えば、ビデオカメ

ラを使ったり、自分で既に作ってある Task Card を使って、子どもたちが自分自身で考え

る機会を与えたりしたい。」 
学習規律を確立することを優先し、その後に教具や教材を用いて子どもの自発的学習を援

助するという順序は授業づくりの原則にかなっている。同時に彼は、「私たちがやろうとし

ていることは、なるべく多くの ICT を取り入れることだ。」と述べ、パワーポイントで生

徒に学習発表をさせたり、コンピューターで調べ学習させていることを発展させたいと意

欲を燃やしている。この体育授業でのコンピューター活用について、当初彼は、「コンピュ

ーターで情報を収集させる授業など、という明確な考え方があるので、始めは、体育課

(department)がそれを認めてくれるかが心配」していたが、「体育主任は、ソフトウェア

ーを買うことにサポートし、また授業を ICT をベースにしてやることを勧めてくれる。」

と述べ、体育主任の援助に満足している。 
体育実技の授業に心配があまりない理由は、イングランドの教員養成における教育実習の

充実にある。A 君は、1 年間で 18 週間、2 つの異なった学校で行った教育実習の経験を次

のように述べ、体育授業の指導力量形成においてその貢献を指摘する。 
「LM 大学はよかった。それは形式の全く違う 2 つの学校へ行くことが出来たから。始

めの学校は、Leeds の街中にあって、6Forms、2000 人の生徒がいる大きな学校。2 番目

は Grammar School。色々なスポーツを試すことができた。そこでは、上流階級の Rugby 
Union をやっていて、1 番目の学校は Rugby League だった。そういう点ではよかった。

LM では、もし 12 時間授業をしたら、12 個の Scheme of Work(授業案)を書かなくてはい

けなかったので、多くの宿題があったけれど、今はそれが役に立っていると思っている。」 
さらに、A 君は大学の授業の役割にも言及するが、やはり教育実習の貢献を強調する。 

 「（学校で実際に経験したことの方が役に立ったと思うかの質問に対して）実際面ではそ

うだ。しかし、大学の授業も良かった。それは、お互いが集まる機会があり、話をするこ

とが出来るし、自分が足りなかったと思うところが、他の人もそういう経験をしていたり、

  



ということが良かった。しかし、授業も良いが、やはりどのように授業をするかを も勉

強できるのは現場にいて、その他の教師がどのように日々教えているかを目で見ること

だ。」 
 導入教育に関しては、校外研修と校内研修について次のように述べている。 
 校外研修は近隣の N 大学で、体育教師が集まり体育科の見学者への対処の仕方を討議し

たり、生徒の規律や特別に教育を必要とする人たち（SEN）への援助などについて研修す

る。総括的に「いいよ。このプログラム責任者がしっかりしている。…1 年間で 8-10 回水

曜夜それがあるのだが、それもしっかりとお金が支払われている。」と肯定的に評価してい

る。 
校内研修は、Career Entry Profile に基づいて進められている。その様子を彼は次のよう

に述べる。 
 「（Profile が机の上にあってそれを取り出しつつ）Transition Points をつけていて、研

修期間からの問題をつけてあるので、NQT として始めた時に何を伸ばしたら良いかが分

かっていた。今でもまだ私の場合は、Gymnastics、GCSE、Information Technology の教

え方を上達させる必要性を感じていて、それが私の今の NQT でのターゲットである。こ

の Program が進むにつれて、フォームに記載するようにしている。そうして、NQT 
Induction プログラムの責任者がフィードバックをする。また Observation Sheet でも、

いくつかのフィードバックが得られている。彼女は系統だって能率よくやるので、とても

いい。ここには、私の長所、どの部分を成長させるかということ、自分自身でどのように

授業が進んだか、といったことを記入する。また、NQT コースへ 1 日間行ったときもし

っかりと記入し、体育主任とプログラム責任者からもサインをもらう。」 
 また フォーマルな援助に加えて「私の場合は体育主任である M が２、３回と NQT コ

ーディネータが２、３回観察をする。このようにして、常に観察されている。」と述べ体育

科のインフォーマルな援助を受けていることを肯定的に受け止めている。 
２． B さん 
（１）採用された学校の状況 

I 校は、地域の生涯学習機関としての役割を兼ね備えた、ナショナル・カリキュラムで

いえばキー・ステージ３の生徒を対象にした公立中等学校であった。地域の生涯学習を兼

ねている学校なので屋内プールを持ち、その運営経費は地域の行政が補助しているとのこ

とであった。 
着衣泳の授業は約 10 名ずつのグループに分けられ、水泳の授業は男女共修であった。

男女は種目により共修と別習の場合があるという。例えば球技はサッカーが男子で女子は

ネットボールというように分けられ、健康関連体力（Health related fitness）は男女共修

だということであった。 
水泳のグループはみたところ泳力の相違によって分けられ、B さんは泳力の低い生徒に

着衣のまま浮くことを教えていた。反対側のプールサイドでは、年配の女性教師がもう一

つのグループを指導し、着衣のまま平泳ぎで泳がせていた。B さんはグループ全体に絶え

ず声をかけながら、一人一人の子どもたちに時々細かい指示をしていた。また見学者が男

子 4 名女子 2 名ほどいたが、彼らには泳いでいる生徒を観察しながら気づきを記入する学

習カードが配られ、学習の課題が指示されていた。 

  



（２）学校に関する心配事項（授業、部活動、初任研、教員養成の項目を中心に） 
体育の授業に関して心配なことは何かを聞いたところ、「私が得意ではない分野に対し

ては多少心配があった。」と B さんはこたえた。そしてすぐに「しかし、もし何か心配が

あれば、もう一人の女性体育教師の L と体育主任へ聞きにいくようにしている。私たちは

毎週金曜日にミーティングがあるので、1 限中に私の心配事や、私たちが持っている心配

事を話す機会がある。」と話し、授業はそれほどの重荷になっている様子ではなかった。 
そこでさらに、「体育教師は生徒指導(caring)をしなくてはいけないでしょう。例えば参

観者として授業をさぼることに関して。」と意地悪な質問をしてみたが、「どうしても体育

に参加しない場合は、中耳炎などの診断書を医者からもらって、持ってくるようになって

いる。」加えて、「女子生徒が、生理が始まるとさぼりが出てくるのでは？」という質問を

重ねたが、「女子生徒が生理(period)で休む場合、教師がしっかりとモニターし、P と記録

しているため、毎週その理由で休むことはできないようになっている。もしそのようなこ

とが続けば、両親に電話をすることをしている。」と自信を持って答えていた。このやりと

りで教師として出欠という経営的な部分には毅然として指導していく態度ができていると

思われた。 
学校によく適用している雰囲気が感じられたので、「ここではリラックスしているよう

だけれど。」と質問をしたところ、「ここで教育実習をしたし、2 つの学校で教育実習する

から、それが助けになった。」と彼女は答えた。教育実習にいった学校に就職できたことで、

同僚関係を含め学校の環境に早くなれることができたのであろう。また、地域や学年とい

う点で 2 つの異なった学校で教育実習を経験するイングランドの教員養成が効果的に働い

ているように思われる。 
また、「陸上の選手だったそうだけれど、自分の得意でない分野の種目は難しかった

か？」という質問に、「そんなことはない。コーチング・コースに参加する機会があるため、

それによって、自信をつけることができる。そのコースは、PGCE の間に自発的に自分の

不得意分野を補うものです。」と彼女は答えた。R 大学の教員養成コースは OFSTED の外

部評価で高い結果を得ているが、大学で教員養成コースの授業のほかに、コーチング・コ

ースの実技授業を受けることができるシステムが実技指導力をつけるために貢献している

ことが理解できた。 
導入教育(初任者研修)について、「どのような役割を Induction Tutor は担っているの

か？」と聞いたところ、導入教育担当の指導教官の行う体育の授業以外の援助について、

彼女は次のように答えてくれた。 
「心配事について話し合いを出来るようなミーティングを開く、といったサポート。こ

の学校で長い間働いている人なら知っている、例えば特別な教育的サポートを必要として

いる生徒に関すること、といった学校規約(codes of practice)についての話し合い。Career 
Profile をしっかりと追う。1 学期に 1 回、私たち NQT がどのように進歩しているかをモ

ニターして観察することでフィードバックがある。」 
体育の授業について援助する指導教官が必要ではと思い、「もし良いフィードバックが

欲しければ、Physical Educator の専門家が必要なのではないか？」と質問をしたところ、

「いいえ。もし PE に関するフィードバックが欲しければ、体育主任が私を観察し、彼か

らもらうことができる。教師としての質、経営面からは、Induction Tutor が行っている。」

  



と彼女は答えた。体育授業の援助は体育主任が行い、その他の援助は導入教育の指導教官

が行うシステムが機能しているようである。 
ところがこの後、B さんは導入教育で 1 学期に受けた教頭からの援助と評価に関して、

「彼は SIP（導入教育プログラム）が初めてだったので、何をしたらいいか混乱している

面があった。」と自分から話を始めた。さらに、同席した元大学の指導教官が「この導入教

育のドキュメントは、そのプロセスに対しては全く影響を与えていない。それは以前にも

起こっていたことだ。インフォーマルサポートがもっとも大切なものだよね？」と語った

ことを受けて、「N（同席した大学の元指導教官）が言ったように、近くに話を出来る人が

いるような、インフォーマルの方が詳細を話すことができるし、ベスト。」と B さんは述

べた。B さんは制度的な初任者研修制度による援助より教科の同僚の日常的な援助や指導

が重要だといったのである。 
３．C さん 
（１） 採用された学校の状況 

R 大学の PGCE コースを卒業した C さんは、前年に教育実習校として配属された HK
校に初任教師として採用された。HK 校は、校舎や体育施設を新築したばかりで体育設備

に大変恵まれている。同校は、地域の生涯学習機関でもあるので体育施設の整備や維持の

費用について地域の援助を受け、3 コースある室内 25ｍプールや高価なトレーニング機器

を備えたフィットネス・ジムやダンス専用の小ホールを備えていた。この学校は、11 歳か

ら 18 歳までの中等の義務教育と大学入学準備のための生徒を含む大規模校である。 
C さんは、採用時にはいた 58 歳の専任女性教師が１学期修了後急に退職したため、自

分の担当する授業と部活動の指導に加え、初任者にもかかわらず唯一人の専任女性教師と

して女子の体育授業と女子の部活動全体の管理運営を担わざるを得なくなっていた。 
（２）学校に関する心配事項（授業、部活動、初任研、教員養成の項目を中心に） 

「初任教員（NQT）として何か心配事はありますか」の問いに、「心配事というのは、

往々にしてどこの学校にいるかによって決まるものだ。ここの学校では、生徒の行儀がい

いので、私は全く問題がないからラッキーだ。」と C さんは答えた。C さんは「PGCE か

ら NQT へと移っていくことで何が違うかというと、プレッシャーだ。」と述べ、PGCE の

教育実習の方が「プレッシャー」があったと言った。PGCE のプレッシャーとは、「授業

計画を立てて、ある決まった方法を取らなくてはならない」ことであり、「とても詳細でな

くてはならない」授業計画作成のことであった。また、PGCE では「子どもたちのことを

知り始めたときには、もう動かなくてはいけない」という。つまり PGCE の教育実習の授

業と比べると、今では「私が計画を立てている子どもたちのことを、私はもっとよく知っ

ている」し、授業計画についても「計画を立てるスタイルは違っているし、そのプレッシ

ャーはなくなった。」というのである。 
ただし、C さんは秋学期から女性の専任教師が C さん一人になってしまったことを、「私

にとって一番大変だったこと」といい、「11歳から18歳のKey Stage3、Key Stage4、GCSE、

A-Level の全てで体育をやる学校で、女性の体育教師が 1 人しかいない学校があるとした

ら、驚くべきことだよ。」と述べ、今の状況は「アンフェア」だと指摘した。専任女性体育

教師が一人なので、「通常であれば、仕事の量を分担することで、もっと仕事を受け入れて、

子どもたちに提供することができるのに。子どもが私のところに来て何かをしたい、と言

  



ってくるのだけれど、断らなくてはならないことは、とても残念なことだ。」と C さんは

語った。また、C さんが授業に出てしまい、女子更衣室で 20 分以上かけて着替えている

女子に男子体育教員が「早く」と声をかけることもできず困ったことがあったという。 
しかしながらこの困難な条件のもとで、女性の体育授業の多くを担任しているCさんは、

「Y10 まで来ると 1 週間に 1 時間しかないけれど、ホッケーやネットボールを長年やって

きたために、何か違うことをやりたいと思っている」女子生徒の要望を取り上げ、「新しい

ことを取り入れたらどうか、ダンスを取り入れたらどうか」という提案を体育主任に行っ

た。体育主任もその意見を取り上げたという。 
さらに、C さんは「毎日お昼の時間には、私はクラブしているんです。それは私自身が

選択してやっているからね。」ということで、昼食はいつも歩きながらバナナやサンドイッ

チをかじるだけという。この学校は広範囲から生徒が登校するために、放課後は部活動を

することが困難で１週間に１回しか活動しできないため、昼食休憩時の部活動を重視し C
さんは毎日昼食時間は生徒を指導しているのである。体育主任によれば、「以前の旧校舎で

は、沢山のクラブを持つための施設はなかったけれど、男性初任教師と C さんが若い教師

として入ってきたことで、25 年間教師をしていた人よりもエネルギーがあるし、クラブを

したいという気持ちが強い。だから、課外活動のプログラムは徐々に拡大してきた。」とい

う。ただし、「課外活動に関して心配事はありますか？」という問いに対して、C さんは、

「いいや。私は自分自身で選択してやっていて、そこに来る子どもたちは好きだし、やる

気のある子たちで、積極的だし、規律正しい。PE で良く出来る子どもたちが課外活動に

来るから、私は楽しんでやっている。」と述べた。 
女性の専任が一人という困難な状況で、C さんは授業に対しても部活動に対しても積極

的に取り組んでいる。だからこそ、C さんは保護者の中にある次のような体育に対する消

極的な態度を心配であるという。「体育授業に関して親と関連する も大きなことは、親が

子どもには全く問題がないのに、病気を理由に体育を休ませる、ということだ。それが私

の唯一の心配事だね。でも、それに対して何ができるか…。」 
導入教育の体制は、制度的な導入教育のメンターQ が、C の成長課題の設定と到達の評

価を行い、学校生活全般に関する援助を行う。同時に体育主任の R が、日常的な体育の授

業や生徒の指導に関する援助を行うことになっている。Ｑは、Ｃによれば、「学校全体の中

での一般的な福利厚生に関して責任がある。つまり、上手くいっていないことはないか、

自信を取り戻すために話をする必要がないか、といった、彼女は私にとって｢全般的な｣人」

であるという。さらにＱは、「次にどこへ進んでいったらいいか、ということを言ってくれ

る人で、彼女が私の目標を立ててくれる」メンターとしての役割を果たしているという。

例えば Q は、Ｃさんと協議し GCSE の試験について知識を伸ばすという成長課題を C さ

んに提示したという。 
これに対し、体育科主任の R は特に C の成長課題に関する議論は行わず、教科の同僚と

して困ったことの相談にのってくれるという。C さんは、「R は、私のクラスを観に来て、

アドバイスをくれるし、上手くいっているか、と頻繁に聞いてくれる。」「学科主任して R
はとても近づきやすいし、私が何かに躓いていたり、どうしたらいいか分からない時は、

助けを求めることはとてもしやすいので、何も問題はない。」と述べ、制度としておかれて

いるメンターの Q 以外に、年配の同僚として授業を観察して日常的にアドバイスをしてく

  



れる R の援助を重要であると述べた。 
 

Ⅴ まとめ 
事例の検討により、導入教育の制度のもとで、職能成長と心理的な援助に関して初任者

の必要なことは以下の諸点であることが示唆された。 
１．授業について 
 授業の実技に関して、A 君が体操を不得意分野とし導入教育の成長課題としていたが、

B さんと C さんは特に課題として設定していなかった。B さんが不得意分野の実技を

PGCE コースの授業で克服したようにナショナル・カリキュラムで示された実技指導に必

要な知識と技能は教員養成段階でおおむね習得されている。これに対して、A 君と C さん

がともに GCSE や GCE の理論の授業に必要な知識や指導法を成長課題に設定しているよ

うに、これらの授業に必要な知識や技能は教員養成段階では十分達成されていないように

思われる。中等学校では GCSE や GCE の理論に関する選択授業が生徒の進路保障のため

に重要な役割を果たしている。初任者研修段階の職能成長の内容として GCSE や GCE の

理論の授業の知識や技能の向上を設定しそれらの達成を援助することが必要である。 
 チューバックら(Chubbuck et al., 2001)は、初任教師の援助と職能発達のための必要を

把握するために、３年間に 77 名の新任教師を対象に、大学と地方教育行政機関の連携で初

任者への援助のプロジェクトを実施し、初任者のこのプロジェクトへの必要を把握した。

チューバックら(Chubbuck et al., 2001,p.374)は、同僚とは異なる実践を探求するために

自分の実践を脅威を感じることなく分析できる余地を十分に与えることと、同僚とは異な

る実践に挑戦することの双方を意味する「初任者のための安全(safety for the novice 
teacher)」が初任者に必要な援助と結論づけた。 

このチューバックら(Chubbuck et al., 2001,p.374)が指摘した「初任者のための安全

(safety for the novice teacher)」をふまえれば、A 君の事例は下記のように解釈することが

できる。つまり、A 君は GCSE でのコンピューターの活用を体育科で認めてもらえるかどう

か心配していたが、体育主任がそれを認めると同時に教材の購入に財政的な援助をしてく

れたため、同僚とは異なる実践への挑戦に意欲を燃やして取り組むことができた。A 君の

事例をふまえれば、初任者の同僚たちが、初任者が持つ心理的な心配を受け止めるととも

に、初任者が新しい課題に挑戦できるように励ますという援助の仕方が求められるのであ

る。  

２．部活動 
 C さんは昼食を取る時間を犠牲にして、ボランタリーな部活動の指導に毎日意欲的に参

加している。体育主任は、初任教師が部活動指導を意欲的に担当し部活動のプログラムが

拡大したことを初任教師のエネルギーとして高く評価した。表２によれば、A 君は毎日放

課後にボランティアで部活動指導を担当している。また B さんは３種目の部活動指導を担

当している。初任者は負担の重いボランティアであっても、運動に意欲的に参加をする生

徒を指導することに意欲的に参加し楽しんでいる。さらに、体育主任はその初任者の部活

動への意欲的な参加を体育科の経営的な観点からも高く評価している。たしかに、初任者

の部活動指導は、生徒を多面的に理解したいという彼らの要求に応える意義を持つが、時

間的肉体的に初任者の加重負担にならないように注意することが必要である。 

  



３．導入教育 
 A 君、B さん、C さんともに導入教育の指導体制は、指導教員が導入教育全般の目標設

定と評価を担当し、体育主任が日常的な授業に関する援助を担当していた。導入教育を受

けている初任者は 10％の授業時間軽減が制度的に保障されている。トッテルダムら

（Michael Totterdell et al., 2001)によれば、初任者にとって も効果があると回答された

導入教育の内容はこの授業時間軽減であった。一方、体育主任は授業に関する心配事に関

して日常的に初任者の相談にのり、初任者の体育の授業を観察して援助に携わっていた。

B さんの証言にあるように、授業に関しては体育主任からの援助は制度化されている指導

教員の援助よりも効果がある場合が多い。また A 君と C さんも体育主任の日常的な援助が

授業の心配ごとの処理に効果的であると指摘していた。ところが、体育主任が導入教育の

指導教員でない場合、体育主任が初任者の援助に携わっていても授業時間の軽減は保障さ

れず負担は重い。体育主任が初任者の授業を観察しフィードバックができるように初任者

が配置された場合の体育主任の授業時間軽減の制度化が望まれる。 
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注 1）イギリスのナショナル・カリキュラムの現状と体育科の特徴については次の文献を

参照されたい。木原成一郎（2002）「イギリスにみる学校体育カリキュラム改革の動

向」『スポーツ教育学研究』第 22 巻,第 1 号, pp.49-54. 
注 2）GCSE(General Certificate of Secondary Education)は、イギリスの中等学校の修了

資格試験である。ナショナル・カリキュラムのキー・ステージ 4 の段階で選択教科と

して教えられる。体育とダンスをその選択科目の一つに置く学校が増えている。GCSE
の体育科授業の詳細は次の文献を参照していただきたい。木原成一郎（1998）「イン

グランド・ウェールズの中等学校における体育理論の授業」『体育科教育』第 46 巻,
第 4 号,pp.70-72. 
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第２節 韓国における体育教員の現職教育に関する現状 
 

刈谷三郎 
 
 
Ⅰ はじめに 

本稿では、韓国における体育科の教師教育、とりわけ現職教育の現状について検討する。 
韓国における学校教育制度は、6-3-3-４制の単線型システムであり、198４年からは９年

間が義務教育となり男女共学制となっている。韓国はナショナルカリキュラムを制定して

おり、日本と同様にほぼ 10 年単位で改訂されている。小学校の教科構成は日本と大きな

違いはないが、韓国で特徴的なのは小学校３年生以上に導入された英語教育の実施(1997
年)と全学年対象に行われている情報教育(2000 年)の徹底振りである。いずれもその教育方

針は、実用性に重点をおきすすめられているといえる。 
体育科に関しては、第二次世界大戦後の日韓小(初等)学校体育教育における教育課程の

目標が、「身体の調和発達」から｢体力向上｣へ、さらに｢運動の楽しさを重視｣する目標へと

短期間に大きく変化していることが大きな特徴としてあげられる。その学習内容は 1970
年代から現在の領域構成で実施されており、日本とほぼ同様の内容領域で構成されている。

また、教科の配当時間は､日本は年間 105 時間から 90 時間､韓国は 200 時間から 102 時間

へと減少している傾向にある。本稿では、日本と学校教育カリキュラムが類似している傾

向にある韓国の教師教育、より具体的には、韓国の体育教員の現職研修に関する現状を検

討し､そこから若干の考察を加えたい。 
 

Ⅱ 韓国の教員養成概要 
 初等教員の養成は、国立の教育大学とそれ以外には唯一、梨花女子大学初等教育科で行

われてきたが、1991 年から４年制の教育大学卒業者に初等教員の資格証を各大学が授与し

ている。中等教員の養成は、4 年制師範大学(国立、私立)の卒業者に資格証を授与していた

が、1990 年以降、4 年制師範大学卒業者、一般大学教職課程および教育大学院修了者に資

格証を授与している。なお、韓国では総合大学を「大学校」と称し、その中の日本でいう

学部にあたるものを｢大学｣と称している。 
 

Ⅲ 韓国の教員資格および種別 
韓国における教員資格は、初等教員は４年制教育大学卒業者に、中等教員は４年制師範

大学卒業者、一般大学教職課程および教育大学院終了者に各大学が資格証を授与している。

また教員種別は、１級正教師、2 級正教師、準教師、さらに特殊学校教師、教頭教師、司

書教師、実技教師、養護教師(１級､２級)に分類されている。１級正教師は大学院、２級正

教師は大学、準教師は短期大学において教職課程を修めたものに授与されている。(１級正

教師は、２級正教師として勤務経験を経て授与されることも可能である。) 



 表１　韓国の教員種別
根拠

学校

1級正教師 専門相談師

（初・中等・特殊）

2級正教師 司書教師

実技教師

初等学校 準教師 養護教師

特殊学校 (1･2級）

幼稚園 院長-院監

（韓国教育人的資源部2003）

中等学校

第21条第1項 第21条第2項

校長-校監

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅳ 教員の研修教育機関と種類 
１．教員研修機関 

韓国の教員研修機関は、地域レベルの研修機関から国レベルの研修機関まで大きく６つ

の研修機関に分類される。研修内容によって研修機関が異なっている。 
 

表２　教員研修機関

研修機関 研　修　教　育　プログラム

職務分野別の専門教育課程

政策管理者課程‐初・中等校長の研修課程

奨学管理者課程‐5級専門教育課程‐教官教育課程など

校長資格研修

第２外国語（ドイツ語・日本語・プランス語）教師の資格研修

特別研修（正規・季節別の修士課程）

専門研修（教科教育、パソコンの専門課程）

教育研修

　(52の大学・施設機関)

教育行政研修 教育行政の指導者課程

　(大学が指定した機関) 現職校長、院長‐校長、院長の資格が認定している者

中等教員、教監、1､2級の資格研修

大学附属研修院 中等教員の一般研修　中等教員の職務及び特別研修

中等教育研修院 初等教師1､2級の資格研修

初等教育研修院 初等教員の一般研修

初等教員の職務及び特別研修

地域内の初・中等教師、教監資格

地域内の初・中等教員の一般、職務、特別研修

（資料：韓国人的資源部2003）

総合教育研修院

(大学・市・教育庁が指定している
附属機関）

中央教育研修院

教育公務員の資格研修及び職務研修

市・道の教育研修

２．研修教育の種類 
 現在の教員研修制度は、1964 年に公布、施行された教育公務員の研修機関設置令（大統

領令第 1642 号）によって確立された。その後、改正を繰り返し 1970 年（大統領令第 4645
号）の改正で研修の種別を一般研修と資格研修に区分し、初めて資格研修を規定した。ま

たその後 2000 年（大統領令第 16733 号）の改正で一般研修、職務研修、資格研修を区別



し、現在に至っている。 
教員研修の教育課程は大きく分けて２つに分類される。学校管理職教育研修と一般の教

師教育研修である。ここでは、一般の教師教育研修課程についてまとめてみる。 
一般的には教職歴によって研修課程が異なり、まず新教師研修として基礎課程の研修をう

け、教職歴が 8 年を過ぎると１級正教師の資格研修を受けることができる。その後、一般

研修の定着課程を経て、発展課程（主任教師課程）、深化課程へと進んでいく。また学校管

理職教育専門職課程が、一般研修の上の研修課程として位置づけられている。これは教職

歴 20 年以上の教員の研修課程であり、行政基礎課程（教職歴 21－25 年）、ついで行政中

級課程（教職歴 26-30 年）、そして行政上級課程（教職歴役 30 年）となっている。 
 

表3　研修教育の種類

30日以上 校長・教監研修、１・2級正教師

180時間以上 教頭教師、司書教師などの研修

教育理論・方法に関する 10日以上 市・道の教育監が実施

一般的な教養 60時間以上 教科別の研修など

教育行政の指導者研修

教員任用の研修

上記の研修より

長期的に市•道の

教育監が決める 専門研修課程（12週）

国外 国外研修
国際化時代に現場を経験し
て教授力を学ぶ

10－14週

中国、日本、香港、インドネシア、シン
ガポール、アメリカ、メキシコ、ロシア、ド
イツ、オーストラリア、イタリア、プランス
など

（資料:韓国教育部、2000）

韓国教員大学校教育大学院修士課程
を通じた研修(2年)

研修期間及び時間

研修院長による

特別研修 深化された専門性

一般研修

職務研修
職務修行と職場で必要な能
力と資質を学ぶ

資格研修 上級資格取得

国内

区分 研修種類 研修運営の目的 課程の内容

３．教員研修の体系 

表４　　一般教師の研修課程

研修課程 研修の性格 教職歴

深化課程
完熟期の教師の専門的な指導能力を深化
し,発展させる課程

約18－20年

発展課程 成熟期の教師の指導性を開発させる課程 約11-15年

定着課程
安定期の教師の専門的な能力を定着、発
達させる課程

約6－10年

基礎課程
新しい教師に教師としての義務を補助する
課程

約1－5年

（資料:韓国教育開発院、1993）   
 

 



Ⅴ 体育教員の研修現状 
１．第７次教育課程の研修現状 

体育科教員の研修は、現在の第７次体育科教育課程について行われており、７次教育課

程の特徴、性格、目標、内容など、さらに体育科の教科書の特徴、活用法などについて学

んでいる。研修は、主に市・道単位の教育庁で行われている。表 5 は初等・中・高等学校

体育教員の研修現状をまとめたものである。 
 
表5　市・道の教育庁の研修現状

（人数）

8時間以内 9－59時間 60時間以上 計

総論 130,802 14,146 4,331 149,279

教科 116,979 16,295 9,249 142,523

計 247,781 30,441 13,580 291,802

総論 116,877 12,609 2,515 132,001

教科 54,940 4,011 3,920 62,871

計 171,817 16,620 6,435 194,872

総論 71,543 5,101 2,686 79,330

教科 38,345 3,701 3,921 45,967

計 109,888 8,802 6,607 125,297

総論 319,222 31,856 9,532 360,610

教科 210,264 24,007 17,090 251,361

計 529,486 55,863 26,622 611,971

（資料：教育人的資源部、2003）

初等学校

中等学校

高等学校

全体

２．体育教員一般研修内容 
（１）初等学校一般研修内容 
 初等学校の一般研修は、内容関連知識、教科関連知識、教授法、実技に分類され、市･

道の教育庁がそれぞれ主導で行っている。表 6 は各市･道で行われている研修内容をまと

めたものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



表6　全国初等学校一般研修　教育内容　分類表　
地域／内容 内容関連知識 教科関連知識 教授法 実技

ソウル市
体育教育の活性化方案、教育課程
運営方案、初等学校体育評価、体
育の問題点

体育科教授学習法
基本運動、器械運動、ゲー
ム、リズム及び表現運動、季
節及び民俗運動、水泳

インチョン市 ソウルと同じ

テグ市
初等学校体育評価、体育科教育課
程の理解

保健衛生指導、基本の運動、
器械運動、ゲーム、リズム及
び表現運動、水泳、集団運動
による簡易ゲーム、シルム及

テジョン市
初等教育論、レク
リエーション、学
校保健

教育課程運営方案、初等学校体育
評価、体育科教育課程理解、特別
活動、教育課程の理解、体育科教
科教育研究

体育科教授学習法
基本運動、器械運動、ゲー
ム、水泳、ボール(球技）を
使った運動の指導

京畿道 ソウルと同じ

江原道 体育科教授学習法
基本運動、シルム及びテコン
ドー、陸上指導、球技指導、
ローラースケート(インラインス

全羅南道
初等学校体育評価、体育科教育課
程の理解、体育科教科教育研究

体育科教授学習法

慶尚北道
基本運動、器械運動、ゲー
ム、リズム及び表現運動、季
節及び民俗運動

チェジュ島

基本運動、器械運動、ゲー
ム、リズム及び表現運動、季
節及び民俗運動、ボール(球
技)を使った運動の指導

（資料：韓国体育教育学会誌創刊号）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（２）中・高等学校一般研修内容 

表7　全国中・高等学校　一般研修　教育内容　分類表
地域／内容 内容関連知識 教科関連知識 教授法 実技

ソウル市 成人健康管理
体育科教育課程の理解、
南北学校体育比較

体育科教授-学習指導
陸上、体操、舞踊、バスケ、バ
レー、ハンドボール、水泳

プサン市

体育原理、生体力学、ス
ポーツ心理学、運動生理
学、体育解剖学、トレー
ニング理論、運動栄養
学、体育社会学、保健健
康科学

陸上、体操、舞踊、バスケ、バ
レー、水泳、サッカー、テニス

インチョン市

テグ市
運動生理学、体育科（測
定）評価、体育哲学、体
育統計学

体育科教育課程の理解 体育科教授-学習指導

陸上、体操、舞踊、バスケ、バ
レー、水泳、サッカー、テニス、ゴ
ルフ、フェンシング、ゲートボー
ル、ボーリング、応急処置

京畿道
運動生理学、保健健康
教育、体育科（測定）評
価

体育科教育課程の理解、
体育教育の動向と方向

体育科教授-学習指導 陸上、体操、水泳、球技

江原道 体育科（測定）評価

陸上、体操、舞踊、バスケ、バ
レー、水泳、テニス、スキンス
キューバ、野球、ローラースケー
ト、スポーツマッサージ

忠清北道 体育科（測定）評価
体育科教育課程の理解、
体育教育の動向と方向

陸上、体操、舞踊、水泳、個人運
動、団体運動

忠清南道 体育行政 体育科教育課程の理解
陸上、体操、舞踊、水泳、バドミ
ントン、野球

全羅北道
体育原理、生体力学、ス
ポーツ心理学、運動生理
学

体育科教育課程の理解、
体育教育の動向と方向

体育科教授-学習指導
陸上、体操、水泳、バドミントン、
野球

慶尚北道

慶尚南道
生体力学、運動生理学、
体育科（測定）評価、体
育哲学、体育統計学

体育科教育課程の理解 体育科教授-学習指導
陸上、体操、舞踊、バスケ、水
泳、テニス、バドミントン、ハンド
ボール、応急処置

チェジュ島
体育（測定）評価、体育
科研究法

体育科教育課程の理解、
6次教育課程の理解、中
等体育問題改善

体育科教授-学習指導

（資料：韓国体育教育学会誌創刊号）

ソウルと同じ

テグと同じ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３．体育教員資格研修 
（１）初等学校 

表8　全国初等学校　資格研修　深化課程　分類表
地域／内容 内容関連知識 教科関連知識 教授法 実技

ソウル市
体育科教育課程、体育科評
価

学習指導の実際

インチョン市 ソウルと同じ

テグ市
体育科指導の方向及び教
育課程運営、体育科授業事
例

体育科指導の実際

クァンジュ市 チョンナムと同じ

テジョン市
体育科6次教育課程-性格、
内容、目標。体育科指導方
法、体育科評価方法

体育科教授学習の
実際、ムーブメント教
育の実際、

リズム及び表現運動の指導

江原道
体育科教育課程の授業の
方法

体育科授業の実践

忠清北道
体育科教育の動向、教育課
程の観察(詳しく）、体育教
育の授業戦略

体育科領域別基本技能指導、リ
ズム及び表現運動指導

忠清南道
体育科6次教育課程-性格、
内容、目標。体育科指導方
法、体育科評価方法

体育科教授学習の
実際、段階別学習方
法、ムーブメント教育
の実際

全羅北道
体育科教育の動向、体育科
教育課程

体育科教授学習実
際

全羅南道
体育科教育課程、体育科評
価

学習指導の実際、体
育科運営の実際、体
育科授業の実際

慶尚北道
体育科指導の方法及び教
育課程の運営、教育課程の
理解

体育科指導の実際、
体育科指導事例

体育科指導の実際－基本、リズ
ム及び表現、ゲーム、民俗季節
運動

チェジュ島 学校保健
体育科教育課程と教授学習
理論

体育科授業の戦略と
実際

（資料：韓国体育教育学会誌創刊号）

 
 
 
 
 
 
 



（２）中・高等学校 
 
表9　全国中・高等学校　深化課程　分類表
地域／内容 内容関連知識 教科関連知識 教授法 実技

ソウル市

スポーツ社会学、スポー
ツ(運動)生理学、健康衛
生教育、体育指導論、
体育測定評価、肥満と
運動、スポーツトレーニ
ング科学

体育科教育課程運営、北
朝鮮体育の実際、正しい
体育教師像

授業研究の実際、ス
ポーツ記者現場実習、
野外学習指導、教科
指導方法

陸上、体操、バレー、バスケ、
ハンドボール、ボーリング、洋
弓、レクリエーション指導、水
泳、舞踊

プサン市

スポーツ心理学、スポー
ツ(運動）生理学、スポー
ツ(運動)力学、健康衛生
教育、体育測定評価、ス
ポーツトレーニング科
学、体育教育論、体育
管理および行政、地域
社会の体育

体育科教育課程の運営
陸上、体操、バレー、バスケ、
ハンドボール、水泳、舞踊、テ
ニス、野外活動

インチョン市

テグ市

体育史、体育哲学、ス
ポーツ心理学、スポーツ
(運動）生理学、健康衛
生教育、体育指導論、
体育測定評価、スポーツ
トレーニング科学、体育
管理および行政、応急
処置

体育教育課程の運営
授業研究の実際、野
外学習指導、教科指
導方法研究

陸上、体操、バレー、バスケ、
ハンドボール、ボーリング、洋
弓、水泳、テニス、サッカー、
ゲートボール、射撃、テコン
ドー、レスリング、ゴルフ

クァンジュ市

スポーツ心理学、スポー
ツ(運動）生理学、スポー
ツ(運動)力学、健康衛生
教育、体育指導論、体
育測定評価、スポーツト
レーニング科学、体育教
育論、地域社会の体
育、スポーツの新しい動
向、スポーツ栄養学、成
人病予防

体育科教育課程の運営 教科指導方法研究
陸上、体操、舞踊、テニス、サッ
カー、ゲートボール

テジョン市

体育原理、スポーツ心理
学、スポーツ（運動）生
理学、スポーツ(運動）力
学、健康衛生教育、体
育測定評価、スポーツト
レーニング科学

体育科教育課程の運営
授業研究の実際、教
科指導方法研究

陸上、体操、レクリエーション指
導、水泳、舞踊、バドミントン、
シルム

京畿道

忠清北道

スポーツ社会学、体育指
導法、スポーツトレーニ
ング科学、体育管理及
び行政、応急処置、各
国の生活体育の運動処
方

野外学習指導

陸上、体操、バレー、バスケ、
ボーリング、レクリエーション、
水泳、舞踊、テニス、サッカー、
バドミントン、セパタクロー、射
撃、乗馬、テコンドー

忠清南道

スポーツ心理学、スポー
ツ(運動）力学、体育測
定評価、スポーツトレー
ニング科学、体育管理
および行政、スポーツ医
学

野外学習指導、教科
指導方法研究

陸上、体操、バスケ、水泳

全羅北道

全羅南道

慶尚北道

慶尚南道

スポーツ社会学、体育
史、スポーツ心理学、ス
ポーツ(運動）生理学、ス
ポーツ(運動）力学、健康
衛生教育、体育測定評
価

体育科教育課程運営
陸上、体操、バスケ、ボーリン
グ、舞踊、テニス、ゴルフ、海洋
教育

（資料：韓国体育教育学会誌創刊号）

ソウルと同じ

テグと同じ

ソウルと同じ

テジョンと同じ

クァンジュと同じ



Ⅵ おわりに  
韓国における教師教育制度と現職教育カリキュラムを概観すれば、全体的な枠組みにお

いて、情報化社会への積極的適用と推進などにみられるような現代あるいは近未来的社会

への適用の視点と、韓国の伝統文化の理解深化の視点といった２つの軸から構築されてい

ることがわかる。また現職教員研修が、早期から管理職務を視野にいれた職務研修と教育

指導についての一般研修としての主に２本立てで構成されてきたことは、韓国における「教

員の資質」といったものが教育経営能力を含む包括的視点から把握されてきたことを意味

していると考えられる。このことは、ともすれば日本の教員の資質が、教育指導上の資質

のみに一元論的に把握されて論じられがちであったのに対して、教員生活全体の長期的視

野から教員職務をとらえ、キャリアに応じた教員生活における資質形成を研修によって可

能にすることにつながる。今日、教員として担う職務はもはや教科指導の一元的な資質で

のみ把握されるべきでないことは明白である。教員の職務が多義的になっている今日、教

科教育を中心にした教育理論や教育方法の領域とともに、キャリアに応じた教員生活全般

において形成されるべき資質を視野にいれた教員研修制度の確立は日本の教師教育制度に

示唆的であるといえる。 
また、教育課程改定にともなって体育科教員研修として新しい教育課程と教科書を把握

する教員研修のプログラムを提供している点も注目されるべき点である。日本においては、

学習指導要領改定にともなう内容再編は、各都道府県の指導主事を通して現場教師に伝達

される仕組みを有しているが、有機的に機能しているとは言い難い現実がある。現職教員

が新しい教科カリキュラムに適応し、あるいは新たな教科カリキュラムを受容することは、

非常に困難を伴うものとされている。現職研修にこれらを組織的に位置づけて展開してい

くことは、体育科教育学全体の発展と個々の教師による実践的研究の展開をうながすとい

う点で、示唆的であるといえる。 
韓国の体育教員の現職教育は教育大学、師範大学、総合大学校といった複線ルートの複

雑な教員資格制度ゆえ、卒業学校種別でそれぞれ個別的な性格を持ち、それらの連繋性を

保つことについて大きな課題となっている。また地域によっても現職研修の内容が大きく

異なっており、包括的・統一的な教員養成を含む教師教育システムの確立が模索されてい

る。韓国の教師教育システムの確立は、今後注目されるところである。 
 

【付記】 
本研究は、文部科学省科学研究費基礎研究(B)(1)課題番号 15300214(広島大学大学院教

育学研究科木原成一郎研究代表)の補助を受けて行われたものである。また資料翻訳にあた

ってご協力いただきました陸調詠教授(ソウルスポーツ大学院大学校)と申範澈教授(韓国

体育大学)に深く感謝いたします。 
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資料編  
１．外国の資料  

１－１．イギリスの教員資格所得のための基準  

 
木原成一郎  

 
『教師の資格取得 教員資格取得認可のための専門的基準と  
教員養成のための必要条件』教師教育局、2002 年 . (抄訳 ) 

Qualifying to teach, Professional standards for Qualified Teacher Status 
and Requirements for Initial Teacher Training, Teacher Training Agency, 

2002. 
 
 

 この文書にある基準と必要条件は、サーキュラー 4/98（教育雇用省 ,1998）と

同じ法令に基づいており、これに取って代わる。この基準と必要条件は次の二

つを提案している。  

１．教員養成に在籍する学生が教員資格を取得するために到達しなければな

らない国務大臣の示す基準。  

２．教員養成機関が教員資格の課程認定を受けるための必要条件。  

この資料は、上記の第 1の基準を抄訳したものである。この基準は大きく次の

3つの部分から構成されている。  

１．教師として必要な専門的な価値観とその実践  

２．教師として必要な教科に関する知識と理解  

３．教師として必要な授業を計画し、実践し、反省し、評価し、学級を経営

する技能  

この文書にある基準と必要条件は、 2002年 9月 1日より効力を持つ。  

 

（翻訳：木原成一郎 ) 

 

 

 

 

 

 

 



教員資格取得認可のための基準  

Standard for the Award of Qualified Teacher Status 

 

１．専門的な価値と実践  

   教員資格取得を認められた教師は、以下に示されているGTCE (the 

General Teaching Council for England)による職業的な規則 (the professional 

code)を理解し支持しなければならない  

１－１  

     全ての生徒に高い期待を持っている。彼らの社会、文化、言語、宗教、

そして人種的背景を尊重する。そして、生徒の教育上の成績を上げること

を委ねられている。  

１－２  

      生徒を思いやりや尊敬の念を持って分け隔てなく接する。また、学習者

としての生徒の発達に関心を持つ。  

１－３  

      生徒から期待されるような肯定的な見方や態度、行動することを示し進

める。  

１－４  

      生徒の学習、生徒の権利、責任に対して教師の役割を認め、そしてこの

ことに関心を持ちながら、保護者とともに敏感に、効果的に伝え合うこと

ができる。  

１－５  

      学校での共同生活を提供し、責任を共有することができる。  

１－６  

      教授に関する加配や他の専門家の助けを得ることを理解する。  

１－７  

      資料や他の効果的な実践から学び、自分の教え方を評価することによっ

て指導を改善することができる。自ら進んで、自分自身の専門性の成長の

ために責任を増加させることができる。  

１－８  

      教師の責任に関係があるという法令の枠組みを知り、その枠内で働いて

いる。  

 

２．知識と理解  

      教員資格取得を認められた教師は次にあげられるような全てを行わなけ



ればならない。  

２－１  

      教えるために養成された教科について知識と理解を確固たるものにしな

ければならない。中等教育の資格を得るためには、知識と理解は学士レベ

ルと同等のレベルであるべき  である。  

  各段階において次のことが含まれる。  

a 早期段階 (the Foundation Stage)では目的や原理、学習の６領域、早期

学習の目標を知り理解する。それらは、早期段階のためのQCA/DFEE 

によるカリキュラムガイドブックと全国基礎的計算能力と読み書き

方略に示された小学校入学前の子どものための枠組みと方法と評価

規準に書かれている。  

      b キー・ステージ１／２では、ナショナル･カリキュラムの中心教科の

各カリキュラムを知り、理解する。そして、全国基礎的計算能力と読

み書き方略に示された枠組み、方法や評価規準を理解する。そして、

次にあげる教科をカバーする学習の範囲を十分に理解している。  

       ・歴史と地理    ・体育   ・情報コミュニケーション技術

（ ICT）     ・美術とデザイン、もしくはデザインと技術   

・舞台芸術        ・宗教教育  

       必要とされる場面においては、経験ある同僚からのアドバイスを受

けて、養成されてきた学年に応じてこれらを教えることができる。  

c キー・ステージ３では、ナショナル･カリキュラムの学習プログラム

を適切に理解し知っている。そして、全国基礎的計算能力と読み書き

方略に示された枠組みと方法と評価規準に示された主要教科の１つ

もしくはいくつかを教える資格を得る。これらキー・ステージ３の教

員資格を持ったすべての教員は  ナショナル･カリキュラムの横断的

な内容に期待されていることを知り理解する。そして、キー・ステー

ジ３の国家方略について説明されているガイドブックに精通してい

る。  

      d キー・ステージ４と１６歳後教育においては、教員は学校やカレッジ

や職業に就くための基礎固めの中で１４～１９歳段階を通して進歩

していく道筋を知っている。QCAと全国資格取得枠組みによって明ら

かにされた重要なスキルに精通する。そして、教員は有資格教科や資

格教科が貢献できる資格取得の範囲で生徒の成長を知っている。教員

は、生徒のカリキュラムの中で各コースがどのように結合されている

のかを理解している。  



２－２       

   ナショナル･カリキュラム・ハンドブックの中で説明されている価値やね

らい、目的、一般的な授業の必要事項を知り理解している。  

      教員が教えることを訓練された年齢をよく知るにつれて、市民的資質の

学習計画や個人的・社会的・健康的教育の  ナショナル･カリキュラムの枠

組みに精通していく。  

２－３  

      教員が教えることを訓練された段階の前後のキー・ステージにおいて、

生徒に期待されていることや典型的なカリキュラムや授業の準備を知る。  

２－４  

      生徒の学びが身体的・知的・言語的・社会的・文化的・感情的な発達に

よってどのように影響を受けるか理解する。  

２－５  

      情報コミュニケーション技術（ ICT）の活用が、彼らの教科の指導とよ

り幅広い専門的な役割を支援するためにどのくらい有効かを知る。  

２－６  

      特別な教育的ニーズの実践規則（SEN Coda of Practice）における責任を

理解し、特別な教育的ニーズのあまり共通でない型について、専門家から

の助言をどのように得るかを知る  

２－７  

   よい行いを促進する方略の範囲を知り、目的のはっきりとした学習環境

を確立する。  

２－８  

      全国一律の教師資格の技能テスト（基礎的計算能力・読み書き・ ICT）

に合格しなければならない。  

 

３ 授業  

３－１  

   計画、評価規準（ expectations）と目標  

      教員資格取得を認められた教師は次にあげるようなすべての実践を行わ

なければならない。  

３－１－１  

      教室にいる全ての生徒に関係づけられた教授と学習の目的に挑み続けな

ければならない。それは、次のようなことの理解に基づいて行われる。  

      ・生徒  ・過去及び現在の達成状況の把握  ・生徒の発達段階に応



じた評価規準  ・生徒の発達段階に応じた学習内容とその範囲  

３－１－２  

授業計画をくみ、授業を継続し、生徒の学びがどの程度に評価できたか

を示すために、これらの教授と学習の目標を使用する。  

      男女の別なく少数者集団を含めて彼らが成長できるように、生徒の様々

なニーズを考慮に入れ生徒を支援する。  

３－１－３  

      適切な支援スタッフの助けを得て、生徒の興味、言語や文化的背景を考

慮にいれて、生徒が安全に効果的に組織できるように、資料を準備し授業

を計画する。  

３－１－４  

      学校に適したように、指導グループに参加し、貢献する。  

適用できるところまで、生徒の学びを支援する余分の大人たちを配置す

るための計画をたてる。  

３－１－５  

      教えることを訓練された年齢に応じて適切に、他の適切なスタッフの支

援を受け、学校訪問（進路指導）や博物館、劇場、郊外実習、職場体験な

どの学校外の文脈での生徒の学びの機会を計画することができる。  

 

３－２  

      形成的評価と総括的評価  

      教員資格取得を認められた教師は次にあげるようなすべての実践を行わ

なければならない。  

３－２－１  

      形成的に評価する範囲を適切に設けなければならない。計画された学び

の目的に対する生徒の進歩を評価するための評価方略をもたなければなら

ない。そして、計画や教え方の改善のための情報にしなければならない。  

３－２－２  

      学習する生徒を支援するために、教師は教えながら直接的で建設的なフ

ィードバックを与えて、形成的に総括的に評価する。教師は、生徒が自分

自身の学習結果を反省し、評価し、改善するように促す。  

３－２－３  

      生徒の向上を正確に評価できる。その際、適切に次のものを使用する。

初期学習の目標、ナショナル･カリキュラムのレベル記述、国の定める規準、

外部試験機関の要求条件、ナショナル･カリキュラムと基礎段階の評価枠組



みと全国方略の目標。資格取得教員は、適切な経験のある教師によって援

助を受ける。  

３－２－４  

      次のような状況の生徒を援助することを確かにする。つまり、より能力

の高い生徒、年齢でよりも低い水準で勉強している生徒、授業で自分の可

能性を達成することに失敗した生徒、行動的、感情的、社会的に困難をも

った生徒である。適切な経験のある教師から援助を受ける。  

３－２－５  

      経験ある教師に援助をうけて、別の言語として英語を学習する生徒の到

達水準を確認することができる。言語の支援と同様に知的な課題も供給で

きるよう、言語的な要求や学習活動を分析し始める。  

３－２－６  

      生徒の学習、進歩、時間をかけた到達の証拠を用意するために、生徒の

進歩と成績を記録する。生徒が自分自身の進歩を再確認したり次の計画に

役立てたりするためにそれらの情報を使う  

３－２－７  

      生徒が口答で、あるいは記述した到達や進歩の報告書を基盤にした記録

を簡潔に、有益に、正確に保護者や他の教師や生徒に対し使うことができ

る。  

 

３－３  

      授業と学級経営  

      教員資格取得を認められた教師は次にあげるようなすべての実践を行わ

なければならない。  

３－３－１  

      生徒に対し高い期待を持ち、教授と学びを中心とした生徒とのよりよい

関係を築く。多様性が尊重され、生徒が安心して自信の持てる意図的な学

習環境を設立する。  

３－３－２  

      教員として養成される範囲の学年の生徒のためのカリキュラムに適切な、

生徒に要求され期待される知識や理解・技能を教えることができる。  

      特定の段階に関係して、  

a 早期段階（Foundation Stage）の子どもたちを教える資格を持つ者は、

子ども達に学習の６領域の授業を教える。学習の６領域は、早期段階

のためのQCA/DFEE によるカリキュラムガイドブックと、全国基礎的



計算能力と読み書き方略に示された小学校入学前の子どものための

枠組みに適切に、別々に書かれている。  

      b キー・ステージ 1/2 の生徒を教える資格を持つ者は、中心教科（英語、

全国読み書き方略、全国基礎的計算方略に通じる算数、理科）を適切

にそれぞれ一人で教える。  

           また、キー・ステージ 1かキー・ステージ 2のどちらかで次にあげる

教科をカバーする学習の範囲を横断的な学習として教えることがで

きる。  

          ・歴史か地理 ・体育 ・ ICT（情報コミュニケーション技術）  

・美術とデザインかデザインと技術   ・舞台芸術  

          適切な経験のある教師から助言を受けながら、それぞれを一人で教

える。  

      c キー・ステージ３の生徒を教える資格を持つ者は、キー・ステージ３

のためのナショナル・カリキュラムの学習プログラムと学習指導案の

適切な全国的枠組みを用いながら、適切に一人で自分の専門科目を教

える。これらの主要教科、もしくは  キー・ステージ３の ICTを教える

資格を持つ者は、キー・ステージ３の全国方略（National Strategy）に

説明されている枠組みや方法や期待されていることを適切に使用す

る。キー・ステージ３のひとつの教科を指導できる資格を持つすべて

の教員は、自分の専門教科に適切に、キー・ステージ３の全国方略

（National Strategy）に説明されている読み書き計算のような横断的な

カリキュラムの要素を使うことができなければならない。  

      d キー・ステージ４と１６歳以上の生徒を指導できる資格を持つ者は、

ナショナル・カリキュラムの学習プログラムと学習指導案の適切な全

国的枠組みを用いながら、もしくは全国的資格のための特定のプログ

ラムを用いながら、専門教科を適切に一人で教える。QCAによって明

らかにされた鍵となる技能 (key skills)を生徒が発達させるための機会

を提供する。  

３－３－３  

      生徒の興味ややる気に即してはっきりと組み立てられた授業や単元を教

える。その中身としては次のものがある。  

   ・ 生徒のための学習目標を明確にする  

      ・ 授業の方法とグループの共同学習が相互に作用しあうように用いる  

      ・ 自らの学びを計画し、実行できるよう生徒に考えることが可能にな

るよう行動的で自律的な学びを促す。  



３－３－４  

      才能のある子どもや特別な教育的ニーズを含めて、生徒の必要性に応じ

て授業を習熟度別にする。適切な場で経験のある教師から指導を受ける

ことができる。  

３－３－５  

      経験のある適切な教師の支援を受けて、もう一つの言葉として教える英

語の学習を支援することができる。  

３－３－６  

      生徒がよりよい進歩を遂げるよう、男女の別や文化や人種の生徒の別に

より、興味や、経験や達成度が異なることを考慮に入れる。  

３－３－７  

      教授と学習の時間を効果的に組織し経営する。  

３－３－８  

      適切な支援スタッフの援助を受けて、教える空間、道具、教材、テキス

ト、適切な資源を安全で効果的に組織し、経営する。  

３－３－９  

      生徒の行いに高い期待をもち、生徒の行いを建設的に予想して管理し、

自制や自律を助成するために学級規律のための明確な枠組みを確立する。  

３－３－１０  

      授業における ICT（情報コミュニケーション技術）の効果的な活用。  

３－３－１１  

      学年を終えるまで一貫して、クラスやクラスを越えて授業を行う責任が

ある。そして、教えることを訓練された年齢と能力の範囲の全体を教える

ことができる。  

３－３－１２  

      授業内で行った学習を統合して拡大し、生徒の自律した学習を励ますた

めに、宿題と教室の外での学習を用意することができる。  

３－３－１３  

      専門教科の教師と他の同僚と協同して働く。適切な経験ある教師の助け

を受けて、生徒の学習を高めるために補助教員や授業を手伝ってくれる他

の大人の仕事を管理する。  

３－３－１４  

      適切な方針や手続きに従って、挑戦的な一面的な見方やいじめ、いやが

らせを含んだ教室内で起こる諸問題の解決のために、平等な機会の維持を

認識し、効果的に対応する。  



１－２．体育教師養成とスポーツをめぐるアメリカ東部大学のフィールドノート 
—イェール大学、ホフストラ大学の視察— 

                 

  松田 恵示 

 

 

１．はじめに 
 「実践的力量の形成」を視点として我が国の体育教師養成カリキュラムのあり方を考える

場合，諸外国、とりわけ体育教育の先進国でもあるアメリカとの比較検討を行なうことは重

要なアプローチであると思われる。ところが、比較という手法にはいくつかの難しさもとも

なっており、とりわけその中でも留意する必要があるのは，そもそもこうした体育教員養成

システムや学校体育という制度が形成される土壌となっている、その国固有の社会や文化の

あり方の問題である。この点を欠いては、比較という手法は単なる恣意に陥らないとも限ら

ない。 
 ここでは、このような理由から、まずアメリカの体育教師養成システムや学校体育をとり

まく一土壌として、大学におけるスポーツや体育ならびに、体育教師養成学部の現状等を捉

えるための資料収集の一部を、事例的なフィールドノートとしてまとめておく。この資料の

収集は、平成 16 年 4 月 28 日から 5 月 4 日に行なった。こうした資料の収集をさらに進める

とともに、かかる課題である体育教師養成カリキュラムのアメリカとの比較研究は、残され

た課題として今後に展開を期したい。 
 フィールドノートとして取り上げられるのは，アメリカ東部で特徴的な 2 つの大学、イェ

ール大学とホフストラ大学である。まず、イェール大学は、ハーバード大学とならんでアメ

リカを代表する私立の総合大学である。この大学には、体育やスポーツを専攻とする学科や

学部はなく、それは主に一般教育やエクストラ・カリキュラムとして展開されている。ただ、

地域や全米に対して影響力の強い大学であるだけに，教員養成についても教育委員会等と連

携をとりながらある一定の役割を担っているだけに、その内容について知ることは「土壌」

という意味では意義深いことであると思われる。一方、ホフストラ大学は，中堅私学として

ニューヨーク地区にあり、教育学部の中に体育専攻を有している大学である。 
イェール大学の体育とスポーツ 
1)イェール大学の概要 
 イェール大学の前身は 1701 年にされ、その後 1716 年に、現在の校舎のあるニューヘイブ

ンに移り、1718 年に「イェール大学」と改名されて現在に至っている。各種調査や大学ラン

キングでは、常に全米でも上位に位置しており、ハーバード大学と並んでアメリカを代表す

るプライベート・ユニバーシティである。現在、13 の学部と大学院、ならびに短期大学を持

つ全米屈指の質的規模を誇っている。 
2)イェール大学のスポーツ組織 
 イェール大学においては、いくつかの教養科目に正課の授業として体育が開講されている

だけで、スポーツ関連の研究や教育の組織はない。大学スポーツは学生に対して主に、特別

活動として展開されている。また、アスレティック・デパートメントが、大学におけるすべ

てのスポーツについて管理運営を行っている。アスレティック・デパートメントは大学とは



独立した組織で、経営的にも独立採算となっている。 
 イェール大学におけるアスレティック・デパートメントでは、アスレティック・ディレク

ターが、アスレティック・デパートメントに所属する全クラブや企画の管理・運営を担当し、

大学スポーツにおける決定事項を、例えば地域別会議や NCAA の全米ミーティングで協議す

る。この過程に、チームの監督やコーチ、さらには選手がいっさいかかわることはない。完

全な分業制がひかれている。 
3)イェール大学のスポーツクラブ 
 イェール大学には、現在 35 のヴァーシティー・チーム(大学認可の公式チーム)に、973 名

の学生(うち男子 534 名、女子 439 名)が在籍している。また、35 の同好会に 770 名の学生

が在籍している。特にヴァーシティー・チームへの入部は厳しくセレクトされており、また

クラブ数も制限されている。ほとんどのチームが、Ivy リーグに所属しており、全米におい

ても数々の素晴らしい戦績をあげてきた。しかし、近年はいくつかのチームを除いては、成

績が芳しくない。また、NCAA のルールによる、ディビジョンはⅠに所属している。ディビ

ジョンⅠとは、スポーツ・スカラーシップの数をアスレティック・デパートメントの予算の

許す限り用意してもよいという大学の集まりである。 
4)イェール大学のスポーツ施設 
 イェール大学には、13 の主要な運動施設と 7 つのスタジアム、そしてフリーのフィールド

スペースとオフィス・スペースがある。運動施設としては、世界最大の床面積を持つ体育館

「Payne Whitney」、鯨型の代々木体育館のモデルとなった「Ingalls Rink」を始め、サッカ

ーコートが 18 面あるフィールドセンター、ゴルフコースなどがあり、またスタジアムでは、

6 万人以上を収容する「Yale Bowl」、1 万 5 千人を収容する「Tennis Stadium」などがある。 
5)アスレティック・デパートメントの財務状況 
 2001 年度のアスレティック・デパートメントの支出総額は、22,705,955 ドルであった。

また、収支は若干の赤字決済となっている。収入は、おおよそ半分が、スペクテイター・イ

ベントとレクリエーション・プログラムの収入、あと残りを、財団や各種寄付金からまかな

っている。 
6)実施プログラム 
①クラブスポーツ 
 特にレベニュー・スポーツ(収益のあるスポーツ)については、力をいれている。イェール

大学におけるアメリカン・フットボールのホームゲームのスペクテーターは、約 25 万人。 
②体育 
 現在、大学の授業として通算 148 コマを開講しており、その受講者は 3450 名となってい

る。  
③レクリエーションの運営 
 50 ほどの学内リーグ戦を企画、運営し、一般の学生が、トータルで 5400 名参加している。

また、各種のイベントをとり行なっている。 
④スポーツキャンプ  
 アウトリーチプログラムとして、子どもたちや一般のひと向けに、スポーツ・クリニック

や、さまざまなスポーツイベントを行なっている。サマー・ユース・プログラムへの参加者

は、1260 名。 



⑤スポーツ施設の運営 
 スポーツ施設の貸し出しや、メンバーシップ制による運営を行なっている。 
２．イェ−ル大学と体育教師養成 
 イェール大学の前身は、1701 年にコネチカット州のキリングワースに設立された。現在で

は戦績面においてこそ低迷しているものの、大学スポーツの成立期においては東部の有力大

学で構成するアイビーリーグを主導し、全米大学のモデルとなるとともに、大学スポーツの

統括団体である NCAA(National Collegiate Athletic Association)の設立からその後の運営

においてもリーダーシップをいくつかの大学ととったのがイェ−ル大学である。 
 しかし、イェール大学においては、現在、教養科目に正課の授業として体育が開講されて

いるだけで、スポーツ関連の研究や教育の組織はない。つまり、大学スポーツは学生にたい

して主としてエクストラ・カリキュラムとして展開されているわけである。また、教育に関

する専攻を有しているにも関わらず，体育教師養成は現在のところ行なわれていない。ただ、

大学と地域の教育委員会が連携する現職教育の場で、レクリエーション教育や健康教育の一

部が担われている。つまり大学において，スポーツと体育は完全に分かれており，スポーツ

の学生教育としての価値は認めているものの，体育教育と言う専門分野については認知が低

いのが現状である。このことは、イェール大学がアメリカを代表する大学であるだけに、教

育界全般に対していくらかの影響を与えているのではないかと考えられる。 
 

３．ホフストラ大学の体育教師養成プログラム 
 ホフストラ大学は、130 以上もの学部のプログラムから 2150 以上のコースを選ぶ、ニュ

ーヨーク地区でも中堅の伝統的なプライベートユニバーシィティである。特に、教育学部に

ある体育専攻は、より高い指導力の養成を目指して地区の体育教育を牽引する役割を果たし

ている。 
 そのカリキュラムは、以下のようになっている。各種目の実技と体育科学、ならびに教育

科学がバランスよく選択的に履修するように配慮されているだけでなく、どの授業も平均 30
名程度の受講生で行う少人数教育に特徴づけられるとともに、講義と実技の接合にも工夫が

こなされ、充実したカリキュラム編成となっている。(資料 1) 
 そのなかの「Measurement & Evaluation」の授業を、実際に受講してみた。授業担当の

Sarah A. Doolittle 博士は、体育科教育の領域に置いても、とりわけ教授技術の研究に長け

た研究者の一人で、ニューヨーク州の体育科教育に携わる教員向けのハンドブックも編纂す

るなど、現場との関係を密に取りながら、学生の授業スキルをあげることを本授業では強く

意図されていた。 
下の写真にあるように、授業はまず教室で 90 分間、視覚教材をふんだんに使った形で講

義により、当日題材となっていたチャレンジ運動、ならびにバスケットボールの評価の視点

と評価の方法について整理するとともに、その後実際に模擬授業形式を取り、生徒役の学生

と教師役の学生に別れて、その実際を確かめ合うというものであった。 
 具体的で実践的な力量の形成という点では大変参考になる授業であり、学生たちの生き生

きとした取り組みに、思わず「はっ」とさせられる授業であった。 
 
 



カリキュラム表(資料 1)ホフストラ大学カリキュラム 









 
 
 
 



 
 
 
 



 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１－３． 台湾及び日本の学習指導要領にみる小学校体育科の比較研究 
 

                         李 勝雄・海野勇三 

 
 
 筆者らは、2003 年 3 月より今日まで、東アジア各国・地域の体育科教育学研究者が共

同して、①就学前教育から小学校－中学校－高校までの体育授業とカリキュラムの実態、

及び②子ども・青年の生活とそのもとでの健康・体力・社会的スキルの獲得状況、さらに

は③体育の学習到達度、④体育教師教育のシステムとカリキュラム等に関し国際比較研究

を進めることで、体育授業改革とカリキュラム開発に向けた基礎的資料を得るべく共同研

究を進めてきた。この間、共同研究に参加した国と地域は、日本をはじめとして台湾・中

国・韓国・タイで、各国・地域から 14 名の研究者が共同研究活動に従事してきた。 
そこで以下では、一連の共同研究の成果の一端として、日本と台湾におけるナショナル

レベルでの体育カリキュラムの現状比較を試みたので報告したい。なお、資料１の日－台

比較は、李勝雄教授によってご自身の所属する国立屏東教育大学の研究紀要に掲載された

ものを許可を得て中国語の原文のまま転載したことをお断りしておく。 
 

資料１：台日小體育課程標準之比較研究 
――台湾及び日本の学習指導要領にみる小学校体育科の比較研究―― 

 

国立屏東教育大学体育学系 李 勝雄 

Department of PE, NPUE Shying-Shyong Lee          

山口大学教育学部 海野勇三 

Department of Ed, YGU Japan Unno Yuzo 
 

Abstract 
     

Significant research findings on this comparison are that, the difference and 
similarity in the structures and contents between the Taiwan and Japanese primary 
school physical education curriculum, by summing up, are Japanese highly 1ook upon 
the students' initiative learning, and understanding, experience of the ir self-ignited 
exercises. It is to ascertain a cultivation of students' initiative-sports participating 
attitude and motivate their interests on Sports games. As Well their physical 
education curriculum study scope emphasizes on development of students' physical 
fitness  and body building. They especially concentrate on study scope of essence of 
physical and mental build up development . In our country, it is rather on passive 
study guide of physical exercise and their physical and mental developments. More 
than this, as several independent curricula among the lower, intermediate and higher 
classes. it constitutes a problem of continuity. 

 



本比較研究發現，台日小學體育課程之異同性有以下幾點。一、體育目標：在學科目標

方面，兩國有差異性而無共同性；即日本小學的體育學科目標強調「目的」的體育教育，台

灣小學的體育學科目標強調「手段」的體育教育。在分段目標方向，兩國的共同性為重視學

童的運動態度和培養運動力及群性態度與精神。兩國的差異性在於日本強調自主體育學習態

度，以發展學童的各種運動態度、能力與精神；台灣強調被動性的體育學習指導，以發展學

童的各種運動技能與團隊精神。二、體育教材欲運動內容：在體育教材方面，兩國的共同性

是教材領域結構相類似，差異性是日本包含保健教材且教材領域的體操，由基本運動和體操

構成；台灣則由體操和國術構成。在運動領域及內容方面，兩國無共同性之點，而差異性是

日本的運動領域為階梯型，台灣為垂直型。在內容方面，日本強調個體發生的運動內容，台

灣強調系統發生的運動內容。三、教學時數：兩國的共同性是重視團隊運動項目的授課課時

數。差異性是日本各年級不分男女性差，各項運動內容授課時數均相同；台灣則依男女性差

實施不同的授課時數。四、學習評量：兩國的學習評量是 大的差異所在，日本重視學習過

程的評量，台灣強調學習結果的評量。同時日本採取「教」「學」的互動評量方式，台灣則採

取教師的封閉評量。又，日本低年級不實施學習評量。 
 

壹、緒論 

 
   國度之間，除了國情、文化、思想、政治、經濟等大環境背景的互異外，這些影響所及，

其國的教育政策、制度、教育目的、教育目標及理念等，理所當然自必互不相似。故此，意

欲了解他國的教育事象差異或特點，是有必要就自他國度的特定事物或事像，做一特定對照

的互映性此較和探討。果此，當能從所欲探求的一特定事物或事像中釐析出個中的事實真相。

而此種對照性互映的比較探討，正是比較教育研究的主要目的。 
一、研究動機與目的 

    研究者的動機與目的，立基在兩國教育體制（六、三、三、四制）和文化源流的相似性

（中國儒家思想），但兩國卻無必然的交集現象，因而想探究其因由。同時，兩國在近 40 年

來的體育教育歷程中學童的體格、體能發展等產生相當大的差異；而且兩國在推展體育終身

學習教育理念上，也出現截然不同的發展模式，尤其是在體育教育課程的規劃上，為此想藉

由課程比較來探究兩國體育課程的異同所在，以明上述的探冤動機和目的。 
    由於兩國小學在體育教育發展歷程上，有前述的實際事實差異性存在，而此種顯著的實

際事實差異，是否是肇發於兩國小學的體育課程？這些種種的事實表象質疑，其中所存的奧

秘實值得吾人深加探索與鑽研的。承如羅馬歷史學家塔奇督斯所言：「要認識自己，應先把字

自已和別人做一比較」註 1又，哥德在其詩劇「達梭」中也說：「當你於得迷失自我時，不妨

把自我和別人做一比較。」註 2因此，為期能對前述事實真像獲得些許具價值訊息，並嘗試解

開此種自我的迷失，吾人期藉由國間的體育課程教育比較手段，以探究兩國小學體育課程實

質真像，並圖從中發現其間所蘊存的差異實象與形成事實的實質內涵，進而探究兩國小學階

段的體育課程觀架構；特別是此一階段的教育目標。教材、運動內容結構及學習評量的構成

等。亦即從課程所含蘊的實象和富質內涵，來剖析台日兩國小學階段體育課程發展的重心與

意圖，並究明其異同性所在。 
二、研究範圍 

    本研究是以台日兩國小學體育課程為研究對象，故研究範圍界定在課程核心的目標、教



材、運動內容、學習評量等幾個部分。又，本研究所比較的小學體育課程，是以兩國現行的

體育課程標準版為準；日本小學課程標準為 l989 年所頒布，台灣為 l975 年所頒布。又，日

本新課程標準已於平成二年 4 月起（1990 年 4 月）開始實施，而台灣小學課程亦於去年開

始實施修訂，然偉國新修訂課程尚未定案，故在比較上仍採 l975 年修訂的現行課程標準較為

實際。 
三、研究限制 

   從事比較教育時，尤其是國與國間的課程比較，是有必要先就比較對象國的內外在變數，

諸如如民族性、傳統文化、教育政策、政經實況等做一徹底的掌握；特別針對體育課程比較

時，對於對象國的體育教育目的、目標、學校體育運動設施，學校體育運動文化、事實，社

會體育運動設施、發展，競技體育運動發展現況等等實質實象，應先加以分析探討和釐清後，

方能就所欲此探究的事實實象與實質內涵作橫、縱、內、外的時空因果分析與詮釋，而得能

獲至值信賴且真實富的研究成果。惟因於研究過程中無法獲得足夠之參考資科與文獻，故本

研究僅能就課程標準內的實際內容實象，作文獻性質的純粹比較與資料對應分析；此乃本研

究 大的限制。 
四、名詞釋義 

（一）體育育課程標準：所謂「課程標準」是指教育行政機關依據各級學校教育目標，而釐

定的各學科有關的規定，以為選擇教材和實施教學的準繩。註 3所以，本研究的小學體

育課程標準，是指由教育部所頒定之小學各學科課程標準中的「體育課程」部分而言。

日本係由文部省所頒布的，小學校學習指導要領中「體育學習指導要領」部分而言。

本研究為求用語的統一，文中一律使用「體育課程標準」一詞。 
（二）小學：日本和台灣的學制均為六、三、三、四制；亦即小學六年、國中三年、高中三

年、大學四年。而本研究中的的小學體育課程標準，即是兩國初等教育中的國小階段。

雖然在稱呼上日本為小學校，台灣為國民小學，但為求用語之統一，本研究一律使用

「小學」一詞予以界定稱呼。 
（三）體育教材：所謂教材：「一般是指為了造成一定的教育目的，而由教育內容，經驗所

構成的，或為使適合學習而再構成的內容」。註 4、5亦即，為了達成教育目的的材料。

又，柴田義松：「所謂教材，是指在教學中，作為教師與學生學習活勤（知覺、思考、

記憶、運動等）直接的對象內容」。註 6所以，所謂體育教材，可以解釋為：『是為了達

成體育教育目的而選取的運動或體育知識的內容」，亦可稱之為運動教材。 
（四）學習內容（learning content）：是指為了達成學習目標，學習者必須學會的事物。註

7因此，體育的的學習內容可以解釋為：「學習者必須學會之構成運動的要素內容。」
註 8亦即，運動技術，規則或態度，健康或安全等的內容。 

（五）基本運動：所謂基本運動，是以兒童的遊戲水準層次予以界定的「未組織的」或「低

層次組織的運動」；主要是以幫助和促進兒童從事自我身體的活動，特別是能引起兒

童快樂喜悅的運動為目的的運動，而不以習得運動技能為目的。如跑、跳的運動，比

力的運動，滾翻的運動，投接抓的運動，踢的運動，使用器械用具的運動，操作用具

的運動，戲水及漂浮、泳的運動，模倣運動等操作自我身體的運動及操作器具的運動。 
（六）體操：對於身韻的健康或體能或形態等，期望恢復或加以維持現狀，或是為了提高或

改善上述之現狀，而滿足身體充分必要性的運動。也可以說是為了鍛練身體和培養體

能的實用性運動。就體操的實施方式有徒手體操和手具體操，就實施的形式有動態的



和靜態的。又，就其施行目的分類，有以培養增進體能的體操、以培養活用動作的體

操、以健康為目的的體操、以矯正為目的的體操和美容體操等。以上 大之特徵，乃

體操完全是個人操作自我身體的運動。 
（七）唱遊：主要以培養學童的律動感和音律感為目的，是一結合遊戲、運動、旨樂、韻律、

表演等學習內容而成的活動。 
（八）器械運動：是利用單槓、跳箱、平衡木、地板等施行技巧性形式的運動，是實施懸垂、

跳躍、支撐、旋轉、平衡等運動的器具操作性運動。在運動過程中必須充分操作、運

用、控制、支撐自我的身體，以遂行空間的、時間的、方向性的各種瞬間性轉換動作。 
（九）個人性運動（individual sports）：是發揮個人 高度的能力（技能），以向自我的目

標挑戰，並爭勝負的運動。一個人性運動有如下特性：自我對大自然的競爭，自我對

時間的競爭，自我對運動姿勢的競爭，自我對空間及距離的競爭，與他人的競爭等等，

如田徑運動的跑、跳、投等對速度、速度、高度、姿勢等的挑戰競爭，游泳運動的各

種泳姿、速度、距離等的挑戰競爭，器械運動的槓上懸垂、支撐、迴還及墊上的滾翻、

空翻，跳箱的騰越等對空間姿勢的挑戰競爭及和他人從事上述各種時間、空間、距離

的競爭。 
（十）團隊性運動（team sports）：是團隊與團隊的競爭運動。主要為發揮團隊性的技能，

以爭勝負的運動。團隊性運動的特性，是發揮團隊的技能以行攻防戰的運動；所重視

的是團隊內的互助合作及連結技能的活用，以發揮 高度的競爭此賽。如端線足球，

簡易籃球，簡易壘球等的球類運動。 
（十一）對人性運動（dual sports）：是以面對的形式實施勝負競爭的運動。爭勝負時相互

配合對手的動作，以發揮個人 高度的對人性技能。對人性運動有以身體直接接觸的

競爭形態和以器具為媒介進行競爭的形態。如以身體直接接觸競爭形態的國術、柔

道、拳擊等的赤膊對打，以器具為媒介進行競爭形態的羽毛球、網球、桌球等的對打。 
五、研究方法 

    本研究係以文獻性質的純純粹比較研究法，就台日兩國小學體育課程標準的課程內容加

以探究。藉以比較兩國課程間的內容差異和課程內涵的特微與異同。為能對台日兩國小學體

育課程變遷、演革過程有所系統性了解，本節針對兩國小學歷年課程修訂發展概要，做順序

性的文獻回顧。 
 
一、台日小學體育課程發展 
（一）、日本小學體育課程發展 
     日本小學體育課程的演革，始於 1947 年（昭和 2 年）截至於l989 年（平成元年），其

間共歷經 7 次的變革和修訂。註 9、10日本於 1947 年接受美國教育使節團之建議，由文部省公

布「學習指導要領一般編（試案）」，並於同年 7 月制定「學校體育指導要綱」，且將「體練

科」更各為「體操科」。此期之體育是以廢止「皇國民教育」的軍國主義，而以「學童的身心

發展」為體育目標。    第 2 次修訂是在l949 年（昭和 24 年），文部省公布「學習指導要領

小學校體育編」，此期是以「運動技能為中心」的體育課程。第 3 次是在l953 年（昭和 28 年），

文部省公布修訂「學習指導要領體育科編」，此期 大之變化在於大幅更動體育目標，使體育

目標有「一般目標」和「具體目標」之上下階段目標區分。第 4 次修訂在l958 年（昭和 33
年），此期是日本進入自主教育紀元的年代。因日本和盟軍簽定「日美講和條約」，所以全面



修訂課程標準，並將課程標準中的「試案」字樣取消。使課程標準獲得法律地位與約束力，

而正武成為國家課程標準。註 11 l968 年（昭和 43 年）進行第 5 次的課程修訂，此期的課程

目標是以「體能」為中心。l977 年（昭和 52 年）實施第 6 次的課程修訂，此期的體育目標

強調發展「終身體育」的實踐。第 7 次的課程修訂於 1989 年（平成元年）完成，並於 1990
年（平成 2 年）開始實施，此期的體育目標是以重視自主性的運動態度的養成，並強調體能

與實踐終身體育基礎運動能力的培養。 
（二）、台灣小學體育課程發展 
    台灣小學體育課程之發展，可分為二個過程；一為非正式之主體育課程，二為正式之體

育課程。 
1、非正式體育課程之發展 
    台灣 早之體育課程，是在 1880 年（光緒 6 年）首見於天津水師學堂的「體操科」，其

次為 1895 年湖北武備學堂的「體操科」，以及 1902 年小學課程中的「體操科」。註 12 又，光

緒 29 年的奏定學堂章程中，蒙養院課程有「遊戲」一科註 13，且於 1909 年（宣統元年）修

訂章程，規定城鎮小學必修「體操科」課程。註 14

2、正式體育課程之發展 
    台灣於民國 18 年，由教育部公布「小學課程暫行標準」，此時正式開啟台灣小學國家課

程標準之序幕。此期之小學課程包含體育計有 9 科。其後於民國 20 年，教育部公布「小學

課程標準」，實施第 1 次的課程修訂；此期之課程對各學科均做部分文字和內容的修改。第 2
次之課程修訂，是在民國 21 年實施。此次之修改由教育部公布台灣正式之「小學課程標準」，

課程中包含體育計 10 科。第 3 次之修訂，是在民國 25 年實施，此期之修改部分是於低年級

的「音樂」和「體育」合併為「唱遊」，同時將各年級的授課時數減少十分之一左右。教育部

於民國 3l年：實施第 4 次的課程修訂，此期的特色是課程做了大幅度的內容修改；特別是於

課程標準總綱中註 15，明確規定總目標並增加團體訓練和體育科目教學時間，同時將低年級

的「唱遊」再度分開，使「音樂」和「體育」各自獨立。 
    民國 37 年教育部實施第 5 次的課程標準修訂，此期的課程特色是低年級的「音樂」和

「體育」，又合併成為「唱歌遊戲」一科。第 6 次的課程修訂，是在民國 41 年實施，此次的

課程標準依「國民學校法」，由「小學課程標準」更改為「國民學校課程標準。」註 16 民國

51 年教育部實施第 7 次的課程修改，此期主要是充實「體育」教材內容，及增加「分段教學

目標」。 
    教育部於民國 57 年公布「國民小學暫行課程標準」，此次之主課程標準修改，是為了實

施九刊國教而修訂。註 17此次之課程修訂增加「健康教育」一科，且將低年級「唱遊」和中

高年級「體育」中有關「衛生」部分，均納入健康教育中。又，低年級「唱遊」課程盡可能

和中年級的音樂、體育兩種教材銜接。同時提示教師採用鄉土教材和國術簡易基本教材；「體

育」則要求和國中連貫，同時教學目標由 5 大目標 12 小目標，簡化為四個目標，教材也分

為「必授」和「選授」且於必授教材中加入「國術」一項。 
民國 64 年 8 月教育部公布「國民小學課程標準」修訂版註 18，低年級「唱遊」課程部分，

為促進大肌肉活動，特增加低年級兒童體能的體操、田徑、球類等運動教材。中高年級「體

育」目標，由原列的總目標四則，增列為中、高年級分段目標各四則，同時必授教材之比率

由原來的 85％修訂為 8％，選授教材比率由原來的 15％增為 20％。又，必授教材中的「遊

戲」，分別列入各教材中，而使原 6 大類教材縮為 5 大類，且「體操」教材增加「手具體操」，



「舞蹈」教材增加「唱和跳」，選授教材增加「自衛活動」。 
 

參、分析討論 

 
一、台日小學體育目標 

    由於民族、國情、文化、教育等人環境的互異，台日小學的體育目標，無論是「學科目

標」或「分段目標」，兩者所要追求強調的、甚至所要達成的各不相同。 
（一）日本小學體育目標 
    如表-1「台灣與日本小學的體育目標」所揭示，日本的體育學科目標，是以傾向達成體

育的目的為目標，故而以藉由運動的經驗使學童親近並從事運動，進而使之理解並增進其健

康與增強其體能，適以養成其快樂明朗的生活態度。 
    在分段目標方面，低年級是以能快樂地從事各種基本運動、遊戲和培養團隊精神及體能

為體育目標，中年級則以強調配台各種運動特性學會各種運動技能為體育目標，高年級則繼

續延伸中年級的體育目標，並加上健康（保健）課程的兩個目標；亦即五年級為「理解身體

的發育及預防傷害，並培養增進健康與生活安全的能力和態度」，六年級為「理解預防疾病及

健康生活的方法」並培養維持健康的能力與態度」。 
    由上述「學科目標」及「分段目標」析論，日本的叫學體育目標，是以透過學童的親身

運動經驗。以促進其愛好運動及從事運動的態度，進而使之理解並養成健康安全、團隊精神、

增強體能及營運快樂明朗的生活態度與能能力，而不強調運動技能的體育目標。又，其在五、

六年級的分段目標加上了「健康（保健）」的教育目標。就此一健康的教育目標，其精神是強

調學童理解自我身心發展與健康生活的重要性，亦即重視學童的健康生活能力與維持健康、

促進健康的能力與態度。因此，日本的小學體育目標是以健康安全生活、享受運動經驗、增

強體能與促進健康、培養團隊精神為教育目標。 
 

表-1  台日小學體育教育目標 

 日本小學體育教育目標 台灣小學體育教育 

學
科
目
標 

透過對於適切的運動經驗和身邊生

活上的健康安全的理解，以使學童

親近運動並期增強體能與增進健

康，以培養營運快樂明朋生活的態

度 

1、培養兒童健全身，以促進其均衡發發展 
2、指導兒童學習基本方法，以促進其運動能

力之發展 
3、養成兒童公正、守法、服從、負責、誠實、

友愛、互助、合作、勇敢、果斷等美德。

以奠立其團體生活之基礎 
4、指導兒童保健衛生知識，以培養其良好習

慣 
5、･ 發兒童愛好運動之興趣，以充實其康樂

生活 



低
年
級 

1、能快樂地從事基本運動及

遊戲，同時培養體能 
2、能和任何人和好且留意健

康安全並養成運動的態度 

1、促進兒童心身健全的成長與發展 
2、･ 發兒童愛好音樂的興趣 
3、養成兒童優良的基本習慣 
4、發展兒童遊戲運動的興趣與能力 
5、養成兒童優良的群性生活 

中
年
級 

1、能快樂地從事各種運動 
同時配合特性學會技能並

培養體能 
2、培養協力、公正等的態度

同時留意健康安全並培養

努力到 後的態度 

1、以國術、體操、田徑、球類、舞蹈及其他

各項遊戲或運動培養協調、柔軟、速度、

爆發力等基本體能與各種運動之基本技

能 
2、以各項遊戲及運動之練習、養成遵守規

則、服從負責、互助合作、貫徹始終之良

好態度與習慣 
3、指導兒童運動時之安全知識與方法 
4、培養兒童愛好運動及善用休閑時間之習慣 

分
段
目
標 

高
年
級 

1、能品嘗各種運動的樂趣及

喜悅同時配合特性學會技

能以增強體能 
2、培養協力、公正等的態度

同時留意健康安全且盡自

我 大能力以養成運動態

度 
3、能對身體的發育精神的發

展，傷害及疾病的預防和

健康生活予以理解，以培

養營運動健康安全生活的

能力和態度 

1、以國術、體操、田徑、球類、舞蹈及其他

各項遊戲或運動，培養協調、速度、肌力、

耐力、爆發力、柔軟性等基本體力與各項

運動之基本技能 
2、以各項運動之練習，養成自行活動、遵守

規則、服從負責、互助合作等團隊精神與

態度 
3、指導兒童充分理解並能實踐健康衛生及運

動時之知識與方法 
4、培養兒童愛好運動、善用休閒時間、充分

實踐康樂生活之知識與能力 

  註：台灣低年級之分段目標僅列出大目標、小目標省略 
 
（二）、台灣小學體育目標 
    台灣小學的體育目標（如表-1），在學科目標方面，傾向於體育手段的目標色彩，故而強

調健全學童的身心發展、培養運動能力、奠定團體生活基礎、養成良好習慣及康樂生活。在

分段目標方面，低年級是以唱遊的健全成長發展、培養音樂的興趣、發展運動遊戲的能力、

養成優良的基本習慣和群性生活為體育目標。中年級則以發展基本體能、運動能力、團隊精

神及愛好運動與運動安全為體育目標，而高年級則以延續中年級的目標為重心，且強調理解

實踐健康衛生與運動知識及方法。 
    就台灣叫小學的「學科目標」及「分段目標」析論，台灣的體育目標，是藉由運動的學

習，以發展學童的基礎運動技能、基本體能、群性生活習慣及衛生的理解與實踐、充實康樂

生活的知識與能力為重心，故而是強調運動技能及基本體能的體育目標。又，由於台灣小學

低年級是以唱遊為教育目標，故在分段目標上，強調愛好音樂及發展運動興趣。 
    就兩國小學體育目標的「學科目標」及「分段目標」加以析論，很明顯地兩國的體育目



標，各有其所欲發展的目標色彩，特別是體育學科目標的「手段」與「目的」互應對立。在

差異性方面，日本是強調「目的」的體育學科目標，台灣則強調「手段」的體育學科目標。

所以日本藉由「親近運動」的運動經驗，來發展學童自主學習運動的態度與能力，進而發展

並培養健康生活與快樂明朗的生活態度。台灣則以「指導學習基本方法」的被動性灌輸，以

發展學童的運動能力、團隊精神和健全的生活習慣與態度。也由於有「目的」的學科目標和

「手段」的學科目標，因此正分段目標的發展方針，日本是以自主的學習態度，來發展各種

運動技能及體能，團隊精神和促進維持健康生活的各種能力與態度。台灣則以被動的學習方

式，來發展學生的各種運動技能，並透過運動學習以發展學童的團隊精神，培養其愛好運動

興趣和實踐健康衛生與充實康樂生活的知識能力。在共同性方面，兩國均注重學童的運動態

度、精神並重現團隊互助合作精神與態度的養成，尤其是健康安全生活的知識與能力的習得

和發展。 
二、台日小學體育教材 

    兩國的體育教材，雖然在領域上相類似，但在結構上卻有很大的差異性。形成此種「類

似」及「差異性」的因素，來自於兩國體育目標的「目的」與「手段」的不同使然。 
（一）日本小學體育教材・ 
1、體育教材領域 
    日本小學體育教材的領域，由體操、運動、舞蹈三領域所構成（如表-2）。雖然由體操、

運動、舞蹈三領域構成其體育教材，但依學年別之不同，教材領域的內容也互異。於低年級

只有體操和運動兩領域，其領域內容也僅基本運動和遊戲，而無舞蹈。中、高年級均含三領

域，惟領域內容有所不同；中年級有基本運動、遊戲、器械運動（4 年級起）、舞蹈 1 項，高

年級則有體操、器械運動、田徑運動、游泳、球類運動、舞蹈 6 項。 
   由年級別及體育教材領域內容的差異特性分析，低年級重視學童成長發展的自然特性，

所以由基本運動和遊戲領域內容構成。中年級以延續低年級的成長發展自然特性，並重視運

動特性以發展學童運動技能和體能，故以基本運動、遊戲、器械運動、舞蹈來構成教材領域。

高年級強調運動特性的體驗，以及運動技能和體能的發展，所以由體操、器械運動、田徑運

動、游泳、球類運動、舞蹈來構成教材領域。 
表-2  日本小學體育教材領域 

 
體    操 
基本運動 

運動 舞蹈 

一年級 
低年級 

二年級 
基本運動 遊戲  

三年級 
中年級 

四年級 
基本運動 

遊戲 
器械運動 

游泳 
舞蹈 

五年級 
高年級 

六年級 
體操 

器械運動、田徑 
游泳、球類運動 

舞蹈 

註：中年級中的器械運動及游泳均由四年級起學習 
2、運動領域 
    日本小學運動領域之構成，形狀成一階梯型（如表-3）。低、中年級運動領域以基本運動

和遊戲為重心，而於中年級的三、四年級各加入舞蹈、游泳和器械運動。高年級則由體操、



器械運動、田徑運動、游泳、舞蹈及保健構成。 
就階梯型的運動領域分析，日本小學的運動學習，似乎比較注重成長階段性的發展需要，所

以由基本運動和遊戲構成低、中年級的主要運動內容，而於高年級發展基礎之上的運動技能

運動內容，所以將體操、器械運動、游泳、田徑運動、球類運動與舞蹈，置在高年級的運動

學習位階。又，以認知發展理論觀之，保健領域之所以於高年級學習，乃考慮學童的認知發

展的成熟度；亦即高年級階段學童已能接受抽象程度的認知。 
 

表-3  日本小學運動領域 
 一 二 三 四 五 六 

體   操 
田徑運動 基本運動 
球類運動 

 器械運動 
遊戲 游    泳 

運
動
領
域 

 舞    蹈 
註：台灣並無保健領域（健康教育）因其和體育

課程分科而獨立。 
保健 

 
（二）台灣小學體育教材 
1、體育教材領域 
    台灣體育教材領域和日本的相似，亦由體操、運動、舞蹈三領域構成（如表-4）。台灣低

年級的體育教材領域，是由唱遊的體操、運動、舞蹈所構成。所以含有體操、遊戲、田徑運

動、球類運動、表演、韻律活動等內容；中、高年級的教材領域則相同，各為體操、國術、

田徑運動、球類和舞蹈。 
 

表-4  台灣小學體育教材領域 

  體操、國術 運動 舞蹈 

一年級 唱遊 
低
年
級 二年級 體  操 

遊戲、田徑運動、

球類運動 
表演、韻律活動 

三年級 中
年
級 四年級 

體  操 
（器械運動） 

國  術 

田徑運動 
球類運動 

舞蹈 

五年級 高
年
級 六年級 

體  操 
（器械運動） 

國  術 

田徑運動 
球類運動 

舞蹈 

註：1、唱遊三領域中的舞蹈領域，僅列出主要領域･ 容其他省略。 
 
就體育教材領域構成的內容分析，嚴格來說。台灣是由唱遊和體操、運動、舞蹈三領域



所構成。由於台灣低年級著重學童基礎性的唱、聽、遊戲能力之發展，故以唱遊的體操、遊

戲、田徑運動、球類運動、表演、韻律活動來助成。中、高年級則以強調身心發展和運動技

能的習得，與培養體能為重心，故以體操、國術、田徑運動、球類運動、舞蹈為教材領域。 
 
2、運動領域 
    台灣的運動領域為一垂直型（如表-5）。由於台灣捋低年級與中、高年級分離，而且低年

級與中、高年級的運動內容各有專屬，所以形成垂直型運動領域。低年級為唱遊運動內容，

中、高年級則為國術、體操、田徑運動、球煩運動、舞蹈和選授教材。 
  台灣的垂直型運動領域，是一強調全般性學習和部分學習的領域。所以低年級以基礎的帶、

動、唱等，既是遊戲又是運動，也是律動的運動內容來構成。而中、高年級則以發展基礎的

運動技能和體能為重心，所以強調體操、國術、田徑運動、球類運動及舞蹈的運動內容。又，

為顧及因地制宜及發展地域運動特色，於中、高年級附加選授教材。 
    就台日小學體育教材領域和運動領域構成析論，在體育教材領域結構上，台日兩國相類

似。均由體操、運動、舞蹈三領域所構成，惟體操領域內容稍有不同；日本為體操、基本運

動，台灣為體操、國術。兩國的體育教材領域之所以相類似，或可以同種文化源流及地域接

近予以解釋。 
表-5  台灣運動領域 

學年 
 
領域 

一 二 三 四 五 六 

國    術 
體    操 
田徑運動 
球類運動 

運
動
領
域 

唱遊 

舞    蹈 
 選授教材 

 
其次，就兩國的運動領域構成，日本由於重視階段性的發展需要，並配合學童成長的運

動學習適期性，所以形成一階段型運動領域，也因此低、中年級側重運動基礎的基本運動與

遊戲的運動內容，而高年級著重學習基本運動技能的體操、田徑運動、器械運動、游泳、球

類運動和舞蹈，同時強調保健的學習內容，特別是健康安全能力的學習內容。台灣因為強調

全般性與部分的運動內容，所以運動領域形成一垂直型，也因此低年級是由一般性所構成的

唱遊為運動內容。而中、高年級則以統合全般性成為部分核心的運動為內容，所以強調體操、

國術、田徑運動、球類運動及舞蹈的運動技能，並以此些為增強體能的運動內容。又，台灣

比較重視地域特性和學校特色，所以在中、高年級附加選授教材。同時台灣的健康教育課程，

是和體育分科而獨立；基本上和生活與倫理教科配合教授。因此，台灣的運動領域中無健康

教育內容，而日本有此課程內容，並於高年級教授。 
    由以上的統合析論得知，日本的體育教材領域和運動領域，重視學童的學習臨界期，強

調學童的成長發展的適期性，以助成學童體驗運動與學習運動，並從中習得各種基本運動技



能與增強體能。台灣的體育教材領域和運動領域，則以促進學童的身心發展和習熟運動技能

與增強體能為手段，因此強調全面性的與局部性的運動技能學習。 
 
三、台日小學運動･ 容 

（一）日本小學運動･ 容 
    由於日本小學體育目標注重運動的身體體驗，且重視心身成長發展的運動學習適期性，

同時強調運動特性的學習，以培養獨立自主的運動學習精神和態度能力，進而習得運動技能，

增強體能並肋成健康安全快樂的生活。為此，日本小學的運動內容，在依循體育目標精神和

體育教材與運動領域結構前提下，低年級的基本運動和遊戲內容，以基礎的運動動作和操作

器具與自我身體的運動為主，中年級的基本運動及遊戲內容，則延續低年級的基礎運動內容，

且加入較複雜困難的器具操作和自我身體操作運動內容（如表-6）:諸如漂浮與游泳，端線足

球，器械運動等的運動內容。又，此階段起為發展學童自勺情感與想像創造能力，開始學習

舞蹈運動內容。高年級的運動內容是以發展低、中年級的基礎性運動動作為主的內容，特別

是較高層次的運動技能的學習：諸如基本運動走、跑、跳的短距離跑、跳遠（高），漂浮游泳

的蛙泳、捷泳，球遊戲的籃球、足球，器具操作的單槓、跳箱運動，模倣運動的舞蹈等內容。 
    就日本的運動內容析論，低、中年級的運動內容是以基礎的操作自我身體的運動，和操

作運動器具的運動內容為重心，高年級的運動內容則以發展自我身體的操作，和運動器具的

操作運動技能為主；亦即低、中年級發展基礎的運動能力，高年級發展個體發生的運動能力。

也因此，運動內容大多數為發揮個人運動特性之內容。 
（二）台灣小學運動･ 容 
    台灣體育目標側重基本運動技能的習熟，團隊精神的教養及基本體能的鍛練，所以運動

內容在體育目標的引導下，並依循體育教材與運動領域的結構，低年級採一般性廣泛的基礎

運動內容，其中包含音樂律動與歌唱欣賞（如表-7）。當然，以團體性的運動活動內容居多；

諸如表演、遊戲、球類、唱歌等內容。中、高年級的運動內容和低年級的唱遊內容，在連接

上較無關連性，而強調團隊精神及運動技能與涵養體能的運動內容，所以從國術到舞蹈，均

含有遊戲內容，同時重視團體性運動，故有五種的球類運動內容。又，對於學童的情感表現

發展，以及想像創造能力的培養，台灣重視透過指導、學習、模倣及創作的舞蹈內容。其次，

在涵養運動文化與培養自衛體能，中、高年級以國粹文化的國術為運動內容；中年級學習國

術操，高年級學習簡易拳術。 
    就台灣的運動內容析論，低年級的唱遊內容和中、高年級的運動內容，在學習接續上呈

顯無必然相關的斷層現象。由於低年級強調一般性的運動學習，故低年級唱遊內容、以充滿

基礎運動作的跳、動、唱遊戲和律動為運動內容。 
 

表-6 日本小學運動･ 容 
低學年 中學年 高學年 

 
一年級 二年級 三年級 四年級 五年級 六年級 

基本運動 
1、跑、跳的運動 
2、比力的運動 
3、使用器械、器具的運

1、跑、跳的運動 
2、比力的運動 
3、使用器械、器具的運

 



動 
4、操作用具的運動 
5、水的遊戲 
6、模倣運動 

動 
4、操作用具的運動 
5、漂浮、游泳運動 

遊戲 
1、球的遊戲 
2、抓鬼遊戲 

1、杆球 
2、端線足球 

 

體操 

  1、增強柔軟性及巧緻性

的運動 
2、提高強力動作及持續

動作能力的運動 
3、縱橫隊列集合之團對

運動 

器械運動 
 1、墊上運動 

2、單槓運動 
3、跳箱運動 

1、墊上運動 
2、單槓運動 
3、跳箱運動 

游泳運動 
 1、捷泳 

2、蛙永 
3、持續性長泳 

1、捷泳 
2、蛙永 
3、持續性長泳 

田徑運動 

  1、接力、短距離跑 
2、障礙跑 
3、跳遠 
4、跳高 

舞蹈 
 1、簡單的舞蹈動作的厭

化 
2、土風舞舞･  

1、簡單的舞蹈動作的厭

化 
2、土風舞舞･  

球類運動 
  1、籃球 

2、足球 

註：謹記述運動･ 容，不羅列･ 容的學習方法（參考附･ ） 
 

表-7 台灣小學運動･ 容 
低學年 中學年 高學年 

 
一年級 二年級 三年級 四年級 五年級 六年級 

唱遊 

1、聽音    6、遊戲 
2、發聲    7、體操 
3、歌唱    8、田徑 
4、欣賞    9、球類 
5、表演及韻律活動 

  

國術  
1、國術遊

戲 
2、國術操 

1、簡易拳

術（單練） 
2、簡易拳

術（對練） 



體操 

 1、徒手手具體操、整隊、行進 
2、墊上遊戲及墊上運動 
3、跳箱遊戲及跳箱運動 
4、單槓遊戲及單槓運動 
5、平衡木遊戲及平衡木運動 

田徑 

 1、賽跑遊戲及短距離跑   6、跳高遊戲及跳高 
2、耐力跑               7、投擲遊戲及壘（棒）

球擲遠 
3、接力遊戲及接力跑 
4、障礙遊戲及障礙跑 
5、票遠遊戲及跳遠 

球類運動   

舞蹈 

 1、唱和跳級模倣動作（男

女） 
2、土風舞（男女） 
3、創作舞（女） 

1、土風舞（男女） 
2、創作舞（女） 

註：謹記述運動･ 容，不羅列･ 容的･ 容 
 

中、高年級則重視局部性的基礎運動技能習熟，所以運動內容中、高年級相互接續。又，

在強調團體及團隊精神的群性體育目標之下。低、中、高年級的全面性唱遊內容和局部性運

動內容，均以團隊運動形式展開，且是一發展系統發生運動能力的運動內容。 
    就兩國的運動內容構成加以分析，日本的運動內容特色，在於低、中年級由基礎的操做

自我身體及操作運動器具的運動內容構成，高年級則由發展自我身體操作及運動器具操作的

運動技能內容構成；同時是一發展基礎運動能力到發展個體發生運動能力的運動內容，也因

此重視個人性運動的內容。台灣的運動內容特典，則在於低、中高年級的運動內容相互獨立，

低年級強調一般性的唱遊運動內容，中、高年級專注局部性的運動內容；所以台灣是一發展

系統發生運動能力的運動內容，也因此注重團體性運動的內容。 
 
四、台日小學授課時數 

（一）日本小學授課時數 
    如表-8 所示，日本的體育授課時數，低年級的年級為 102 小時，餘從二年級以上各年級

之授課時數，均為 105 小時；低年級的 102 小時授課時數，乃因新生指導而被減少 3 小時的

授課時數。再就各教材領域的授課時數，低年級的基本運動與遊戲授課時數北率為 6 比 4 左

右，中年級的基本運動與遊戲及舞蹈，三年級為 5 此 3、5 比 1、5 小時。四年級為 3、5 此

3、5 比 1、5 小時，還有器械運動的 1、5 小時。高年級的體操、器械運動、田徑運動、游

泳、球類運動、舞蹈及保健，其授課時數比為 1、5/1、5/1、5/1、0/2、1/1、5/1、0 小時。 
    就各教材領域的授課時數比析論，低、中年級重視基本運動的學習，高年級重視球類運

動與個人性運動的學習，及個體發生運動的學習。由此可推察，之所以體育教材領域與運動

領域。於低、中年級偏重在基本運動內容，而高年級置重個人性與個體發生運動內容，是有

其體育教育意義存在的。因其重視學童心身發展的特性及學習的適期性和臨界期；尤其是運



動學習能力的教養。 
（二）台灣小學授課時數 
   台灣低年級唱遊授課時數約 80 小時，中、高年級的授課時數為 72～90 小時（如表-9）。
再就各教材領域的授課時數，國術中年級男生 4-8 小時、女生 4 小時，高年級男生 5～10 小

時、女生 5 小時。體操中、高年級男生 18～23 小時、女生 13～l8 小時。田徑運動男女生各

為 18～23 小時。球類運動男生 27 小時、女生 l8～23 小時。舞蹈男生中年級 5～10 小時、

高年級 4～8 小時，女生中、高年級均為 18～23 小時。就台灣的授課時數分析，中、高年級

因重視團體性運動的學習，所以球類運動授課時數 高，其次為習熟運動技能的體操和田徑

運動， 少為國粹的國術運動。又，台灣強調男女學童的成長發展差異與需要性，故各教材

領域的男女學童授課時數各有高低。 
 

表-8  日本小學授課時數 
低年級 中年級 高年級 學年 

領域 一 二 三 四 五 六 
備考 

基本運動 71、4 73、5 57、5 31、5    
遊戲 30、6 31、5 31、5 31、5    
體操     15、7 15、7  

器械運動    15、7 15、7 15、7  
田徑運動     15、7 15、7  
游泳運動    10、5 10、5 10、5  
球類運動     21、0 21、0  

舞蹈   15、7 15、7 15、7 15、7  
保健     10、5 10、5  
合計 102 105 105 105 105 105  

      註：授課時數由百分比算出 
 

就中日兩國小學的授課時數析論，日本的授課時數特色，在於基本運動和個體發生運動

及個人性運動的授課時數較多，且授課時數並無男女差異性;亦即日本不在小學時期將男女學

童的性差，視為授課時數多寡的依據。同時日本的授課時敷平均也較台灣多出十幾小時。雖

然日本的授課時數多出台灣十幾小時，但因受課程的法律性約束，而較無伸縮彈性的自由。 
 

表-9  台灣小學授課時數 
低年級 中年級 高年級 

三 四 五 六 
學年 
 

領域 
一 二 

男生 女生 男生 女生 男生 女生 男生 女生 
唱遊 80 80         
國術   4-8 4-4 4-8 4-4 5-10 5-5 5-10 5-5 
體操   18-22 14-18 18-22 14-18 18-23 13-18 18-23 13-18 

田徑運動   18-23 18-23 18-22 18-22 



球類運動   27-27 18-23 27-27 18-23 4-8 18-23 27-27 18-23 
舞蹈   5-10 18-22 5-10 18-22 72-90 18-23 4-8 18-23 
合計 80 80 72-90 72-90 72-90 72-90 72-90 72-90 72-90 72-90 

    
台灣的授課時數特典，是各教材領域於中、高年級階段，依據男女生學童的成長發展需

要，各給予不同的學習時數，所以運動量大、難度高的教材，男生授課時數較多，而纖細性

多、柔軟性大的教材。則女生授課時數多。同時，台灣在授課時數的伸縮彈性上較有自主性

之自由，所以中高年級各學年的授課時數定在 72～90 小時範圍內，以資教師彈性編配教材

授課。 
 
五、台日小學體育評量 

    台日小學體育評量的結構，主要有「評量目的」、「評量範圍」」「評量內容與測驗項目」、

「評量方法」等四部分。 
（一）日本小學體育評量 
    日本的體育學習評量，係採全學年形式實施，故無論是評量目的、評量範圍、評量內容

或評量方法等均相同，而無年級別的評量差異性存在（如表 10）；惟低學年已取消評量，故

所謂「採全學年」實際是指中高學年的二個學年。在評量目的方面，是針對「教」與「學」

的相互理解，以達到更好之「學習」與「教學」效果，而不狹隘於單一的；亦即學童的體育

教學目標的達成與否層面。 
    在評量範圍方面，同樣以「教」與「學」的評量方式實施。在「教」的評量範圍，針對

目標評量及內容評量；內容評量是以運動技能和態度、行為舉止及學習愉悅度為主。在「學」

的評量範圍，給予學童自我評量及相互評量，以使其理解自他之學習狀況與水準。在評量內

容與測驗項目方面，和前述的評量目的、評量範團方式相同，採「教」與「學」雙向評量。

在「教」的評量內容，係針對目標評量的體能、運動能力、體機能發展為測驗項目；內容評

量的評量內容，係就運動技能、態度行為、愉悅度做測駛評量。而「學」的評量內容，係就

學童自我的學習目的、目標、學習方武等做相互及自我的評量，確以了解學童自他的學習水

準，而此一學童的自我及相互評量，是以「學習卡」為評量工具。又，在評量方法方面，是

採觀點別學習狀況為評量方式，為一學習過程的評量方法。 
    就日本小學體育學習評量析論，日本比較注重教與學的評量互動，因此在評量方法上，

強調學習過程的效果評量，特別是目標的達成水準度與學習的個體發展狀況；在評量手段上，

重視「師生（教與學）」及「學童相互」的學習評量。所以日本的體育學習評量，可以視為一

「半開放性學習評量」或謂「半自主性學習評量」。又，在評量內容上，不強調運動技能的內

容，而注重個體運動能力及態度等能力的發展。 

 

 

 

 

 

 

 



表-10  日本小學體育學習評量 
 評量目的 評量範圍 評量･ 容及測驗項目 評量方法 

低
年
級 

不評量 

中
高
年
級 

1、幫助學童

理 解 自 己 和

評量自己 
2、確認教師

自身的指導

成果，以利更

合理的有效

果的指導 

3、活用指導

要 ･ 等 基 礎

資料 

1、目標評量 
2、･ 容評量 
＊運動技能評量 
＊運動態度與行動

方式評量 
＊快樂、喜悅的評

量 
3、學童的自我評量

與相互評量 

1、目標評量： 
（1）體力、運動能力、體

機能等的 
發展目標評量 

（2）運動技能的目標評量 
（3）態度及行動方式的目

標評量 
2、･ 容評量： 
（1）運動技能-學習成果及

學習･ 容的習得･ 況之評

量 
（2）運動態度與行動方式-
勝敗的  態度、相互協助的

態度、自主性、計劃性及注

意健康安全的運動態度、練

習的設計等的評量 
（3）快樂、喜悅的評量-滿
足需求的評量 
3、學童的自己評量與相互

評量：對於學習的目的、

目標、活動的方法等的自

我相互評量 

1、依指導要･

的觀點別學習

･ 況予以評量 
2、總合･ 對評

量與相對評量

的 3 等 
分 評 量 方 式

（3、2、1 評分） 
 

註：資料由兒童生徒指導要･ 整理而成 
 
（二）台灣小學體育評量 
    台灣的體育學習評量，採低、中高年級分離方式實施；因為低年級為唱遊課程，中、高

年級為體育課程，所以在學習評量方式上各自獨立（如表-11）。先就體育評量的目的分析，

低年級部分並未予明確的敘述；中、高年級的評量目的，則明確地規範為「評量學童於學習

過程中的各種表現，及是否達成教學目標」。因此中、高年級的評量目的著重於「學」的學習

效果與「體育目標」的到達水準狀況。 
    在評量範圍方面，低年級以技能、習慣、態度三項為主；中、高年級則為運動技能、運

動精神、態度及體育常識三項。其次，在詐量內容及測驗項目方面，低年級的技能有「唱歌、

歌表演、韻律、遊戲運動」四項，習慣則針對平時的「保健」及「處事」情形評量，態度則

以「群性生活」的表現情形為內容。中、高年級的運動技能，規定每學期至少測驗三項目，

測驗項目則視授課教材而定，運動精神及學習態度是針對平時上課情形的表現評量之，體育 



 

 評量目的 評量範圍 評量･ 容及測驗項目 評量方法 

低
年
級 

 1、技能 
2、習慣 
3、態度 
 

1、技能方面：唱歌、歌表演、

韻律、遊戲運動 
2、習慣方面：兒童平時對保

健與做事等習慣所表現的情

形 
3、態度方面：兒童在群性生

活中所表現的態度 

 

中
高
年
級 

評量兒童在體

育教學及各種

體育活動中之

表現，是否達

到體育教學目

標 

1、運動技能 
2、運動精神及學習

態度 
3、體育常識 

1、運動技能：･ 學朋運動技

能測驗項目至少三項為原則 
（1）田徑：中年級-跑、跳 

   高年級-跑、跳、擲 
        （耐力跑除外） 
（2）國術、體操、球類、舞

蹈依所授之各項教材並根據客

觀標準，以速度、高度、遠度、

準確、姿勢、韻律及次數等，

測驗兒童成績。 
2、運動精神與學習態度：根

據兒童於平時在體育課、體

育活動中所表現之精神、態

度及出席記･ 等評定之。 
3、體育常識：根據平時所授

體育及保健知識，測驗兒童

之成績。 

1、運動技能之評

量-根據測驗記

･ 與實技表

演，參照兒童

體位評定之 
2、運動精神與學

習態度之評量-
根據教師平時

在體育教學及

體育活動中之

觀察記･ 評定

之。 
3、體育常識之評

量-以筆試口試

或接談等方式

評定之。 
4、體育測驗之記

･ -根據記･ 表

之規定。 

表-11  台灣小學體育學習評量 
 
常識則以體育及保健常識為測驗內容。 
    在評量方法方面，低年級採尺度五等分評量法，即「充分表現、很多表現、常常表現、

很少表現、沒有表現」之評量法。中、高年級在運動技能方面，採記錄體位評定法；運動精

神及學習態度方面，是依據教師平時所見的記錄評量之；體育常識的評量，利用筆試、口試

或接談方式來評定。 
    就台灣小學體育學習評量析論，台灣無論是低年級或中、高年級均注重運動技能及運動

精神和學習態度的發展，因此無論是評量的方法或評量手段，均由教師主控。所以學習評量

的根本，是採「教師評量觀」的方式，而不強調或重視「學童個體的自他評量觀」，也因此，

台灣的學習評量可謂為「閉鎖性評量」或是「封閉性評量」。 
    綜論台日兩國的體育學習評量特色及特典，根本的差異在於日本重視強調「教」與「學」



的互動評量，同時注重「個體自主發展」的自他評量，因此在評量過程上「教」與「學」一

直持續互動。又，日本不強調運動技能「本位主義」的評量內容，而採取「目標、內容、自

他」的過程評量內容；尤其是知識、理解、思考、判斷、關心、態度的評量內容。 
    台灣的體育學習評量特典，是低、中高年級各自分離，但均強調運動技能、運動精神和

學習態度的評量內容。又，在評量方法及手段上，採「教師評量觀」的「封閉性評量」方式，

所以強調評量學習過程的「目標達成」水準。 

 
肆、結論 

   
台日兩國小學體育課程標準的異同性和特典，從課程架構核心的目標、教材、運動內容、

授課時數、學習評量等部分的實象內涵觀之，兩國體育課程異同的實質，主要來自於體育目

標的定位不同，進而形成各自的課程特色與特異性。 
一、台日小學體育目標的異同性 

就體育教育目標的相似性，在學科目標方面，台日兩國並無相似之處，而是處在對立的地位；

因為日本強調「目的」的學科目標，台灣強調「手段」的學科目標。所以日本的學科目標是

以發展學童自主的運動參與來體驗運動，以獲取運動經驗及自主學習運動的態度和能力，以

確實涵養學童的終身體育的參與態度；台灣則以被動性的學習指導，以發展學童的運動能力

和群體生活與健康生活的良好習慣，但無明確的明示終身體育參與態度養成的學科目標。 
    在分段目標方面，台日兩國的共同性、在於均注重學童的運動態度及運動能力的培養，

特別是群性態度及團隊精神的培養。在差異性方面，日本是以自主的學習態度，來發展學童

的各種運動技能、體能及團隊精神與健康生活的各種能力和態度；台灣則以被動的學習指導，

來發展學童的各種運動技能、體能及團隊精神和實踐健康衛生與康樂生活的知識與能力。 
二、台日小學體育教材與運動･ 容的異同 

    就體育教材與運動內容的相似性，在體育教材方面，兩國的教材領域結構相類似，均由

體操、運動、舞蹈三領域構成；而運動領域和運動內容方面，則無明顯的相似性或共同性。

在差異性方面，日本包含保健教材（於高年級授課），其他體育教材領域的體操領域，日本是

由體操及基本運動耩成，台灣則由體操及國術耩成。在運動領域的差異性，日本是以成長發

展的階段性為準繩，故形成一階梯型的運動領域，台灣則以發展全般性的運動技能為取向，

故形成一垂直型的運動領域。在運動內容的差異性，日本重視自我身體的操作和運動器具的

操作能力內容，特別是強調個體發生的運動能力的發展，台灣重視一般性及局部性的運動能

力內容，所以特別強調系統發生的運動能力的發展。 
三、台日小學體育授課時數的異同性 

    就體育授課時敷的相似性，兩國均重視團隊運動的授課時數，亦即球類運動的學習時數。

在差異性方面，日本重視低中年級的基本運動及遊戲，故授課時數較多，同時高年級又包含

保健（健康教育）的授課時數。台灣則重視中高年級的體操、田徑及舞蹈（女生），故這些甕

運動的授課時數較多。其次，日本於舞蹈教材或其他運動教材的授課時數上，並無男女生的

多寡之分，亦即男女生的授課時數均一檬多。 
四、台日小學體育評量的異同性 

    就兩國的體育評量，無論是目的、範圍、內容抑或測驗項目及方法均不相同，所以只有

差異性而無共同性或相似性可言。在評量觀點方面，日本重視教與學的互動評量，台灣重視



教師的主觀評量，因而在評量的手段上，日本採取師生共同評量的開放式評量，台灣則採取

教師為主的封閉式評量；也因此，日本比較重視學習過程及目檁達成水準的評量內容，而台

灣則重視學習結果的運動技能目檁達成水準的評量內容。又，在評量方法上，日本採取總合

絕對相對的評量方法，且低年級不予評量，而台灣則採取體骼體位的評量方法。 
五、總結 

    由以上兩國的課程架耩內容異同性做總論，在經過 10 年左右的體育教育之後，兩國的

學童之所以在體骼體能方面產生落差，以及兩國在推展終生體育理念上顯現不同的發展模

式，主要的差異在於日本小學體育課程重視學童的自主學習及自我的運動體驗和經驗，確以

培養學童自主的運動參與態度與從事體育運勤的興趣，同時體育課程強調學童體能體骼發展

的學習（運動）內容，尤其重視身心成長發展的需要性學習內容，因此日本能夠在體育教育

的發展過程中，充分發揮體育教育的顯著價值（顯著課程價值）及潛在價值（潛在課程價值）。

而台灣比教強調被動性的體育運勤學習指導及運動技能的學習，就運動學習的學童自主性及

身心發展的需要性比較忽略，同時低中高年級的課程區隔為二，故而造成課程的街接性問題。

又，由於過度強調運動技能的學習內容，也因此形成在體育教育的發展過程中，所有的體育

教學均以運動技能的學習為走向，而輕忽體育教育所欲培養的基本體育學力，和促進學童的

身心機能發展以及增強身心健康實踐終生體育運動等的主要教育目的。此乃台灣在小學體育

課程及教育發展上必須加以解決的一大課題。 
 

伍、建議 

     

雖然本研究僅就台灣及日本兩國的小學體育課程做比較，但綜觀先進國家各國小學教育

課程的設計及目標的擬定，無不以發展小學時期學童全人的發展，享受終生體育的基礎運動

學習，配合社會政經科技發展的國家需求為首要。註 19、20因此，台灣今後在編訂設計體育課

程及擬定體育目標時，除了蒐集各國的小學體育課程及參考外， 主要的課程設計依據乃應

以上述的體育育教育需要為準。因為台灣也即將邁入開發國家之林，這之前已於開發國家所

衍生的各種不測境況，也必然地於台灣再度發生;特別是青少年健康問題註 21、22，體育運動學

習能力低落問題（體育學力）註 23，是台灣必須極力預防與面封解決的課題。當然，要解決

此種由於教育所衍生的問題，就必須透過教育的手段予以解決。但要透過教育的手段解決，

就必須由落實小學體育教育做起。而要由落實小學體育做起，就必須先要有一部良好的體育

課程標準，且要有一具體易於實踐達成的課程目標，和一符合學童身心發展與學習需要根據

的課程內容。因此，研究者認為在編訂體育課程標準之前或當時，應先就體育學科的學科特

性、任務、使命及所要教育的內容做一通盤研究與理解，並就所研究的結果依台灣小學教育

需要來編定體育課程，果此才能制定出一部真正符合小學體育教育需要的學科課程；否則盲

目無謀的杜撰不知所以然的學科課程，非但無助教育的發展，更有害千萬受教的小學學童;
同時對國家基礎教育而言不啻是一大諷刺，更是一大'傷害。為此，研究者建議今後台灣在編

訂體育課程時。應特別重視：一、學童身心發展的教育與學習需要，二、學童實踐終生體育

所需要的基本與基礎的學力，三、符合國家社會政經發展所需要的健康生活內容等三項內容。

同時進行體育教材及運動內容的教學實驗研究，以切合上述三項課程內容所需。 
一、學童身心發展的教育與學習需要 

    國小時期是學童一生中身心發展 重要的階段，也是決定學童的身心能否健全發展的關



鍵期，於此階段的學童無論其智能的或體機能的發展，均處於奠定基礎的重要時期，如果未

就學童的身心發展需要，給予各種適當的經驗刺激與學習的教育，則必無法獲得充分的發展，

同時必將在發展過程上形成各種發展的障礙與適應的困難（落合，1992；藤卷，1990）;因
為學習和個人的發展有絕對且甚大的相互關連性，而且個人的發展其各種機能的發展成熟過

程，必當在適當時機接受適切的環境要素作用之俊，其機能方能獲致 充分的發展

（Gottlieb,G、，1976）。因此，體育的學習必須以學童身心發展的教育需要為前提，並藉

體育的學習助成學童在身心的構造及機能上的量與質的充分發展，以奠定並促進學童的全人

的發展基礎。 
   為了確實符合學童身心發展的教育與學習需要，體育課程編訂應兼顧以下三點內容。1、
促進學童身心發展的內容;特別是助益形態的與機能的發展的內容。2、發展學童個體的與系

統的動作能力的內容;特別是助益自我身體的操作、器具的操作、用具的操作及統合這些操作

能力的內容。3，奠定學童社會化形成能力發展的內容；特別是助益學童獲得人際關係技術、

發展社會性的態度及涵養協助、責任、公正、合作等社會性習慣的內容。（如圖-1） 

體育學習 

身體與運動的發展 

運動能力 身體能力 

移動 移動 移動 移動 體適能 

認知的發展 認知的發展 

時間空間意識 

知覺運動能力 自我概念 朋友關係 身體意識 

透過運動學習的結果 

 

圖-1  體育學習與身心發展的關係模式圖 
 

〈一〉促進學童身心發展的･ 容 
    為了確保學童於小學時期能獲得充分的身心發展，體育課程的設計編訂應依據學童身心

發展的各種研究學說，以配合學童的成長發育各階段來設計編訂，特別是依循體育學習的臨

界期或適時期的課程設計。如形態的發展應根據 Stratz,C、H、的身體發展階段理論（形態

的充實期和伸長期的交替發展現象），Scammon,R、E、的臟器發展模式理論（形態的一般

型的發展與成熟期）等;機能的發展應根據 Scammon,R、E、的臟器發展模式理論（機能的



神經型的發展與成熟期），Piaget,J、的認知發展理論（4~11歲及以上學童階段的直觀思考

期、具體操作期、形式操作期的發展），Kroh,o、的心理發展理論（自我構造變化的兒童期

發展），Erikson,E、H 的生涯過程特定時期特定課題的發展理論（遊戲期、學齡期的發展階

段），Buytendijk,F、J、J、的人類運動類型學的發展論類頹型理論（少年期運動系、思春

期運動系、青年男女運動系）等。 
〈二〉發展學童個體的與系統的動作能力的･ 容 
    體育學習的過程中不能忽略人的動作學習的需要性，特別是有關非與生具有的動作的學

習。因為若忽略人的動作有天賦的和習得的二種，則動作作能力的發展勢必受到某種程度的

影響，尤其是必須經由後天習得的動作的發展。一般而言，跑、跳、投擲、攀爬、滾等的本

能動作屬天賦的，且這些動作隨年齡的增長（系統發生過程）漸熟練，故不必經由由學習就

能漸進發展。但後天性的動作卻恰好相反，因為是個體特有的動作，故必須經由倜體的學習

（個體發生過程）方能獲得；如游、翻、騰等的動作。而此種個體發生的動作學習，正是體

育學習 需要注視的。又，個體發生的動作圓熟與否決定了自身、用具、器具操作能力及此

些能力統合的發展，同時影響日後的運動技能學習效率。 
（三）奠定學童社會化形成能力發展的･ 容 
    由各種研究發現學童的社會性發展及社會適應，其形成時期雖於幼兒時期既已開展，但

重要的社會性的形成發展時期，卻是在學童期階段發展 盛;但社會性發展內容每個年級各

異。如低年級學童尚存留自我中心的行為，無法從事組織性的集團遊戲或運動。中年級學童

因正處於幫團期，故對於集團的遊戲較有凝集力，也能遵守學童間所定的規則。高年級學童

則對於集團歸屬需求強烈，也強烈地期望別人的接受，同時能理解自他立埸與壓抑自我感情

和表現協助的態度（高橋；1988）。在這三個不同學年的社會性發展過程，如何透過體育學

習以充分發展學童的社會化形成能力，尤其是社會化的三個過程；即學習社會贊同的行為、

扮演社會贊同的角色、社曾態度的發展（Hurlock,E、B）。是體育課程設計編定上必須加以

考量的。 
 
二、學童實踐終生體育所需要的基本與基礎學力課程 

    終生體育實踐的基本與基礎學力的培養，其根基肇始於初等教育的小學階段，於小學階

段若未能就將來實踐體育的學力給予基礎的學習，使學童習得從事體育的能力和實踐的態度

與習慣，則期望學童實踐終生體育宛如椽木求魚。為此，研究者認為要培實踐終生體育的基

本與基礎學力，體育課程的設計應加強以下四點內容:l、發展基礎運動要素內容。2、發展基

礎運動能力內容。3、學會基礎運動技能內答。4、發展應用統合基礎運動技能的能力內容。

（如圖-2） 
（一）發展基礎運動要素･ 容 
    基礎運要素也稱為基磋運動要因或體能，是基礎運能力發展的基礎;由協調力

（Cybernetics）和動量系體能（Energy）二大內容所構成（加賀：1992）。這二大內容包

括肌力、爆發力、敏捷性、柔軟性、耐力等要素，且此些要素的發展程度影響運動能力的操

作水舉（豬飼：1971）。所以如何於低年級發展協調力的運動要素，於中高年級發展動量系

體能的運動要素，關係到體育課程設計的優劣，尤其是體育教材的選取和運動內容的編配。 
 



圖-2 體育學習與發展的･ 容要素 
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（二）發展基礎運動能力･ 容 
    運動技能的學習能力受基礎運動能力的發展水準所左右，所以各種運動技能的學習水

準，取決於基礎運動能力的發展程度（勝部：1987）。而所謂基礎運動能力，其內容有跑、

跳、投擲、爬、攀、拍、擊等，且這些基礎運動能力的發展，隨基礎運動要素的發展而發展。

因此，低中高年級所要發展的基礎運動能力內容各有不同（因為低中高年級學童的身體機能

發展程度內容不同之故），低年級著重一般性的基礎運動能力，中高年級著重發展性的基礎運

動能力。 
（三）學會基礎運動技能･ 容 
    基礎運動技能的學習能力奠基於基礎運動能力，但基礎運動技能的學習留內容，除了跑、

跳、投擲、攀爬等系統發生的基礎運動技能形式外，更需學會組合人體基礎運動形式和各種

要素的基礎運動技能。如 G、Egstrom 所提出的身體基礎性運動技能、移動運動技能、操作

對象物慣性的運動技能（如移動中球具的接傳慣性動作技能），或 B、B、Godfrey 所提出的

基本的運動技能；操作身體型的運動技能（移勤運動和平均運動），操作對象物型的運動技能

（推進力型運動和吸收型運動）等的個體發生的基磋運動技能。 
（四）發展統合應用基礎運動技能的能力･ 容     
    基礎運動技能的統合應用能力發展時期，約在小學低中年級階段開始發展，在高年級與

國中階段達到高潮。而此稱統合應用能力受運動感覺及運動知覺的發展水準舉影響，又運動

感覺及運動知覺受外在環境的影響而發展（丹田；1990）：此一「外在環境」即是遊戲或運

動等的身體活動（Puhny：1959）。所以，於小學階段如何透過體育學習來促進學童的運動



感覺與運動知覺的發展，以發展其基礎運動技能的統合應用能力，實是體育課程設計編定上

的一大課題。 
 

三、符合國家社會政經發展所需要的健康生活･ 容課程 

體育課程是必須隨著時代潮流的轉變而改變，尤其是步隨社會政經發展的改變。台灣在

政治經濟起飛之後，國民的生活方式與內容起了相當大的變化，其結果引發了青少年的身心

健康問題，老齡病弱人口的不斷增加，成人病的持續直線成長，意外事故與犯罪率的與日遽

增等社會問題。註 24、25、26、27、28、29、30這些社會問題，特別是有關青少年的身心健康問題，

是可藉由學校的體育學習來獲得改善，同時亦可透過體育學習奠定學童的運動生活習慣與鍛

鍊身心健康的運動態度。當然，所有年齡層國民均可藉由體育運動的實踐，以自己的智慧與

能力，解決自己身心健康及體能等問題。因此，研究者認為體育課程的設計編定，必須考慮

到國家社會政經發展所需要的健康生活內容：l、促進身心健康的內容。2、增進健康衛生的

內容。3、提昇安全生活的內容等。 
（一）促進身心健康的･ 容 
由於現今學童的各種生活（飲食生活、休閒生活、學習留生活、康樂生活等）巨變，致使其

身心健康招致不良影響，進而引起種種身心疾病;尤其是成人病年輕化傾向。如營養過剩所造

成的肥胖，運動不足所造成的肌骨發展不全，壓力過重所造成的身心症，都市化所造成的人

際疏離等等。這些身心健康問題，如何透過體育學習來加以解決，是體育課程設計編訂上的

重要課題。 
    為能確保學童的身心健康發展，在促進身心鰱康的內容上，於設計體育課程的身心健康

內容方面，就身體生理的需求應該以活動量大、消耗熱量多、全面性身體運動強且較少運動

傷害的運動為主，如游泳、體操（器械運動、律動運動）;在心理的及社會性的需求方面應該

以發展自我、自我表現、發展群性態度、培養互動合作及易獲團體認同與歸屬感強的球類運

動為內容，如籃球（上半身的操作）與足球（下半身的操作）的團隊運動。由於籃球及足球

運動的團隊互動（teamwork）強，且能充分發展上下半身的大小肌肉機能，對於學童身心

健康上的助益及促進協調系機能的發展，有其他球類運動所無法比擬的效果，所以中高年級

的球類運動，就教育的價值及功能而言，應以籃球及足球為核心。 
（二）增進健康衛生的･ 容 
    小學階段容易引起的各種健康衛生問題，尤其是體機能的健康衛生問題，是必須藉由體

育學習來加以矯正或與予增強的:如特發性生理脊柱側彎症，不正姿勢，運動誘發性氣喘

（EIA），起立性調節失常（OD），視力障害等等的健康衛生問題。 
  為能促進學童的身心健康衛生，在增進健康衛生內容上，於設計體育課程的體機能發展的

健康衛生方面，應該注重對自主神經及骨骼肌刺激強的運動。特別是為了改善起立性調節失

常及運動誘發性氣喘的健康衛生問題，游泳運動是 具效果的內容，因為游泳能夠藉助水溫

刺激自主神經的作用，進而促進自主神經的作用機能，以增進交感神經和副交感神經機能的

恒常性，同時由於游泳是在高濕度、規則性呼吸、地心引力影響小、橫臥的身體運動、少灰

塵環境及冷卻頸部的狀態下活動，所以對 EIA 的改善有相當大的功能。又為了矯正特發性生

理脊柱側彎症及不正姿勢，體操運動內容是較具成效的。 
（三）提昇安全生活的･ 容 
    要提昇學童的安全生活，就必須先使其習得提昇安全生活的知識與行動髏能；尤其是自



救救人的安全知識與行動體能。這些安全生活內容，如增強行動體能，習得預防各種外力衝

擊的緩衝能力等。 
    為能增進學童的安全生活行動能力，在提昇安全生活的內容上，於設計體育課程的安全

生活方面，應該以發展行動體能的敏捷性、協調性、柔軟性等的安全行動能力。所以自我身

體操作的動作運動，特別是有關提昇安全行動能力的器械運動及田徑運動，是發展及提昇學

童安全生活行動能力的 有效果內容。在器械運動的內容上，應該以墊上、單槓運動跳箱運

動為主；田徑運動的內容以跑及跳運動為主。因為器械運動的動作內容，對於日常生活上的

各種突發意外事故狀況的應變防衛行動能力的發展，特別是被動性的應變防衛能力有顯著的

作用影響；如滾翻等的肢體著地力緩衝的防衛能力養成。又田徑運動的跑及跳運動，是人類

基本求生的運動技能，故跑及跳的各種不同的動作形武；如不同方向、不同動量、不同動作

的跑跳動作是發展基本求生動作技能的 佳內容。 
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２．質問紙 

２－１「教育実習における体育の授業に関する意識調査（票）」教育実習事前調査用 

教育実習における体育の授業に関するアンケート（1）

男 女

学生番号（　　　　　　）氏名（　　　　　　　　　　）性別 ○ ○
（＊学生番号だけでも結構です）

１．あなた自身についてお聞きします。　内のあてはまる番号を塗りつぶして下さい

Ｑ１あなたの学年を答えてください

①３年生　②４年生　③その他（　　　　　　　　） ○ ○ ○

Ｑ２あなたの該当する課程を答えてください

①教員養成課程　②非教員養成課程（新課程）　③その他（　　　　　） ○ ○ ○

Ｑ３あなたの取得予定の教員免許の種類をすべて答えてください

①小学校　②幼稚園　③中高：国語　④中高：社会　⑤中高：数学 ① ② ③ ④ ⑤

⑥中高：理科　⑦中高：技術　⑧中高：家庭科　⑨中高：英語　⑩中高：音楽 ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑪中高：美術　⑫中高：保健体育　⑬中高：情報　⑭障害児　⑮その他（  　）⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

Ｑ４あなたは教師になりたいと思っていますか？

①全く思わない　②あまり思わない　③どちらともいえない ○ ○ ○ ○ ○

④やや思う　⑤強く思う

Ｑ５あなたはどの学校種の教師になりたいですか？ ○ ○ ○ ○ ○

①幼稚園　②小学校　③中学校　④高等学校　⑤その他（　　　　　　　）

Ｑ６あなたは教師に向いていると思いますか？

①全く思わない　②あまり思わない　③どちらともいえない ○ ○ ○ ○ ○

④やや思う　⑤強く思う

Ｑ７あなたは上手く子どもと関わることができると思いますか？

①全く思わない　②あまり思わない　③どちらともいえない ○ ○ ○ ○ ○

④やや思う　⑤強く思う

Ｑ８あなたは運動するのが得意な方だと思いますか？

①全く思わない　②あまり思わない　③どちらともいえない ○ ○ ○ ○ ○

④やや思う　⑤強く思う

③

② ③

⑤

　このアンケートは，教育実習における体育授業の指導の改善のために必要な資料を得るた
めに行うものです．成績評価とはまったく関係ありません。率直な意見をご記入願います。
なお、データはマークリーダによって処理しますので丁寧に記入願います。筆記用具は，鉛
筆，シャープペン，ボールペン等どれでも結構ですが，黒色を使用してください．

①

① ②

⑤

① ② ③ ④

① ② ③ ④

⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④

⑤① ② ③ ④

 



（1）子どもが安全に運動できる ○ ○ ○ ○ ○

（2）運動の苦手な子どもへの配慮ができる ○ ○ ○ ○ ○

（3）どの運動を教えるべきかを理解している ○ ○ ○ ○ ○

（4）学校の体育にかかわる行事予定を理解している ○ ○ ○ ○ ○

（5）子どもが私の授業を好意的に評価してくれる ○ ○ ○ ○ ○

（6）自分が模範を示せない種目の運動を教える ○ ○ ○ ○ ○

（7）授業中に一人一人の子どもを把握できる ○ ○ ○ ○ ○

（8）子どもの行動をコントロールできる ○ ○ ○ ○ ○

（9）今の自分では子どもたちに悪い影響を与えてしまう ○ ○ ○ ○ ○

（10）子どもたちの運動のつまづきを診断できる ○ ○ ○ ○ ○

（11）体育用具の準備や体育施設の管理ができる ○ ○ ○ ○ ○

（12）教師に認められ受け入れられる ○ ○ ○ ○ ○

（13）各種目に必要な運動技能を指導できる ○ ○ ○ ○ ○

（14）子ども同士の協力的な関係をつくる ○ ○ ○ ○ ○

（15）学校の教員の前でうまく行動する ○ ○ ○ ○ ○

（16）運動技能を向上させる指導ができる ○ ○ ○ ○ ○

（17）いろいろな子どもたちのニーズに合わせる ○ ○ ○ ○ ○

（18）よい体育授業ができる ○ ○ ○ ○ ○

（19）その他（教育実習に向けて心配になっていることがあれば記入してください。）

　
②
あ
ま
り
心
配
な
い

　
③
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

　
④
や
や
心
配
だ

　
⑤
非
常
に
心
配
だ

　
①
全
く
心
配
な
い

２．これからの教育実習のことについてお聞きしま
す．
　あなたが教育実習で体育の授業をすると考えたと
き、あなたは次のこと（質問項目）についてどれほど
心配に思っていますか。
　各項目ごとに，右の①～⑤のなかから選んで，○を
塗りつぶして下さい．

 

 



２－２「教育実習における体育の授業に関する意識調査（票）」小学校教育実習用 

小学校

学生番号（　　　　　）氏名（　　　　　　　　　　） 性別 ○ ○

（＊学生番号だけでも結構です）

１．あなた自身についてお聞きします。　内のあてはまる番号を塗りつぶして下さい

Ｑ１あなたの今回の教育実習の期間を答えてください

①5週間　②４週間　③3週間　②2週間　①その他（　　　　　　　　） ○ ○ ○ ○ ○

Ｑ２あなたの配属した学級を答えてください

①低学年　②中学年　③高学年　④その他（　　　　　　　） ○ ○ ○ ○

２．あなた自身が，教育実習で実際に教えた（指導した）授業についてお聞きします

Ｑ３教育実習で，授業を何時限教えましたか（どの教科も含む）

①0時限　②1時限　③2時限　④3～4時限　⑤5時限以上（　　　時限） ○ ○ ○ ○ ○

Ｑ４そのなかで，実際に体育科の授業を何時限教えましたか．

具体的にどの運動領域の授業を何時限教えたか答えてください．

＜基本の運動＞①0時限　②1時限　③2時限　④3～4時限　⑤5時限以上 ○ ○ ○ ○ ○

＜ゲーム＞　　①0時限　②1時限　③2時限　④3～4時限　⑤5時限以上 ○ ○ ○ ○ ○

＜器械運動＞　①0時限　②1時限　③2時限　④3～4時限　⑤5時限以上 ○ ○ ○ ○ ○

＜陸上運動＞　①0時限　②1時限　③2時限　④3～4時限　⑤5時限以上 ○ ○ ○ ○ ○

＜水泳＞　　　①0時限　②1時限　③2時限　④3～4時限　⑤5時限以上 ○ ○ ○ ○ ○

＜ボール運動＞①0時限　②1時限　③2時限　④3～4時限　⑤5時限以上 ○ ○ ○ ○ ○

＜表現運動＞　①0時限　②1時限　③2時限　④3～4時限　⑤5時限以上 ○ ○ ○ ○ ○

＜保健＞　　　①0時限　②1時限　③2時限　④3～4時限　⑤5時限以上 ○ ○ ○ ○ ○

＜その他＞　　①0時限　②1時限　③2時限　④3～4時限　⑤5時限以上 ○ ○ ○ ○ ○

（実際に体育科の授業を行った人は，Q5～6を答えてください）

Ｑ５主に単元のなかのどの授業を教えましたか．

①単元１時間目　②単元前半　③単元中盤　④単元後半　⑤１単元全部 ○ ○ ○ ○ ○

Ｑ６主にどのような指導形態で授業を教えましたか．

①１人　②２人（T.T.）③３人以上（グループ）④その他（　　　　　　 ○ ○ ○ ○

教育実習における体育の授業に関するアンケート（2）

このアンケートは，教育実習における体育授業の指導の改善のために必要な資料を得るた
めに行うものです．成績評価とはまったく関係ありません。率直な意見をご記入願いま
す。なお、データはマークリーダによって処理しますので丁寧に記入願います。筆記用具
は，鉛筆，シャープペン，ボールペン等どれでも結構ですが，黒色を使用してください．

男 女

⑤④

①

④

④

①

①

① ② ③

② ③

①

⑤

⑤

②

④ ⑤

② ③ ④

③

④

② ③

①

③②

 

 



Ｑ７．体育科の授業を実際に何時限計画しましたか．

①0時限　②1時限　③2時限　④3～4時限　⑤5時限以上（　　時限） ○ ○ ○ ○ ○

Ｑ８．体育科の指導案を実際に何時限作成しましたか．

①0時限　②1時限　③2時限　④3～4時限　⑤5時限以上（　　時限） ○ ○ ○ ○ ○

Ｑ９．体育科の授業を実際に何時限観察しましたか．

①0時限　②1時限　③2時限　④3～4時限　⑤5時限以上（　　時限） ○ ○ ○ ○ ○

Ｑ10．体育科の授業の反省会にどのくらい参加しましたか．

①0回　②1回　③2回　④3～4回　⑤5回以上（　　　回） ○ ○ ○ ○ ○

Ｑ11．体育科の授業以外の体育的活動（運動会，休み時間，

放課後など）に積極的に参加することができましたか

①全くできなかった　②あまりできなかった　③どちらともいえない ○ ○ ○ ○ ○

④ややできた　⑤大変できた

教育実習において，体育科の授業計画や授業実践の際に

活用したり，参考にした情報源（助言やアドバイスも含む）

として，次の項目はどのくらい役に立ちましたか．

（1）配属学級の指導教員 ○ ○ ○ ○ ○

（2）配属学級以外の教員 ○ ○ ○ ○ ○

（3）大学の教員 ○ ○ ○ ○ ○

（4）大学の講義や実技の授業 ○ ○ ○ ○ ○

（5）体育雑誌や体育専門書 ○ ○ ○ ○ ○

（6）小学校での体育授業の経験 ○ ○ ○ ○ ○

（7）自分自身のスポーツ経験 ○ ○ ○ ○ ○

（8）他の教育実習生 ○ ○ ○ ○ ○

（9）その他

（ ）

③ ④ ⑤

（グループでの関わりも含んで答えてください）

①

３．教育実習で，授業実践以外の体育科の授業への関わりについてお聞きしま
す

① ② ③ ④ ⑤

②

⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④

① ② ③ ④ ⑤

4

　
④
や
や
役
立
っ

た

　
⑤
非
常
に
役
立
っ

た

　
②
あ
ま
り
役
立
た
な
い

　
①
全
く
役
立
っ

た
な
い

　
③
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

 



Ｑ12あなたは教師になりたいと思っていますか？

①全く思わない　②あまり思わない　③どちらともいえない ○ ○ ○ ○ ○

④やや思う　⑤強く思う

Ｑ13あなたは教師に向いていると思いますか？

①全く思わない　②あまり思わない　③どちらともいえない ○ ○ ○ ○ ○

④やや思う　⑤強く思う

Ｑ14あなたは上手く子どもと関わることができると思いますか？

①全く思わない　②あまり思わない　③どちらともいえない ○ ○ ○ ○ ○

④やや思う　⑤強く思う

　

（1）運動の模範や見本を示せる実技力 ○ ○ ○ ○ ○

（2）体育科の授業計画や指導案の作成の仕方 ○ ○ ○ ○ ○

（3）体育授業における安全確保の問題 ○ ○ ○ ○ ○

（4）体育授業で多くの子どもたちを把握するための方法 ○ ○ ○ ○ ○

（5）運動技能に関する知識（運動技能の発展や段階など） ○ ○ ○ ○ ○

（6）子どもの主体的な学習の進め方や学び方の方法 ○ ○ ○ ○ ○

（7）体育授業での教育機器（音楽，VTRなど）の利用の仕方 ○ ○ ○ ○ ○

（8）運動につまづいている子やできない子への指導や助言の仕方 ○ ○ ○ ○ ○

（9）体育科の目標や内容，評価などの基本的な知識 ○ ○ ○ ○ ○

（10）体育授業での個人差への対応の仕方 ○ ○ ○ ○ ○

（11）体育用具の準備や体育施設の管理の仕方 ○ ○ ○ ○ ○

（12）体育やスポーツに関する専門的な知識 ○ ○ ○ ○ ○

（13）授業改善のための方法や授業観察，授業分析の仕方 ○ ○ ○ ○ ○

（14）その他

（ ）

６．

　
⑤
非
常
に
必
要
だ

⑤

⑤①

教育実習を振り返って，教育実習が始まるまでに大学の
講義（体育科教育法など）や実技の授業でどのような内
容を指導しておく必要があると思いますか．
以下の項目についてあてはまるものを答えてください．

④ ⑤

　
④
や
や
必
要
だ

　
③

ど
ち
ら

と
も
い

え
な
い

① ② ③ ④

① ② ③

　
②
あ
ま
り
必
要
な
い

　
①
全
く
必
要
な
い

５．現在のあなた自身の考え方についてお聞きします．

② ③ ④

 
 
 
 



（1）子どもが安全に運動できる ○ ○ ○ ○ ○

（2）運動の苦手な子どもへの配慮ができる ○ ○ ○ ○ ○

（3）どの運動を教えるべきかを理解している ○ ○ ○ ○ ○

（4）学校の体育にかかわる行事予定を理解している ○ ○ ○ ○ ○

（5）子どもが私の授業を好意的に評価してくれる ○ ○ ○ ○ ○

（6）自分が模範を示せない種目の運動を教える ○ ○ ○ ○ ○

（7）授業中に一人一人の子どもを把握できる ○ ○ ○ ○ ○

（8）子どもの行動をコントロールできる ○ ○ ○ ○ ○

（9）今の自分では子どもたちに悪い影響を与えてしまう ○ ○ ○ ○ ○

（10）子どもたちの運動のつまづきを診断できる ○ ○ ○ ○ ○

（11）体育用具の準備や体育施設の管理ができる ○ ○ ○ ○ ○

（12）教師に認められ受け入れられる ○ ○ ○ ○ ○

（13）各種目に必要な運動技能を指導できる ○ ○ ○ ○ ○

（14）子ども同士の協力的な関係をつくる ○ ○ ○ ○ ○

（15）学校の教員の前でうまく行動する ○ ○ ○ ○ ○

（16）運動技能を向上させる指導ができる ○ ○ ○ ○ ○

（17）いろいろな子どもたちのニーズに合わせる ○ ○ ○ ○ ○

（18）よい体育授業ができる ○ ○ ○ ○ ○

（19）その他（体育授業で心配になっていることがあれば記入してください。）

　
⑤
非
常
に
心
配
だ

　
④
や
や
心
配
だ

　
①
全
く
心
配
な
い

　あなたが小学校で体育の授業をすると考えたとき、
あなたは次のこと（質問項目）についてどれほど心配
に思っていますか。
各項目ごとに，右の①～⑤のなかから選んで，○を塗
りつぶして下さい．

７．今後のことについてお聞きします． 　
③
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

　
②
あ
ま
り
心
配
な
い

 
 



２－３「教育実習における体育の授業に関する意識調査（票）」中学校教育実習用 

 

学生番号（　　　　　　）氏名（　　　　　　　　　　） 性別 ○ ○

（＊学生番号だけでも結構です）

１．あなた自身についてお聞きします。　内のあてはまる番号を塗りつぶして下さい

Ｑ１あなたの今回の教育実習の期間を答えてください

①5週間　②４週間　③3週間　②2週間　①その他（　　　　　　　　） ○ ○ ○ ○ ○

２．あなた自身が，教育実習で実際に教えた（指導した）授業についてお聞きします

Ｑ１あなたが指導した学年を答えてください（複数回答可）

①１学年　②２学年　③３学年　④１～３学年　⑤その他（　　　学年） ○ ○ ○ ○ ○

Ｑ２教育実習で，体育の授業を何時限教えましたか

①0時限　②1～3時限　③4～6時限　④7～9時限　⑤10時限以上（　　　） ○ ○ ○ ○ ○

Ｑ３そのなかで，実際にどの領域の授業を何時限教えましたか．

具体的にどの運動領域の授業を何時限教えたか答えてください．

＜体つくり運動＞①0　　②1～3　　③4～6　　④7～9　　⑤10以上（　　　） ○ ○ ○ ○ ○

＜器械運動＞　①0　　②1～3　　③4～6　　④7～9　　⑤10以上（　　　） ○ ○ ○ ○ ○

＜陸上競技＞　①0　　②1～3　　③4～6　　④7～9　　⑤10以上（　　　） ○ ○ ○ ○ ○

＜水泳＞　　　①0　　②1～3　　③4～6　　④7～9　　⑤10以上（　　　） ○ ○ ○ ○ ○

＜球技＞　　　①0　　②1～3　　③4～6　　④7～9　　⑤10以上（　　　） ○ ○ ○ ○ ○

＜武道＞　　　①0　　②1～3　　③4～6　　④7～9　　⑤10以上（　　　） ○ ○ ○ ○ ○

＜ダンス　＞　①0　　②1～3　　③4～6　　④7～9　　⑤10以上（　　　） ○ ○ ○ ○ ○

＜保健＞　　　①0　　②1～3　　③4～6　　④7～9　　⑤10以上（　　　） ○ ○ ○ ○ ○

＜その他＞　　①0　　②1～3　　③4～6　　④7～9　　⑤10以上（　　　） ○ ○ ○ ○ ○

（体育科の授業を振り返って，Q5~6を答えてください）

Ｑ４主に単元のなかのどの授業を教えましたか．

①単元１時間目　②単元前半　③単元中盤　④単元後半　⑤1単元全部 ○ ○ ○ ○ ○

Ｑ５主にどのような指導形態で授業を教えましたか．

①１人　②２人（T.T.）③３人以上（グループ）④その他（　　　　  　） ○ ○ ○ ○

③

⑤

②

④ ⑤

⑤

④

③②

① ② ③

①

①

① ②

① ②

②

⑤④③

④

④

①

③

教育実習における体育の授業に関するアンケート（2） 中学校

④ ⑤

このアンケートは，教育実習における体育授業の指導の改善のために必要な資料を得るために行うもので
す．成績評価とはまったく関係ありません。率直な意見をご記入願います。なお、データはマークリーダ
によって処理しますので丁寧に記入願います。筆記用具は，鉛筆，シャープペン，ボールペン等どれでも
結構ですが，黒色を使用してください．

男 女

③

 
 
 
 
 



 
 

３．教育実習で，授業実践以外の体育科の授業への関わりについてお聞きします

Ｑ６．体育科の授業を実際に何時限計画しましたか．

①0時限　②1～3時限　③4～6時限　④7～9時限　⑤10時限以上（　　　） ○ ○ ○ ○ ○

Ｑ７．体育科の指導案を実際に何時限作成しましたか．

①0時限　②1～3時限　③4～6時限　④7～9時限　⑤10時限以上（　　　） ○ ○ ○ ○ ○

Ｑ８．体育科の授業を実際に何時限観察しましたか．

①0時限　②1～3時限　③4～6時限　④7～9時限　⑤10時限以上（　　　） ○ ○ ○ ○ ○

Ｑ９．体育科の授業の反省会にどのくらい参加しましたか．

　  ①0回　②1～3回　③4～6回　④7～9回　⑤10回以上（　　　回） ○ ○ ○ ○ ○

Ｑ10．体育科の授業以外の体育的活動（運動会，休み時間，

放課後など）に積極的に参加することができましたか

①全くできなかった　②あまりできなかった　③どちらともいえない ○ ○ ○ ○ ○

　④ややできた　⑤大変できた

教育実習において，体育科の授業計画や授業実践の際に

活用したり，参考にした情報源（助言やアドバイスも含む）

として，次の項目はどのくらい役に立ちましたか．

（1）保健体育の指導教員 ○ ○ ○ ○ ○

（2）保健体育以外の教員 ○ ○ ○ ○ ○

（3）大学の教員 ○ ○ ○ ○ ○

（4）大学の講義や実技の授業 ○ ○ ○ ○ ○

（5）体育雑誌や体育専門書 ○ ○ ○ ○ ○

（6）中学校での体育授業の経験 ○ ○ ○ ○ ○

（7）自分自身のスポーツ経験 ○ ○ ○ ○ ○

（8）他の教育実習生 ○ ○ ○ ○ ○

（9）その他

（ ）
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３．教育実習で，授業実践以外の体育科の授業への関わりについてお聞きします

Ｑ６．体育科の授業を実際に何時限計画しましたか．

①0時限　②1～3時限　③4～6時限　④7～9時限　⑤10時限以上（　　　） ○ ○ ○ ○ ○

Ｑ７．体育科の指導案を実際に何時限作成しましたか．

①0時限　②1～3時限　③4～6時限　④7～9時限　⑤10時限以上（　　　） ○ ○ ○ ○ ○

Ｑ８．体育科の授業を実際に何時限観察しましたか．

①0時限　②1～3時限　③4～6時限　④7～9時限　⑤10時限以上（　　　） ○ ○ ○ ○ ○

Ｑ９．体育科の授業の反省会にどのくらい参加しましたか．

　  ①0回　②1～3回　③4～6回　④7～9回　⑤10回以上（　　　回） ○ ○ ○ ○ ○

Ｑ10．体育科の授業以外の体育的活動（運動会，休み時間，

放課後など）に積極的に参加することができましたか

①全くできなかった　②あまりできなかった　③どちらともいえない ○ ○ ○ ○ ○

　④ややできた　⑤大変できた

教育実習において，体育科の授業計画や授業実践の際に

活用したり，参考にした情報源（助言やアドバイスも含む）

として，次の項目はどのくらい役に立ちましたか．

（1）保健体育の指導教員 ○ ○ ○ ○ ○

（2）保健体育以外の教員 ○ ○ ○ ○ ○

（3）大学の教員 ○ ○ ○ ○ ○

（4）大学の講義や実技の授業 ○ ○ ○ ○ ○

（5）体育雑誌や体育専門書 ○ ○ ○ ○ ○

（6）中学校での体育授業の経験 ○ ○ ○ ○ ○

（7）自分自身のスポーツ経験 ○ ○ ○ ○ ○

（8）他の教育実習生 ○ ○ ○ ○ ○

（9）その他
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Ｑ11あなたは教師になりたいと思っていますか？

①全く思わない　②あまり思わない　③どちらともいえない ○ ○ ○ ○ ○

④やや思う　⑤強く思う

Ｑ12あなたは教師に向いていると思いますか？

①全く思わない　②あまり思わない　③どちらともいえない ○ ○ ○ ○ ○

④やや思う　⑤強く思う

Ｑ13あなたは上手く子どもと関わることができると思いますか？

①全く思わない　②あまり思わない　③どちらともいえない ○ ○ ○ ○ ○

④やや思う　⑤強く思う

　

（1）運動の模範や見本を示せる実技力 ○ ○ ○ ○ ○

（2）体育科の授業計画や指導案の作成の仕方 ○ ○ ○ ○ ○

（3）体育授業における安全確保の問題 ○ ○ ○ ○ ○

（4）体育授業で多くの子どもたちを把握するための方法 ○ ○ ○ ○ ○

（5）運動技能に関する知識（運動技能の発展や段階など） ○ ○ ○ ○ ○

（6）子どもの主体的な学習の進め方や学び方の方法 ○ ○ ○ ○ ○

（7）体育授業での教育機器（音楽，VTRなど）の利用の仕方 ○ ○ ○ ○ ○

（8）運動につまづいている子やできない子への指導や助言の仕方 ○ ○ ○ ○ ○

（9）体育科の目標や内容，評価などの基本的な知識 ○ ○ ○ ○ ○

（10）体育授業での個人差への対応の仕方 ○ ○ ○ ○ ○

（11）体育用具の準備や体育施設の管理の仕方 ○ ○ ○ ○ ○

（12）体育やスポーツに関する専門的な知識 ○ ○ ○ ○ ○

（13）授業改善のための方法や授業観察，授業分析の仕方 ○ ○ ○ ○ ○

（14）その他

（ ）

６．

② ③ ④ ⑤

５．現在のあなた自身の考え方についてお聞きします．

①

① ② ③ ④ ⑤

教育実習を振り返って，教育実習が始まるまでに大学の　　　　講義
（体育科教育法など）や実技の授業では，どのような内容を指導して
おく（学習しておく）必要があると思いますか．
以下の項目についてあてはまるものを答えてください．

④ ⑤① ② ③
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（1）子どもが安全に運動できる ○ ○ ○ ○ ○

（2）運動の苦手な子どもへの配慮ができる ○ ○ ○ ○ ○

（3）どの運動を教えるべきかを理解している ○ ○ ○ ○ ○

（4）学校の体育にかかわる行事予定を理解している ○ ○ ○ ○ ○

（5）子どもが私の授業を好意的に評価してくれる ○ ○ ○ ○ ○

（6）自分が模範を示せない種目の運動を教える ○ ○ ○ ○ ○

（7）授業中に一人一人の子どもを把握できる ○ ○ ○ ○ ○

（8）子どもの行動をコントロールできる ○ ○ ○ ○ ○

（9）今の自分では子どもたちに悪い影響を与えてしまう ○ ○ ○ ○ ○

（10）子どもたちの運動のつまづきを診断できる ○ ○ ○ ○ ○

（11）体育用具の準備や体育施設の管理ができる ○ ○ ○ ○ ○

（12）教師に認められ受け入れられる ○ ○ ○ ○ ○

（13）各種目に必要な運動技能を指導できる ○ ○ ○ ○ ○

（14）子ども同士の協力的な関係をつくる ○ ○ ○ ○ ○

（15）学校の教員の前でうまく行動する ○ ○ ○ ○ ○

（16）運動技能を向上させる指導ができる ○ ○ ○ ○ ○

（17）いろいろな子どもたちのニーズに合わせる ○ ○ ○ ○ ○

（18）よい体育授業ができる ○ ○ ○ ○ ○

（19）その他（体育授業で心配になっていることがあれば記入してください。）

　あなたが中学校で体育の授業をすると考えたとき、あなたは次のこ
と（質問項目）についてどれほど心配に思っていますか。
　各項目ごとに，右の①～⑤のなかから選んで，○を塗りつぶして下
さい．

７．今後のことについてお聞きします．
　
①
全
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い
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だ
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